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1 総合政策部 総合政策課
小金井駅周辺地区公共用

地利活用事業

ハ

ー

ド

事

業

裁

量

あ

り

新

規

本市のまちづくりの指針となる都市計画マスタープランや

立地適正化計画、都市再構築プランなどに基づきコンパク

トな都市構造を実現し、効果的・効率的な都市経営を目指

すため、小金井駅周辺の人口密度の維持、多様な生活サー

ビスが提供可能な拠点形成を図ることで、賑わいと活力を

生み出し、将来の変化に対応したまちづくりを確立する。

小金井駅東口地区、小金井駅西口地区を一体的にとらえ、

小金井駅周辺地区として、まちづくり、公共施設等のあり

方の検討を行う。

・令和4 年度 基本方針の策定

・令和5 年度 関係機関協議、庁内検討

・令和6 年度 基本計画、都市再生整備計画事前協議

・令和7 年度 基本計画、都市再生整備計画

・令和8 年度 事業着手

・関係機関協議、庁内検討

・基本計画策定委員会

・都市再生整備計画事前協議

・市民懇談会など

・関係機関協議、庁内検討

・基本計画策定委員会

・都市再生整備計画事前協議

・市民懇談会など
7,780 11,520 Ａ Ａ Ａ 継続実施

2 総合政策部 総合政策課 自治功労者表彰事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

市表彰条例に基づき、各分野で活躍された方々を表彰し顕

彰する。また、感謝状を贈呈し、感謝の意を伝達する。

被表彰者の功労功績を顕彰し、市民が主役の市民と市が協

働するまちづくりに寄与する。

・表彰審査委員会の開催（年２回）

・毎年１月に開催している賀詞交歓会の中で、市政功労者

表彰を開催。

・毎年２月に感謝状贈呈式を開催。

・市政功労表彰

・感謝状贈呈式

・市政功労表彰

・感謝状贈呈式

871 954 Ａ Ａ Ａ 継続実施

3 総合政策部 総合政策課 一般管理事務費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

多様化する市民ニーズや行政事務に対応するため、市長・

副市長の日程調整等を適正に管理し職務を円滑に遂行させ

ることで、政策実現、市政運営の効率化及び円滑化を図

り、もって行政サービスの充実を図ることで市民福祉の向

上に寄与する。

市長・副市長の日程調整や関係各課等との連携による必要

な情報の収集・整理・資料作成など、円滑な公務遂行のた

め、適正な秘書業務を推進する。

また、報道機関（とちぎテレビ・栃木放送等）へ出演し、

市政情報広く伝える機会を設ける。

日程調整・旅費・事務用品等・テレビ・

ラジオ等広告・全国市長会・県市長会負

担金等

日程調整・旅費・事務用品等・テレビ・

ラジオ等広告・全国市長会・県市長会負

担金等 3,301 3,301 Ａ Ｂ Ａ 継続実施

4 総合政策部 総合政策課 市長交際費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

市政に関係する市民・団体・企業等との良好な関係を構

築・維持し、市政の円滑な運営を行い市の政策実現を図る

ことを目的とする。

・市長自らが市の代表として、会議、式典、大会、懇談

会、慶弔等に出席する際の経費について、交際費の支出基

準に基づき適切な支出管理を行う。

・新春賀詞交歓会を開催する。

通年実施

１月賀詞交歓会

通年実施

１月賀詞交歓会

1,791 1,791 Ａ Ｂ Ａ 継続実施

5 総合政策部 総合政策課 企画総務費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

企画事務事業全般及び委員会等の円滑な運営を行うととも

に、市単独での実施より効果的な活動が見込める広域協議

会等において事業推進を図る。

企画全般において、全庁における要望活動や各種調査のと

りまとめの他、情報提供等を実施する。

広域協議会等（栃木県央都市圏首長懇談会・小山地区定住

自立圏等）については、関係する事業推進にあたり積極的

に活用する。また、地方創生の推進等を図るため、まちづ

くりにおいては、宇都宮大学や金融機関等、地域との連携

を図り、効果的な取組を実施する。

●広域協議会等参加

●会議等開催：行政改革推進委員会7回

●広域協議会等参加

●会議等開催：行政改革推進委員会5回

105 105 Ａ Ａ Ａ 継続実施

6 総合政策部 総合政策課 総合計画推進事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

総合的かつ計画的に市政を運営するため、市の最上位計画

である総合計画について適切な進行管理を実施し、効率的

かつ効果的な行財政運営を推進する。

なお、総合計画に示した施策を推進するための具体的方策

として、２年間に取り組む主要な事業について、総合計画

実施計画を毎年ローリング方式により策定し公表する。

行政評価では、市で実施するすべての事務事業について内

部評価を実施し、今後の事業の方向性を示すとともに事業

の改善等に務める。また、庁内で構成する行政評価委員会

では、新規事業や一般財源からの支出額が大きい事業等に

焦点を絞り、全庁的な協議・評価を実施する。行政評価市

民評価では、外部委員で組織する行政改革推進委員会にお

いて、その内部評価の妥当性について検証する。

●第二次総合計画後期基本計画の推進

●行政改革推進委員会（市民評価）4回

●第二次総合計画後期基本計画の推進

●行政改革推進委員会（市民評価）4回

268 268 Ａ Ｂ Ａ 継続実施

7 総合政策部 総合政策課 行政改革推進事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

柔軟で効率的な行財政運営の確立に向けて行財政の改革を

全庁的に推進するため、下野市行政改革大綱・実施計画を

策定し、その具体的な取組を示した下野市行政改革大綱実

施計画についての進捗管理を実施する（実施期間：５か

年）。

●第四次行政改革大綱・実施計画（令和２～６年度）

下野市行政改革大綱に関し、下野市行政改革推進本部及び

幹事会において、全庁的な審議等を実施し決定する。その

内容について、外部委員による行政改革推進委員会におい

て、市民目線による意見・提言等をいただき、簡素で効率

的な行財政運営の確立に向けて行財政の改革を全庁的に推

進する。また、権限移譲や指定管理者制度導入の推進、市

職員提案による市の施策等の改善を実施するとともに、庁

内審議会等に多くの市民の意見を反映させるため、年間の

公募予定を公表する。

●第四次行政改革大綱実施計画の進捗管

理

●第五次行政改革大綱の検討・策定

●行政改革推進委員会（行革実施計画進

捗管理等）3回

●第四次行政改革大綱実施計画の進捗管

理（R6実績の確認）

●第五次行政改革大綱実施計画の運用開

始

●行政改革推進委員会（行革実施計画進

捗管理等）1回

183 61 Ａ Ａ Ａ 継続実施



番

号
部名 課名 事業名称

種

類

裁

量

継

続

区

分

事業目的 事業概要 令和6年度 令和7年度 令和6年度 令和7年度

必

要

性

有

効

性

効

率

性

総合評価

8 総合政策部 総合政策課 総合戦略推進事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

少子高齢化や人口減少・地域経済縮小の克服等、地方創生

を推進するため策定した「下野市まち・ひと・しごと創生

総合戦略」の進行管理を行う。また、総合戦略に設定した

基本目標の数値目標及び具体的な施策に係る重要業績評価

指標（ＫＰＩ）の達成度の分析・検証を行うとともに、必

要に応じて総合戦略の見直しを図る。

第二期計画（令和２～６年度まで）において示す目標や施

策の基本的方向性、具体的な施策について総合的かつ計画

的に実施するとともに、下野市地方創生推進本部及び下野

市総合計画審議会において、その進捗管理を行う。

総合計画審議会において、次期（令和７～11年度まで）５

か年計画を策定する。

総合計画審議会(年5回)、地方創生推進本

部(年4回)の開催。

次期計画の策定。

総合計画審議会(年2回)、地方創生推進本

部(年3回)の開催。

5,220 218 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

9 総合政策部 総合政策課
情報ネットワーク管理事

業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

・地域イントラネットを適切に管理することにより、地域

情報化の維持を図る。

・情報システムの導入や適切な管理運用をすることによ

り、行政運営の効率化を図る。

・デジタル技術を活用した施策を推進することにより、行

政サービスの向上や業務効率化を図る。

・地域イントラネットを構成する光ファイバー等構成機器

の維持管理を行う。

・ＬＧ－ＷＡＮ系ネットワークの運用、同ネットワークで

使用される業務アプリケーション及び端末等機器の維持管

理を行う。

・市ＤＸ推進方針に基づき、「自治体のＡＩ・ＲＰＡの利

用促進」「デジタルデバイドの解消」など、国が掲げるデ

ジタル社会の実現に向けた施策を進める。

情報ネットワーク、システム、パソコン

等の維持管理を行う。

デジタル技術等を活用しデジタルトラン

スフォーメーションを推進する。

情報ネットワーク、システム、パソコン

等の維持管理を行う。

デジタル技術等を活用しデジタルトラン

スフォーメーションを推進する。
254,165 249,002 Ａ Ａ Ａ 継続実施

10 総合政策部 総合政策課 基幹系システム管理事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

住民記録、税、福祉等の市民サービスを効率的に提供し、

市民サービスの向上に資する。

令和７年度末までに関係府省が作成する標準仕様に適合す

るよう法で義務づけられている基幹系業務について、シス

テムの移行を図る。

住民基本台帳や課税、福祉行政などの市の基幹となる業務

に関する基幹系システムのハードウェア及びソフトウェア

の整備、維持管理を行う。

住基や税など基幹系20業務システムについて、令和7年度

末までに国の示す標準準拠システムへの移行を図る。

基幹系システムの維持管理。リース期間

満了のシステム及び端末の更新。

システムのオンライン化、標準化・共通

化。

基幹系システムの維持管理。リース期間

満了のシステム及び端末の更新。

システムのオンライン化、標準化・共通

化。

95,838 218,245 Ａ Ａ Ａ 継続実施

11 総合政策部 総合政策課 統計調査総務事務費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

統計調査事務を効率的に執行する。 各種統計調査事務を効率的に執行する。 統計調査員の確保対策の実施 統計調査員の確保対策の実施

31 31 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

12 総合政策部 総合政策課 学校基本調査費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

学校に関する基本的事項である学校数、学級数、在学者

数、教職員数などの状況、卒業者の進路などを調査し、教

育行政上の基礎資料を得る。

学校に関する基本的事項である学校数、学級数、在学者

数、教職員数などの状況、卒業者の進路などを調査し、教

育行政上の基礎資料を得る。

調査実施 調査実施

27 27 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

13 総合政策部 総合政策課 経済センサス費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

事業所及び企業の経済活動の状態を明らかにし、我が国に

おける包括的な産業構造を明らかにするとともに、事業

所・企業を対象とする各種統計調査の実施のための母集団

情報を整備することを目的としている。

事業所及び企業の経済活動の状態を明らかにし、我が国に

おける包括的な産業構造を明らかにするとともに、事業

所・企業を対象とする各種統計調査の実施のための母集団

情報を整備することを目的とし、調査を実施する。

経済センサス-基礎調査（乙調査）の実施 令和8年度に実施予定の経済センサス-活

動調査の準備事務

経済センサス-基礎調査（乙調査）の実施 0 150 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

14 総合政策部 総合政策課 全国家計構造調査

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

家計の実態を調査し、全国及び地域別の世帯における所得

分布、消費水準、構造等を明らかにして、各種経済施策の

基礎資料とする。

家計の実態調査として、世帯の消費・所得・資産に関する

水準・構造・分布などを調査し、各種経済施策の基礎資料

とする。

なお、昭和３４年から５年毎に実施しており、令和６年は

１４回目であり、２か月（１０月～１１月）を調査期間と

する。

調査員募集、調査実施

1,313 0 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

15 総合政策部 総合政策課
公共施設マネジメント推

進事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

公共施設等の最適な配置を実現し、財政負担の軽減・平準

化を図るため、公共施設等総合管理計画及び個別施設計画

に基づく取組の進捗管理を行うとともに、PDCAサイクルの

確立による計画等の不断の見直しを行う。

公共施設マネジメントシステムの運用により施設データの

一元管理を行うとともに、下野市公共施設マネジメント推

進委員会において計画の進行管理を行う。

システム運用保守、劣化状況調査実地研

修会の開催、計画の進捗管理

システム運用保守、劣化状況調査実地研

修会の開催、計画の進捗管理

1,497 1,497 Ａ Ａ Ａ 継続実施
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16 総合政策部 総合政策課 国勢調査

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

　統計結果の集計や他の各種統計調査を実施するための基

礎資料を得ることを目的とする。

　日本に住む人と世帯を対象とし、人口構造、家族構成、

就業状況などを明らかにする。

国勢調査は、大正９年（1920年）の第１回目の調査から、

以後概ね５年毎に実施しており

、日本に住む人と世帯を調査対象とし、人口構造、家族構

成、就業状況などを明らかにす

る。

なお、大規模調査と基礎的な項目のみを調査する簡易調査

（中間年）がある。令和7年度

は簡易調査にあたる。

調査区設定等の設定 国勢調査（簡易調査）の実施

調査員・指導員の確保

321 25,604 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

17 総合政策部 総合政策課 農林業センサス

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

我が国における農林業に関する基礎データを作成し、食

料・農業・農村基本計画及び森林・林業基本計画に基づく

諸施策並びに農林業に関する諸統計調査に必要な基礎資料

を整備するとともに、地域の農林業の実態を明らかにする

ことを目的とする。

食料・農業・農村基本計画及び森林・林業基本計画に基づ

く諸施策並びに農林業に関する諸統計調査に必要な基礎資

料の整備、また、地域の農林業の実態を明らかにすること

を目的とし、農林業に関する基礎データの調査を実施す

る。

調査員・指導員募集、調査実施

3,857 0 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

18 総合政策部 総合政策課
公共施設等公民連携推進

事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

　地域の賑わい創出に向けた公民連携によるまちづくりを

推進する地域人材を育成・確保するため、若者・子育て世

代の地域に対する愛着の醸成や居心地の良さの向上を図る

「サードプレイス」づくりに取り組む。

■都市構造再編集中支援事業（国費1/2）（石橋駅西口地

区）

・街全体をキャンパスに見立て、街の良さを取り入れなが

ら、先生、生徒といった役割に固定しないオープンな交

流・学び合いの場を提供することにより、様々な人の交流

を促進し、市街地の賑わいを演出する。

・ワークショップや社会実験の実施等を通して、「ふるさ

と」を支援する地域づくり団体の設立を目指す。（対象エ

リア：石橋駅西地区、自治医大駅周辺、小金井駅周辺）

ワークショップ、社会実験、情報発信

8,512 0 Ｂ Ａ Ａ 継続実施

19 総合政策部 総合政策課 学校跡地活用推進事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

南河内小中学校の開校に伴い令和３年度末で閉校となった

薬師寺小学校・吉田東小学校・吉田西小学校跡地につい

て、民間での活用や地域課題を解決するための活用を推進

する。

「学校跡地活用検討にあたっての基本的な考え方」に基づ

き、全庁的に組織した公共施設マネジメント推進委員会や

ワーキンググループにおいて活用方針を検討するととも

に、必要に応じて地域の方々や関係者を含めた検討を進

め、具体的な活用策の実現を図る。

計画等に基づく事業の推進

3,500 0 Ａ Ａ Ａ 継続実施

20 総合政策部 総合政策課 第三次総合計画策定事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

新

規

総合的かつ計画的に市政を運営するため、市の最上位計画

である総合計画を策定する。

また、併せて第三次国土利用計画下野市計画並びに第二次

下野市国土強靭化地域計画の策定を総合計画との整合性を

図りながら行う。

・第三次下野市総合計画（基本構想：令和8年度～令和17

年度）

　　前期基本計画（令和8年度～令和12年度）後期基本計

画（令和13年度～令和17年度）

・三次国土利用計画下野市計画（令和8年度～令和17年

度）

・第二次下野市国土強靭化地域計画（令和8年度～令和12

年度）

下野市の現状等の把握を図るため、市民意識調査・中学

生、高校生アンケート調査・現況調査・施策動向調査・将

来人口推計等を実施し、施策の展開に向けた課題整理など

を行う。

また、総合計画策定委員会と専門部会、外部委員による総

合計画審議会に諮りながら、パブリックなど経て、最終的

に議会の議決を得て決定する。

なお、自治基本条例では、総合計画を市民参画のもとに策

定するとしており、市民や関係団体懇談会などを開催し、

広く市民の意見を取り入れる。

・市民意識調査・中学生、高校生アン

ケート調査・施策動向調査・将来人口推

計・市民ワークショップ・庁内策定委員

会など

・基本構想の検討、作成・基本計画の検

討、作成・市民懇談会・庁内策定委員

会・総合計画審議会など

9,800 14,205 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

21 総合政策部 総合政策課
しもつけ・未来・プロ

モーション事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

知ってもらう、来てもらう、住んでもらう、といった段階

的な取組において、まずは「知ってもらう」ためのシティ

プロモーションを展開する。YouTube動画などを活用し、

市の存在・魅力を市内外に発信することにより本市の知名

度を高め、東京圏からの新たな人の流れを生み出す。

シティプロモーション専用サイト「プチハピしもつけ」の

充実を図る。また、SNSを活用して各種情報を配信しなが

ら、本市の魅力やイベントのＰＲに努める。

市のＰＲ全般。 市のＰＲ全般。

4,634 3,242 Ａ Ａ Ａ 継続実施

22 総合政策部 総合政策課 地域おこし協力隊事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

都市地域から条件不利地域に住民票を移動し、生活拠点を

移した者を、地方公共団体が地域おこし協力隊員として委

嘱し、一定期間地域に居住し、地域ブランドや地場産品の

開発。販売やＰＲ等の地域おこし支援などの地域協力活動

を行いながら、その地域への定住を図るもの。

東京圏において地域おこし協力隊を募集し、意欲ある適切

な人材を本市の地域活性化のために従事してもらうととも

に、その定住を図る。

なお、経費は特別交付税の対象となるが、任期満了後も定

住し、地域のための活動が期待できる人材の発掘、採用を

求めていく。

定着支援

6,255 900 Ａ Ｂ Ａ 継続実施
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23 総合政策部 総合政策課 移住支援事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

東京圏からの移住促進及び地方の担い手不足対策として、

国の「わくわく地方生活実現政策パッケージ」に基づく地

方創生推進交付金を活用した移住支援事業を実施する。

また、若者の将来的なＵターンの促進を図る。

東京23区内に５年以上在住または通勤していた方が本市に

移住し、かつ栃木県が運営するマッチングサイトに掲載さ

れている対象企業等に就職した場合、起業又はテレワーク

移住をした場合、移住支援金として一世帯当たり100万円

（単身者の場合は60万円）を支給する。（子育て加算あ

り。）本事業は県および県内全市町で実施している。

また、Ｕターン促進を図るため、本県及び本市出身者のほ

かゆかりのある若者をターゲットにした郷土愛醸成のため

の事業を実施する。

・各種移住支援制度の周知

・Ｕターン促進事業の実施

・各種移住支援制度の周知

・Ｕターン促進事業の実施

18,961 18,453 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

24 総合政策部 総合政策課 ふるさと納税推進事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

ふるさと納税の推進を図る。 ふるさと納税寄附者へ返礼品を送付する。

返礼品の充実及び積極的なＰＲを図り、寄附額の拡大につ

なげる。

ふるさと納税の推進 ふるさと納税の推進

12,608 12,608 Ａ Ｂ Ａ 継続実施

25 総合政策部 総合政策課 広報広聴業務事務費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

・市民の率直な意見・要望・提言を今後のまちづくりに反

映させることを目的として、市政懇談会を開催する

・様々な手段を活用した情報提供の充実を図る。

市民の率直な意見・要望・提言を今後のまちづくりに反映

させることを目的として、市政懇談会を開催する。

また、様々な手段を活用した情報提供の充実を図る。

・タウントーク開催

・データ放送

・ホームページ管理

・広報紙

・市民生活ガイドブック

・行政カレンダー

・コミュニティFM

・ケーブルテレビ行政番組

・タウントーク開催

・データ放送

・ホームページ管理

・広報紙

・市民生活ガイドブック

・行政カレンダー

・コミュニティFM

・ケーブルテレビ行政番組

59,718 59,718 Ａ Ａ Ａ 継続実施

26 総合政策部 総合政策課 地域連携事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

人口ビジョンで掲げた将来展望及び総合戦略の目標値等の

実現を目指し、本市における地方創生・地域活性化の取組

として、市独自の新たな事業、県や他市町と連携した新た

な事業に取り組む。

○下野市・上三川町・壬生町連携会議では、経済・文化及

び医療など多くの面で密接に関係する１市２町が、地域振

興や定住促進を図るため共通する行政課題等について、一

体となって取り組む。

○小山地区定住自立圏において圏域の良さを紹介するＰＲ

パンフレットの配布や東京圏でのＰＲを実施し、圏域全体

のＰＲ・移住促進に努める。

○下野・上三川・壬生連携会議事業検討

○小山定住自立圏事業検討

○下野・上三川・壬生連携会議事業検討

○小山定住自立圏事業検討

2,000 2,000 Ａ Ａ Ａ 継続実施

27 総合政策部 市民協働推進課 自治会長等事務報償事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

市民と行政との連携により、行政情報の効果的な周知、自

治基本条例に基づく協働によるまちづくりを推進するた

め、自治会長事務委嘱及び報償金支給要綱に基づき自治会

長に委嘱する。

また、自治会振興費交付金を各自治会に交付するなど、自

治会活動を支援する。

自治会長へ報償を支給するとともに、自治会へ自治会振興

費交付金を交付する。

また、市自治会長連絡協議会へ補助金を交付するととも

に、市が事務局となり事務を遂行する。協議会では、自治

会長向け研修時に自治会長ガイドブックを配布する。

・自治会長手当

・自治会振興交付金

・ガイドブック

・自治会長連絡協議会補助金

・自治会長手当

・自治会振興交付金

・ガイドブック

・自治会長連絡協議会補助金
41,969 41,969 Ａ Ｂ Ａ 継続実施

28 総合政策部 市民協働推進課
コミュニティセンター運

営事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

コミュニティ支援については、自治基本条例において公益

性・公平性に配慮し、その自主性・自立性を損なうことの

ないよう支援するものとされている。そのため、本事業を

実施し、各地区のコミュニティ活動の振興を図る。

各コミュニティ推進協議会運営費、国分寺地区コミュニ

ティ盆踊り・花火大会の開催経費、石橋地区お神輿広場の

開催経費に補助金を交付する。

また、コミュニティセンターを維持管理し、適宜修繕す

る。

・各コミュニティ推進協議会補助13件

・イベント補助2件

・コミュニティセンター維持管理16か所

・各コミュニティ推進協議会補助13件

・イベント補助2件

・コミュニティセンター維持管理16か所 7,937 7,857 Ａ Ｂ Ａ 継続実施

29 総合政策部 市民協働推進課
自治会公民館建設費補助

事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

自治会公民館建設・改修時の自治会の負担を軽減し、自治

会の活動拠点を整備することにより当該地域住民の連帯意

識の向上や地域の活性化を図る。

自治会公民館の新築・改修を行う自治会に対して新築・改

築工事費の1/2を補助する。

　新築は、上限3,000千円

　改築は、上限1,000千円、但し100千円未満の改修工事に

ついては自治会負担とする。

新築補助　３自治会

改修補助　５自治会

新築補助　０自治会

改修補助　５自治会

11,000 2,000 Ａ Ｂ Ａ 継続実施

30 総合政策部 市民協働推進課
コミュニティセンター指

定管理者施設管理運営費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

コミュニティ活動の拠点施設であるコミュニティセンター

について、地域のコミュニティ推進協議会を指定管理者と

して指定することにより、自治会の枠を超えた地域の交流

と、より広域的な組織づくりを推進する。

仁良川、グリーンタウン、上町、栄町、石橋駅前、石橋中

央、石北1号館、石北2号館、友愛館、薬師寺、姿西部考古

台地の各コミュニティセンターを、指定管理者に委託す

る。

指定管理　12施設 指定管理　12施設

22,070 22,070 Ａ Ｂ Ａ 継続実施
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31 総合政策部 市民協働推進課
コミュニティセンター修

繕事業

ハ

ー

ド

事

業

裁

量

あ

り

継

続

コミュニティ活動の拠点であるコミュニティセンターにつ

いて、施設の老朽化等により日々の利用に支障をきたす箇

所の修繕を行う。

コミュニティセンター１６施設の要修繕箇所について、緊

急性や重要性により優先順位を考えたうえで修繕を行う。

コミュニティセンター１６施設 コミュニティセンター１６施設

16,929 15,000 Ａ Ｂ Ｂ 継続実施

32 総合政策部 市民協働推進課 自治基本条例推進事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

まちづくりの指針となる自治基本条例について、出前講座

やイベント時などに条例を広く市民に周知し協働の取組の

理解を広め、「市民が主役のまちづくり」「協働によるま

ちづくり」を推進する。

下野市自治基本条例情報紙編集委員会において、市民目線

からの取材編集を行い、情報紙「らいさま」を年２回発行

する。

下野市自治基本条例を広く市民に周知するため啓発グッズ

および既存のパンフレットを出前講座、各種イベント時に

配布し、市民認識の浸透を図る。

条例第３８条に基づき、５年を超えない期間毎に自治基本

条例検討委員会（外部委員会）において検証を行う。

事業概要のとおり実施

・協働の指針の推進

・条例の検証結果への対応

事業概要のとおり実施

・協働の指針の推進

・条例の検証結果への対応

800 595 Ａ Ａ Ａ 継続実施

33 総合政策部 市民協働推進課 市民活動支援事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

市民の連帯感を高め、市民の創意を活かし、将来にわたり

市民が誇りを持てる個性豊かな下野市実現のため、市民団

体が自発的に行う公益性の高いまちづくり活動に対して補

助金を交付し、活動を支援する。これにより自治基本条例

に定める「協働によるまちづくり」を推進する。

下野市市民活動補助事業交付要綱に基づき、事業の募集を

行い審査会の結果をもとに交付決定を行う。補助回数は、

１事業について、５回（５年）までとする。公募型の補助

制度であり、選考会は市民等で構成し、審査会は公開プレ

ゼンテーション形式で実施する。

・補助事業の審査会及び報告会の開催

・選定された事業に対する活動支援

・補助事業の審査会及び報告会の開催

・選定された事業に対する活動支援

3,674 3,674 Ａ Ａ Ａ 継続実施

34 総合政策部 市民協働推進課
市民活動センター管理運

営事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

本市自治基本条例を基本とした協働のまちづくりを推進す

るために、市民活動の拠点となる市民活動センターの管理

運営を行う。

・市民活動団体等の設立、運営相談

・市民活動情報の発信

・人材育成講座

・活動主体の交流創出

・施設貸出、維持管理

・事業概要のとおり

・センターイベントの開催

指定管理者制度へ移行

14,075 21,534 Ａ Ａ Ａ 継続実施

35 総合政策部 市民協働推進課 男女共同参画推進事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

男女共同参画宣言都市として、下野市だれもが輝く男女共

同参画社会づくり条例の基本理念に基づいて、第三次男女

共同参画プランを推進していく。

第三次男女共同参画プランに基づき、男女共同参画のつど

いや男女共同参画推進セミナーの開催、男女共同参画情報

紙の発行、啓発パネルの展示活動等の啓発を実施する。

男女共同参画推進委員会を開催し、男女共同参画プランに

基づく各種事業の推進と進捗管理を行う。

小山定住自立圏共生ビジョン事業としてワーク・ライフ・

バランスを推進し、ワーク・ライフ・バランス推進事業所

認定を実施する。

概要のとおり実施 概要のとおり実施

・第三次男女共同参画プラン終了年度

・第四次男女共同参画プランの策定

1,439 1,256 Ａ Ａ Ａ 継続実施

36 総合政策部 市民協働推進課 人権啓発事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

・市人権教育・啓発推進行動計画を基に、様々な場を通じ

た人権教育・啓発の推進

・人権教育・啓発の重要課題の同和問題に関する差別意識

の解消に向けた啓発の推進

市人権教育・啓発推進行動計画の進捗状況を調査し、随時

「人権推進審議会」において検討し、その結果を施策の推

進に反映する。

部落解放愛する会が主催する研修への参加

事業概要のとおり実施 事業概要のとおり実施

605 605 Ａ Ａ Ａ 継続実施

37 総合政策部 市民協働推進課 人権擁護委員事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

人権擁護委員活動の支援と啓発活動の推進 ・人権擁護にかかる意識醸成のために事業（人権の花運

動、12月の人権週間における啓発活動、人権作文・書道・

絵画コンテスト）を実施する他、人権擁護委員会の活動補

助を行う。

事業概要のとおり実施 事業概要のとおり実施

416 416 Ａ Ａ Ａ 継続実施

38 総合政策部 市民協働推進課
男女共同参画プラン策定

事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

「下野市だれもが輝く男女共同参画社会づくり条例」で

は、男女共同参画社会の実現を目指し、基本理念を定めて

いる。男女共同参画を推進する施策を総合的かつ計画的に

推進するため、次期男女共同参画プランを策定する。

令和6年度において、市民アンケート調査(2,000人)を実施

し、調査を分析し、国や県の動向整理、男女共同参画に関

する実態や意識・意向などを把握するほか、課題や重点的

に進める事項を抽出する。

令和7年度において、市民アンケート調査の結果をもとに市

民による男女共同参画推進委員会での検討を行い、第四次

男女共同参画プランの策定を目指す。

・市民アンケート調査の実施 ・男女共同参画推進委員会の開催

・第四次男女共同参画プランの策定

2,756 2,413 Ａ Ａ Ｂ 継続実施



番
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裁

量

継

続
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39 総合政策部 市民協働推進課 親善友好都市交流事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

自治基本条例では、「市は、歴史及び文化等を共有する他

の市町村との交流を積極的に図り、歴史及び文化等を大切

にするまちづくりを推進する」とされている。本事業は、

自治基本条例の規定に基づき、交流によるまちづくりを推

進する事業である。

国内交流協会活動費へ補助金を交付するとともに、市が事

務局として事務を遂行する。

歴史文化交流協定を締結している香川県高松市とは、讃岐

国分寺交流協会との小学生相互交流を中心に交流を推進す

る。

友好都市協定を締結している岐阜県本巣市とは、淡墨桜を

通し歴史、文化、観光を中心に交流を推進する。

（東日本大震災被災地支援を起源とする宮城県亘理町と

は、スポーツ振興課においてスポーツ少年団相互交流を推

進する）

国内交流協会活動費補助及び事務局運営

・高松市との小学生相互交流

・本巣市との相互交流

国内交流協会活動費補助及び事務局運営

・高松市との小学生相互交流

・本巣市との相互交流

1,783 1,783 Ａ Ｂ Ａ 継続実施

40 総合政策部 市民協働推進課 国際交流事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

自治基本条例では、「市は、国際交流の文化を大切にする

とともに、市民の国際交流活動の支援に努める」とされ、

また、「多文化共生社会の視点に立ち、国際交流活動に努

める」とされている。本事業は、自治基本条例の規定に基

づき、市民の国際交流活動を支援するとともに、国際交流

活動を推進するための事業である。

ドイツ出身の国際交流員を市民協働推進課に1名配置し、市

民の国際交流を支援するほか、姉妹都市であるドイツの

ディーツヘルツタールとの連絡調整にあたる。

また、市国際交流協会活動費に補助金を交付するととも

に、市が事務局となり事務に従事する。

3年に1回、中学生をドイツに派遣するとともに、ドイツか

らの中学生を受け入れる。

・国際交流協会活動費補助及び事務局運

営

・国際交流員配置

・国際交流協会活動費補助及び事務局運

営

・国際交流員配置

・姉妹都市締結50周年記念事業 5,155 5,175 Ａ Ｂ Ａ 継続実施

41 総務部 総務人事課 非核平和推進事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

非核平和都市宣言事業及び平和学習活動の一環として、中

学生を被爆地である広島市に派遣し、核兵器の恐ろしさ、

平和の尊さを体験することにより、次世代を担う人材を育

成する。また、事前研修・体験発表報告を通じ、平和につ

いて再認識するとともに、各中学校において、派遣で感じ

た平和の大切さ等を他の生徒に伝えることにより、将来を

担う人づくりに資することを目的とする。

中学生平和研修派遣事業

・派遣団：11名（校長1名、市内4校の2年生男女各1名、教

諭1名、総務人事課職員各1名）

・派遣期間　８月５日～７日

・派遣先等  広島市（原爆ドーム、平和記念公園、資料

館）、被爆体験者講話、千羽鶴奉納　など

平和推進活動

・原爆パネル展、懸垂幕の掲示、小金井空襲記憶継承（教

育委員会共同）

・広島市派遣

・庁舎1階フロアでのパネル展

・懸垂幕の掲示

・小金井空襲記憶継承事業（講演会等）

・広島市派遣

・庁舎1階フロアでのパネル展

・懸垂幕の掲示

・小金井空襲記憶継承事業（講演会等）

1,655 1,655 Ａ Ｂ Ａ 継続実施

42 総務部 総務人事課
情報公開・個人情報保護

事務費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

情報公開条例に基づき、市の諸活動を市民に説明する責務

を全うし、公正で民主的な市政を推進する。

個人情報保護法に基づき、個人情報を保護し、市民等の権

利利益を守るとともに、公正で民主的な市政を推進する。

情報公開条例、個人情報保護法に関する重要案件及び異議

申し立てがあったときは、審査会を開催する。

情報公開条例、個人情報保護法に基づい

た制度の運用

情報公開条例、個人情報保護法に基づい

た制度の運用

0 0 Ａ Ｂ Ａ 継続実施

43 総務部 総務人事課 一般管理事務費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

市のコンプライアンスを確保するとともに、適正で効率的

な市政運営を行うための総務事務

・法令を遵守した適正な行政事務を円滑に運営するための

顧問弁護士の設置

・コンプライアンスを高めるための議員、市長等、職員の

各倫理審査会等の運営

・市が賠償責任等を負う事故について、補償を行う全国町

村会総合賠償保険への加入

・コピー用紙、封筒などの全庁的な消耗品の一括調達

・庁舎案内、総合電話案内業務（フロアマネージャーを配

置）常時3名×7.75時間

顧問弁護士設置

各倫理審査会運営

総合賠償保険加入

全庁的消耗品一括

ﾌﾛｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ配置

顧問弁護士設置

各倫理審査会運営

総合賠償保険加入

全庁的消耗品一括

ﾌﾛｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ配置 33,377 32,877 Ａ Ｂ Ｂ 継続実施

44 総務部 総務人事課 一般職給与費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

特別職及び一般職の給与の支給について、適正な管理によ

る支給事務を行う。

人事給与システムの活用による給与事務の適正化、効率化

を図る。

給与計算・支払い

共済組合負担金・掛金の計算・支払い

人事院勧告等制度改正に伴う給与改正等対応

児童手当拡充

給与計算・支払い

共済組合負担金・掛け金の計算・支払い

給与計算・支払い

共済組合負担金・掛け金の計算・支払い

3,542,906 3,542,906 Ｂ Ｂ Ａ 継続実施

45 総務部 総務人事課 嘱託臨時職員費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

緊急的な業務量の増加や休職等不測の事態により職員が不

足する部署において、市民サービスが低下しないよう臨時

的職員（会計年度任用職員等）を効率的に採用する。

また、一事業所として、会計年度任用職員、再任用短時間

職員等の社会保険料や雇用保険、労災保険料を一括管理す

る。

育児休業等の緊急的な会計年度任用職員7名分の報酬 会計年度任用職員等の任用及び社会保険

料等の計上

期末手当に加え新たに勤勉手当支給開始

会計年度任用職員等の任用及び社会保険

料等の計上

期末手当・勤勉手当支給
127,923 127,923 Ｂ Ｂ Ａ 継続実施



番
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裁
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継
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46 総務部 総務人事課 職員健康管理事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

地方公務員法、労働安全衛生法に基づく職員の健康管理の

ため、人間ドック、健康診断の受診の推進や健康相談、ス

トレスチェックの実施により、メンタルヘルスを含む疾病

等の早期発見、早期治療が可能になり職員の健康保持増進

に努める。

職員の健康管理のため、定期健康診断の実施、人間ドッ

ク、婦人科検診の推進を図る。

産業医、産業カウンセラーを設置し、健康相談を実施す

る。

労働安全衛生法の改正に伴う義務化に伴うストレスチェッ

クを実施する。

（職員数50人以上規模の事業所）

定期健康診断

産業医健康相談

産業ｶｳﾝｾﾗｰ相談

ﾊﾗｽﾒﾝﾄ相談業務

ｽﾄﾚｽﾁｪｯｸの実施

こころの健康相談

定期健康診断

産業医健康相談

産業ｶｳﾝｾﾗｰ相談

ﾊﾗｽﾒﾝﾄ相談業務

ｽﾄﾚｽﾁｪｯｸの実施

こころの健康相談

7,848 7,848 Ａ Ｂ Ａ 継続実施

47 総務部 総務人事課 職員作業服等貸与事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

労働安全衛生上の観点から現場作業に適した被服の貸与

し、市民に対し職員であることを明確にする。

また、作業服を貸与することで、服務を律し、機能性と安

全性を考慮した働きやすい職場環境を形成する。

勤務場所・勤務形態等によって必要とされる部署職員への

作業服について、計画的に貸与する。【原則５年（事業系

職員３年）に１回】

作業服の貸与 作業服の貸与

1,389 1,389 Ｂ Ｂ Ａ 継続実施

48 総務部 総務人事課 職員研修事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

職員個々の職務遂行能力を高め、高度で多様化する市民

ニーズに的確に対応できる人材を育成するため、階層別研

修や専門研修を実施する。

職員の職務能力と資質の向上を目指し、地方公務員として

の意識の確立を図る。

・小山地区職員研修協議会研修の実施

・栃木県市町村振興協会研修の実施

・全国市町村アカデミー研修の実施

・とちぎ建設技術センター研修の実施

・独自研修の実施

・小山地区職員研修協議会研修の実施

・栃木県市町村振興協会研修の実施

・全国市町村アカデミー研修の実施

・とちぎ建設技術センター研修の実施

・独自研修の実施

3,947 3,947 Ｂ Ｂ Ａ 継続実施

49 総務部 総務人事課
仁良川簡易郵便局事務事

業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

簡易郵便局の設置により、仁良川地区及び隣接地区住民等

の郵便・貯金業務サービスの利便化を図ることを目的とす

る。

また、例年の実績から、事務取扱手数料等の歳入が約450

万円見込まれ、市の歳入にも貢献している。

郵便及び郵便貯金業務を交代制による常時2名以上体制で

行っている（再任用職員1名、臨時職員3名）。

歳出は、臨時職員賃金、郵便切手類の購入及び事務費であ

り、事務取扱手数料等の歳入により賄われている。

簡易郵便局の運営

令和7年3月末日で営業終了

撤去・原状復帰作業

3,989 500 Ｃ Ｂ Ｂ 見直し実施

50 総務部 総務人事課 人事評価支援業務

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

人材育成に重点を置いた人事評価が円滑に進むようにシス

テムの運用を行う。

人事評価の効率よい作業を行うため、人事評価システムの

借上げ、運用する。また、評価基準の平準化を図るため、

ヘルプデスクを開設する。

人事評価システムの借上げ

ヘルプデスク業務の委託

人事評価システムの借上げ

ヘルプデスク業務の委託

1,736 1,736 Ｂ Ｂ Ａ 継続実施

51 総務部 総務人事課 文書管理事務費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

全庁的な文書（ファイリング）及び例規等の適正な管理を

行う。

Ｈ24から、郵送物の配送をシルバー委託から郵便配送に変

更しコスト低減を図った。

市の郵便物を一括で差出することで、各種割引制度が適用

される。

新規事業や大口の郵送料を各課で計上させコスト意識を高

めることで、市役所全体の郵送料の削減を図る。

・文書発送に伴う郵送事務

・機密文書処理

・例規制定改廃に伴うデータ作成、管理

・ファイリング、法令、例規等検索システムの管理

・適正な文書管理の実施

・例規維持管理

・郵便等発送

・適正な文書管理の実施

・例規維持管理

・郵便等発送

45,881 45,881 Ａ Ｂ Ａ 継続実施

52 総務部 総務人事課 庁舎管理事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

庁舎の機能を維持するために、庁舎各設備の安全かつ効率

的な運用を図ることを目的とする。

電気設備、給排水設備、空調設備、建築設備等の安全かつ

効率的な運転と保守点検を行う。

庁舎の適正な維持管理 庁舎の適正な維持管理

134,261 133,680 Ａ Ｂ Ａ 継続実施

53 総務部 総務人事課 公用車管理事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

一括管理している公用車の適正な運行管理と市有バス運行

管理業務委託を民間委託する。

令和3年度末見込み台数88台

➣公用車の一括管理業務に伴う車検・修理等の維持管理を

行う。≪管理台数88台、うち車検57台≫

➣市有バス2台の運行管理業務委託≪バス委託料は237台見

込み≫※教育委員会関係で約7割使用

・私有車の公務使用を促進する。（下野市職員私有車公務

使用規程を一部改正）

・講師派遣による安全運転講習会を開催する。

・運行管理として、システムでの申請と利用後の運行日誌

への実績記入を義務付けている。

・アルコール検知器を用いた、運転手の運行前後の酒気帯

び確認を行う。

更新計画に基づいた公用車の維持管理 更新計画に基づいた公用車の維持管理

30,792 29,000 Ａ Ｂ Ａ 継続実施
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54 総務部 総務人事課 公用車購入事業

ハ

ー

ド

事

業

裁

量

あ

り

継

続

一括管理している公用車について、老朽化を考慮しながら

公用車を計画的に更新し、台数を適正管理にする。

各車両の使用実態に合わせ、下野市公用車更新計画に基づ

き公用車を購入する。

大規模災害を想定し、電気自動車や４輪駆動車の導入を実

施する。

脱炭素社会実現のため、ＨＶ車や電気自動車等の積極的な

導入を実施する。

事業費

小型バン(ＨＶ)

2,100千円×2台

軽バン(ＭＨＶ）

1,727千円×2台

普通貨物トラック

6,713千円

事業費

小型バン(ＨＶ)

2,100千円×2台

軽バン(ＭＨＶ）

1,727千円×4台

14,366 11,107 Ａ Ｂ Ｂ 継続実施

55 総務部 総務人事課 土地管理事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

公有財産の有効活用及び維持管理を実施し、低未利用地は

公売し、財源確保に努める。

普通財産の適正な維持管理を行い、低未利用地は公売す

る。

13箇所、17,302㎡の草刈りおよび除草剤散布を実施する。

普通財産の適正な維持管理及び売却 普通財産の適正な維持管理及び売却

7,747 7,747 Ｂ Ｂ Ａ 継続実施

56 総務部 総務人事課 情報通信機器管理事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

電話及び電話交換機の維持管理並びに複合機及び印刷機の

維持管理を行う。

・電話料金等通信料の支払

・電話機、電話交換機の維持管理

・複合機、印刷機の維持管理

電話及び電話交換機の維持管理並びに複

合機及び印刷機の維持管理の実施

電話及び電話交換機の維持管理並びに複

合機及び印刷機の維持管理の実施

34,732 34,732 Ａ Ｂ Ａ 継続実施

57 総務部 財政課 財政管理事務費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

市財政の健全化を図る 財政管理のための事務費

・予算編成・地方交付税算定・決算統計・健全化判断比率

算定・財務４表作成

・地方債事務

・財政管理事務費 ・財政管理事務費

593 593 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

58 総務部 財政課 公会計制度改革対策費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

統一的な基準による地方公会計の整備を図る。

発生主義、複式簿記の導入、固定資産台帳の整備等を行う

ことにより企業会計の慣行を参考とした貸借対照表等の財

務諸表を作成する。

新公会計制度に対応するため、各種研修・セミナーに参加

するとともに、財務諸表作成支援業務委託により事務の効

率化を図る。

固定資産台帳の更新業務を行う。

研修等参加

事務消耗品の購入

財務諸表作成支援業務委託

研修等参加

事務消耗品の購入

財務諸表作成支援業務委託 1,175 1,175 Ａ Ｂ Ａ 継続実施

59 総務部 財政課
地域づくり事業推進基金

費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

ふるさと納税額を基金に積立てる。 ふるさと納税の趣旨に該当する事業に充当するまで基金に

積立てる。

基金積立金 基金積立金

1 1 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

60 総務部 財政課 市債元金償還費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

市債の償還を行う。 市債元金の償還を行う。 市債元金償還 市債元金償還

3,000,000 3,000,000 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

61 総務部 財政課 市債利子償還費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

市債の償還を行う。 市債利子の償還を行う。 市債利子の償還 市債利子の償還

57,397 57,397 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

62 総務部 財政課 公債諸費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

市債の償還を行う。 証券債等の償還に伴う手数料の支払い。

証券債借入手数料の支払い。

証券債借入手数料 証券債借入手数料

20 20 Ａ Ａ Ｂ 継続実施
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63 総務部 財政課 予備費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため予備費を設

ける。

下記の場合に予備費を充用できる。

①予算編成当初予期しなかった予算外の支出が生じた場合

②歳出予算計上額が不足した場合 30,000 30,000 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

64 総務部 契約検査課 契約関係事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

適正な入札・契約事務を実施するために、工事請負、業務

委託、物品の購入等の入札･契約の事務を一元的に行う。

・工事請負、業務委託、物品の購入等の入札･契約の事務を

一元的に行い、適正な入札制度を運用する。

・電子通信方式による入札の執行により、発注者及び受注

者双方の事務負担を軽減するとともに入札の透明性を確保

する。

・学識経験者により構成された入札適正化委員会におい

て、建設工事の入札契約状況の適正性を審査する。

･入札適正化委員会の開催 2回/年

･指名選考委員会の開催 15回/年

･入札の執行(電子入札含む)

･入札参加申請受付

入札適正化委員会の開催 2回/年

･指名選考委員会の開催 15回/年

･入札の執行(電子入札含む)

･入札参加申請受付 6,427 5,871 Ａ Ｂ Ａ 継続実施

65 総務部 契約検査課 検査調整事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

契約の適正な履行を確保するため、工事の検査を行う。ま

た、建設工事分野に脆弱な所管課の建設工事等に係る一連

の業務について、効率的かつ効果的な事業の執行を図るた

めの支援を行う。

工事検査評定の質の向上と平準化が必要であり、検査員の

専門的スキルの向上を図るため、検査員研修を実施する。

また、建設工事分野に脆弱な所管課の建設工事等への支援

については、専門的な視点により検証と支援を行う業務サ

ポートを実施する。

建設業者の技術向上及び適正な施行の確保を目的として優

良建設工事表彰を実施する。

･工事検査 130件

･業務サポート 12事業

･優良工事表彰 10工事程度

･工事検査 130件

･業務サポート 12事業

･優良工事表彰 10工事程度

3,930 3,950 Ｂ Ｂ Ａ 継続実施

66 総務部 契約検査課 建築総務事務費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

工事の適正な施工を確保するため、営繕工事の積算システ

ムを導入する。

営繕工事の施工にあたり数量計算書と図面から工事の積算

を行う。発注者のみならず受注者の事務負担を軽減でき

る。

営繕積算システムＲＩＢＣ２　1組

営繕工事発注件数

入札案件約３０件

随意契約等１００件

営繕工事発注件数

入札案件約３０件

随意契約等１００件 1,097 1,097 Ｂ Ｂ Ａ 継続実施

67 総務部 税務課 賦課徴収費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

（

一

部

あ

り

）

継

続

国民健康保険事業に要する国民健康保険税賦課徴収事務の

適正な運営を図る。

国民健康保険税賦課徴収に係る帳票印刷、システム委託費

等。

被保険者見込み

10,600人

納税者数

6,600人

被保険者見込み

10,400人

納税者数

6,400人

10,614 10,614 Ａ Ｂ Ａ 継続実施

68 総務部 税務課 賦課徴収費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

（

一

部

あ

り

）

継

続

介護保険料を賦課徴収する事務の円滑な執行を図る。 介護保険料納入通知書等の作成、保険料納付記録管理、日

本年金機構との特別徴収情報交換等に必要な費用。

被保険者数見込み

16,200人

被保険者数見込み

16,600人

4,458 4,706 Ａ Ｂ Ａ 継続実施
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69 総務部 税務課 徴収費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

（

一

部

あ

り

）

継

続

後期高齢者医療制度を運営していく上で保険料の確保は重

要である。保険料等の通知を被保険者に送付し、納付促進

を図ることで安定した財源を確保し、円滑な運営を図る。

後期高齢者医療保険料の賦課、徴収に係る事務として特別

徴収開始通知書及び納入通知書等を送付し、徴収等を行

う。

普通徴収（7月～2月）、特別徴収（年6回）、随時更正分

（3月、５月）

被保険者数見込み8,700人。（7年3月時

点）

被保険者数見込み9,000人。（7年3月時

点）

4,457 4,487 Ａ Ｂ Ａ 継続実施

70 総務部 税務課 税務総務事務費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

歳入の根幹をなす市税の課税に関する基礎資料の収集・整

備を図り、公平で適正な課税及び円滑な事務遂行を推進

し、自主財源の安定確保に努める。

①会計年度任用職員の報酬、費用弁償、期末手当

②税制改正に対応した市税条例等の改正

③適正な賦課、評価、滞納整理等に対応するための各種研

修等への参加

④関係団体への負担金の納付、補助金の交付

⑤申告事務及び給与等の賦課資料の収集及び整理

⑥コンビニ交付の運用

⑦過誤納金の還付

歳入の根幹をなす市税等自主財源の安定

確保を図るため、公平で適正な課税、円

滑な事務を行う。

歳入の根幹をなす市税等自主財源の安定

確保を図るため、公平で適正な課税、円

滑な事務を行う。

41,409 41,409 Ａ Ｂ Ａ 継続実施

71 総務部 税務課 賦課徴収事務費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

歳入の根幹をなす市税の課税資料を収集して課税、徴収を

行い、更に徴収率の向上により自主財源の安定確保に努め

る。

口座振替、コンビニ納付、アプリ納付等、クレジットカー

ド納付等を有効に活用し納税者の自主納付促進及び期限内

納付率の向上を図る。

市税の課税及び徴収

①会計年度任用職員（市税徴収員）報酬、費用弁償

②課税、徴収に係る帳票印刷、システム委託費等

③督促、催告、滞納処分等の実施

④口座振替、コンビニ納付、アプリ納付等、クレジット納

付等、運用費用等

⑤預貯金調査システム運用等

歳入の根幹をなす市税等自主財源の安定

確保を図るため、公平で適正な賦課徴収

を行う。

歳入の根幹をなす市税等自主財源の安定

確保を図るため、公平で適正な賦課徴収

を行う。

66,647 66,647 Ａ Ｂ Ａ 継続実施

72 総務部 税務課 固定資産税評価替事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

令和6年度固定資産税評価替えに向け、適正な評価・課税を

行うため、各種課税基礎資料の整備や評価見直しの検討を

実施する。

・令和3年度、令和4年度に実施した事業を基に、価格形成

要因を調査し、鑑定価格の検証を実施する。（土地評価支

援業務）

・令和6年度評価替えに備え、説明用の資料や公開用資料を

整備する。

・地目判読調査業務を実施し、適正課税に努める。

土地評価支援業務 標準宅地鑑定業務

航空写真撮影業務

土地評価支援業務
4,477 35,679 Ａ Ａ Ａ 継続実施

73 市民生活部 安全安心課 石橋地区消防組合負担金

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

石橋地区消防組合を運営するための構成市町負担金。

負担金は人口、世帯、危険物施設、面積、職員配置、車両

配置の割合により算出される。

災害時は消防署と消防団の連携を図るよう、体制づくりを

する。

石橋地区消防組合を運営するための構成市町負担金。

消防本部施設改修及び更新

消防車両更新

石橋地区消防組合負担金

918,212,000円

石橋地区消防組合負担金

935,564,000円

922,654 0 Ａ Ａ Ａ 継続実施

74 市民生活部 安全安心課 消防自動車維持管理事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

火災時等の災害の際に消防団が円滑に活動できるよう消防

ポンプ自動車の維持管理を行う。

消防ポンプ車21台の維持修繕

消防ポンプ車21台の維持管理

ポンプ自動車　車検

消防ポンプ自動車　　車検８台

車載装備品の整備

準中型免許取得費補助

消防ポンプ自動車　　車検13台

車載装備品の整備

準中型免許取得費補助 5,602 6,428 Ａ Ｂ Ａ 継続実施

75 市民生活部 安全安心課 非常備消防事務費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

消防団運営に関する費用、下野市地域防災計画の管理、防

災訓練を開催する際の経費を計上する。

消防団員、女性防火クラブ、防災活動支援隊が各種会議や

研修に出席する際の負担金や団体への補助金、防災ラジオ

に関する経費を計上する。

下野市消防団の適正運営、下野市防災会議、下野市総合防

災訓練の実施

県消防協会事業や石橋地区消防団連絡協議会事業の負担金

女性防火クラブの運営、消防団員の教育訓練

防災ラジオの整備促進

市消防団の運営

市防災訓練の実施

県消防協会や石橋地区消防団連絡協議会

事業

女性防火クラブ活動

市消防団の運営

市防災訓練の実施

県消防協会や石橋地区消防団連絡協議会

事業

女性防火クラブ活動

56,540 56,540 Ａ Ａ Ａ 継続実施
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76 市民生活部 安全安心課
自主防災組織活動補助金

交付事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

自主防災組織事務費

平成２３年度に制定した下野市自主防災組織活動補助金交

付要綱に基づき、自主防災組織設置促進、地域の防災力向

上のために補助金を交付する。

平成３０年度から下野市防災士資格取得補助金交付要綱に

基づき、防災士資格取得補助金を交付する。

下野市自主防災組織活動補助金交付要綱に基づき、自主防

災組織設置促進、地域の防災力向上のために補助金を交

付。

下野市防災士資格取得補助金交付要綱に基づき、地域防災

力向上のため、防災士資格取得補助金を交付する。

年間新規設立５団体及び防災活動補助20

団体

防災士資格取得補助金　3名分

年間新規設立５団体及び防災活動補助20

団体

防災士資格取得補助金　3名分
1,790 1,940 Ｂ Ａ Ａ 見直し実施

77 市民生活部 安全安心課 消防ポンプ車整備事業

ハ

ー

ド

事

業

裁

量

あ

り

継

続

老朽化した消防ポンプ自動車を再整備することにより地域

の防災力を高める。

緊急時の消防活動に支障をきたす恐れがあるため、老朽化

した消防ポンプ自動車を更新計画に基づき更新する。毎年1

台のポンプ車を更新予定。

第２分団第１部の車両を更新予定 第７分団第１部の車両を更新予定

22,808 22,808 Ａ Ｂ Ａ 継続実施

78 市民生活部 安全安心課 消防防災施設管理事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

消防・防災施設に関する維持管理を行い安全安心な環境づ

くりを推進する。

消防設備としての消火栓維持管理

防災設備としての県システム、下野市システムの維持管

理、河川及びアンダーパスの防災カメラの維持管理

消火栓維持管理及び設置負担金、県防災

ネットワーク負担金

市防災情報伝達システム関連機器保守、

防災カメラの保守、消防施設修繕

消火栓維持管理及び設置負担金、県防災

ネットワーク負担金

市防災情報伝達システム関連機器保守、

防災カメラの保守、消防施設修繕

35,590 35,590 Ａ Ａ Ａ 継続実施

79 市民生活部 安全安心課 消防防災施設改修事業

ハ

ー

ド

事

業

裁

量

あ

り

継

続

防災設備の改修を行い安全安心な防災活動づくりをはか

る。

消防防災施設の維持管理 消火・防災施設の改修、維持管理 消火・防災施設の改修、維持管理

6,970 6,970 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

80 市民生活部 安全安心課 水防事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

水害等の有事の際に、消防団や自主防災組織と連携を図

り、対応できる体制を整える。

地域防災力や市民が水防活動を行うため、土のう袋やブ

ルーシート、砂などを配備する。

備蓄品の購入

水害対策用土のう袋　1,000枚

水防用ブルーシート　　 10枚

土のう用砂　10㎥

備蓄品の購入

水害対策用土のう袋　1,000枚

水防用ブルーシート　　 10枚

土のう用砂　10㎥

590 590 Ａ Ａ Ａ 継続実施

81 市民生活部 安全安心課 災害事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

下野市備蓄マニュアルに基づき、ブルーシート、備蓄用食

料、飲料水等の備蓄品を整備する。

食料及び飲料水は、最大避難者数から算出した備蓄目標計

画数量を基に備蓄を行う。

備蓄用食料

備蓄用飲料水

避難所運営用消耗品

備蓄用食料

備蓄用飲料水

避難所運営用消耗品 2,350 2,270 Ａ Ａ Ａ 継続実施

82 市民生活部 安全安心課 災害物資支援事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

被災地に物資を届け、被災した方々を支援する。 被災地に必要に応じて、支援物資を提供する。 必要に応じて支援 必要に応じて支援

2 2 Ａ Ａ Ａ 継続実施

83 市民生活部 安全安心課 消防器具置場建設事業

ハ

ー

ド

事

業

裁

量

あ

り

新

規

更新計画に基づき、消防団器具置場の更新を行う。 第3分団第1部の消防団器具置場の更新を行う。 設計業務委託 管理業務委託

建設工事

3,850 30,000 Ａ Ｂ Ｂ 継続実施

84 市民生活部 安全安心課 防犯対策事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

犯罪のない社会つくりのため、防犯意識の高揚・犯罪の起

こりにくい環境の整備を行い、誰もが安心して暮らせる下

野市の実現を目指す。

下野地区防犯協会連合会負担金

幼児対象誘拐防止巡回指導負担金

被害者支援センターとちぎ負担金

街頭防犯カメラ設置費用補助金

警察と連携し街頭広報活動、防犯パト

ロールを実施。

自治会、事業所等に街頭防犯カメラ設置

費用を補助。

警察と連携し街頭広報活動、防犯パト

ロールを実施。

自治会、事業所等に街頭防犯カメラ設置

費用を補助。

3,529 3,529 Ａ Ａ Ａ 継続実施

85 市民生活部 安全安心課 防犯灯推進管理事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

「犯罪のない、明るいまちづくり」を実現するため、夜間

の犯罪抑制対策と

して防犯灯を適切に管理する。

防犯灯維持管理費

防犯灯ESCO事業業務委託料

防犯灯電気料

市内防犯灯の修繕

（電球・点滅器・器具交換）

防犯灯ＥＳＣＯ事業業務委託

防犯灯電気料

市内防犯灯の修繕

（電球・点滅器・器具交換）

防犯灯ＥＳＣＯ事業業務委託

21,479 21,479 Ａ Ａ Ａ 継続実施
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86 市民生活部 安全安心課 防犯灯設置事業

ハ

ー

ド

事

業

裁

量

あ

り

継

続

「犯罪のない、明るいまちづくり」を実現するために、夜

間における犯罪抑制対策として防犯灯の設置を行う。

自治会からの設置要望等のもと予算内にて適正に判断し、

新規防犯灯設置工事を進める。

防犯灯（ＬＥＤ）設置工事　新規設置５

５基

防犯灯（ＬＥＤ）設置工事　新規設置５

５基

2,805 2,805 Ａ Ａ Ａ 継続実施

87 市民生活部 安全安心課 空き家除却事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、特定

空家等の所有者に対し適正に管理を行うよう指導等を行

う。

　また、令和４年度末に現行の計画期間が終了する空家対

策計画について改定するため、市内の空家候補について実

態調査を行い、空家対策計画への反映を行う。

空家等対策協議会報酬費

全国空き家対策推進協議会等旅費

老朽危険空家等除却促進事業補助金（50万円×2件）

空家等対策協議会報酬費

全国空き家対策推進協議会等旅費

特定空家認定建物詳細調査業務

老朽危険空家等除却促進事業補助金

空家等対策協議会報酬費

全国空き家対策推進協議会等旅費

特定空家認定建物詳細調査業務

老朽危険空家等除却促進事業補助金
1,182 1,182 Ａ Ｂ Ａ 継続実施

88 市民生活部 安全安心課 犯罪被害者等支援事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

犯罪被害者等が受けた被害の軽減及び回復を図り、安全で

安心して暮らすことができる地域社会づくりを行う。

犯罪被害者等（遺族・重傷病者）に必要に応じて、見舞金

の支給による支援を行う。

必要に応じて支援 必要に応じて支援

1 1 Ａ Ａ Ａ 継続実施

89 市民生活部 安全安心課 消費者行政事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

消費者被害の防止、消費者からの相談や自主的な活動の援

助、消費者教育の推進など消費者の利益を目的とした事業

を実施する。

消費生活センターの運営

消費者被害防止のための啓発事業の実施

特殊詐欺撃退機器の購入費補助事業

・消費生活センターの運営・啓発事業の

実施（出前講座、街頭啓発、消費者まつ

り、講演会）・特殊詐欺撃退機器の購入

費補助

・消費生活センターの運営・啓発事業の

実施（出前講座、街頭啓発、消費者まつ

り、講演会）・特殊詐欺撃退機器の購入

費補助

6,262 6,262 Ａ Ａ Ａ 継続実施

90 市民生活部 安全安心課 交通指導員配置事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

交通指導員・交通教育指導員活動及び運営 交通指導員28名分の報酬及び活動に伴う消耗品購入及び保

険料

交通教育指導員1名分の報酬・期末手当等

栃木県交通指導員連合会負担金

・交通指導員の適正配置

・交通指導員の資質向上

・交通教育指導員による交通安全教室の

開催

・交通指導員の適正配置

・交通指導員の資質向上

・交通教育指導員による交通安全教室の

開催

24,217 24,217 Ａ Ａ Ａ 継続実施

91 市民生活部 安全安心課 交通安全施設整備事業

ハ

ー

ド

事

業

裁

量

あ

り

継

続

交通安全施設：道路反射鏡(カーブミラー)の整備

（令和５年度から交通安全施設管理事業を統一）

各自治会からの要望および危険箇所に対する施設整備 ・道路反射鏡の設置工事

・交通危険箇所に対する施設整備

・道路反射鏡の設置工事

・交通危険箇所に対する施設整備

17,100 17,100 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

92 市民生活部 安全安心課 交通安全対策事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

交通安全対策に伴う各種事業の実施 交通安全教育用冊子・リーフレット等

下野地区交通安全協会負担金

下野地区交通安全協会下野支部補助金

交通安全街頭広報活動の実施

各交通安全県民総ぐるみ運動の実施

幼児から高齢者までを対象とした交通安

全教室の開催

交通安全街頭広報活動の実施

各交通安全県民総ぐるみ運動の実施

幼児から高齢者までを対象とした交通安

全教室の開催

2,281 2,281 Ａ Ａ Ａ 継続実施

93 市民生活部 安全安心課 市内公共交通推進事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

・平成23年度から運行しているデマンド交通について運行

状況を検証・評価し利用ニーズに応じた改善を図る。

・下野市地域公共交通計画に基づき、目標達成に向け推進

を図る。

・自主的に運転免許証を返納した方を対象に各種利用券等

を交付する。

・ユニバーサルデザインタクシーの普及促進を図り、誰も

が安全・安心で快適に利用できる交通環境の整備を推進す

る。

・地域公共交通会議を適宜開催する。

・運転免許証自主返納者支援として、運転免許証を自主返

納した65歳以上の者を対象に、デマンド交通の回数券、ゆ

うゆう館入浴券、ふれあい館入浴券、きらら館トレーニン

グ室3ヶ月定期券、道の駅しもつけ商品券のいずれかを交付

する。また、運転経歴証明書を交付された者については、

交付手数料支援として道の駅しもつけの商品券を交付す

る。

・ユニバーサルデザインタクシーを導入するタクシー事業

者及びタクシー貸与事業者に対し、国と協調して、人にや

さしいユニバーサルデザインタクシー整備事業費補助金を

交付する。

地域公共交通会議の開催

運転免許証自主返納支援

ユニバーサルデザイン整備補助金

地域公共交通会議の開催

運転免許証自主返納支援

ユニバーサルデザイン整備補助金

3,678 3,678 Ａ Ａ Ａ 継続実施
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94 市民生活部 安全安心課 市内公共交通運行事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

交通空白地域の解消、市内交通の一助としてデマンド交通

を運行し、日常生活に必要な交通手段の確保を図る。

併せて、公共交通広域ネットワークの改善検討を行う。

デマンド交通の運行管理業務を委託する。

関東自動車（株）が運行する広域連携バスの運行補助を壬

生町と協調して行う。

デマンドバス運行管理業務委託

40,000,000円

広域連携バス運行補助

6,000,000円

需要費

20,000円

デマンドバス運行管理業務委託

40,000,000円

広域連携バス運行補助

6,000,000円

需要費

20,000円

46,020 46,020 Ａ Ａ Ａ 継続実施

95 市民生活部 安全安心課 駐輪場維持管理事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

駅周辺の自転車の放置を予防し美観と良好な交通環境と生

活環境を保持する。また、公共の場所の交通の安全と美観

の保持を図る。

自転車駐車場の維持管理と放置自転車の撤去 自治医大駅周辺　放置自転車撤去

駐輪場の修繕

自治医大駅周辺　放置自転車撤去

駐輪場の修繕

645 645 Ｂ Ｂ Ａ 継続実施

96 市民生活部 安全安心課
駐輪場指定管理者施設管

理運営費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

平成20年度より自転車駐車場の管理運営を指定管理者に移

行しており、民間の能力やノウハウを活用しつつ市民サー

ビスの向上、行政コストの縮減等を図り、より成果重視型

の管理運営を推進する。

自転車駐車場（小金井駅東・自治医大駅東・石橋駅）につ

いてはシルバー人材センターを指定管理者として指定し適

正な管理運営を行う。

指定管理期間：R5.4.1～R8.3.31

石橋自転車駐車場、自治医大自転車駐車

場、小金井自転車駐車場の施設管理

石橋自転車駐車場、自治医大自転車駐車

場、小金井自転車駐車場の施設管理

28,970 29,747 Ｂ Ｂ Ａ 継続実施

97 市民生活部 安全安心課 駐輪場改修事業

ハ

ー

ド

事

業

裁

量

あ

り

継

続

築30年以上経過し老朽化した石橋駅自転車駐車場を「石橋

駅西口地区都市構造再編集中支援事業」の活用により、

「駐輪場」としての利用目的は変更しない範囲でリノベー

ションし、付加機能をもたせることで利便性向上を図ると

ともに地域の賑わい創出を図る。

■石橋駅駐輪場

R4：実施設計　R5～6：工事

既存部：屋根防水改修、床面改修、塗装（鉄骨部、外部階

段、外壁等）、照明器具交換、自火報設備改修、防犯カメ

ラ設置等

付加機能：休憩スペース等の新設

改修工事

5,000 0 Ｂ Ａ Ａ 継続実施

98 市民生活部 安全安心課 一般管理事務費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

自衛隊法に基づき募集事務地方公共団体委託費として交付

され、自衛官の募集事務に必要な経費に充てることとされ

ている。

自衛隊家族会に対する活動の補助

自衛隊小山地域事務所及び自衛隊家族会と連携し、自衛隊

入隊及び防衛大学校入校についての広報活動を行う。

自衛隊募集に関する消耗品費の購入

啓発看板の作成

全国基地・防衛施設協議会、県防衛協会

の負担金

自衛隊家族会活動補助金

自衛隊募集に関する消耗品費の購入

啓発看板の作成

全国基地・防衛施設協議会、県防衛協会

の負担金

自衛隊家族会活動補助金

95 95 Ａ Ｂ Ａ 継続実施

99 市民生活部 市民課
国民健康保険特別会計繰

出金

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

一般会計から国民健康保険特別会計へ繰り出しを行い、国

民健康保険事業の健全で安定的

な運営を図る。

一般会計から国民健康保険特別会計に制度化されている保

険基盤安定、職員給与費等、出産育児一時金、財政安定化

支援事業の繰り出しを行い、国民健康保険事業の健全で安

定的な運営を図る。

国民健康保険特別会計繰出金

357,038千円

国民健康保険特別会計繰出金

357,038千円

357,038 357,038 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

100 市民生活部 市民課 後期高齢者医療事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

後期高齢者医療制度の医療費のうち一部負担を除いた医療

費を、保険料１割、支援金４割（医療保険の各保険者）及

び公費５割（国、県及び市）で負担し、制度の適正な運営

を図る。

市負担金を四半期（５月・８月・１１月・２月）ごとに栃

木県後期高齢者医療広域連合へ支出する。

負担金で賄う費用　保険給付費（療養給付費、療養費、高

額療養費、葬祭費、健康診査費、医療費通知費、審査支払

手数料、拠出金等）

負担金

485,474千円

負担金

485,474千円

485,474 485,474 Ａ Ａ Ａ 継続実施

101 市民生活部 市民課
後期高齢者医療広域連合

負担金

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

栃木県後期高齢者医療広域連合を運営するために栃木県内

の全市町が納入する市町負担金。

負担割合（均等割１割・被保険者割４割・人口割５割）

市町負担金を四半期（4月・7月・10月・1月）ごとに栃木

県後期高齢者医療広域連合へ支出する。

一般会計分：報酬、共済費、賃金、報償費、旅費等。

特別会計分：報酬、共済費、賃金、旅費、需用費、役務

費、委託料、職員人件費、標準

　　　　　　システム管理費等。

負担金

22,735千円

負担金

22,735千円

22,735 22,735 Ａ Ａ Ａ 継続実施

102 市民生活部 市民課
後期高齢者医療特別会計

繰出金

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

後期高齢者医療特別会計の事務費、保険基盤安定負担金、

健診事業費に繰出し

後期高齢者医療制度の適正な運営を図る。

事務費繰出金は、総務管理費、徴収費、滞納処分費、予備

費に繰入

保険基盤安定負担金繰出金は、納付金（低所得者等の保険

料軽減分を広域連合へ納付）に繰入

健診事業繰出金は、後期高齢者健診事業に繰入

事務費繰出金

　 5,638千円

保険基盤安定繰出金

　119,094千円

健診事業費繰出金

　 20,202千円

事務費繰出金

　 5,638千円

保険基盤安定繰出金

　119,094千円

健診事業費繰出金

　 20,202千円

144,934 144,934 Ａ Ａ Ｂ 継続実施
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103 市民生活部 市民課 国民年金事務費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

国民年金事務を円滑に行い、併せて需用費の縮減を図る。

補助率：国 10/10（但し、国が定める基準算定額の範囲内

に限る）

補助対象：国民年金に係る法定受託事務とそれに付随する

事務として認められたもの

国民年金法に基づき法定受託事務として事務を行ってい

る。内容は、国民年金の加入・喪失等の各種届出や免除申

請等の受理及び審査並びに所得照会への回答。老齢・障

害・遺族基礎年金の裁定請求の受理及び審査。その他、協

力・連携事務として広報等による年金制度の周知を行う。

資格異動等1,500件

免除申請600件

年金請求100件

資格異動等1,500件

免除申請600件

年金請求100件
12 12 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

104 市民生活部 市民課 一般管理費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

国民健康保険事業の充実、かつ適正な運営を図る。 ・レセプト点検事務、国民健康保険者等の運用の適正化、

共同電算処理事業等を行う。

・国保連合会下都賀支部は、国民健康保険法に基づき、支

部会員が協同して事業を行うことを目的としている。構成

市町は小山市・栃木市・下野市・壬生町・野木町の３市２

町で、支部長は２年任期で事務局も兼ねる。

事業費　58,966千円 事業費　58,966千円

58,966 58,966 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

105 市民生活部 市民課 連合会負担金

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

栃木県国民健康保険団体連合会の運営に対し、負担金を支

払う。

栃木県国民健康保険団体連合会の運営に対し、均等割

（240,000円）と被保険者割（１人当たり100円）負担金

を支払う。

負担金　1,480千円 負担金　1,480千円

1,480 1,480 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

106 市民生活部 市民課 運営協議会費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

下野市国民健康保険運営協議会の円滑な実施を図る。 国民健康保険の円滑な実施を図るため国民健康保険運営協

議会を設置し、会議および研修会を行う。

会議及び研修会の実施　　555千円 会議及び研修会の実施　　555千円

555 555 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

107 市民生活部 市民課 一般被保険者療養給付費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

一般被保険者が医療機関等から受ける療養の給付により、

費用負担の軽減を図るとともに健康維持に寄与する。

一般被保険者が医療機関等から受けた医療給付に対する診

療報酬の給付を行う。

（医療費総額から被保険者の一部負担金を控除したもの）

療養給付

3,206,330千円

療養給付

3,206,330千円

3,206,330 3,206,330 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

108 市民生活部 市民課
退職被保険者等療養給付

費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

退職被保険者等が医療機関等から受ける療養の給付によ

り、費用負担の軽減を図るとともに健康維持に寄与する。

退職被保険者等が医療機関等から受けた医療給付に対する

診療報酬の給付を行う。

（医療費総額から被保険者の一部負担金を控除したもの）

退職者医療制度は、平成26年度末で新規加入は廃止。既加

入者は、終了時（65歳到達）まで資格が継続される。

令和2年度以降は、遅延、及び修正等の遡及請求に対する給

付を行う。

療養給付

100千円

療養給付

100千円

100 100 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

109 市民生活部 市民課 一般被保険者療養費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

一般被保険者が受けた現物給付対象外診療費の給付によ

り、費用負担の軽減を図るとともに健康維持に寄与する。

コルセット製作、はり、きゅう等の療養費の給付を行う。

（医療費総額から被保険者の一部負担金を控除したもの）

療養費給付

25,443千円

療養費給付

25,443千円

25,443 25,443 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

110 市民生活部 市民課 退職被保険者等療養費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

退職被保険者等が受けた現物給付対象外診療費の給付によ

り、費用負担の軽減を図るとともに健康維持に寄与する。

コルセット製作、はり、きゅう等の療養費の給付を行う。

（医療費総額から被保険者の一部負担金を控除したもの）

退職者医療制度は、平成26年度末で新規加入は廃止。既加

入者は、終了時（65歳到達）まで資格が継続される。

令和2年度以降は、療養費請求の遅延、及び修正等の遡及請

求に対する給付を行う。

療養費給付

10千円

療養費給付

10千円

10 10 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

111 市民生活部 市民課 審査支払手数料

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

審査支払業務委託を栃木県国民健康保険団体連合会に委託

する。

レセプト電算処理システムおよび診療報酬等審査支払事務

を国民健康保険団体連合会に委託するため。

業務委託

12,000千円

業務委託

12,000千円

12,000 12,000 Ａ Ａ Ｂ 継続実施
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112 市民生活部 市民課 一般被保険者高額療養費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

一般被保険者に対する高額療養費の支給を行う。 一定の基準を超えた分の被保険者の診療費を助成する。 療養費

43,572千円

療養費

43,572千円

433,572 433,572 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

113 市民生活部 市民課
退職被保険者等高額療養

費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

退職被保険者等に対する高額療養費の支給を行う。 一定の基準を超えた分の被保険者の診療費を助成する。

退職者医療制度は、平成26年度末で新規加入は廃止。既加

入者は、終了時（65歳到達）まで資格が継続される。

令和2年度以降は、遅延、及び修正等の遡及請求に対する給

付を行う。

療養費給付

100千円

療養費給付

100千円

100 100 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

114 市民生活部 市民課
一般被保険者高額介護合

算療養費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

医療保険及び介護保険の自己負担の合計額が著しく高額に

なる場合に、被保険者負担の軽減を目的とする。

①対象世帯　医療保険各制度（被用者保険、国保、後期高

齢者制度）の世帯に介護保険受給者が存在する場合に、被

保険者からの申請に基づき、高額療養費の算定対象世帯単

位で医療と介護の自己負担額を合算し、自己負担額が限度

額を超えるた場合に、その超えた額を支給する。

②限度額　所得区分が一般の場合の年額56万円を基本と

し、医療保険各制度や所得区分ごとの自己負担限度額を踏

まえて設定。

③費用負担　医療保険、介護保険両方で、自己負担額の比

率に応じて負担する。

療養費給付

600千円

療養費給付

600千円

600 600 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

115 市民生活部 市民課
退職被保険者等高額介護

合算療養費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

医療保険及び介護保険の自己負担の合計額が著しく高額に

なる場合に、被保険者負担の軽減を目的とする。

①対象世帯　医療保険各制度（被用者保険、国保、後期高

齢者制度）の世帯に介護保険受給者が存在する場合に、被

保険者からの申請に基づき、高額療養費の算定対象世帯単

位で医療と介護の自己負担額を合算し、自己負担額が限度

額を超えるた場合に、その超えた額を支給する。

②限度額　所得区分が一般の場合、年額56万円を基本と

し、医療保険各制度や所得区分ごとの自己負担限度額を踏

まえて設定。

③費用負担　医療保険、介護保険両方で、自己負担額の比

率に応じて負担する。

退職者医療制度は、平成26年度末で新規加入は廃止。既加

入者は、終了時（65歳到達）まで資格が継続される。

令和2年度以降は、遅延、及び修正等の遡及請求に対する給

付を行う。

療養費給付

1千円

療養費給付

1千円

1 1 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

116 市民生活部 市民課 一般被保険者移送費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

緊急時又はやむを得ない理由により、一般被保険者が療養

の給付を受けるため医療機関に移送された際の費用を支給

する。

被保険者に対し移送費を支給する。 移送費　　100千円 移送費　　100千円

100 100 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

117 市民生活部 市民課 退職被保険者等移送費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

緊急時又はやむを得ない理由により、退職被保険者が療養

の給付を受けるため医療機関に移送された際の費用を支給

する。

被保険者に対し移送費を支給する。

退職者医療制度は、平成26年度末で新規加入は廃止。既加

入者は、終了時（65歳到達）まで資格が継続される。

令和2年度以降は、遅延、及び修正等の遡及請求に対する給

付を行う。

移送費　1千円 移送費　1千円

1 1 Ａ Ａ Ｂ 継続実施
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118 市民生活部 市民課 出産育児一時金

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

被保険者の出産に際する費用負担の軽減を図るため、出産

育児一時金を支給する。

下野市国民健康保険に加入されている方が出産された場合

に、世帯主に出産育児一時金を支給する。

　・産科医療保障制度に加入している医療機関で出産した

場合

　　出生児ひとりにつき　支給額50万円

　・産科医療保障制度に加入していない医療機関で出産し

た場合

　　出生児ひとりにつき　支給額48万8千円

出産育児一時金

500,000円×35件

出産育児一時金

500,000円×35件

17,500 17,500 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

119 市民生活部 市民課 審査支払手数料

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

出産育児一時金の支払事務を栃木県国民健康保険団体連合

会に委託する。

栃木県国民健康保険団体連合会が行う支払事務に対し、１

件当たり210円を支払う。

業務委託　8千円 業務委託　8千円

8 8 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

120 市民生活部 市民課 葬祭費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

被保険者の死亡に際する費用負担の軽減を図るため、葬祭

費を支給する。

下野市国民健康保険の被保険者が亡くなった際に、葬祭を

行った方に対し葬祭費を支給する。

支給額　5万円

葬祭費

50,000円×95件

葬祭費

50,000円×95件

4,200 4,200 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

121 市民生活部 市民課 第三者行為事務費拠出金

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

栃木県国民健康保険団体連合会が実施している第三者行為

損害賠償請求事務に対する拠出金。

第三者行為損害賠償求償事務共同処理事業事務費拠出金を

栃木県国民健康保険団体連合会に支払う。

拠出金　144千円 拠出金　144千円

144 144 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

122 市民生活部 市民課 特定健康診査等事業費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

医療費適正化に伴い、医療費の伸び抑制を実現するため

に、40歳以上74歳までの被保険者を対象に内臓脂肪型肥満

（ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ）に着目した健診を行い、必要に応じて

階層化された保健指導を行う。平成28年度から腎機能検査

にｅＧＦＲを追加し、平成29年度から糖尿病重症化予防に

取り組む。

40歳から74歳までの被保険者に腹囲・脂肪等を測定する健

診を実施し、面談（集団健診）を行って、結果を直接受診

者に返すとともに、リスクの多さによって積極的支援や動

機付け支援に分けた保健指導を実施する。動機付け支援に

ついては、市直営で実施し積極的支援については、委託に

より実施する。また、特定健診の受診率を向上させるため

の未受診者対策事業と糖尿病の悪化に伴う人工透析患者を

減らすため、糖尿病重症化予防事業を実施する。

特定健康診査

人間ドッグ実施

特定健診未受診者対策事業

糖尿病重症化予防

特定健康診査

人間ドッグ実施

特定健診未受診者対策事業

糖尿病重症化予防
92,833 92,833 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

123 市民生活部 市民課 保健衛生普及費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

健康保持や増進、健康管理に係る被保険者の意識を高める

ことを目的に、各種事業を実施する。

被保険者の治療にかかる費用負担軽減を目的に、後発医薬

品に切り替えた場合に、

どれだけ削減できるか知らせるための差額通知書を年に3回

（6月、10月、2月）送付する。

重複多受診者について、臨時保健師（看護師）による訪問

指導（年間約100名）を実施する。

医療費通知

後発医薬品差額通知

重複多受診者訪問指導

医療費通知

後発医薬品差額通知

重複多受診者訪問指導
3,232 3,232 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

124 市民生活部 市民課 疾病予防費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

若年層からの生活習慣病対策の啓発、推進および生活習慣

病有病者や予備群への早期介入を図り、重症化予防に取り

組む。

・30歳から39歳、45歳、55歳、65歳の被保険者に歯周病

疾患検診の実施。

・「国保法に基づく保健事業の実施等に関する指針（厚生

労働省）」によるレセプト等のデータ分析を行い、分析結

果に基づいた事業を実施する。

・特定健診結果において、血圧、血糖、脂質の有所見率が

国、県と比較して特に多い。標準化死亡比において、脳血

管疾患の死亡が県と比較して高いため、高血圧予防対策を

強化する。

高血圧予防対策

歯周病疾患検診実施

トレーニング室利用費助成

高血圧予防対策

歯周病疾患検診実施

トレーニング室利用費助成

1,259 1,259 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

125 市民生活部 市民課 一般管理費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

後期高齢者制度の適正な運営を図る。 後期高齢者医療制度の啓発

被保険者証交付事務（加入者８月更新時の一斉交付、年度

途中加入者への交付）

被保険者資格管理事務

医療費給付費受付事務（葬祭費、高額療養費、療養費等）

事業費（計画額）

615千円

事業費（計画額）

615千円

615 615 Ａ Ａ Ａ 継続実施
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126 市民生活部 市民課
後期高齢者医療広域連合

納付金

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

被保険者から徴収した保険料（特別徴収分・普通徴収分・

滞納繰越分）と、保険基盤安定負担金（低所得者等の保険

料軽減分を公費で補填）を栃木県後期高齢者医療広域連合

へ納付し、後期高齢者医療制度の円滑な運営を図る。

保険料率は２年ごとに見直しされる。（令和元年度に見直

し実施）

※令和2・3年度の保険料率

　均等割額 43,200円　所得割率 8.54％

後期高齢者医療制度は栃木県後期高齢者医療広域連合が運

営主体となり、保険料の決定や医療の給付等を行ってい

る。市は保険料を徴収し広域連合への納付を行う。

保険料

575,910千円

保険基盤安定負担金

119,094千円

保険料

575,910千円

保険基盤安定負担金

119,094千円
695,004 695,004 Ａ Ａ Ａ 継続実施

127 市民生活部 市民課 後期高齢者健診事業費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

高齢者の生活習慣病を早期発見し重症化の予防に努め、自

らの健康状態を把握し、健康の保持促進を図る。

健康診査においては、腎機能検査を実施し、慢性腎臓病の

早期発見、早期治療のための指標として活用する。

人間ドック助成事業は、健康診査同様に疾病の早期発見と

健康保持増進に効果を発揮。

歯科健診では肺炎等の疾病につながる口腔機能の低下を予

防するために歯科健診を行う。

「健康づくりトレーニング事業」の利用料の助成を行い、

生活習慣病予防と健康増進を図る。

・健康診査　個別健診（小山地区医師会）　集団検診（県

保健衛生事業団委託）

　Ｒ3健康診査受診状況　対象者7,208人　受診者2,599人

（受診率36.1％）

・人間ドック検診助成事業　Ｒ3助成対象者数　104人

・歯科健康診査事業　前年度75歳に達した被保険者を対象

に、歯・歯肉の状態や口腔清掃状態等をチェックする。

・トレーニング利用助成金交付事業　きらら館トレーニン

グ室利用料金の一部について助成を行う。

健診者 3,400人

人間ドック200人

歯科健診90人

トレーニング助成190人

健診者 3,400人

人間ドック200人

歯科健診90人

トレーニング助成190人

49,402 49,402 Ａ Ａ Ａ 継続実施

128 市民生活部 市民課

国民健康保険事業費納付

金（一般被保険者療養給

付費分）

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

財政運営の責任主体である県が市町ごとに決定した国民健

康保険事業費納付金を県に納付する。

一般被保険者医療分の国民健康保険事業費納付金を県に納

付する。

納付金

838,966千円

納付金

838,966千円

838,966 838,966 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

129 市民生活部 市民課

国民健康保険事業費納付

金（一般被保険者後期高

齢者支援金等分）

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

財政運営の責任主体である県が市町ごとに決定した国民健

康保険事業費納付金を県に納付する。

一般被保険者後期高齢者支援分の国民健康保険事業費納付

金を県に納付する。

納付金

393,240千円

納付金

393,240千円

393,240 393,240 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

130 市民生活部 市民課
国民健康保険事業費納付

金（介護納付金分）

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

財政運営の責任主体である県が市町ごとに決定した国民健

康保険事業費納付金を県に納付する。

介護分の国民健康保険事業費納付金を県に納付する。 納付金

122,823千円

納付金

122,823千円

122,823 122,823 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

131 市民生活部 市民課
高齢者の保健事業と介護

予防等の一体的実施事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

高齢者の保健事業と介護予防等の一体的実施事業は、後期

高齢者医療広域連合と市町村の連携の下、高齢者の保健事

業と介護予防等を一体的に実施することで、高齢者の身体

的、精神的及び社会的な特性を踏まえ、効果的かつ効率的

で被保険者の状況に応じたきめ細やかな支援を行うことを

目的とする。

栃木県後期高齢者医療広域連合からの委託事業（委託金

100％）

高齢者に対する支援業務

・フレイル予防の普及啓発、運動、栄養、口腔等の健康教

育、健康相談を実施

・フレイル状態にある高齢者の把握

・低栄養や筋力低下等の状態に応じた保健指導や生活機能

向上に向けた支援

・高齢者の状況に応じた受診勧奨や介護サービス利用勧奨

対象者：後期高齢者医療被保険者及び通いの場等利用者

　　　　被保険者数　7,312人（R3.3.31現在）

事業費

762千円

企画調整等担当

医療専門職人件費

5,500千円は

一般職給与費より

事業費

762千円

企画調整等担当

医療専門職人件費

5,500千円は

一般職給与費より

762 762 Ａ Ａ Ａ 継続実施

132 市民生活部 市民課
一般被保険者外来年間合

算療養費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

2018年8月の70歳以上の高額療養費の上限額の見直しに伴

い、長期療養を受けている被保

険者の負担軽減を目的とする。

基準日時点(7月31日)で一般区分及び低所得区分であった外

来療養に係る自己負担額の年

間合算額が14万4千円を超える場合に、その超える分を支

給する。

療養給付費2,000千円 療養給付費2,000千円

2,000 2,000 Ａ Ａ Ｂ 継続実施
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133 市民生活部 市民課 傷病手当金

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

新型コロナウイルス感染症の拡大抑制のため、下野市国民

健康保険被保険者が、支給要件を満たす場合に、傷病手当

を支給する。

下野市国民健康保険に加入している被用者が、新型コロナ

ウイルス感染症に感染した場合

又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養

のため労務に服することができ

なかった期間について傷病手当金を支給する。

支給額

直近の継続した３カ月間の給与収入の合計額を就労日数で

除した金額×２/３×支給対象

となる日数

傷病手当金　580千円 傷病手当金　580千円

580 580 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

134 市民生活部 市民課 基金積立金

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

保険財政を健全に維持するため、国民健康保険財政調整基

金を設置し管理する。

基金及び基金利子の積立を行う 基金積立金　40千円 基金積立金　40千円

40 40 Ａ Ａ Ａ 継続実施

135 市民生活部 市民課 利子

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

年度当初の医療給付費等支払いのための国民健康保険財政

調整基金の繰替えのため。

国民健康保険財政調整基金繰替え運用利息の支払い。 利子　　　　　3千円 利子　　　　　3千円

3 3 Ａ Ａ Ａ 継続実施

136 市民生活部 市民課
予備費（国民健康保険特

別会計）

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

療養給付費等の支出見込み額が上回った場合に対応するた

め、予備費を計上する。

療養給付費等の支出見込み額が上回った場合に対応するた

め、予備費を計上する。

予備費　　3,000千円 予備費　　3,000千円

3,000 3,000 Ａ Ａ Ａ 継続実施

137 市民生活部 市民課
予備費（後期高齢者医療

特別会計）

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

被保険者数の増や医療費等の増による後期高齢者医療広域

連合納付金支払見込額が大きく上回った場合に対応するた

め、予備費を計上する。

被保険者数の増や医療費等の増による後期高齢者医療広域

連合納付金支払見込額が大きく上回った場合に対応するた

め、予備費を計上する。

予備費　　1,000千円 予備費　　1,000千円

1,000 1,000 Ａ Ａ Ａ 継続実施

138 市民生活部 市民課 戸籍住民基本台帳費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

戸籍事務の円滑な処理

住民基本台帳事務の円滑な処理

中長期在留者及び特別永住者の居住地届出事務の円滑な処

理

戸籍法に基づく戸籍届書の審査、受理、記載処理等を行

う。

住民基本台帳法に基づく住民票の記載、適正な管理を行

う。

中長期在留者及び特別永住者関連事務を行う。

各種公簿等に基づく証明書等の交付を行う。

R6.4.1 人口60,060人

世帯数25,000世帯

・戸籍住基関連処理

・法改正に伴う住基、戸籍システム改修

R7.4.1 人口60,060人

世帯数25,000世帯

・戸籍住基関連処理

・法改正に伴う住基、戸籍システム改修
16,863 16,863 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

139 市民生活部 市民課
社会保障・税番号制度個

人番号カード交付事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

個人番号カード関連事務の円滑な処理 市民への個人番号カードの交付及び再交付、記載事項変

更、申請サポート等を行う。

個人番号カードに付随する電子証明書の発行・更新、暗証

番号の再設定等を行う。

・個人番号カードの交付、申請サポート

・公的個人認証（電子証明書）の交付。

更新事務

・個人番号カードの交付、申請サポート

・公的個人認証（電子証明書）の交付。

更新事務 8,975 8,975 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

140 市民生活部 市民課 旅券事務費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

海外への渡航に必要な公文書である旅券（パスポート）発

行の事務処理

旅券法に基づく旅券交付申請の受付、旅券交付事務を行

う。

旅券交付時に必要な収入印紙、県収入証紙の販売を行う。

・受理　1,900件

・交付　1,900件

・延長窓口においても実施

・受理　1,900件

・交付　1,900件

・延長窓口においても実施 27 27 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

141 市民生活部 環境課
小山広域保健衛生組合負

担金

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

南河内・国分寺地区から排出される一般廃棄物、石橋地区

から排出される家庭系直接搬入を除く燃やすごみ・可燃性

粗大ごみの一般廃棄物、市内全域から排出されるし尿等の

適正な処理事業、保健予防事業、小山聖苑事業の推進等を

目的とする。

小山広域保健衛生組合の構成市町としての負担金を支出す

る。

共通経費

保健予防経費

小山聖苑経費

ごみ処理経費

し尿処理経費

共通経費

保健予防経費

小山聖苑経費

ごみ処理経費

し尿処理経費

1,093,714 1,207,555 Ｂ Ｂ Ｂ 見直し実施
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142 市民生活部 環境課
クリーンパーク茂原ごみ

処理施設負担金

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

石橋地区の直接搬入される家庭から排出される燃やすご

み、可燃系粗大ごみの適正な処理をする。

クリーンパーク茂原での石橋地区のごみ処理経費を負担金

として宇都宮市へ支出する。

維持管理経費負担金 維持管理経費負担金

69,059 69,059 Ｂ Ｂ Ｂ 見直し実施

143 市民生活部 環境課 清掃総務事務費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、市内から排

出される家庭系一般廃棄物のステーション回収を推進す

る。

　ステ―ション回収をスムーズに実施するため、ペットボ

トルコンテナ、ビンカンコンテナをステーションに配置し

ている。違反ごみについては、違反シールを貼付し市民の

ごみ出しルールを徹底を図っている。

資源ごみ回収用消耗品購入・ごみ出し違

反シール印刷・資源ごみ抜取ハ゜トロー

ル実施・粗大ごみ収集受付

資源ごみ回収用消耗品購入・ごみ出し違

反シール印刷・資源ごみ抜取ハ゜トロー

ル実施・粗大ごみ収集受付 1,247 1,244 Ａ Ｂ Ｂ 見直し実施

144 市民生活部 環境課 ごみ減量化事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

市民、市民団体との協同によるごみの資源化やごみ排出量

の削減を目的に必要な施策を講じる。

資源回収報奨金制度、エコキャップ回収や家庭用廃食油回

収等によりごみの資源化を推し進めるとともに、市内小中

学生を対象としたごみ減量ポスターコンテストやエコ

ショップ・エコオフィス認定による啓発活動を行う。

資源回収報奨金

ごみ減量ﾎﾟｽﾀｰｺﾝﾃｽﾄ

ｴｺｼｮｯﾌﾟ　ｵﾌｨｽ認定

ｴｺｷｬｯﾌﾟ分別委託

家庭用生ごみ処理機補助金交付

ﾘﾕｰｽ食器導入促進事業補助金

資源回収報奨金

ごみ減量ﾎﾟｽﾀｰｺﾝﾃｽﾄ

ｴｺｼｮｯﾌﾟ　ｵﾌｨｽ認定

ｴｺｷｬｯﾌﾟ分別委託

家庭用生ごみ処理機補助金交付

ﾘﾕｰｽ食器導入促進事業補助金

4,239 4,278 Ｂ Ｂ Ｂ 見直し実施

145 市民生活部 環境課
一般廃棄物収集運搬業務

委託事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、市内から排

出される家庭系及び石橋地区市施設の一般廃棄物の収集を

行い、小山広域保健衛生組合のごみ処理施設とクリーン

パーク茂原に運搬する。

市内から排出される家庭系及び石橋地区市施設の一般廃棄

物の収集を適正に行い、小山広域保健衛生組合のごみ処理

施設等に収集運搬する。

一般廃棄物収集運搬業務委託

クリーンパーク茂原処理残渣運搬処理業

務委託

一般廃棄物収集運搬業務委託

クリーンパーク茂原処理残渣運搬処理業

務委託 323,501 0 Ｂ Ｂ Ｂ 見直し実施

146 市民生活部 環境課
不法投棄物収集運搬業務

委託事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

生活環境の保全を目的として、適法な処分が行われなかっ

た一般廃棄物等の適正処理を行為者に代わり市が処分す

る。

不法投棄等に関する周知や学習環境を整え、環境意識の向

上を目指す。

公共の場に不法投棄された一般廃棄物及び産業廃棄物を回

収し、定期的に専門業者に依頼し適正に処分する。

不法投棄の事前予防のため、イベント等で、不法投棄防止

等のＰＲ実施や看板貸出を行う。また、児童・生徒への学

習環境を整える。

不法投棄家電処理

不法投棄物収集運搬処分

Ｂ型肝炎・破傷風予防注射接種

不法投棄家電処理

不法投棄物収集運搬処分

Ｂ型肝炎・破傷風予防注射接種 93,965 965 Ｂ Ｂ Ｂ 見直し実施

147 市民生活部 環境課
クリーンセンター食物収

集運搬業務委託事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

生ごみとし尿・浄化槽汚泥を主原料として、堆肥を製造す

る小山広域クリーンセンターに学校給食の食品残渣を搬入

し、廃棄物の有効活用を図る。

廃棄物を再利用したリサイクル社会の構築に向け、クリー

ンセンターの円滑な稼働を目指し、給食残渣が効率的に搬

入できるよう民間業者に委託する。

学校等生ごみ収集運搬業務委託 学校等生ごみ収集運搬業務委託

14,828 14,828 Ｂ Ｂ Ｂ 見直し実施

148 市民生活部 環境課 狂犬病予防事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

狂犬病予防法に基づき、飼い犬の登録と狂犬病予防注射の

実施を推進する。

飼い犬の登録及び鑑札の交付は狂犬病予防法第4条により、

また、注射済票の交付は同法第5条により市町村の責務とさ

れている。そして、事務の効率化及び予防接種率の向上を

図るうえで栃木県獣医師会との連携は不可欠である。

県獣医師会と連携し、狂犬病予防注射の集合注射を実施し

て、登録と予防接種の完全実施を図る。

狂犬病予防注射

犬の登録管理

犬猫去勢・避妊手術補助

狂犬病予防注射

犬の登録管理

犬猫去勢・避妊手術補助

1,896 1,894 Ｂ Ｂ Ｂ 見直し実施

149 市民生活部 環境課 環境衛生事務費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

市内の環境美化、環境衛生の保持と向上を図るとともに、

市民、市民団体、事業者、関係機関等との協働による生活

環境等の向上を目指し、環境の保全と創造に関する取組を

総合的・計画的に進める。

　不法投棄の防止や公共の場所における動物死骸の撤去、

犬の飼い主のマナー向上、空き地の雑草除去指導、スズメ

バチ駆除費の補助を進める。

廃棄物監視員の設置

環境審議会の設置

不法投棄防止等看板作成

動物死体回収等業務委託

雑草等除去業務委託

スズメバチ駆除費補

廃棄物監視員の設置

環境審議会の設置

不法投棄防止等看板作成

動物死体回収等業務委託

雑草等除去業務委託

スズメバチ駆除費補

17,099 17,099 Ｂ Ｂ Ｂ 見直し実施

150 市民生活部 環境課 環境基本計画推進事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

下野市環境基本計画を適切に進めていくために、市及び市

民、市民団体、事業者等がそれぞれの役割分担と環境パー

トナーシップのもとに連携し、協働により環境の保全及び

創造に関する取組を総合的・計画的に展開していく。

環境基本計画に基づき、「しもつけ環境市民会議」との協

働プロジェクトの実施に向けて取組の強化を図り、各種イ

ベントにおける広報・啓発活動や市との共催による「環境

フェア」の開催を行う。

・環境基本計画庁内推進委員会2回・しも

つけ環境市民会議回・環境フォーラムの

協働開催

・環境基本計画庁内推進委員会2回・しも

つけ環境市民会議回・環境フォーラムの

協働開催 229 229 Ａ Ｂ Ｂ 見直し実施
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151 市民生活部 環境課 斎場使用料補助事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

市民の斎場利用に関して、使用料の一部を補助する。（平

成２１年下野市告示第１８号）

斎場利用に関して、管内利用とならない場合に伴い、負担

の公平化を図るため、使用料の一部を補助する。火葬場と

待合室については、全ての斎場を対象として、式場等につ

いては、小山聖苑と宇都宮斎場のみを対象とする。

令和3年度補助実績　宇都宮斎場177件　小山聖苑件55　そ

の他12件　合計

宇都宮市斎場等

175件

宇都宮市斎場等

150件

14,919 14,919 Ｂ Ａ Ｂ 見直し実施

152 市民生活部 環境課 市営墓地管理事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

適正な墓地管理により環境衛生の保持及び向上を図る。 市営墓地及び市有墓地における除草等維持管理。市営墓地

の使用許可、管理手数料徴収、返還による使用料還付等の

事務及び墓地の整備事業。

【市営墓地 ： 使用区画(整備済み区画) 】

・三昧場墓地　259区画（305区画）　　　　・釈迦堂墓地

399区画（400区画）

・柴南霊園墓地　106区画（108区画）　　　・サイ川霊園

墓地　11区画（11区画）

・柴木間内墓地　129区画（214区画）　　　・すがた川霊

園墓地　439区画（552区画）

・市営墓地の維持管理及び管理手数料の

徴収

・広報紙、ＨＰ等の活用利用率向上を図

る。

・すがた川霊園拡張整備

・市営墓地の維持管理及び管理手数料の

徴収

・広報紙、ＨＰ等の活用利用率向上を図

る。

・すがた川霊園拡張整備
7,043 0 Ａ Ｂ Ｂ 見直し実施

153 市民生活部 環境課 地球温暖化対策事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

①地球温暖化の防止及び大気環境の改善を図ることを目的

として、電気自動車等を購入する者に対し、その費用の一

部を補助することにより、電気自動車等の普及促進を図

る。

②③地球温暖化防止対策の一環として、低炭素社会づくり

による環境保全を推進するために、環境への負荷の少ない

クリーンエネルギーの普及促進を図る。

①電気自動車（ＥＶ）を購入する方に10万円を、プラグイ

ンハイブリッド自動車（ＰＨＶ）を購入する方に5万円を、

それぞれ補助金として交付する。

②太陽光発電システムを住宅に設置する方を対象に、発電

システムの太陽電池の最大出力に１ｋＷ当たり1万円を乗じ

て得た額（4万円を限度）を補助金として交付する。

③蓄電システム設置の最大１ｋＷｈ当たり1万円を乗じて得

た額（4万円を限度）を補助金として交付する。

①30件

　　　3,000,000円

②50件

　　　2,000,000円

③50件

　　　2,000,000円

①30件

　　　3,000,000円

②50件

　　　2,000,000円

③50件

　　　2,000,000円

6,450 6,450 Ａ Ｂ Ｂ 見直し実施

154 市民生活部 環境課 公害対策事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

公害の発生を未然に防止し、市民の健康を保護するととも

に良好な生活環境を保全する。

市内の水質、騒音及び悪臭等の状況を調査することによ

り、市内の環境の状況を把握し、公害防止のための施策に

活用する。また、県と連携し、事業者に対して環境保全の

ための指導を行うとともに、環境保全対策の要望活動を行

う。その他、各種苦情への対応も行う。

１）水質対策

２）騒音対策

３）悪臭対策

４）放射能対策

１）水質対策

２）騒音対策

３）悪臭対策

４）放射能対策

3,456 0 Ａ Ｂ Ａ 継続実施

155 市民生活部 環境課 浄化槽設置補助事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

（

一

部

あ

り

）

継

続

公共下水道及び農業集落排水事業の事業計画区域外の地区

において、国や県の補助金を受け浄化槽の設置整備を促進

し、生活環境衛生と水質の向上を図る。

国及び県の補助金を受けて浄化槽設置者に補助金を交付

し、設置のための環境整備を

図り、公共下水道、農業集落排水を含めた汚水処理整備率

の向上を目指す。

補助金交付見込

2,305千円（15件）

補助金交付見込

2,305千円（15件）

7,418 7,417 Ｂ Ａ Ｂ 見直し実施

156 健康福祉部 社会福祉課 ふれあい館管理事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

温水プールの機能を活かした健康づくりを推進するため、

水泳教室をはじめとする各種スポーツ事業を実施するとと

もに、温浴施設においては、リラクゼーション効果を得た

人と人との交流を図ることによる、福祉と健康が同時に推

進できる安らぎのある魅力的な施設づくりのための管理運

営事業を目的とする。

指定管理者の民間の自由な発想と経営のノウハウを十分活

かした管理運営を実施する。

利用者の利便性向上のための設備等の修繕を実施する。

温水プール施設とトレーニング機器、温浴施設等を利用し

た自主事業を実施するとともに、隣接する三王山ふれあい

公園及び道の駅しもつけと連携し相乗効果を図る。

指定管理者

㈱道の駅しもつけ

指定管理者

㈱道の駅しもつけ

68,172 67,117 Ｂ Ｂ Ａ 見直し実施

157 健康福祉部 社会福祉課 ふれあい館改修事業

ハ

ー

ド

事

業

裁

量

あ

り

継

続

ふれあい館と三王山ふれあい公園・道の駅しもつけをゾー

ン化して、レクリエーションや健康増進など複合的に利用

できる施設に整備･改修する。

平成27年度に実施したふれあい館診断調査の結果を基に、

計画的に改修工事を進めていく。

平成27年度に実施したふれあい館診断調査の結果を踏ま

え、今後の改修方針に沿った機械設備等の改修工事を実施

し、広く市民に親しみ易く充実した施設を目指す。

受変電設備工事、防災設備更新工事、エ

レベーター更新工事、非常電源更新工事

実施設計、消火設備実施設計、ろ過設備

昇温系統交換工事、空調油修繕工事、空

調熱源工事実施設計、給水工事、受水

槽・給水ポンプ修繕工事

洋式トイレ改修工事実施設計、空調熱源

工事、空調配管工事、非常灯・誘導灯蓄

電池更新工事、消火設備更新工事、オゾ

ン発生器部品交換工事（プール系統）、

衛生設備工事、電灯コンセント工事（蓄

電池(非常灯・誘導灯)）

192,783 23,750 Ｂ Ｂ Ｂ 見直し実施



番

号
部名 課名 事業名称

種

類

裁

量

継

続

区

分

事業目的 事業概要 令和6年度 令和7年度 令和6年度 令和7年度

必

要

性

有

効
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効
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158 健康福祉部 社会福祉課 きらら館管理事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

きらら館は「健康維持ﾒﾃﾞｲｶﾙﾄﾚ-ﾆﾝｸﾞ施設」として充実を図

るため、平成29年度より指定管理者制度を導入し、経営改

善に努め、さらなるサービスの向上と経費削減を図ってい

く。

指定管理者制度を導入し、きらら館の運営管理を行う。

・きらら館管理業務

・トレ－ニング事業運営業務

　厚生労働省が認定する健康増進施設及び指定運動療法施

設としての活用を図る。

指定管理者　ALSOK北関東綜合警備保

障・ビッグツリー共同事業体

トレーニング事業

指定管理者　ALSOK北関東綜合警備保

障・ビッグツリー共同事業体

トレーニング事業 60,500 60,500 Ｂ Ｂ Ａ 見直し実施

159 健康福祉部 社会福祉課 きらら館改修事業

ハ

ー

ド

事

業

裁

量

あ

り

継

続

利用者の安全と利便性の向上及び災害時の避難所として安

全安心を確保するため、計画的に改修・修繕工事を実施す

る。

LED照明に更新工事を実施する。令和４年度実施設計、令

和5年度工事。

トイレ便器修繕工事

900 900 Ｂ Ｂ Ｂ 見直し実施

160 健康福祉部 社会福祉課 ゆうゆう館管理事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

ゆうゆう館は、温浴施設を始め、レストラン、保健セン

ター、デイサービスセンター、子育て支援センター、高齢

者生きがい作業所等の施設があり、市民の健康増進、地域

住民の憩いの場、ふれあいの場として多くの方々が利用し

ている。これらの施設を円滑に運営するために、指定管理

者制度を導入し、施設の運営形態の見直しを図りながら経

営改善に努め、サービスの向上と経費の削減を図ってい

く。

平成３０年度から指定管理者制度を導入した。指定管理者

である下野市社会福祉協議会と連携を図りながら、ゆうゆ

う館の施設維持及び管理運営を行う。

・ゆうゆう館管理事業

指定管理者

（福）下野市社会福祉協議会

温浴施設運営

指定管理者

（福）下野市社会福祉協議会

温浴施設運営

51,037 51,037 Ｂ Ｂ Ａ 見直し実施

161 健康福祉部 社会福祉課 ゆうゆう館改修事業

ハ

ー

ド

事

業

裁

量

あ

り

継

続

ゆうゆう館は建築後15年を経過し、機械設備等の劣化が進

行している。平成28年度に実施したゆうゆう館建物診断調

査の結果を踏まえ、計画的な修繕工事を行う。また、災害

時の避難所としての施設整備を図る。

平成28年度に実施したゆうゆう館建物診断調査の結果を踏

まえ、今後の修繕計画に沿った改修工事を実施し、広く市

民に親しみやすく今後も末永く利用してもらえるよう充実

した施設を目指す。

・LED電灯設備工事

・グリーストラップ交換工事

66,352 66,352 Ｂ Ｂ Ｂ 見直し実施

162 健康福祉部 社会福祉課 こども医療費助成事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

（

一

部

あ

り

）

継

続

満１８歳までの児童を扶養しているものに対し、医療費の

一部を助成することにより、児童の健全な育成を支援する

とともに福祉の増進を図る。

満１８歳到達後最初の３月３１日までにかかった医療費の

保険診療の自己負担分を助成する。　所得制限なし。

０歳～満１８歳：県内医療機関受診では現物給付、県外受

診では償還払い

こども医療対策費補助金

会計年度職員数３人

・計算入力

・窓口受付

報酬　　3,912千円

職員手当　783千円

旅費　　　234千円

会計年度職員数３人

・計算入力

・窓口受付

報酬　　3,912千円

職員手当　783千円

旅費　　　234千円
4,929 4,929 Ａ Ｂ Ａ 継続実施

163 健康福祉部 社会福祉課 こども医療費助成事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

（

一

部

あ

り

）

継

続

満１８歳になる児童を扶養しているものに対し、その医療

費の一部を助成することに

より、児童の健全な育成を支援するとともに福祉の増進を

図る。

満１８歳を迎えた最初の３月３１日までの医療費の保険診

療の自己負担分を助成する。　所得制限なし。

０歳～満１８歳：県内医療機関受診では現物給付、県外受

診では償還払い

こども医療対策費補助金

登録見込　10,720人

助成件数 135,000件

需用費　　 136千円

役務費　　　47千円

委託料　11,184千円

扶助費 277,800千円

登録見込　10,720人

助成件数 135,000件

需用費　　 136千円

役務費　　　47千円

委託料　11,184千円

扶助費 277,800千円
289,167 289,167 Ａ Ｂ Ａ 継続実施



番

号
部名 課名 事業名称

種

類

裁

量

継

続

区

分

事業目的 事業概要 令和6年度 令和7年度 令和6年度 令和7年度

必

要

性

有

効

性

効

率

性
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164 健康福祉部 社会福祉課 妊産婦医療費助成事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

（

一

部

あ

り

）

継

続

妊産婦に対し医療費の一部を助成することにより、疾病の

早期発見と受診を促進し、母子の健康保持及び福祉の増進

を図る。

妊産婦が医療機関で受診した際の医療費の保険診療の自己

負担分を助成する。

償還払い。　所得制限なし。

妊産婦医療対策費補助金：扶助費　補助率1/2

補助対象外：自己負担額（1レセプト上限500円）

登録見込　750人

助成件数 3,000件

扶助費 13,656千円

印刷製本費　33千円

登録見込　750人

助成件数 3,000件

扶助費 13,656千円

印刷製本費　33千円

13,689 13,689 Ａ Ｂ Ａ 継続実施

165 健康福祉部 社会福祉課 養育医療費給付事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

出生時の体重が2,000グラム以下、或いは生活能力が薄弱な

ため入院を必要とする乳児に対し、その養育に必要な医療

費に要する費用の給付を行い、家族が安心して療養、看護

できるように支援し、乳児の健康保険及び健全育成を図

る。

医師が入院養育を必要と認めた乳児の給付申請を受けて給

付承認を行い、その医療費等について、審査支払機関から

の請求に基づき診療報酬等を支払う。

所得制限なし。（平成25年度より県からの権限移譲により

実施）

国庫負担金：扶助費公費負担分　補助率1/2　県負担金：扶

助費公費負担分補助率1/4

認定者数  　 18人

件数　　　   41件

報酬　　　360千円

委託料　　  4千円

扶助費　3,960千円

認定者数  　 18人

件数　　　   41件

報酬　　　360千円

委託料　　  4千円

扶助費　3,960千円

4,330 4,330 Ａ Ａ Ａ 継続実施

166 健康福祉部 社会福祉課
ひとり親家庭医療費助成

事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

（

一

部

あ

り

）

継

続

ひとり親家庭の親と子に対し医療費の一部を助成すること

により、その心身と健康の向上と経済的な負担の軽減を図

り、ひとり親家庭の福祉の増進を図る。

ひとり親家庭の親と子に対して、医療機関で受診した際の

医療費の保険診療の自己負担分を助成する。　償還払い。

所得制限あり。（児童扶養手当準拠）

ひとり親家庭医療費補助金：扶助費　補助率1/2

　　　　　　　　　　　　　補助対象外：自己負担額（1レ

セプト上限500円）

登録見込　　 350人

助成件数　 4,200件

需用費　　　33千円

扶助費  10,236千円

登録見込　　 350人

助成件数　 4,200件

需用費　　　33千円

扶助費  10,236千円

10,269 10,269 Ａ Ｂ Ａ 継続実施

167 健康福祉部 社会福祉課
重度心身障がい者医療費

助成事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

（

一

部

あ

り

）

継

続

重度心身障がい者に対し、その医療費の一部を助成するこ

とにより、健康の保持及び

福祉の増進を図る。

重度心身障がい者に対して医療機関で受診した際の医療費

の保険診療の自己負担分を助成する。償還払い。所得制限

なし。

重度心身障害者医療費補助金：扶助費　補助率1/2

補助対象外：自己負担額（１レセプト上限500円）

登録見込　1,100人

助成件数　20,000件

扶助費　72,000千円

登録見込　1,100人

助成件数　20,000件

扶助費　72,000千円

72,000 72,000 Ａ Ｂ Ａ 継続実施

168 健康福祉部 社会福祉課 自立支援医療費給付事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

（

一

部

あ

り

）

継

続

身体障害者手帳の交付を受けた18歳以上の身体障害者の自

立した日常生活又は社会生活を営むために必要な医療に対

する公費負担制度を行うことにより、社会経済活動への参

加促進を図る。

更生医療費：身体障害者手帳交付者（18歳以上）に対し

て、手術、その他の治療・施術を行うことにより、障がい

手帳に記載された障がいあるいは機能の維持が保たれるな

どの効果が期待できる医療費の一部を給付する。療養介護

医療費：病院で常時介護を必要とする者に対し、日常生活

の世話や看護などの医学的管理下のもとで介護を行うもの

のうち、障害サービス以外の医療に係るもの医療費の一部

を給付する。国庫負担金1/2、県負担金1/4

見込額　61,078千円

報酬　 　1,117千円

手当　　　 224千円

旅費　　　　73千円

委託料　　 120千円

扶助費　59,544千円

見込額　61,078千円

報酬　 　1,117千円

手当　　　 224千円

旅費　　　　73千円

委託料　　 120千円

扶助費　59,544千円
61,078 61,078 Ａ Ｂ Ａ 継続実施



番

号
部名 課名 事業名称

種

類

裁

量

継

続

区

分

事業目的 事業概要 令和6年度 令和7年度 令和6年度 令和7年度

必

要

性

有

効

性

効

率

性
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169 健康福祉部 社会福祉課 補装具費支給事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

障害者（児）の失われた身体機能を補完又は代償する用具

の購入・修理に要した費用について補装具費を支給し、障

害者（児）の日常生活の能率の向上を図ることを目的とす

る。（補助率：国１/2　県1/4）

身体障害者手帳交付者の障害者（児）に対し、日常生活を

送るうえで必要な稼働能力の確保や、就労就学における能

率向上のため、主に装具、車いす、補聴器などの補装具を

支給する。

扶助費10,000千円

購入67件、修理37件

扶助費10,000千円

購入67件、修理37件

10,000 10,000 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

170 健康福祉部 社会福祉課
特別障がい者手当等給付

事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

精神又は身体に重度の障がいがあるため、日常生活におい

て常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の障がい者

（施設入所及び入院不可）及び日常生活において常時介護

を必要とする状態にある在宅（施設入所不可）の障がい児

に対して、手当を支給し福祉の増進を図ることを目的とす

る法に基づいた補助事業。

特別障害者手当国庫負担金（補助率　国3/4）

特別障害者手当月額27,980円、障害児福祉手当月額

15,220円、福祉手当（経過措置）月額15,220円を、四半

期ごと（5月、8月、11月、2月）に支給する。

扶助費 19,308,000円

特別障害者手当受給者 13,349,000円

障害児福祉手当受給者 5,779,050円

福祉手当（経過措置）受給者 179,200円

扶助費 19,308,000円

特別障害者手当受給者 13,349,000円

障害児福祉手当受給者 5,779,050円

福祉手当（経過措置）受給者 179,200円 19,308 19,308 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

171 健康福祉部 社会福祉課 育成医療費給付事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

（

一

部

あ

り

）

継

続

身体に障害のある児童（18歳未満）に対し、生活能力を得

る（将来生業を営むことができる能力のほか、たとえ将来

独立して自立するまでに至らなくても、日常の起居に必要

な能力を得る）ために必要な医療費を支給する。

身体に障害のある児童又は現存する疾患を放置すると将来

に障害を残すと認められる児童で、確実な治療効果が期待

できる児（18歳未満）を対象に、指定自立支援医療機関に

おける保険診療に係る医療費の一部を助成する。平成25年

度より県から権限移譲された事務である。法律上の自己負

担額と市で実施している自己負担額との差額については一

般財源となる。総医療費から保険診療を除いた法律上の自

己負担額までの育成医療費については、国県負担金として

交付される。

見込額　 　983千円

扶助費　 　972千円

委託料　　  11千円

給付対象見込　15人

見込額　 　983千円

扶助費　 　972千円

委託料　　  11千円

給付対象見込　15人

983 983 Ａ Ｂ Ａ 継続実施

172 健康福祉部 社会福祉課 相談支援事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

障がい児者、難病患者等からの相談に応じ、必要な情報の

提供等を始めとする支援を供与することや、権利擁護のた

めに必要な援助を行うことはもとより、地域の課題解決に

向けた地域づくりを担い、障がい児者等が自立した日常生

活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的

とする事業。基幹相談支援センター等機能強化事業として

運営する場合は、国及び県の地域生活支援事業補助対象事

業。（補助率：原則　国1/2、県1/4）

障がい児者、難病の方などの相談・情報の提供・支援など

地域で安心して生活が送れるよう身近な相談支援窓口とな

る下野市障がい児者相談支援センターの運営を指定特定一

般相談支援事業所へ委託により実施。

基幹相談支援センターを平成31年4月に設置。

現在、障がい特性に応じた3障害（身体・知的・精神）に対

応できるよう4法人に委託（精神保健福祉士2名及び社会福

祉士2名兼相談支援専門員3名）し、個別の相談支援及び地

域づくりについて運営する。

個別相談件数見込み

3,000件

委託料　23,520千円

役務費他　 172千円

個別相談件数見込み

3,000件

委託料　23,520千円

役務費他　 172千円

23,692 23,692 Ａ Ａ Ａ 継続実施

173 健康福祉部 社会福祉課 意思疎通支援事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため、意思疎通

を図ることに支障がある障害者に、障害者とその他の者の

意思疎通を仲介する手話通訳者等の派遣及び養成を行い、

意思疎通の円滑化を図ることを目的とする国及び県の補助

対象事業（地域生活支援事業）（補助率：国1/2　県1/4）

（補助見込率　国26％　県13％）

手話通訳者及び要約筆記者の派遣を県社協の運営するとち

ぎ視聴覚障害者情報センターに委託して実施する。また、

通訳者等の養成講座を小山市聴覚障害者協会に委託し、２

市１町で実施する。

見込額　998千円

延べ派遣者数100人

（内訳）

報償費　　540千円

費用弁償　 59千円

その他　　399千円

見込額　998千円

延べ派遣者数100人

（内訳）

報償費　　540千円

費用弁償　 59千円

その他　　399千円

998 998 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

174 健康福祉部 社会福祉課 日常生活用具給付等事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

重度障がい児・者に対し、自立生活支援用具等の日常生活

用具を給付することにより、日常生活の便宜を図り、福祉

の増進に資することを目的とする国及び県の補助対象事業

（地域生活支援事業　補助率　国1/2　県1/4）

身体障害者者手帳所持者及び難病患者に対し、日常生活上

の便宜を図るため、用具を給付する。

扶助費　15,090千円 扶助費　15,090千円

15,090 15,090 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

175 健康福祉部 社会福祉課 移動支援事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

外出先での移動に困難がある障がい者・児について、外出

のための支援を行うことにより、地域での自立生活及び社

会参加を促すことを目的とする国及び県の補助対象事業

（地域生活支援事業　補助率：国1/2　県1/4）

市と契約締結した指定事業所からヘルパー等を派遣し、買

い物や通院先等、外出時の支援を行う。

見込額　3,261千円

利用見込時間数

1,278時間

利用見込者数　35人

見込額　3,261千円

利用見込時間数

1,278時間

利用見込者数　35人

3,261 3,261 Ａ Ａ Ａ 継続実施



番
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継
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176 健康福祉部 社会福祉課
地域活動支援センター事

業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

障がい者への居場所の提供、創作的活動又は生産活動の機

会を提供し社会との交流の促進等を行う。地域活動支援セ

ンターの機能を充実強化し障がい者等の地域生活支援の促

進を図ることを目的とする事業。地域活動支援センター機

能強化事業として精神保健福祉士等を配置する委託人件費

相当分については、国及び県の地域生活支援事業補助対象

事業。（補助率　国1/2　県1/4）

精神障がい者を主に診ている医療法人へ事業運営を委託に

より実施。精神保健福祉士　3名、光熱水費、修繕料、委託

料

地域活動支援センターゆうがお運営

事業費　13,880千円

委託料　11,925千円

借上料　 1,323千円

需用費他　 632千円

地域活動支援センターゆうがお運営

事業費　13,880千円

委託料　11,925千円

借上料　 1,323千円

需用費他　 632千円

13,880 13,880 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

177 健康福祉部 社会福祉課 日中一時支援事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

障がい者等に活動の場を提供し、障がい者等を見守り社会

に適応するための日常的な訓練や支援サービスを行うとと

もに、当該者を日常的に介護している家族の一時的な休息

等に資することを目的とする国及び県の補助対象事業。

（地域生活支援事業　補助率：国1/2　県1/4）

市と契約締結をした指定事業所に障がい児者施設等での日

中一時の預かり等を委託し実施する。

委託料　8,668千円

利用見込日数

2,575日

実利用見込者数

43人

委託料　8,668千円

利用見込日数

2,575日

実利用見込者数

43人

8,646 8,646 Ａ Ａ Ａ 継続実施

178 健康福祉部 社会福祉課
身体障がい者用自動車改

造費給付事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

重度身体障がい者の就労活動の助長促進を図るため、身体

障がい者の所有する自動車の改造（ハンドル、ブレーキ、

アクセル等）費用の一部を助成することを目的。

平成２７年度までは、国県補助金対象であったが、平成２

８年度より交付税措置となった。

地域生活支援事業実施要綱に定めた対象者が行う自動車改

造費用として実費（限度額100,000円）を助成する。

扶助費　100千円

給付対象　1件

扶助費　100千円

給付対象　1件

100 100 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

179 健康福祉部 社会福祉課
身体障がい者自動車運転

免許取得費用助成事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

身体障がい者が自動車運転免許を取得するために、公安委

員会の指定する自動車教習所等で要した教習費用の一部を

助成することを目的。

平成２７年度までは、国県補助対象であったが、平成２８

年度より交付税措置となった。

地域生活支援事業実施要綱に定めた対象者が行う自動車運

転免許取得費用として実費（限度額　180,000円）を助成

する。

扶助費　180千円

給付対象　1件

扶助費　180千円

給付対象　1件

180 180 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

180 健康福祉部 社会福祉課 訪問入浴サービス事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

訪問により居宅において入浴サービスを提供し、自力又は

家族の介護のみでは入浴ができない人工呼吸器装着者等の

身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図り福祉の増進を

図ることを目的とする国及び県の補助対象事業。

（地域生活支援事業　補助率：国1/2　県1/4）

対象者は市内に居住し、自宅で入浴することが困難な人工

呼吸器装着者等のうち医師が入浴可能と認めた方で、介護

保険法に基づく訪問入浴介護を受けることができない方と

する。指定事業者へ事業を委託し実施する。

委託料　2,250千円

利用者　3人

利用日数　180日

委託料　2,250千円

利用者　3人

利用日数　180日 2,250 2,250 Ａ Ａ Ａ 継続実施

181 健康福祉部 社会福祉課
成年後見制度利用支援事

業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

平成26年度から地域生活支援事業として事業開始。

障がい福祉サービスの利用の観点から成年後見制度を利用

することが有用であると認められる知的障害者または精神

障害者に対し、成年後見制度の利用と支援をすることによ

り障がい者の権利擁護を図ることを目的とする。（補助率

国1/2　県1/4）

成年後見制度の利用に要する費用のうち、登記手数料、鑑

定費用等及び後見人等の報酬等の全部または一部を補助す

る。

見込み

利用者　4人

事業費　1,162千円

役務費　　274千円

扶助費　　888千円

見込み

利用者　4人

事業費　1,162千円

役務費　　274千円

扶助費　　888千円

1,162 1,162 Ａ Ａ Ａ 継続実施

182 健康福祉部 社会福祉課
精神障がい者福祉ホーム

事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

現に住居を求めている精神障害者に対し、低額な料金で居

室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な

便宜を供与することにより当事者の地域生活を支援するこ

とを目的とする国及び県の補助対象事業。（補助率　国1/2

県1/4）

日常生活を自分で出来る程度に回復した精神障害者で、住

居の確保が困難な人が生活の場を得るとともに社会復帰と

自立のために必要な指導などを受けるために精神障がい者

福祉ホームへ援護者として入所することに至った場合、協

定を締結した市町へ利用料の負担金を支出する。1か月の補

助対象上限額は273,200円×90％。

見込

負担金　246千円

対象者　1人

見込

負担金　246千円

対象者　1人
246 246 Ｂ Ｂ Ｂ 見直し実施

183 健康福祉部 社会福祉課 理解促進研修啓発事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

障がい者が日常生活及び社会生活を営む上で生じる「社会

的障壁」を除去するため、障害者の理解を深めるための研

修・啓発を通じて地域住民への働きかけを強化し、共生社

会の実現を図ることを目的とした国及び県の補助対象事

業。

（補助率　国1/2　県1/4）

市が開催する教室や講座等、イベント開催、広報活動な

ど、地域社会の市民に対して障がい者等に関する理解を深

めるための研修・啓発事業を行う。「障がい福祉セミ

ナー」開催のほか、12月の障害者週間や「しもつけふくし

フェスタ」に合わせた啓発活動等、普及活動を実施する。

見込

事業費　　244千円

報償費　　130千円

旅費　　　　4千円

需用費　　110千円

見込

事業費　　244千円

報償費　　130千円

旅費　　　　4千円

需用費　　110千円

244 244 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

184 健康福祉部 社会福祉課 自発的活動支援事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

障がい者が自立した日常生活及び社会生活を営むことがで

きるよう、障がい者及びその家族、地域住民等による自発

的な取り組みを支援し、共生社会の実現を図ることを目的

とした国及び県の補助対象事業。（補助率　国1/2　県

1/4）

社会活動やボランティア活動など、障がい者の自発的かつ

地域的な支援活動のために障害者団体等が利用した借上バ

スの１/２（上限額30,000円）を助成するもの。

市社会福祉協議会がバスを購入したことにより本事業に係

る障害者団体からの申請は減少傾向にある。事業費は、実

績より2件分を計上する。

扶助費　60千円

対象者　2件

助費　60千円

対象者　2件

60 60 Ａ Ａ Ａ 継続実施



番

号
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裁

量

継

続

区
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185 健康福祉部 社会福祉課 福祉タクシー事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

電車・バス等の公共交通機関を利用することが困難な障が

い者（身体・知的・精神）の通院、外出支援のために、必

要な交通の便を確保するとともに、その経費の一部を助成

する。

身体障害者1・2級、精神手帳1・2級所持者及び療育手帳所

持者に月6回乗車分のタクシー基本料金相当額の利用券を交

付する。令和3年度より交付枚数を月6枚×12月：最大72枚

とし、併せて介助券として月4枚×12月：最大48枚を交付

する。

見込額　13,138千円

交付者数　　　504人

交付枚数　 31,752枚

利用枚数　 24,136枚

介助券交付　3,690枚

利用枚数　　　846枚

扶助費　13,008千円

印刷費　　　130千円

見込額　13,394千円

交付者数　　　513人

交付枚数　 32,319枚

利用枚数　 25,629枚

介助券交付　3,895枚

利用枚数　　　892枚

扶助費　13,261千円

印刷費　　　133千円

13,138 13,394 Ｂ Ｂ Ａ 継続実施

186 健康福祉部 社会福祉課 障がい者自立支援事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

障がい児・者及び難病患者等がその有する能力を活用し、

自立した日常生活を営むことができるよう障がい福祉サー

ビスの提供を行い、福祉の増進を図ることを目的とする国

県の補助事業。（国1/2、県1/4）

身体、知的、精神障がい者、障がい児及び難病患者等への

介護給付費、訓練等給付費等の障がい福祉サービスの提供

を行う。対象者数の増加に伴い、サービス給付費は年々増

加している。

また、サービス給付事業所数の増加に伴い、利用者も比例

して増加している。

見込額

1,132,848千円

（内訳）

障がい者自立支援給付費　1,124,953千

円

その他　　7,895千円

見込額

1,132,848千円

（内訳）

障がい者自立支援給付費　1,124,953千

円

その他　　7,895千円

1,132,848 1,132,848 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

187 健康福祉部 社会福祉課
障がい者地域自立支援協

議会運営事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

本市における障がい者の生活を地域全体で支えるため、相

談支援体制をはじめとする地域の障がいに関する課題の抽

出や検討、連携を始めとしたシステムづくりについて中核

的な役割を果たす協議の場を設置し運営する。また、障が

い者差別解消支援地域協議会委員も兼ねており、障がい福

祉施策全般にわたり広く意見を求め、協議する組織の役割

を担っている。

下野市地域自立支援協議会および下野市障がい者差別解消

支援地域協議会の開催

地域自立支援協議会（専門部会含む）：年4回開催

障がい者差別解消支援地域協議会：年1回開催

事業費　288千円

報酬　　244千円

報償費　 31千円

需用費　 13千円

事業費　288千円

報酬　　244千円

報償費　 31千円

需用費　 13千円 288 288 Ａ Ａ Ａ 継続実施

188 健康福祉部 社会福祉課
小児慢性特定疾病児童日

常生活用具給付事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

地域生活支援事業における日常生活給付事業の対象から外

れている小児慢性

特定疾病受給者に対して日常生活用具を給付することによ

り、日常生活の便

宜を図り、福祉の増進に資することを目的とする県の補助

事業。

小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費補助金（補

助率　県1/2　自己負

担分を除いた支給額に対しての補助）

日常生活上の便宜を図るため、小児慢性特定疾患児に用具

を給付する。

扶助費　164千円

給付見込　3件

吸入器1件

電気式たん吸引器

2件

扶助費　164千円

給付見込　3件

吸入器1件

電気式たん吸引器

2件 164 164 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

189 健康福祉部 社会福祉課 障がい児通所支援事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

障がい児がその有する能力を活用し、自立した日常生活を

営むことができるよう障がい福祉サービスの提供を行い、

福祉の増進を図ることを目的とした国及び県の補助事業。

（補助率　国1/2　県1/4）

障がい児（手帳を所持しない発達障がい児や小児慢性特定

疾患児を含む）への通所支援サービスを提供する。

国保連合会を通してサービス給付費を全額支払い、負担金

として年度末に交付される。

発達障がいの認知の社会的な広がりにより、これまで支援

に繋がらなかった児童が幼少期からの発達支援に繋がるよ

うになってきたと考えられることから、今後も顕在化して

いないニーズにより利用者の増加が見込まれる。

事業費 342,633千円

扶助費 341,821千円

委託料 　1,014千円

児童発達支援1,566件

放課後デイ4,314件

相談支援579件

事業費 342,633千円

扶助費 341,821千円

委託料 　1,014千円

児童発達支援1,566件

放課後デイ4,314件

相談支援579件

342,835 342,835 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

190 健康福祉部 社会福祉課
軽度・中等度難聴児補聴

器購入費等助成事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

障害者総合支援法における補装具支給事業の対象から外れ

ている、身体障害者手帳非所持者で軽度・中等度難聴児で

補聴器を必要とする18歳未満の児童に対し、購入または修

理に要した費用の一部を助成する県の補助対象事業。軽

度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業費補助金

（補助率　県1/3）※基準額の2/3額を助成し、助成額の

1/2が補助金。1/3は自己負担。

聴覚に障害がある児童は、幼少期から補聴器等を使用し音

を感知しないと成人になるまでの発語能力に影響を及ぼす

ため、身体障害者手帳を取得していない児童にも早期に補

聴器を装着する必要がある為、医師意見書により補聴器の

必要があると認めた児童へ給付する。

扶助費　182千円

購入2件

修理5件

扶助費　182千円

購入2件

修理5件

182 182 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

191 健康福祉部 社会福祉課 地域生活拠点等事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

障がい者等やその家族の緊急時において、迅速かつ確実な

相談対応を行い、必要に応じて施設への一時的な短期入所

等を行い、障がい者等やその家族が安心して暮らせること

ができる体制を整備する。

介護者の不在や急病、障がい特性に起因する対応困難な場

合などの緊急時において、迅速かつ確実な相談対応を行

い、必要に応じて当該障がい者を施設への一時的な短期入

所として受け入れる事業。緊急時における受け入れ体制を

整備することで、障がい者等やその家族の安心感に繋が

る。

見込み

2件／年

事業費　1,005千円

委託料　1,200千円

扶助費　　810千円

見込み

2件／年

事業費　1,005千円

委託料　1,200千円

扶助費　　810千円

1,005 1,005 Ａ Ａ Ａ 継続実施
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192 健康福祉部 社会福祉課
障がい者就労支援施設管

理事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

「就労継続支援Ｂ型事業所なのはな・すみれ」が旧国西小

へ移転したため、の維持管理を行う。

旧国西小における維持管理を行う。

　

旧国西小維持管理等

事業費　3,111千円

需用費　2,364千円

委託料　　747千円

旧国西小維持管理等

事業費　3,111千円

需用費　2,364千円

委託料　　747千円 3,111 3,111 Ｂ Ｂ Ａ 継続実施

193 健康福祉部 社会福祉課 こばと園事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

障害者総合支援法に基づく相談支援事業及び児童福祉法に

基づく障がい児通所給付支援事業を実施する。乳幼児期の

障がいの気づきの段階から継続的な支援を行い、将来の子

どもの発達・成長の姿を見通しながら、日常生活を円滑に

営めるようにする。また、どのような支援が必要かという

視点を持ち、子どもの自尊心や主体性を育てつつ発達上の

課題を達成できるように療育を行う。相談支援事業は、障

がい児通所サービス利用希望児のサービス利用計画を作成

する。

児童発達支援事業…個別支援計画を基に、少人数グループ

での療育を実施する。

感覚統合室やプレイルームを活用し、体幹を整えボディー

イメージが向上するような運動を取り入れた療育を行う。

また年長児の希望者を対象に、個別机上療育を実施する。

子どもたち一人一人の課題に対する支援を行い、発達・成

長につなげる。

相談支援事業…相談支援専門員が児の状態の把握・保護者

のニーズから、必要な支援サービスの利用計画を作成す

る。

利用児(実数)下野市105人、延べ療育人数

3,500人、療育日240日、計画作成数300

件

利用児(実数)下野市105人、延べ療育人数

3,500人、療育日240日、計画作成数300

件

20,533 20,533 Ａ Ｂ Ａ 継続実施

194 健康福祉部 社会福祉課
こども通園センターけや

き運営事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

障がい児通所支援施設として社会福祉法人への委託により

実施。放課後や夏休みなどの長期休業中に生活能力の向上

のための必要な訓練、社会との交流の促進等の主に放課後

等デイサービス（学齢期対象）を提供する。

学齢期の障がいのある児童等に対して、主に放課後等デイ

サービス事業を実施する。

開設日：月曜日～日曜日（年末年始・祝祭日は除く、日曜

日は利用者がある場合のみ）営業時間：午前８時３０分～

午後５時３０分

希望により学校から家庭への送迎も実施。

事業費　12,028千円

需用費　 5,521千円

役務費　　 126千円

委託料　 6,381千円

事業費　12,028千円

需用費　 5,521千円

役務費　　 126千円

委託料　 6,381千円
12,028 12,028 Ｂ Ｂ Ａ 継続実施

195 健康福祉部 社会福祉課 社会福祉総務事務費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

地域における社会福祉の推進を図るとともに、社会福祉事

業の適正な実施、及び健全な発展を図り、社会福祉の増進

に資する。

社会福祉法人下野市社会福祉協議会交付金（人材交流）の

実施

社会福祉に係る事務経費の執行

栃木県精神保健福祉会の加入

福祉有償運送協議会の開催(県からの権限移譲事務)

虐待対応専門職チーム派遣

社会福祉に係る事務経費の執行 社会福祉に係る事務経費の執行

10,220 10,220 Ｂ Ｂ Ｂ 見直し実施

196 健康福祉部 社会福祉課 地域共生社会推進事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

少子高齢化や地域におけるつながりの希薄化による8050問

題など複合化した問題が顕在

化してきていることから、「第3期下野市地域福祉計画」に

もとづいて、すべての市民が

、住み慣れた地域で安心して生活することができる「地域

共生社会」の推進を図る。

社会福祉法において、市区町村は「地域共生社会」の実現

を目指した重層的な支援体制が求められており、本市にお

いては、「相談支援」「参加支援」「地域づくりに向けた

支援」の3つの支援を一体的に行う「重層的支援体制整備事

業」を令和6年度から実施する。

重層的支援体制整備事業

8,917,000円

重層的支援体制整備事業

8,917,000円

8,917 8,917 Ｂ Ｂ Ｂ 見直し実施

197 健康福祉部 社会福祉課
民生委員児童委員活動事

業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

民生委員児童委員は、社会福祉の精神をもって、地域の住

民の立場に立ち、相談に応じ、地域福祉に必要な援助活動

を行うことを目的とする。

地域住民の実情について把握し、相談や援助活動、必要な

福祉サービスの情報提供、福祉施設及び行政機関への連携

や支援を行う民生委員児童委員活動を支援する。

民生委員児童委員活動事業 民生委員児童委員活動事業

15,857 15,857 Ａ Ｂ Ａ 継続実施

198 健康福祉部 社会福祉課 社会福祉協議会育成事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

地域福祉の推進の中核的な役割を果たす下野市社会福祉協

議会の経営基盤の安定と、強化を図ることで、社会福祉事

業の能率的運営と地域社会福祉の増進を図る。

社会福祉協議会の法人運営に伴う基幹的職員の人件費を補

助金として交付する。社会福祉協議会の事業拡大、財源確

保につなげるため、市の事業の積極的な業務受託を指導す

る。

社会福祉協議会が地域住民主体の地域の見守り・支え合い

の拠点である地区社会福祉協議会を各コミュニティごとに

設立できるよう支援する。

法律相談、心配ごと相談事業を委託する。

社会福祉協議会育成事業 社会福祉協議会育成事業

50,259 50,259 Ａ Ｂ Ａ 継続実施



番
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裁
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継

続

区
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199 健康福祉部 社会福祉課 保護司会育成事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

民間人としての柔軟性と地域の実情に通じた特性を活か

し、保護観察官と協働して保護観察や再犯予防等の更生保

護活動を実施するための保護司18名の活動経費を負担す

る。

法務大臣から委嘱された非常勤公務員の保護司が、犯罪者

等の社会復帰の支援をはじめとする更生保護活動をするた

めに、資質の向上を図り、保護司会組織運営を支援する。

社会を明るくする運動推進委員会を立ち上げ、活動を展開

していく。

保護司会育成事業 保護司会育成事業

492 492 Ａ Ｂ Ａ 継続実施

200 健康福祉部 社会福祉課 更生保護女性会育成事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

女性としての立場から、地域社会の犯罪・非行の未然防止

のための啓発活動に取り組んでいる更生保護女性会の活動

により一層の充実を図るための事業である。

社会を明るくする運動や郊外パトロールなど犯罪・非行の

未然防止活動の実施、更生保護の思想の啓発及び宣伝活動

の実施、学校ボランティア、子育て支援活動をとおして、

地域社会から犯罪を出さないよう地道な活動を実施してい

く。

更生保護女性会育成事業 更生保護女性会育成事業

103 103 Ａ Ｂ Ａ 継続実施

201 健康福祉部 社会福祉課 住居確保給付金事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

離職・廃業や休業、また新型コロナウイルスの影響による

収入減少により離職と同程度の状況にある方（以下「離職

者等」と言う）に対し、家賃相当分を支給することによ

り、住居を確保し、合わせて就労支援を行うことで早期の

自立を促すことを目的とする。

※国庫負担割合3/4、福祉事務所設置自治体は必須事業

一定の要件を充たした離職者等に対し、本人の申請に基づ

き３か月間（３か月毎に最長９か月まで更新可能）家賃相

当分（生活保護基準額まで）を給付し、住宅の確保と求職

活動の支援をおこなう。

令和２年度より新型コロナウイルスの影響で収入が減少し

た人も対象となったことから、給付金額が大幅に増加して

いる。

見込額　　2,916千円

対象者（見込） 18人

支給回数（見込）81回

見込額　　2,916千円

対象者（見込） 18人

支給回数（見込）81回

2,916 2,916 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

202 健康福祉部 社会福祉課 家計改善支援事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

（

一

部

あ

り

）

継

続

生活困窮者が抱える多様で複合的な問題について、生活困

窮者からの相談に応じ必要な情報提供及び助言を行うとと

もに、様々な支援を一体かつ計画的に行うことにより生活

困窮者の自立を図る事業の一つで、利用者の家計管理を指

導支援する事業。

※実施は努力義務だが、国のＫＰＩは100％　国庫補助割

合1/2（就労準備支援事業も実施した場合は2/3）

事業主体を「下野市社会福祉協議会」に委託し、自立相談

支援事業と合わせて実施。

生活困窮世帯の家計状況の「見える化」と根本的な課題を

把握し、相談者が自ら家計を管理できるように、状況に応

じた支援計画の作成、相談支援、関係機関の斡旋を行い早

期の生活再生を支援する。

見込額　7,032千円

委託料　7,032千円

自立相談支援事業、就労準備支援事業と

共に社会福祉協議会へ委託予定

見込額　7,032千円

委託料　7,032千円

自立相談支援事業、就労準備支援事業と

共に社会福祉協議会へ委託予定
7,032 7,032 Ｂ Ｂ Ａ 継続実施

203 健康福祉部 社会福祉課 地域福祉計画推進事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

「第3期下野市地域福祉計画」について、施策の推進や進捗

状況に関する協議を行い、PDC

Aサイクルにより定期的に進捗管理していくことで、着実な

地域福祉の推進を図る。

「第3期下野市地域福祉計画」の中に位置付けている具体的

な取組について、その進捗状

況を市民や福祉関係団体、学識経験者等により構成される

「地域福祉計画推進委員会」に

おいて評価する。

報酬

61,000円

報酬

61,000円

61 61 Ｂ Ｂ Ｂ 見直し実施

204 健康福祉部 社会福祉課
成年後見サポートセン

ター運営事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

「下野市成年後見制度利用促進基本計画」において、地域

連携ネットワークの構築に向け

た中核機関の整備に取り組むことを基本目標に掲げてお

り、中核機関としての機能及び相

談窓口の明確化を図る。

権利擁護に関する中核機関としての業務を社会福祉協議会

への委託により実施し、市との

協働により「成年後見制度利用促進協議会」を運営するこ

とで、地域連携の強化を図ると

ともに成年後見制度の利用を促進する。

委託料

14,402,000円

委託料

14,402,000円

14,402 14,402 Ｂ Ｂ Ａ 継続実施

205 健康福祉部 社会福祉課 行旅病人等扶助事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

行旅病人に対する療養の確保による生存の保障や、引き取

り者のない死亡人等の葬祭実施による公衆衛生の維持。

※県補助割合10/10

行旅病人で医療費の支払いが困難な者への、その困窮の度

合いに応じた医療費の支給。

行旅中死亡し、その遺体の引き取り手がいない場合、官報

への掲載や葬祭の実施。

見込額　530千円

役務費　 15千円

扶助費　515千円

行旅人及び引き取り者のいない死亡者に

対する葬祭等

見込額　530千円

役務費　 15千円

扶助費　515千円

行旅人及び引き取り者のいない死亡者に

対する葬祭等

530 530 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

206 健康福祉部 社会福祉課
生活困窮者自立相談支援

事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

「制度の狭間」に置かれていた生活保護受給者以外の生活

困窮者に対する支援強化のため生活困窮者が抱える多様で

複合的な問題について、生活困窮者からの相談に応じ必要

な情報提供及び助言を行うとともに、様々な支援を一体か

つ計画的に行うことにより生活困窮者の自立を図る事業。

※福祉事務所設置自治体は、必須事業。

※国庫負担割合3/4

「下野市社会福祉協議会」委託。生活困窮者の自立に向け

た相談・支援を行い生活保護に至る前での自立を促す。

生活に困窮し緊急小口貸付や生活福祉資金貸付を利用する

方についての相談受付も当該事業として実施し、自立に向

けた支援を行っている。また令和4年度からは家計改善支援

事業と就労準備支援事業を一体的に実施することにより、

生活困窮者に対する包括的な支援体制を強化した。

見込額　14,339千円

委託料　14,339千円

家計改善支援事業、就労準備支援事業と

一緒に社会福祉協議会に委託予定

見込額　14,339千円

委託料　14,339千円

家計改善支援事業、就労準備支援事業と

一緒に社会福祉協議会に委託予定

14,339 14,339 Ａ Ａ Ｂ 継続実施
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207 健康福祉部 社会福祉課 子どもの学習支援事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

（

一

部

あ

り

）

継

続

生活困窮家庭の学習支援を実施し、自立促進に寄与する。

対象者は、生活保護世帯及び就学援助費受給世帯。

※生活困窮者自立支援法（平成27年4月1日施行）による事

業である。

※国庫補助割合1/2

※一部補助対象外あり。

生活保護世帯及び就学援助費受給世帯の中学生を対象とし

た学習支援事業。

※平成29年度より中学生の参加促進を目的とし、事業運営

をNPO法人へ業務委託。

見込額　4,657千円

（内訳）

需用費　1,046千円

委託料　3,611千円

ＮＰＯ法人ポポの樹に委託予定

見込額　4,155千円

（内訳）

需用費　　544千円

委託料　3,611千円

ＮＰＯ法人ポポの樹に委託予定
4,657 4,155 Ａ Ｂ Ｂ 継続実施

208 健康福祉部 社会福祉課 生活保護事務費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

（

一

部

あ

り

）

継

続

最低生活の保障、自立助長を図ることを目的とする生活保

護事業を適正に実施するために

係る事務費。

※診療報酬明細書点検業務については国庫負担割合3/4

医療扶助に係る診療報酬審査支払手数料や診療報酬明細書

点検費用及びレセプト管理シス

テム利用料、介護扶助に係る介護給付費審査支払手数料、

生活保護業務に必須な社会福祉

主事資格の取得費用など、生活保護事務の適正及び効率的

な事務を行うための運営費。

見込額　7,961千円

報酬　　1,080千円

旅費　　　 52千円

需用費    195千円

役務費    815千円

委託料　3,436千円

使用料　2,250千円

負担金　　133千円

見込額　4,837千円

報酬　　1,080千円

旅費　　　 52千円

需用費    195千円

役務費    815千円

委託料　　312千円

使用料　2,250千円

負担金　　133千円

7,961 4,837 Ａ Ｂ Ｂ 継続実施

209 健康福祉部 社会福祉課 被保護者就労支援事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

生活保護受給者に対する就労支援の重要性に鑑み、就労支

援に関する被保護者からの相談に応じ、必要な情報提供及

び助言を行うことにより自立に向けた支援を実施する。

生活保護法（Ｈ27.4.1改正）による福祉事務所設置自治体

必須事業。　　　※国庫負担割合3/4

就労支援員1名を会計年度任用職員にて採用。就労阻害要因

の無い生活保護受給者等に対し、就労に関する相談、自立

促進を目的とした必要な情報提供及びハローワークと連携

した就労先の照会や申込みなどを実施する。

見込額　1,353千円

報酬　　1,244千円

旅費　　　109千円

就労支援員を雇用し被保護者に対する就

労支援を実施する。

見込額　1,353千円

報酬　　1,244千円

旅費　　　109千円

就労支援員を雇用し被保護者に対する就

労支援を実施する

1,353 1,353 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

210 健康福祉部 社会福祉課 生活保護費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

国が生活に困窮するすべての国民に対して、その困窮の程

度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保護

するとともに、その世帯の自立助長を支援することを目的

とする。※国庫負担割合3/4

生活保護を必要とする世帯（者）に対し、厚生労働大臣の

定める基準により算定した生活保護扶助費を支給する。

見込額702,433千円

扶助費702,433千円

必要な保護と共に自立に向けた支援を実

施する。

※基準改定あり

見込額702,433千円

扶助費702,433千円

必要な保護と共に自立に向けた支援を実

施する。

702,433 702,433 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

211 健康福祉部 社会福祉課
被保護者健康管理支援事

業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

生活保護の扶助費の約５割を占める医療扶助の適正化のた

め、被保護者に対し自治体が保健指導を実施すること等に

より健康管理を支援し、医療機関受診の適正化を図ること

を目的とする。

※国庫負担割合3/4　福祉事務所設置自治体必須事業

被保護者のレセプトデータを分析することで、下野市とし

ての健康課題を把握し、受診勧奨等を実施することで生活

習慣病の発生予防や重症化予防等を推進する。

見込額　　　361千円

報酬　　　　345千円

旅費　　　　 16千円

（実施内容）

保健指導・生活支援

頻回受診指導

見込額　　　361千円

報酬　　　　345千円

旅費　　　　 16千円

（実施内容）

保健指導・生活支援

頻回受診指導

361 361 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

212 健康福祉部 社会福祉課 就労準備支援事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

（

一

部

あ

り

）

継

続

就労に必要となる実践的な知識・技能等が欠けているだけ

でなく、複合的に課題があり、生活リズムが崩れている、

社会との関わりに不安を抱えている、就労意欲が低下して

いるなどの理由により直ちに就労することが困難な生活困

窮者に対して、一般就労に従事する準備としての基礎能力

の形成を、計画的かつ一貫して支援することを目的とす

る。

※実施は努力義務だが、国のＫＰＩは100％　国庫補助割

合1/2（家計改善支援事業も実施した場合は2/3）

複合的な課題のある生活困窮者について、日常生活自立に

関する支援（適切な生活習慣の形成）、社会生活自立に関

する支援（社会的能力の形成）、就労自立に関する支援

（就労体験の利用機会の提供等を行いつつ、一般就労に向

けた技法や知識の習得等の支援）により生活困窮者の状態

に応じた支援をきめ細かく一貫して行う。

見込額　7,408千円

社会福祉協議会へ委託予定

対象者12名程度

見込額　7,408千円

社会福祉協議会へ委託予定

対象者12名程度

7,408 7,408 Ｂ Ｂ Ａ 継続実施
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213 健康福祉部 社会福祉課
難病患者等福祉手当給付

事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

（

一

部

あ

り

）

継

続

平成27年1月に制定された難病法及び児童福祉法の改正に

より、厚生労働大臣が指定した難病または小児慢性特定疾

患に罹患し、栃木県が発行した医療受給者証が交付されて

いるものに対し、長期化する医療費の経済的負担を軽減す

るために難病患者等福祉手当を支給する。

難病患者等に対し、月額2,500円を年2回（9月期と3月期）

に支給する。

扶助費　14,595千円

受給者　445人

指定難病特定疾病380人

小児慢性特定疾病

65人

扶助費　14,595千円

受給者　460人

指定難病特定疾病390人

小児慢性特定疾病

70人
14,595 14,595 Ａ Ｂ Ｂ 継続実施

214 健康福祉部 こども福祉課 子ども・子育て支援事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

見直し内容：子ども・子育て会議を必要最低限度の開催回

数となるよう進める。

子ども・子育て支援法の規定により、市子ども・子育て支

援事業計画の進捗管理等について、市子ども・子育て会議

の意見を聴く。

市子ども・子育て会議の開催

市子ども・子育て支援事業計画の見直し及び進捗管理に

は、市子ども・子育て会議の意見を聴く必要がある。

子ども・子育て会議340千円

第三期子ども・子育て支援事業計画策定

（製本込）4,070千円

子ども・子育て会議

364千円

4,410 364 Ａ Ａ Ａ 継続実施

215 健康福祉部 こども福祉課 病児・病後児保育事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、児童の

健全な育成及び資質の向上に寄与することを目的とする。

【病後児対応型】幼稚園、保育園等に通所中の児童等で

あって、病気の回復期にあることから、集団保育が困難な

児童を保護者に代わって預かりをする。（４施設）

【体調不良児対応型】保育中に　体調不良となった児童を

保護者が迎えに来るまでの間、緊急的な対応として預かり

をする。（10施設）

【病児対応型】児童の病気が回復期に至らない場合におい

て、当面の症状の急変が認められない場合に預かりをす

る。（３施設）

・補助事業該当（子ども子育て支援交付金）国1/3、県

1/3、市1/3

事業委託料

105,972千円　病後児4施設　体調不良児

10施設　病児4施設

事業委託料

105,972千円　病後児4施設　体調不良児

10施設　病児4施設

105,972 105,972 Ａ Ａ Ａ 継続実施

216 健康福祉部 こども福祉課
生後４ヶ月までの全戸訪

問事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

　生後４か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、育

児等に関する不安や悩みを聞き、情報提供や助言を行うこ

とで育児不安の軽減を図るとともに、親子の心身の状況や

養育環境等を把握し助言を行う。また、周囲からの支援が

見込めない家庭に対しては、地域社会とのつながりを持つ

機会を提供することで乳児家庭の孤立化を防ぎ、健全な育

児環境の確保を図る。以上、リスクの高い状況を早期発見

し、適切な支援につなげることで、児童虐待の未然防止を

目的とする。

【子ども・子育て支援交付金対象事業（国：1/3、県

1/3）】

・家庭訪問を専門的知見を有する助産師会に委託

・訪問対象家庭数　R3年度：426件　R4年度：406件

・こんにちは赤ちゃん訪問会議を月１回開催し、支援方針

を協議（健康増進課母子保健グループと連携）

日本助産師会栃木県支部に委託。訪問結

果により要支援家庭は健康増進課と協議

し適切なサービスにつなげる

日本助産師会栃木県支部に委託。訪問結

果により要支援家庭は健康増進課と協議

し適切なサービスにつなげる

3,283 3,283 Ａ Ａ Ａ 継続実施

217 健康福祉部 こども福祉課
育児ママ・パパリフレッ

シュ事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

乳幼児を抱える保護者が、初期の段階で育児へのストレス

を軽減できるように乳幼児の預りを実施し、育児支援を図

るとともに児童虐待のリスクを軽減させる。また、次への

出産が考えられる環境づくりに寄与する。

保育園等に入所していない生後3か月から3歳未満の乳児を

もつ保護者に対し市内13施設で利用可能な一時預かりの利

用券を交付する。

保育園等に入所していない生後3か月から

3歳未満の乳児の保護者に、36時間分の一

時預かり保育利用券を交付

保育園等に入所していない生後3か月から

3歳未満の乳児の保護者に、36時間分の一

時預かり保育利用券を交付 2,796 2,796 Ｂ Ｂ Ｂ 見直し実施

218 健康福祉部 こども福祉課 養育支援訪問事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

　特定妊婦や生後４か月までの全戸訪問事業（こんにちは

赤ちゃん訪問事業）で把握した要支援家庭、及び虐待通告

により定期的な支援や見守りが必要な家庭等、支援が特に

必要と判断した家庭に対し、保健師・助産師・看護師・ヘ

ルパー等による必要な援助を行い、適切な養育環境の維

持・改善、及び家庭の養育力の向上を図ることにより、児

童虐待を未然に防止することを目的とする。

【子ども・子育て支援交付金対象事業（国：1/3、県

1/3）】

・要支援家庭に対する、助産師等専門職による育児指導及

び助言

・養育状態により支援が必要な家庭に対する、ヘルパー等

による家事援助

　　　　　　　　　　　　R3年度： 21回　R4年度：99回

・養育支援（育児指導）　R3年度：345回　R4年度：334

回

児童虐待防止、育児不安がある等養育支

援を要する家庭にﾍﾙﾊﾟｰ（委託）や保健師

等が訪問し養育力を向上させる。

児童虐待防止、育児不安がある等養育支

援を要する家庭にﾍﾙﾊﾟｰ（委託）や保健師

等が訪問し養育力を向上させる。

1,539 1,539 Ａ Ｂ Ａ 継続実施
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219 健康福祉部 こども福祉課 子育て短期支援事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

　保護者の入院や育児疲れ、家庭環境上の理由等により家

庭での養育が一時的に困難になった場合に、児童養護施設

など保護を適切に行うことができる施設に児童を宿泊さ

せ、一時的に養育することにより、日中のみの保育サービ

スでは対応できない支援を行い、児童福祉の向上、及び児

童虐待の未然防止を目的とする。

【子ども・子育て支援交付金対象事業（国：1/3、県：

1/3）】

・事前に児童養護施設、乳児院と事業委託契約を締結（単

価契約）

・利用希望があった場合は、審査を行い養育が困難と認め

られる場合に利用を承諾

・短期入所生活援助（ショートステイ）利用（原則7日以

内）

　　R3年度　乳児：1名×4日間、児童：1名×6日間

　　R4年度　乳児：1名×3日間、児童：1名×2日間

委託単価10,700円

利用想定件数8件

委託先 施設 6か所

　　　 里親 4人

委託単価10,700円

利用想定件数8件

委託先 施設 6か所

　　　 里親 4人

514 514 Ａ Ｂ Ａ 継続実施

220 健康福祉部 こども福祉課
教育・保育施設等利用者

支援事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

子ども及びその保護者が置かれている環境に応じて、子ど

もの保護者の選択に基づき多様な施設又は事業者から良質

かつ、適切な教育及び保育等の子育て支援を円滑に利用で

きるよう必要な支援を行うことを目的とする。

子ども・子育て支援法第59条第1号に基づき、子ども又は

その保護者の身近な場所で、教育・保育・その他の子育て

支援の情報提供及び必要に応じ相談・助言を行うととも

に、関係機関との連絡調整等を実施する事業。

需用費　529千円

研修費負担金50千円

需用費　529千円

研修費負担金50千円

579 579 Ａ Ａ Ａ 継続実施

221 健康福祉部 こども福祉課
民間育児サービス対策事

業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

民間育児サービス（認可外保育施設）を利用する保育の必

要性が認められる乳幼児に対して一定の保育基準を確保す

るために施設に助成する。

認可外保育施設で保育の一定水準にある施設は、民間育児

サービス補助対象施設として、県の補助事業の対象とな

る。施設に通園する児童のうち、本市に住所があり、保育

の必要性が認められる児童が対象。

254,400円

0歳児　1人×12月×21,200円

254,400円

0歳児　1人×12月×21,200円

255 255 Ａ Ａ Ａ 継続実施

222 健康福祉部 こども福祉課
ファミリー・サポート・

センター事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

地域の子育て機能を引き出し、保育園や学童保育では支援

できない部分を当センターで支援することにより就労しや

すい環境を作り、仕事と育児の両立を推進する。

【子ども・子育て支援交付金（子育て援助活動支援事業）

対象事業】

援助活動数が増えてるため提供会員を増やしていく。

援助を受けたい人と援助を行いたい人と

が相互に援助し合う活動を支援する。

援助を受けたい人と援助を行いたい人と

が相互に援助し合う活動を支援する。

4,968 4,878 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

223 健康福祉部 こども福祉課 認定こども園整備事業

ハ

ー

ド

事

業

裁

量

な

し

継

続

幼児教育及び保育を提供する保育園・認定こども園等の施

設整備に要する費用の一部を補助することにより、子ども

を安心して育てることのできる体制の整備を目的とする

が、特に保育ニーズが多様化している低年齢児の需要に応

えるための保育所機能部分を整備する。

保育園や認定こども園の老朽化に伴う建替工事や、定員増

員のための増改築工事に対して国庫補助等を利用して施設

整備を行う。

保育所等整備交付金等の国の補助事業を活用し建設を行

い、待機児童の発生しやすい３号認定（０歳児から２歳

児）の児童の受け皿を確保する。

トイレ・手洗い等の修繕　2件 保育園改修　1件

18,603 112,500 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

224 健康福祉部 こども福祉課 児童手当事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

児童を養育する方の家計の負担を軽減し、生活の安定に寄

与するとともに、

児童の健全な育成と資質の向上を図ることを目的としてい

る。

児童手当法により国・県の助成を受け手当を支給する。 児童手当法により国・県の助成を受け手

当を支給する

児童手当法により国・県の助成を受け手

当を支給する

973,380 1,289,620 Ａ Ａ Ａ 継続実施

225 健康福祉部 こども福祉課 児童扶養手当事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

両親の離婚等によりひとり親となった家庭等の生活の安定

と自立を支援するため手当を支給し、児童の健全な育成を

図る。

18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童

（又は20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある

者）を監護しているひとり親家庭の親または養育者に対し

て手当を支給する。（所得制限あり）

支給対象者

360人

支給対象者

350人

166,105 165,842 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

226 健康福祉部 こども福祉課 遺児手当事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

両親もしくは父又は母のいずれかを亡くした児童を養育す

る者の家計の負担を軽減し、児童の健全な育成を図る。

　両親もしくは父又は母のいずれかを亡くした15歳到達後

最初の3月31日までにある児童を監護している者に対して

手当を支給。

　市民税所得割非課税世帯が対象で毎年6月に市民税所得割

非課税世帯かどうか確認し、その結果で6月以降の手当支給

の有無を決定。

支給対象者

23人

支給対象者

23人

900 900 Ａ Ａ Ｂ 継続実施
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227 健康福祉部 こども福祉課 母子父子寡婦福祉事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

　年々増加し複雑化しているＤＶ被害対策、ひとり親家庭

を中心とする貧困家庭対策、養育困難家庭対策を複合的に

進めることが求められている。専門的な知識をもった母

子・父子自立支援員兼婦人相談員を配置し、総合的に対

応・支援することにより、支援を要する方及び児童の権利

擁護を目的とする。

【児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業費国庫補助金対象事

業（補助率：1/2）】

【栃木県市町村総合交付金（母子寡婦福祉資金貸付事

務）】※前々年度の実績が対象

・母子・父子自立支援員兼婦人相談員（会計年度任用職

員）を２名、母子・父子自立支援員を１名配置

・ＤＶ被害相談、就労、養育費の取得、母子父子寡婦福祉

資金の貸付などの相談支援対応を担う。

相談員を中心に経済困窮している一人親

家庭やＤＶ等相談に応じ、関係機関と連

携し保護と自立を支援する。

相談員を中心に経済困窮している一人親

家庭やＤＶ等相談に応じ、関係機関と連

携し保護と自立を支援する。

8,040 8,040 Ａ Ｂ Ａ 継続実施

228 健康福祉部 こども福祉課 保育園共通事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

保育事業の質の向上を図るため、施設運営に必要な事務事

業費の計上。

平成27年度から実施されている子ども・子育て支援新制度

に即した事務の実施。

施設運営に関する事務費、保育料納付事務費、各公立保育

園の備品等修繕更新、

会計年度任用職員保育士の賃金等

公立保育園２園の会計年度任用職員（保

育士）賃金、施設修繕、調理業務等共通

の経費を一元管理し、事務の効率化を図

る。

公立保育園２園の会計年度任用職員（保

育士）賃金、施設修繕、調理業務等共通

の経費を一元管理し、事務の効率化を図

る。

162,018 158,127 Ａ Ａ Ａ 継続実施

229 健康福祉部 こども福祉課 グリム保育園事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

保護者の多様な保育需要に対し、質の高い保育サービスを

提供すると共に、児童の発達段階に即した遊びや体験を通

し、基本的な生活習慣の習得や集団生活による社会性を身

に付け、心身ともに健やかな成長を図る。

認定による保育標準時間・保育短時間の保育を行ってい

る。その中で、乳児保育、延長保育、一時保育、軽度障が

い児保育、土曜保育、を実施している。主な行事は、入園

式、遠足、ファミリィーフェスタ、運動会、発表会、卒園

式である。

保育標準時間保育、保育短時間保育、乳

幼児の保育、軽度障害児保育、延長保

育・一時保育、土曜保育

保育標準時間保育、保育短時間保育、乳

幼児の保育、軽度障害児保育、延長保

育・一時保育、土曜保育 24,565 24,628 Ａ Ａ Ａ 継続実施

230 健康福祉部 こども福祉課 しば保育園事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

・保護者の多様な保育需要に対応し質の高い保育サービス

を提供するとともに、児童の発達段階に即した遊びや体験

を通し基本的な生活習慣の習得や集団生活による社会性を

身に付け心身ともに健やかな成長を図る。

認定による保育標準時間・保育短時間の保育を行ってい

る。その中で、乳児保育・延長保育・軽度障害児保育を実

施している。主な保育園行事は、入園式・遠足・夕涼み

会・運動会・発表会・卒園式である。

保育標準時間・保育短時間の保育

乳幼児保育

延長保育

軽度障がい児保育

保育標準時間・保育短時間の保育

乳幼児保育

延長保育

軽度障がい児保育

13,144 13,148 Ａ Ａ Ａ 継続実施

231 健康福祉部 こども福祉課
教育・保育施設型委託事

業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

市外の教育・保育施設及び市内の私立教育・保育施設に教

育保育事業を委託し、保護者の就労支援や子育て支援を図

るとともに、教育保育事業の量の確保と質の向上を目的と

する。

特定教育・保育施設で行う教育保育事業に対して、国で定

める「公定価格」をもとに算出した委託料の支払いを行

う。対象施設は、市民が通う認可保育所、認定こども園、

新制度幼稚園、地域型保育事業所である。

令和４年度の実績（単価・利用定員数）及び利用定員予定

児童数をもとに、子ども子育て新制度に対応した予算を計

上する。

1号：405,602千円

2･3号：1,362,673千円

1号：405,602千円

2･3号：1,362,673千円

1,768,275 1,768,275 Ａ Ａ Ａ 継続実施
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232 健康福祉部 こども福祉課
特別保育補助事業（市単

独補助）

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

○特別支援児童保育事業補助金

　特定教育・保育施設に在園する児童において、国や県の

補助対象とならない子どもについて、市単独補助制度を活

用し、教育・保育施設の利用がしやすくなるようにする。

○幼稚園地域子育て推進事業（子育てランド事業）補助金

　幼稚園が実施する子育て支援について、県・市が連携し

て補助を行う。

○幼稚園はばたき支援事業補助金

　私立幼稚園・認定こども園の運営に要する経費負担の軽

減を図るとともに、個別支援が必要な園児の受け入れを推

進し子育て支援を行う。

○特別支援児童保育事業補助金

　交付金対象と同等の障がいを持つ園児について、1人あた

り月額75,300円を在園する教育・保育施設に補助する。

○幼稚園地域子育て推進事業補助金

　市幼稚園地域子育て推進事業費補助金交付要綱にに掲げ

る下記５事業（①はどちらか１つ）のうち、３事業以上を

行う幼稚園・認定こども園に対し、補助を行う。

　■事業内容

　　①子ども遊び場確保事業（園地園舎解放事業／放課後

児童管部事業）

　　②未就園児親子教室事業

　　③幼児教育に関する各種講座開催事業

　　④地域の子育て支援に関する情報提供・紹介事業

　　⑤高齢者等との交流事業等

○幼稚園はばたき支援事業補助金

　私立幼稚園・認定こども園の運営事業と特別支援児に特

別な教育的支援を行う市内幼稚園・認定こども園設置者に

対し、経費の一部を補助する。

　①運営費事業…特色ある幼稚園活動、幼保小連携に伴う

活動（１園あたり100,000円）

　②個別支援事業…特別支援教育に該当する幼児が就園し

ている場合の補助

　（特別支援児１人あたり120,000円）（国・県補助の上

乗せ）

特別支援児童保育事業補助金　28,916

千円

幼稚園地域子育て推進事業（子育てラン

ド事業）補助金　1,400千円

幼稚園はばたき支援事業補助金

3,700千円

特別支援児童保育事業補助金　28,916

千円

幼稚園地域子育て推進事業（子育てラン

ド事業）補助金　1,400千円

幼稚園はばたき支援事業補助金

34,016 34,016 Ａ Ａ Ａ 継続実施

233 健康福祉部 こども福祉課
特別保育補助事業（子ど

も・子育て支援交付金）

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

教育・保育事業のサービス向上を図る。

民間の教育・保育施設における教育・保育事業に対し、一

定水準以上を維持するため、国・県の補助に合わせて助成

を行う。

民間の教育・保育施設に対して補助を行う。　補助率：国

1/3、県1/3、市1/3

・利用者支援事業

・延長保育事業

・一時預かり事業

・多様な事業者の参入促進・能力活用事業

・実費徴収に係る補足給付を行う事業

令和6年度事業費補助金

91,510千円

令和7年度事業費補助金

91,510千円

91,510 91,510 Ａ Ａ Ａ 継続実施

234 健康福祉部 こども福祉課 保育園緊急時対策事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

災害等の緊急時に対応するため、園児及び職員の非常食を

確保する。

災害等の緊急に備え、非常食を保管しておくことにより園

児・職員の安全を確保する。

保護者の帰宅時間等を考慮し、最低1日分(3食）を配備する

ことが適当とされている。

また、災害に限らず、食中毒等により調理室の使用が困難

な場合の対応が容易になるため、非常食の配備は県保健所

からの指導に基づくものである。

(事業の見直し）非常用飲料水は３年毎に計上。

災害等の緊急時に備え、非常食1人1食分

を購入し、備蓄する。

災害等の緊急時に備え、非常食1人1食分

を購入し、備蓄する。

110 196 Ａ Ｂ Ａ 継続実施

235 健康福祉部 こども福祉課 保育園整備事業

ハ

ー

ド

事

業

裁

量

あ

り

継

続

施設・設備等修繕計画及び備品等更新計画に基づき、計画

的な園舎等の維持修繕、備品

の更新を実施し、安全安心な保育の実施に努める。

施設・設備等修繕計画及び備品等更新計画に基づく一括管

理により、公立保育園2園の

園舎、備品等で緊急性の高い順に改修、維持修繕、備品の

更新を実施する。

　医療的ケア児受け入れのためのバリアフリー工事、一時

保育対象年齢拡大による保育室改修工事

施設・設備等修繕計画及び備品等更新計

画に基づく修繕工事

施設・設備等修繕計画及び備品等更新計

画に基づく修繕工事

16,500 25,256 Ａ Ｂ Ｂ 見直し実施

236 健康福祉部 こども福祉課 保育士確保事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

全国的な保育士不足が叫ばれている中、保育士を確保する

ことを目的として、将来市内の保育園、認定こども園等へ

の勤務を条件とした奨励金を交付することにより、保育士

等養成施設での修学を容易にし、市内で就労する保育士等

の人材確保を図る。

下野市内の保育施設に就業しようとする保育士を目指す学

生を対象に、奨励金を交付・助成することにより、市内保

育士の人材確保を図る。

保育士不足解消策として、市内の保育所

等に就業しようとする学生に奨励金を交

付し、保育士を確保する。

保育士不足解消策として、市内の保育所

等に就業しようとする学生に奨励金を交

付し、保育士を確保する。 1,320 2,280 Ｂ Ａ Ａ 見直し実施
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237 健康福祉部 こども福祉課 児童館共通事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

18歳未満の児童を対象に、遊び及び生活の援助と地域にお

ける子育てを支援し、児童の健全育成を図る。

5児童館等の共通経費を一元化することにより、児童館事業

の効率的な管理運用を図る。

子どもたちが安全・安心に集える場を提供するため、各館

に共通する施設維持の修繕や来館者保険などについて効率

的な管理運用に努める。

児童の遊びの提供に関するものは各館で実施し、本事業に

おいては、各館に共通する児童館指導員の適正配置や児童

館運営委員などの総括運用に努める。

厚生員等人件費、施設修繕費、来館者保

険料

厚生員等人件費、施設修繕費、来館者保

険料

35,309 35,237 Ａ Ａ Ａ 継続実施

238 健康福祉部 こども福祉課 南河内児童館事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

児童館が子どもの遊びの拠点と居場所となり、遊び及び生

活を通して子どもの健全育成を図る。また、地域における

子育ての家族支援、近年疎遠になっている高齢者との交流

を実施していく。心身の健康・豊かな情操・創造力を高め

ると共に安全に関する意識を高める。

・子どもが遊びを通し、心身の健康を増進し知的・社会的

能力を高め、情緒を豊かにするよう支援する。

・子どもが安全に安心して過ごして、自ら遊びを作り出し

たり遊びを選択できる居場所づくりに努める。

・子育て家庭に対する相談、援助を行い子育ての交流の場

を提供し、地域における子育て家庭を支援する。

・親子教室

・小学生行事

・地域交流事業の実施

・世代間交流事業の実施

・おでかけじどうかんの実施

・親子教室

・小学生行事

・地域交流事業の実施

・世代間交流事業の実施

・おでかけじどうかんの実施

3,775 4,101 Ａ Ａ Ａ 継続実施

239 健康福祉部 こども福祉課 石橋児童館事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

・児童館が子どものあそびの拠点と居場所となり、遊び、

生活を通じて子どもの健全育成

を図る。又地域における子育て家族支援、近年疎遠になっ

ている高齢者との交流を

実施していく。

・心身の健康、豊かな情緒、創造力を高めると共に安全に

関する知識を高める。

・子どもが遊びを通し、心身の健康を増進し、知的・社会

的能力を高め、情緒を豊かにするよう支援する。

・子どもが安全に安心して過ごして、自ら遊びを作り出し

たり、遊びを選択できる居場所つくりに努める。

・子育て家庭に対する相談・援助を行い、子育ての交流の

場を提供し、地域における子育て家庭を支援する。

・親子教室

・小学生行事

・地域交流事業等の実施

・世代間交流事業の実施。

・おでかけじどうかん事業の実施

・親子教室

・小学生行事

・地域交流事業等の実施

・世代間交流事業の実施。

・おでかけじどうかん事業の実施

1,721 1,548 Ａ Ａ Ａ 継続実施

240 健康福祉部 こども福祉課 国分寺東児童館事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

・児童館が子どものあそびの拠点と居場所となり、遊び、

生活を通じて子どもの健全育成

を図る。又地域における子育て家族支援、近年疎遠になっ

ている高齢者との交流を

実施していく。

・心身の健康、豊かな情緒、創造力を高めると共に安全に

関する知識を高める。

・子どもが遊びを通し、心身の健康を増進し、知的・社会

的能力を高め、情緒を豊かにするよう支援する。

・子どもが安全に安心して過ごして、自ら遊びを作り出し

たり、遊びを選択できる居場所つくりに努める。

・子育て家庭に対する相談・援助を行い、子育ての交流の

場を提供し、地域における子育て家庭を支援する。

・親子教室

・小学生行事

・地域交流事業の実施

・世代間交流事業の実施

・おでかけ児童館事業の実施

・親子教室

・小学生行事

・地域交流事業の実施

・世代間交流事業の実施

・おでかけ児童館事業の実施

1,316 1,561 Ａ Ａ Ａ 継続実施

241 健康福祉部 こども福祉課 国分寺駅西児童館事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

・児童館が子どものあそびの拠点と居場所となり、遊び、

生活を通じて子どもの健全育成

を図る。又地域における子育て家族支援、近年疎遠になっ

ている高齢者との交流を

実施していく。

・心身の健康、豊かな情緒、創造力を高めると共に安全に

関する知識を高める。

・子どもが遊びを通し、心身の健康を増進し、知的・社会

的能力を高め、情緒を豊かにするよう支援する。

・子どもが安全に安心して過ごして、自ら遊びを作り出し

たり、遊びを選択できる居場所つくりに努める。

・子育て家庭に対する相談・援助を行い、子育ての交流の

場を提供し、地域における子育て家庭を支援する。

・親子教室

・小学生行事

・地域交流事業等の実施

・世代間交流事業の実施

・おでかけじどうかん事業の実施

・親子教室

・小学生行事

・地域交流事業等の実施

・世代間交流事業の実施

・おでかけじどうかん事業の実施

1,724 1,812 Ａ Ａ Ａ 継続実施

242 健康福祉部 こども福祉課 国分寺姿西児童館事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

・児童館が子どものあそびの拠点と居場所となり、遊び、

生活を通じて子どもの健全育成

を図る。又地域における子育て家族支援、近年疎遠になっ

ている高齢者との交流を

実施していく。

・心身の健康、豊かな情緒、創造力を高めると共に安全に

関する知識を高める。

・子どもが遊びを通し、心身の健康を増進し、知的・社会

的能力を高め、情緒を豊かにするよう支援する。

・子どもが安全に安心して過ごして、自ら遊びを作り出し

たり、遊びを選択できる居場所つくりに努める。

・子育て家庭に対する相談・援助を行い、子育ての交流の

場を提供し、地域における子育て家庭を支援する。

・親子教室

・小学生行事

・地域交流事業等の実施

・世代間交流事業の実施

・おでかけじどうかん事業の実施

親子教室

・小学生行事

・地域交流事業等の実施

・世代間交流事業の実施

・おでかけじどうかん事業の実施

1,365 1,293 Ａ Ａ Ａ 継続実施

243 健康福祉部 こども福祉課 児童館整備事業

ハ

ー

ド

事

業

裁

量

あ

り

継

続

市子ども・子育て支援事業計画「しもつけっ子プラン」に

基づき事業を実施する。また、児童館運営委員会を活用し

事業内容の見直しを図っている。

18歳未満の児童を対象に、遊び及び生活の援助と地域にお

ける子育てを支援し、児童の健全育成を図る。

5児童館の建物等における維持管理のための工事の実施 国分寺駅西児童館工作室エアコン取替工

事994千円、こどもの広場いしばしイント

ラ整備撤去517千円、国分寺東児童館照明

交換工事591千円、国分寺東児童館エアコ

ン取替工事877千円

2,978 0 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

244 健康福祉部 こども福祉課 学童保育共通事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

放課後、保護者が就労等により家庭にいない児童を対象

に、遊びや生活の場を提供し、児童の健全育成を図る。

公設公営の学童保育室の共通経費を一元化することによ

り、事業の効率化が図れ、経費の節減になる。

放課後、保護者が就労等により家庭にいない児童を対象

に、遊びや生活の場を提供し、児童の健全育成を図る。

放課後、保護者が就労等により家庭にい

ない児童を対象に、遊びや生活の場を提

供し、児童の健全育成を図る。

放課後、保護者が就労等により家庭にい

ない児童を対象に、遊びや生活の場を提

供し、児童の健全育成を図る。 203,588 203,588 Ａ Ａ Ｂ 継続実施
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245 健康福祉部 こども福祉課 国分寺駅西学童保育事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学して

いる児童に対し、家庭、地域等の連携の下、基本的生活習

慣を確立する。併せて、発達段階に応じた健全な育成をを

図る。

・入所は随時受け入れを行う

・保護者や関係機関との連携を図り、児童が安心安全に過

ごせるよう受け入れる

・学童保育は子どもの人権に十分に配慮すると共に、子ど

も一人ひとりの人格を尊重して育成支援を行う。

・学童保育支援員資質の向上の為に、職場内外の研修の機

会を確保する。

・発達段階にふさわしい製作活動や伝承

あそびゲーム等の実施・子どもの宿題自

習等の学習活動の援助

・発達段階にふさわしい製作活動や伝承

あそびゲーム等の実施・子どもの宿題自

習等の学習活動の援助

147 147 Ａ Ａ Ａ 継続実施

246 健康福祉部 こども福祉課 国分寺姿西学童保育事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学して

いる児童に対し、家庭、地域等の連携の下、基本的生活習

慣を確立する。併せて、発達段階に応じた健全な育成をを

図る。

・入所は随時受け入れを行う

・保護者や関係機関との連携を図り、児童が安心安全に過

ごせるよう受け入れる

・学童保育は子どもの人権に十分に配慮すると共に、子ど

も一人ひとりの人格を尊重して育成支援を行う。

・学童保育支援員資質の向上の為に、職場内外の研修の機

会を確保する。

・発達段階にふさわしい製作活動や伝承

あそびゲーム等の実施・子どもの宿題自

習等の学習活動の援助

・発達段階にふさわしい製作活動や伝承

あそびゲーム等の実施・子どもの宿題自

習等の学習活動の援助

172 128 Ａ Ａ Ａ 継続実施

247 健康福祉部 こども福祉課
南河内児童館学童保育事

業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

保護者が労働等により、昼間家庭にいない小学校に就学し

ている児童に対し、家庭地域等の連携のもと、基本的生活

習慣を確立する。併せて発達段階に応じた健全な育成を図

る。

・入所は随時受け入れを行う。

・保護者や関係機関と連携を図り、児童が安心安全に過ご

せるよう受け入れる。

・学童保育は子どもの人権に十分に配慮するとともに、子

ども一人一人の人格を尊重して育成支援を行う。

・学童保育支援員資質向上のために、職場内外の研修の機

会を確保する。

・発達段階にふさわしい遊び、製作活

動、伝承遊び、ゲーム等の実施。

・子どもの宿題、自習等の学習活動の援

助

・発達段階にふさわしい遊び、製作活

動、伝承遊び、ゲーム等の実施。

・子どもの宿題、自習等の学習活動の援

助 275 351 Ａ Ｂ Ａ 継続実施

248 健康福祉部 こども福祉課 緑小学童保育事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

保護者が就労等により昼間家庭にいない小学校に通う子ど

もたちに、遊びや生活の場を提供し、その健全な育成を図

る。又、遊びを通した仲間との様々な関係の中で、自ら考

え行動し、自主性や社会性を身に着ける。

入所は随時受け入れを行う。保護者との連携を取り、児童

が安心安全に過ごせるよう受け入れる。問題のある子、軽

度の障害のある子の受け入れをしているので、スキルアッ

プのための支援員の研修を行う。また、保健師や小学校と

の連携をとる。

・発達段階にふさわしい遊び、製作活

動、伝承遊び、ゲーム等の実施。

・子どもの宿題、自習等の学習活動の援

助

・発達段階にふさわしい遊び、製作活

動、伝承遊び、ゲーム等の実施。

・子どもの宿題、自習等の学習活動の援

助

262 196 Ａ Ｂ Ａ 継続実施

249 健康福祉部 こども福祉課 石橋小学童保育事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学して

いる児童に対し、家庭、地域等の連携の下、基本的生活習

慣を確立する。併せて、発達段階に応じた健全な育成をを

図る。

・入所は随時受け入れを行う。

・保護者や関係機関との連携を図り、児童が安心安全に過

ごせるよう受け入れる。

・学童保育は子どもの人権に十分に配慮すると共に、子ど

も一人ひとりの人格を尊重して育成支援を行う。

・学童保育支援員資質の向上の為に、職場内外の研修の機

会を確保する。

・発達段階にふさわしい製作活動や伝承

あそびゲーム等の実施・子どもの宿題自

習等の学習活動の援助

・発達段階にふさわしい製作活動や伝承

あそびゲーム等の実施・子どもの宿題自

習等の学習活動の援助

1,265 1,211 Ａ Ａ Ａ 継続実施

250 健康福祉部 こども福祉課 古山小学童保育事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学して

いる児童に対し、家庭、地域等の連携の下、基本的生活習

慣を確立する。併せて、発達段階に応じた健全な育成をを

図る。

・入所は随時受け入れを行う。

・保護者や関係機関との連携を図り、児童が安心安全に過

ごせるよう受け入れる。

・学童保育は子どもの人権に十分に配慮すると共に、子ど

も一人ひとりの人格を尊重して育成支援を行う。

・学童保育支援員資質の向上の為に、職場内外の研修の機

会を確保する。

・発達段階にふさわしい製作活動や伝承

あそびゲーム等の実施・子どもの宿題自

習等の学習活動の援助

・発達段階にふさわしい製作活動や伝承

あそびゲーム等の実施・子どもの宿題自

習等の学習活動の援助

1,992 1,833 Ａ Ａ Ａ 継続実施

251 健康福祉部 こども福祉課 石橋北小学童保育事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学して

いる児童に対し、家庭、地域等の連携の下、基本的生活習

慣を確立する。併せて、発達段階に応じた健全な育成をを

図る。

・入所は随時受け入れを行う。

・保護者や関係機関との連携を図り、児童が安心安全に過

ごせるよう受け入れる。

・学童保育は子どもの人権に十分に配慮すると共に、子ど

も一人ひとりの人格を尊重して育成支援を行う。

・学童保育支援員資質の向上の為に、職場内外の研修の機

会を確保する。

・発達段階にふさわしい製作活動や伝承

あそびゲーム等の実施・子どもの宿題自

習等の学習活動の援助

・発達段階にふさわしい製作活動や伝承

あそびゲーム等の実施・子どもの宿題自

習等の学習活動の援助

774 792 Ａ Ａ Ａ 継続実施
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252 健康福祉部 こども福祉課 国分寺小学童保育事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学して

いる児童に対し、家庭、地域等の連携の下、基本的生活習

慣を確立する。併せて、発達段階に応じた健全な育成をを

図る。

・入所は随時受け入れを行う

・保護者や関係機関との連携を図り、児童が安心安全に過

ごせるよう受け入れる

・学童保育は子どもの人権に十分に配慮すると共に、子ど

も一人ひとりの人格を尊重して育成支援を行う。

・学童保育支援員資質の向上の為に、職場内外の研修の機

会を確保する。

・発達段階にふさわしい製作活動や伝承

あそびゲーム等の実施・子どもの宿題自

習等の学習活動の援助

・発達段階にふさわしい製作活動や伝承

あそびゲーム等の実施・子どもの宿題自

習等の学習活動の援助

912 883 Ａ Ａ Ａ 継続実施

253 健康福祉部 こども福祉課 国分寺東小学童保育事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

　保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学し

ている児童に対し、家庭、地域等の連携の下、基本的生活

習慣を確立する。併せて、発達段階に応じた健全な育成を

図る。

・入所は随時受け入れを行う。

・保護者や関係機関との連携を図り、児童が安心安全に過

ごせるよう受け入れる。

・学童保育は子どもの人権に十分に配慮すると共に、子ど

も一人ひとりの人格を尊重して育成支援を行う。

・学童保育支援員資質の向上の為に、職場内外の研修の機

会を確保する。

・発達段階にふさわしい製作活動や伝承

あそびゲーム等の実施・子どもの宿題自

習等の学習活動の援助

・発達段階にふさわしい製作活動や伝承

あそびゲーム等の実施・子どもの宿題自

習等の学習活動の援助

899 1,082 Ａ Ａ Ａ 継続実施

254 健康福祉部 こども福祉課
子育て支援センターつく

し運営事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

子育て親子の交流の場の提供と交流の促進、子育てに関す

る相談・援助、地域の子育て関連情報の提供、子育て及び

子育て支援に関する講習等を実施する。

・健康増進課と連携を図り、子育て親子の交流の促進・子

育てに関する講習等、子育て支援を援助する。

令和4年度　来館者合計　6,246人

令和5年度　4月～5月末　941人

・特別活動

令和4年度（親子ビクス68人　親子体操63人　親子ヨガ28

人　赤ちゃん教室16人　赤ちゃん口腔ケア教室16人）合計

191人

令和5年度　4～5月　（親子ビクス16人　親子体操22人）

・児童館共催

令和4年度「おでかけ児童館」のみ実施

令和5年度「おでかけ支援センター」4月～5月　12人

専門講師による講習会、おでかけ支援セ

ンター等事業の実施

専門講師による講習会、おでかけ支援セ

ンター等事業の実施

6,881 6,270 Ａ Ａ Ａ 継続実施

255 健康福祉部 こども福祉課
子育て支援センター運営

委託事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

地域において子育て親子の交流等を促進する子育て支援拠

点を運営することにより、地域の子育て支援機能の充実を

図り、子育ての不安感等を緩和し、子どもの健やかな育ち

を支援する。

子育て親子の交流の場の提供と交流の促進、子育て等に関

する相談を行う。

子ども・子育て支援交付金交付要領に定められている額を

委託費とする。

子育て親子の交流の場の提供と交流の促

進、子育て等に関する相談を行う。

子育て親子の交流の場の提供と交流の促

進、子育て等に関する相談を行う。

17,780 18,244 Ａ Ａ Ａ 継続実施

256 健康福祉部 こども福祉課 学童保育室整備事業

ハ

ー

ド

事

業

裁

量

あ

り

継

続

学童保育室の整備 市こども・子育て支援事業計画に基づく整備事業

増加傾向にある利用者に対応するため、適切な事業計画の

立案に努める。

古山小学童保育新設工事設計業務5,192千

円、工事請負費3件3,014千円、学童保育

室整備費補助金 1箇所20,118千円

石橋北小学童保育エアコン取替工事(計7

台)2,503千円

28,367 2,503 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

257 健康福祉部 こども福祉課
特別保育補助事業（県補

助事業）

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

民間の教育・保育施設における教育・保育事業に対し、一

定水準以上を維持するため、県の補助に合わせて助成を行

う。

教育・保育施設に通園している家庭に対し、仕事を続けな

がら安心して子どもを産み育てることができるよう支援す

る。

○１歳児担当保育士増員事業費補助金

　保育士を加配して実施する１歳児保育に要する経費を助

成し、もって児童の福祉の向上を図る。

○食物アレルギー対応給食提供事業費補助金

　医療機関において食物アレルギーにより給食に特別な配

慮が必要であると認められた児童について、児童の福祉向

上を図る。

○第３子以降保育料免除事業費補助金

　３人以上の児童を育てている世帯に対し、第３子以降の

児童の保育料等を免除し、仕事を続けながら安心して子ど

もを産み育てることができるよう支援するとともに、子育

てに係る経済的負担を軽減し、子育て環境づくりに資す

る。

１歳児担当保育士増員事業費補助金

20,412千円

食物アレルギー対応給食提供事業費補助

金　2,268千円

第３子以降保育料免除事業費補助金

12,960千円

１歳児担当保育士増員事業費補助金

20,412千円

食物アレルギー対応給食提供事業費補助

金　2,268千円

第３子以降保育料免除事業費補助金

12,960千円

35,640 35,640 Ａ Ａ Ａ 継続実施
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258 健康福祉部 こども福祉課
子育てのための施設等利

用給付事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や少

子化対策の観点から、子育て世代を応援し、幼児教育の負

担軽減を図る。

令和元年10月から開始した教育・保育無償化制度におい

て、市外の旧制度幼稚園に通う児童の保育料を無償化し、

幼稚園及び認定こども園（保育認定を除く）における在園

児の一時預かりについて、利用料を減免する。

また、認可外保育施設に通う３歳児以上または非課税世帯

の児童についても、保育料を減免する。

委託料：10,794千円

扶助費：2,538千円

委託料：10,794千円

扶助費：2,538千円

13,332 13,332 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

259 健康福祉部 こども福祉課
学童保育事業所運営費補

助金交付事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

市内の民間学童保育室事業所のうち、国や市の基準に沿っ

て運営している事業所について補助金を交付することによ

り、学童保育の場所と担い手の確保及び支援員等の質の向

上、並びに市内の学童保育の基準達成を図る。

下野市放課後児童健全育成事業届出等に関する要綱に基づ

く届出を提出している学童保育事業所に対し、運営費補助

金を交付するもの。

民間学童保育事業所に対し、運営費の補

助を行う。

民間学童保育事業所に対し、運営費の補

助を行う。

52,074 66,276 Ｂ Ｂ Ｂ 見直し実施

260 健康福祉部 こども福祉課
南河内小中学校学童保育

事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

保護者が労働等により、昼間家庭にいない小学校に就学し

ている児童に対し、家庭地域等の連携のもと、基本的生活

習慣を確立する。併せて発達段階に応じた健全な育成を図

る。

・入所は随時受け入れを行う。

・保護者や関係機関と連携を図り、児童が安心安全に過ご

せるよう受け入れる。

・学童保育は子どもの人権を十分に配慮するとともに、子

ども一人一人の人格を尊重して育成支援を行う。

・学童保育支援員資質向上のために、職場内外の研修の機

会を確保する。

・発達段階にふさわしい遊び、製作活

動、伝承遊び、ゲーム等の実施。

・子どもの宿題、自習等の学習活動の援

助

・発達段階にふさわしい遊び、製作活

動、伝承遊び、ゲーム等の実施。

・子どもの宿題、自習等の学習活動の援

助 1,333 1,270 Ａ Ｂ Ａ 継続実施

261 健康福祉部 こども福祉課
しもつけっ子応援プロ

ジェクト

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

誰もが安心して子育てができるよう、子育てに係る保護者

の精神的、経済的負担の軽減を図るとともに、子どもの健

やかな成長を応援することを目的に、定期的な見守りの実

施及び乳児に必要な紙おむつ等の購入助成券を交付する。

見守り訪問及び１０か月検診時に、乳児用おむつ券の交

付、子育てに関する情報の提供、乳児の養育状況の把握及

び相談を受けることができる。

おむつ券の交付は、見守り訪問、及び１０か月検診時の２

回で、１回につき２万円相当分交付。

地域で子どもの健全育成及び子育て支援に取り組む団体に

対し、その活動に係る経費を補助する。

おむつ券交付900件、子育て支援団体補助 おむつ券交付900件、子育て支援団体補助

21,290 21,350 Ｂ Ｂ Ａ 見直し実施

262 健康福祉部 こども福祉課 保育対策総合支援事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

実情に応じた多様な保育需要に対応するため、保育の受け

皿の確保や保育の担い手となる保育人材の確保に必要な措

置を総合的に講児じ、待機児童の解消を図るとともに子ど

もを安心して育てることができる環境整備を行う。

□保育環境改善等事業（補助率：国1/3、県1/3、市1/3）

　・熱中症対策事業

□保育体制強化事業（補助率：国1/2、県1/4、市1/4）

地域住民や子育て経験者等、多様な人材を保育に係る周辺

業務に活用し、保育士の負担軽減を図り、保育体制の強化

と保育士が働きやすい職場環境を整備する。

□保育補助者雇用強化事業（補助率：国2/3、県1/8、市

1/8）

短時間勤務の保育士資格を持たな保育士を雇いあげ、保育

士の離職防止と人材確保を図る。

□ICT化推進事業（補助率：国1/2、市1/4）

保育士の業務負担軽減を図るため、ICTを活用した業務シス

テムの導入を行う。

熱中症対策事業1施設

保育体制強化事業10施設

保育補助者雇用強化事業4施設

ICT化推進事業1施設

熱中症対策事業1施設

保育体制強化事業10施設

保育補助者雇用強化事業4施設

ICT化推進事業1施設

15,963 15,963 Ａ Ａ Ａ 継続実施

263 健康福祉部 こども福祉課 細谷小学童保育事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学して

いる児童に対し、家庭、地域等の連携の下、基本的生活習

慣を確立する。併せて、発達段階に応じた健全な育成を図

る。

・入所は随時受け入れを行う。

・保護者や関係機関との連携を図り、児童が安心安全に過

ごせるよう受け入れる。

・学童保育は子どもの人権に十分に配慮すると共に、子ど

も一人ひとりの人格を尊重して育成支援を行う。

・学童保育支援員資質の向上の為に、職場内外の研修の機

会を確保する。

・発達段階にふさわしい製作活動や伝承

あそびゲーム等の実施・子どもの宿題自

習等の学習活動の援助

・発達段階にふさわしい製作活動や伝承

あそびゲーム等の実施・子どもの宿題自

習等の学習活動の援助

112 112 Ａ Ａ Ａ 継続実施
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裁

量

継
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264 健康福祉部 こども福祉課 児童福祉総務費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

児童福祉全般の庶務事務を円滑に行うことを目的とする。 ・こども福祉課全般に係る事務費（会計年度任用職員報

酬、消耗品費等）

・少子化の進行の背景となる未婚化・晩婚化への対策とし

て、とちぎ結婚支援センターにて会員登録制のマッチング

サービスをする。県のとちぎ未来クラブ財団への委託事

業。

　　支援センター運営負担金　県内市町の人口割 8：均等

割 2

・未就学児を持つ保護者を対象とした外出支援

とちぎ結婚支援センター運営負担金136千

円

子育て世帯外出支援(デマンド交通)83千

円

とちぎ結婚支援センター運営負担金136千

円

子育て世帯外出支援(デマンド交通)83千

円

3,477 3,477 Ｂ Ｂ Ａ 見直し実施

265 健康福祉部 こども福祉課 児童家庭相談事業費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

　学校・医療機関・警察署等、関係機関の間で子どもや保

護者に関する情報の交換や支援内容の協議を行う場として

要保護児童対策地域協議会を設置し、虐待を受けている子

どもや支援を必要としている家庭を早期に発見し、家庭相

談員及び保健師が中心となり、適切な連携の下で適切な支

援や保護を行う。また、リスクの程度により担当が分かれ

ている現体制において子ども家庭総合支援拠点を設置し、

連絡調整機関として機能することにより、連携・協働の体

制を推進して支援の一体性や連続性を確保する。以上、

ネットワーク機能の強化により、児童虐待防止の推進、及

び児童福祉の向上を図る。

【子ども・子育て支援交付金対象事業（国：1/3、県：

1/3）】

【児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業費国庫補助金対象事

業（国：1/2）】

・要保護児童対策地域協議会、子ども家庭総合支援拠点の

調整機関としての取り組み

・関係機関との連携強化事業として児童虐待防止（オレン

ジリボンキャンペーン）を実施

・要保護児童対策地域協議会の開催

・児童家庭相談受理

・児童虐待防止に関する啓発活動の実施

・子ども家庭総合支援拠点に関すること

・要保護児童対策地域協議会の開催

・児童家庭相談受理

・児童虐待防止に関する啓発活動の実施

・子ども家庭総合支援拠点に関すること

5,821 5,821 Ａ Ｂ Ａ 継続実施

266 健康福祉部 こども福祉課
母子生活支援施設措置事

業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

　近年増加傾向にあるＤＶ被害等により保護が必要とされ

る配偶者のいない女性、又はこれに準ずる事情にある女

性、及びその監護すべき児童等、緊急に保護を要する母子

家庭等について、母子を迅速に入所させ保護することによ

り、児童の福祉と母子家庭の福祉の向上を図ることを目的

とする。

【児童入所施設措置費国庫（県費）負担金対象事業（国：

1/2、県：1/4）】

・保護が必要な母子を母子生活支援施設に入所させ保護す

る

・自立促進のため、施設と連携し支援を行う

・措置人数　R3年度：2世帯　　R4年度：3世帯

措置人数

母3人　子4人

措置人数

母3人　子4人

12,653 12,653 Ａ Ｂ Ａ 継続実施

267 健康福祉部 こども福祉課
母子家庭等対策総合支援

事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

ひとり親家庭の自立促進を図るため、各種給付金を支給す

る。

・母子家庭自立支援教育訓練給付金

・高等職業訓練促進給付金

・高校卒業程度認定試験合格支援給付金

・母子家庭自立支援教育訓練給付金：対象講座受講費用の

60％支給

・高等職業訓練促進給付金：資格取得の養成機関通学に最

大月１０万円、最後の12ヶ月は４万円加算

・高校卒業程度認定試験合格支援給付金：高校卒業資格取

得の対象講座受講費用の40％支給、合格後に20％支給

・自立支援1名

・高等職業訓練2名

・高校卒業程度認定試験1名

・自立支援1名

・高等職業訓練2名

・高校卒業程度認定試験1名
3,646 3,646 Ａ Ａ Ａ 継続実施

268 健康福祉部 高齢福祉課 地域ケア会議推進事業費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

多職種が協働して個別ケースの支援内容の検討を行うと共

に、地域のネットワーク構築、ケアマネジメント支援、地

域課題の把握等を推進することで、対象者が地域において

自立した日常生活を営むために必要な支援体制に関する検

討を行う。また、個別ケースの検討により共有された地域

課題を地域づくりや政策形成に結び付けていくことで、地

域包括ケアシステムの構築に向けた施策の推進につなげて

いく。

地域ケア会議がもつ５つの機能（①個別課題の解決、②地

域包括支援ネットワークの構築、③地域課題の発見、④地

域づくり・資源開発、⑤政策の形成）を発揮することがで

きるよう、地域ケア会議を下記の分類として適切に運営し

ていく。１．地域ケア個別会議…個別ケースについて、関

係者間の情報共有を図り、解決に向けた検討を行う。２．

自立支援型地域ケア会議…多職種協働により、介護予防に

資するケアプランの作成・ケアの提供等を目指す。３．地

域ケア推進会議…地域に共通した課題等を明らかにし、資

源開発や政策形成につなげていく。

・地域ケア会議の適切な運営に向け、資料の作成、事前打

ち合わせ等を実施する。

・地域ケア個別会議

・自立支援型地域ケア会議

・地域ケア推進会議

・地域ケア個別会議

・自立支援型地域ケア会議

・地域ケア推進会議

762 762 Ａ Ａ Ａ 継続実施
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269 健康福祉部 高齢福祉課
高齢者保健福祉計画策定

事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

３ヶ年周期により高齢者保健福祉計画を策定し、今後見込

まれる地域の課題を明らかにし、その課題に対する指標の

実績評価を行う。

令和3年度…第8期計画の進捗状況等の把握、１回目評価

令和4年度…第8期計画の進捗状況等の把握、２回目評価、

日常生活圏域ニーズ調査

令和5年度…３回目評価、第9期計画策定、策定委員会開

催、策定支援業務

令和6年度…第9期計画の進捗状況等の把握、１回目評価

令和7年度…第9期計画の進捗状況等の把握、２回目評価、

日常生活圏域ニーズ調査

9期計画の進捗確認

１回目評価

9期計画の進捗確認

2回目評価

日常生活圏域ニーズ調査・介護事業所ア

ンケート調査（第10期高齢者保健福祉計

画）

204 3,411 Ａ Ａ Ａ 継続実施

270 健康福祉部 高齢福祉課 高齢福祉総務費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

高齢福祉全般に係る事務 事務用消耗品 事務用消耗品 事務用消耗品

85 85 Ａ Ａ Ａ 継続実施

271 健康福祉部 高齢福祉課
社会福祉施設整備補助事

業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

（

一

部

あ

り

）

継

続

市民にとって身近な日常生活圏域を単位として、地域にお

いて必要となる介護施設、地域介護拠点等の緊急整備を支

援し、高齢者福祉の向上に資する。

地域密着型サービスの小規模多機能型居宅介護事業所等の

整備費について、国から県を経由して市へ交付される補助

金を事業者に支出する。

地域密着型施設等の

整備（定期巡回）

施設整備：5,940千円

開設準備：14,000千円

法人審査会開催

地域密着型施設等の

整備（看多機）

施設整備：33,600千円

開設準備：7,551千円

法人審査会開催
19,956 41,167 Ａ Ａ Ａ 継続実施

272 健康福祉部 高齢福祉課
シルバー人材センター運

営事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

高齢者の生きがいづくりと就労の機会を確保するため、シ

ルバー人材センターの運営の安定を図る。

シルバー人材センターに対し、運営補助金を交付する。

地方公共団体が応分の補助を行うことを前提に、シルバー

連合本部及びシルバー連合の活動拠点ごとに、国庫補助対

象の1/2の額かつ国の予算の範囲内に交付することを基本と

する。ただし、高年齢者等の雇用安定等に関する法律第40

条の趣旨に鑑み、地方公共団体からの補助金の額が、国が

予定する補助限度額に達しない場合は、国の補助限度額に

かかわらず、当該地方公共団体からの補助金の額をシル

バー補助金の額とする。

継続 継続

12,539 12,539 Ｂ Ｂ Ａ 継続実施

273 健康福祉部 高齢福祉課 老人クラブ補助事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

老人クラブ連合会を通して、単位老人クラブ活動の育成を

図るとともに、高齢者の活動を支援することを目的とし、

老人クラブにおける高齢者自らの生きがいを高め、健康づ

くりを進める活動や、ボランティアをはじめとした地域活

動の推進を図るため、各単位老人クラブに補助金を交付す

る。

高齢者の社会活動を支援するため、老人クラブ連合会に対

し、運営費補助金を交付。

各単位老人クラブに対し、運営費補助金を交付する。ま

た、老人クラブ員が減少傾向であるため、新規クラブ開設

へ促進の補助金を交付する。

単位老人クラブ数

22クラブ

老人クラブ加入者数

　950人

単位老人クラブ数

22クラブ

老人クラブ加入者数

　950人
1,631 1,631 Ｂ Ｂ Ａ 継続実施

274 健康福祉部 高齢福祉課
ふれあいふくし運動会事

業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

高齢者、心身障がい者・児及び児童等とボランティアがス

ポーツを通じたふれあいの中で、心身のリフレッシュを図

り、交流を深め地域福祉の向上を目的とする。

高齢者、心身障がい者・児及び児童等のふれあいふくし運

動会の開催を社会福祉協議会に委託する。

継続しつつ、今後の運動会の内容を検

討。

継続しつつ、今後の運動会の内容を検

討。

429 429 Ｂ Ｂ Ａ 継続実施

275 健康福祉部 高齢福祉課 遺族会活動支援事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

戦没者を追悼し、平和を祈念するための慰霊祭の開催及び

忠魂碑の良好な管理を図る。

戦没者追悼式典の開催と各地区の忠魂碑（４箇所）の良好

な管理を下野市社会福祉協議会と事務協議のうえ、下野市

遺族会に委託する。

合同追悼式開催

忠魂碑管理　４か所

合同追悼式開催

忠魂碑管理　４か所

462 1,549 Ｂ Ｂ Ａ 継続実施
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276 健康福祉部 高齢福祉課 高齢者外出支援事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

通院等で公共交通機関を利用することが困難な75歳以上の

高齢者に、外出支援を推進し

高齢者の孤独感解消やひきこもり防止を図る。

デマンド交通（おでかけ号）登録者の75歳以上の高齢者

に、デマンド交通の無料利用券を交付する。交付枚数は、

年間10枚とする。

交付人数1,310人

利用券使用枚数

6,025枚

交付人数1,385人

利用券使用枚数

6,348枚 2,027 2,027 Ｂ Ｂ Ａ 継続実施

277 健康福祉部 高齢福祉課 見守りネットワーク事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

地域で活動する団体や企業、高齢者と接する機会を有する

すべての関係者が連携して、地域社会全体で高齢者を見守

るためのネットワークづくりに取り組み、拡大を図ってい

く。

地域社会の中で、様々な活動をしている団体や事業者と協

定を結び、声かけなどさりげない方法で見守りを行う。協

力者の活動中見守り対象者に何らかの異変を感じたときに

は、高齢福祉課や地域包括支援センターが連絡を受け対応

する。

高齢者見守りネットワーク事業推進研修会を年1回開催す

る。

研修会1回

協定締結事業所１か所

研修会1回

協定締結事業所１か所

132 132 Ｂ Ｂ Ａ 継続実施

278 健康福祉部 高齢福祉課 敬老会事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

敬老週間事業の一環として、結婚５０周年を迎える夫婦を

祝福する。

「金婚夫婦祝福会」を開催し、結婚５０周年を迎える夫婦

に慶祝状と記念品を贈呈する。

継続 継続

287 287 Ｂ Ｂ Ａ 継続実施

279 健康福祉部 高齢福祉課 長寿祝金事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

敬老週間事業の一環として、多年にわたり地域社会に貢献

された方々に敬意を表すとともに、その長寿を祝福し、敬

老祝金の贈呈を行う。

100歳到達者への長寿祝は、祝詞と祝金100,000円を贈呈

する。

100歳到達日後、市長が表敬訪問を行い祝詞と祝金を贈呈

する。

敬老祝金は、80歳・90歳到達者に祝金5,000円を贈呈す

る。

贈呈は口座振込にて行う。

長寿祝金3,000千円

100歳到達者30名

敬老祝金4,250千円

敬老祝金対象者850名

長寿祝金5,000千円

100歳到達者50名

敬老祝金3,900千円

敬老祝金対象者780名 7,461 9,141 Ｂ Ｂ Ｂ 見直し実施

280 健康福祉部 高齢福祉課
地域介護予防活動支援事

業費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

平成30年4月から地域支援事業交付要綱が改正され、介護

予防に資する住民主体の通いの場の活動を推進するため下

記①～③の事業が対象となり、令和元年度より④が追加さ

れた。

①介護予防に関するボランティア等の人材育成

②介護予防に資する多様な地域活動組織の育成及び支援

③社会参加活動を通じた介護予防活動に資する地域活動の

実施

④介護予防に資する取組への参加やボランティア等へのポ

イント付与

本市では、地域の元気な高齢者が介護予防活動の促進者と

し、また生きがい活動にもつなげられるよう、地域ふれあ

いサロンの運営支援を行うとともに、「しもつけ元気はつ

らつ体操」の普及と、サポーター養成講座を実施する。

地域ふれあいサロンの運営支援を、地域づくりを担う下野

市社会福祉協議会に委託して行う。

また、地域包括支援センターと協働し、介護予防に効果的

な「しもつけ元気はつらつ体操」を普及啓発する。

サポーターを養成し、地域サロンにて体操の普及啓発を行

う。

①しもつけ元気はつらつ体操サポーター養成講座を開催

②サポーターを対象にフォローアップ講座を開催

③体操を実施しているサロンに対し、サポーター活動を実

施・継続

④については、他市町の状況を見ながら検討していく。

しもつけ元気はつらつ体操（サポーター

養成講座含む）

地域ふれあいサロンの運営支援

しもつけ元気はつらつ体操（サポーター

養成講座含む）

地域ふれあいサロンの運営支援

4,690 4,690 Ａ Ａ Ａ 継続実施

281 健康福祉部 高齢福祉課
地域リハビリテーション

活動支援事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

平成27年度の介護保険法の改正により、介護予防の機能強

化の観点から「一般介護予防事業」の１つとして追加され

た。

地域における介護予防を機能強化するために、対象者宅、

介護施設、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営

の通いの場等等へリハビリテーション及び介護予防に関す

る専門的知見を有する者（理学療法士、作業療法士、言語

聴覚士、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士等）を派遣し、

高齢者の有する能力を評価し改善の可能性を助言する。

①住民運営の通いの場等地域団体が行う介護予防活動に関

する技術的支援

②介護職員への技術的支援

③地域ケア会議やサービス担当者会議等におけるケアマネ

ジメント支援、及びその対象者・家族への訪問による技術

的支援（地域包括支援センターが対象者をスクリーニング

し、本人の同意を得られた方に実施する）

①地域団体への講話・指導②介護職員へ

の講話・指導③個別訪問でのアドバイ

ス、地域ケア会議やサービス担当者会議

への参加・アドバイス

①地域団体への講話・指導②介護職員へ

の講話・指導③個別訪問でのアドバイ

ス、地域ケア会議やサービス担当者会議

への参加・アドバイス

576 576 Ａ Ａ Ａ 継続実施



番

号
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継
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282 健康福祉部 高齢福祉課 介護予防普及啓発事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

平成２７年度の介護保険法の改正により、機能回復訓練な

どの高齢者本人へのアプローチだけではなく、地域づくり

などの高齢者本人を取り巻く環境へのアプローチも含めた

バランスのとれた介護予防事業ができるよう、地域の実情

に応じた効果的・効率的な介護予防の取り組みを行う。ま

た、併せて住民主体の介護予防活動の育成・支援を行う。

高齢者の健康寿命を延伸し、介護状態とならないために実

施する事業。対象者の心身の状態に合わせて参加できる事

業体系として整備し、介護予防の充実を図る。

・脳力アップトレーニング教室（出前講

座）

・筋力向上プログラム（出前講座）

・ふれあいサロン（ゆうゆう、サンク

ス）

・フレイル予防教室

・脳力アップトレーニング教室（出前講

座）

・筋力向上プログラム（出前講座）

・ふれあいサロン（ゆうゆう、サンク

ス）

・フレイル予防教室

11,979 11,979 Ａ Ａ Ａ 継続実施

283 健康福祉部 高齢福祉課 配食サービス事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

ひとり暮らし高齢者及び高齢者のみ世帯等に、栄養バラン

スのとれた食事を提供し、併せて安否確認を行う。

概ね65歳以上の在宅のひとり暮らしの高齢者及び高齢者の

み世帯の者に対し週３回昼食時にお弁当を配達。併せて、

本人に手渡しすることにより健康状態や安否確認を行う。

民間事業者に委託して実施する。利用者の負担金は、受託

事業者が直接徴収する。1食当たり350円の補助、差額分は

利用者負担。

利用者見込数　190人 利用者見込数　190人

6,567 6,567 Ａ Ｂ Ｂ 継続実施

284 健康福祉部 高齢福祉課
ねたきり老人等紙おむつ

購入券給付事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

紙おむつ券を支給することにより、ねたきり高齢者、認知

症高齢者及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とす

る。

満65歳以上で、ねたきりの状態にあるか又は認知症のた

め、常時紙おむつを使用している在宅の方及び医療機関に

入院している方に対し、月3,000円分の紙おむつ購入券を支

給する。市と事業所で協定書を結び、利用者は協定事業所

において紙おむつ購入券を使用できる。

給付人数400人

利用延べ件数

4,748枚

給付人数400人

利用延べ件数

4,748枚 12,986 12,986 Ｂ Ｂ Ａ 継続実施

285 健康福祉部 高齢福祉課
ねたきり老人等介護手当

事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

在宅のねたきり高齢者及び認知症高齢者と同居し介護して

いる者に対して、介護手当を支給し、介護者の労をねぎら

うとともに、ねたきり高齢者の福祉の向上を図る。

介護者へ月額3,000円の介護手当を上半期（4月～9月

分）、下半期（10月～3月分）毎に支給する。

支給に際しては、現況届により、該当月の確認を行い支給

する。

介護手当支給対象者延べ　560人

扶助費　8,019千円

介護手当支給対象者延べ　560人

扶助費　8,019千円

8,019 8,019 Ｂ Ｂ Ａ 継続実施

286 健康福祉部 高齢福祉課 緊急ショートステイ事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

概ね65歳以上の高齢者またはその家族に不測の事態が生

じ、在宅での生活が困難となった場合に、緊急一時的に養

護老人ホーム等でのショートステイを利用することによ

り、当該高齢者の安全を確保し、生活の助長、心身機能の

回復を図る。その間、今後の方向性（生活の場等）につい

て検討する。

養護老人ホーム等への緊急ショートステイ（期間：原則７

日間）を市が施設と調整する。

緊急ショートステイ　1日当たり　7,315円（うち利用者負

担：2,444円）

継続 継続

205 205 Ａ Ｂ Ｂ 継続実施

287 健康福祉部 高齢福祉課 介護負担額軽減事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

社会福祉法人が利用者負担の減免をした場合に、その減免

分を助成する。低所得高齢者に対して、介護保険の利用者

負担について軽減措置を講じることにより、介護サービス

利用促進を図る。

社会福祉法人が利用者負担の減免をした場合に、その減免

分を助成する。低所得高齢者に対して、介護保険の利用者

負担について軽減措置を講じることにより、介護サービス

利用促進を図る。

社会福祉法人が利用者負担の減免をした

場合に、その減免分を助成する。

1人を見込む。

社会福祉法人が利用者負担の減免をした

場合に、その減免分を助成する。

1人を見込む。 33 33 Ａ Ａ Ａ 継続実施

288 健康福祉部 高齢福祉課 その他在宅福祉事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

①生活支援型ホームヘルプ事業：要介護認定者を除く65歳

以上の一人暮らし高齢者に対し

、ホームヘルパーを派遣し生活支援を行う。

②日常生活用具給付事業：日常生活に不安がある65歳以上

の一人暮らし高齢者に対し、日

常生活用具の給付等を行い生活の助長を図る。

③声かけふれあい収集事業：ごみ出しが困難な高齢者等に

家庭ごみの回収を実施すること

で肉体的負担の軽減を図ると同時に安否確認を行う。

①生活支援型ホームヘルプ事業：ホームヘルパー派遣。1回

当たり原則1.5時間。サービス

料1時間未満2,200円(内利用者負担220円)、1.5時間まで

3,080円(内利用者負担300円)。

②市が定める用具(電磁調理器、火災警報器、自動消火器、

老人用電話、Ｔ字杖)を生活保

護法による被保護世帯または所得税非課税世帯の高齢者等

に給付または貸与する。

③旧地区ごとに週一日、回収日を定めごみを回収する。回

収時に声掛けを行い、所在やご

みの分別状態を確認することで異変に対応する。

①生活支援型ホームヘルプ事業：事業継

続

②日常生活用具給付事業：事業継続

③声かけふれあい収集事業：利用者62名

①生活支援型ホームヘルプ事業：事業継

続

②日常生活用具給付事業：事業継続

③声かけふれあい収集事業：利用者71名

2,700 3,088 Ａ Ｂ Ａ 継続実施



番

号
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裁

量

継

続
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289 健康福祉部 高齢福祉課
徘徊高齢者あんしんサー

ビス事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

認知症高齢者等の家族等に対して、対象者の位置情報を速

やかに把握できるサービスを提供することにより、高齢者

等の事故を防止し、家族等が安心できる介護環境を整備す

る。

・認知症等により徘徊の可能性のある高齢者等に対し、Ｇ

ＰＳを利用した位置情報を検索、提供するサービスの利用

費用について一部を助成する。

（R3年度までに利用を開始した方については、GPS端末を

貸与し、管理等を専門事業者に委託する）

・認知症等により徘徊の可能性のある高齢者等に対し、身

元が判明できるシステムを登録したＱＲコード認識シール

を提供する。ＱＲコードシールの提供や緊急連絡先等の管

理、コールセンターの運営等を専門の事業者に委託する。

GPS利用者　10人

QRコード　5人

GPS利用者　10人

QRコード　5人

187 187 Ｂ Ａ Ａ 継続実施

290 健康福祉部 高齢福祉課 認知症総合支援事業費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

全国の認知症高齢者数は2025年には約700万人(65歳以上

の高齢者の約5人に1人)に達すると見込まれ、認知症は誰も

が関わる可能性のある身近な病気である。本市においても

令和元年度における要介護認定者の63.5％が認知症に起因

している。

厚生労働省は認知症施策推進総合戦略（新ｵﾚﾝｼﾞﾌﾟﾗﾝ）を平

成27年1月策定、令和元年6月には認知症施策推進大綱を策

定し、認知症の発症を遅らせ、認知症になっても希望を

持って日常生活を過ごせる社会を目指す。認知症の人や家

族の視点を重視しながら｢共生｣と｢予防｣を車の両輪として

施策に取り組んでいく。

「下野市認知症総合支援事業実施要項」に基づき、「認知

症対策推進委員会」で協議しながら、「認知症初期集中支

援推進事業」「認知症地域支援・ケア向上事業」「認知症

の人とその家族等に対する支援に関し必要な事業」につい

て実施する。

認知症カフェの運営は認知症家族の会「しもつけ」および

チームオレンジしもつけに委託する。また、令和5年度に南

河内地区に認知症カフェを新設予定。

・認知症サポーター養成講座等の実施・

認知症対策推進委員会の開催・家族交流

会の開催・認知症カフェの開催・チーム

オレンジしもつけ支援

・認知症サポーター養成講座等の実施・

認知症対策推進委員会の開催・家族交流

会の開催・認知症カフェの開催・チーム

オレンジしもつけ支援

4,912 4,912 Ａ Ａ Ａ 継続実施

291 健康福祉部 高齢福祉課
安否確認システム貸与事

業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

ひとり暮らし高齢者等で、特に体調等に不安を感じている

方に対し、緊急事態に対応できるシステム機器を貸与する

ことにより、安心した生活と精神的不安の解消を図る。

概ね65歳以上のひとり暮らし高齢者又はひとり暮らしの身

体障がい者（身体障害者手帳１級又は２級に該当する者）

で、緊急事態に機敏に行動することが困難な者に安否確認

付き緊急通報システムを貸与する。

利用者の安否確認や緊急時対応を必要に応じて委託業者と

家族・協力者、消防、行政機関が連携することで、ひとり

暮らし高齢者等の孤立や孤独死を防止する。

設置見込み　148件 設置見込み　150件

3,622 3,622 Ｂ Ｂ Ａ 継続実施

292 健康福祉部 高齢福祉課
災害時等要援護者支援事

業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

65歳以上のひとり暮らし高齢者又は高齢者のみ世帯を把握

し、災害時における支援体制を整備する。

65歳以上のひとり暮らし高齢者、65歳以上高齢者のみ世帯

を対象に、実態調査及び災害時要支援者調査を毎年実施し

名簿を作成する。災害時・緊急時においての安否確認や緊

急時の連絡先等、名簿を活用している。また、調査票の未

提出者については、地域包括支援センターによる訪問を行

い、実態把握に努めている。

　現在使用しているシステムを法改正に伴い改修する。

高齢者実態調査実施 高齢者実態調査実施

2,228 113 Ａ Ｂ Ａ 継続実施

293 健康福祉部 高齢福祉課 老人保護措置事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

６5歳以上の高齢者で身体上、精神上、環境上または経済的

な理由により、居宅での生活が困難な高齢者及び虐待等に

より生命等への影響が危惧される高齢者を養護老人ホーム

へ措置し安心して生活できる場の提供を行う。

老人福祉法第11条に基づく老人ホームへの入所措置。

やむを得ない事由により、居宅生活が困難な高齢者につい

て、入所判定委員会を開催し

施設入所の判定（継続も含む）を行い、入所決定の場合は

養護老人ホーム等に措置となる。入所判定委員会は、年３

回開催予定。入所判定委員は５名。

継続 継続

19,298 19,298 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

294 健康福祉部 高齢福祉課 高齢者虐待防止事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できるよう、養護

者等による高齢者虐待対応の体制整備や高齢者虐待ネット

ワーク運営委員会によるネットワークの構築等により、高

齢者虐待防止法による市の責務と役割を果たす。

高齢者虐待の通報・相談を受理すると「下野市高齢者虐待

対応マニュアル」に沿って、協議や事実確認、高齢者虐待

援助会議、担当者会議を開催し虐待対応の終結へ向ける。

また、高齢者虐待防止ネットワーク構築のため「高齢者虐

待防止ネットワーク運営委員会」を設置している。委員は

15名以内で医師、自治会、司法書士、介護保険事業所等）

高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会

開催　１回

高齢者虐待防止研修会開催　2回

虐待対応センター派遣委託

高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会

開催　１回

高齢者虐待防止研修会開催　2回

虐待対応センター派遣委託 155 155 Ａ Ａ Ａ 継続実施



番

号
部名 課名 事業名称

種

類

裁

量

継

続

区

分
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295 健康福祉部 高齢福祉課 一般管理費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

（介護保険特別会計で所管する事業全体の事業費のため事

業計上せず。）

介護保険法第３条の規定に基づき行う介護保険事業の円滑

な執行を図る。

介護保険事業の執行に必要な事務職員の人件費や、被保険

者の資格管理等に要する費用等を支払う。

事務職員の人件費／資格管理等に要する

費用／介護事業所管理台帳システム運用

／法改正に伴うシステム改修

事務職員の人件費／資格管理等に要する

費用／介護事業所管理台帳システム運用

／法改正に伴うシステム改修 77,037 77,198 Ａ Ａ Ａ 継続実施

296 健康福祉部 高齢福祉課 介護認定審査会費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

介護保険法第14条の規定に基づき設置する介護認定審査会

の円滑な運営を図る。

被保険者が要介護または要支援者に該当するか審査・判定

するため、市は介護認定審査会を設置している。審査会委

員は、医療・保健・福祉の学識経験者を市長が任命してい

る。

審査会は、毎週2回（火、木曜日）、年100回程度開催、委

員5名で構成され、6合議体ごとに審査会を開催し、認定調

査票と主治医意見書をもとに審査を実施している。

各合議体の適正化・平準化を図る目的で研修会を実施して

いる。

令和6年度以降、ペーパレス化を導入予定。

毎週2回

（火・木曜日）

年100回開催

毎週2回

（火・木曜日）

年102回開催

12,768 11,866 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

297 健康福祉部 高齢福祉課 認定調査等費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

介護保険法第２７条に基づく要介護認定並びに第３２条に

基づく要支援認定事務の円滑な執行を図る。

介護保険のサービスを利用する際の介護認定調査の調査員

報酬。

非常勤特別職として2年ごとに委嘱している。

H29年度から認定調査員7名（非常勤：5名　臨時：2名）

R元年度から認定調査員8名（非常勤：6名　臨時：2名）

R2年度から認定調査員7名（会計年度職員：7名）

認定調査員8名。

調査票・主治医意見書をもとに審査・判

定実施→認定結果を被保険者に通知

施設入所者更新申請の認定調査を委託

認定調査員8名。

調査票・主治医意見書をもとに審査・判

定実施→認定結果を被保険者に通知

施設入所者更新申請の認定調査を委託
37,902 37,902 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

298 健康福祉部 高齢福祉課 趣旨普及費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

介護保険制度全般についてわかりやすく市民へ周知すると

ともに制度への理解と協力を深める。

介護保険制度全般について市民に周知するため介護保険申

請時にパンフレットを配布し制度の理解と周知を行う。

介護保険申請者における介護保険料滞納者の介護サービス

負担額や納税相談について周知する。

パンフレット

小冊子　配布

パンフレット

小冊子　配布

286 286 Ａ Ｂ Ｂ 継続実施

299 健康福祉部 高齢福祉課
地域包括支援センター運

営協議会費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

介護保険法施行規則第１４０条の６６第４項の規定に基づ

き設置し、地域包括支援センターが行う業務の評価を行う

とともに意見を述べ、地域包括支援センターの適切、公正

かつ中立な運営の確保を目指す。

地域包括支援センター運営協議会を年２回開催する。 ２回開催予定 ２回開催予定

142 142 Ａ Ａ Ａ 継続実施

300 健康福祉部 高齢福祉課
地域密着型サービス運営

委員会費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

介護保険法第４２条の２、第５項、第７８条の２第６項、

第７８条の４第５項の規定に基づき設置し、地域密着型

サービスの質及び事業の適正な運営を確保する。

下野市の地域密着型サービスの指定・更新、グループホー

ム・地域密着型特別養護老人ホームの実地指導、その他報

告等。

地域密着型サービス運営委員会

２回開催

地域密着型サービス運営委員会

２回開催

71 71 Ａ Ａ Ａ 継続実施

301 健康福祉部 高齢福祉課 居宅介護サービス給付費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

介護保険法第４１条で定める居宅サービス費を支給する。 要介護認定を受けた被保険者が居宅において介護サービス

を利用した費用のうち、介護保険法第４１条で定める居宅

サービス費について、被保険者負担分（１割、2割又は、3

割）を差し引いた額を事業者へ支払う。

介護保険法第４１条で定める居宅サービ

ス費を支給する。

介護保険法第４１条で定める居宅サービ

ス費を支給する。

2,019,476 2,080,061 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

302 健康福祉部 高齢福祉課 施設介護サービス給付費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

介護保険法第４８条で定める施設サービス費を支給する。 要介護認定を受けた被保険者が施設サービスを利用した費

用から被保険者負担分（１割、２割又は3割）を差し引いた

額を施設へ支払う。

①介護老人福祉施設５か所

②介護老人保健施設１か所

③介護医療院０カ所

①介護老人福祉施設５か所

②介護老人保健施設１か所

③介護医療院０カ所 1,139,021 1,161,802 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

303 健康福祉部 高齢福祉課 居宅介護福祉用具購入費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

介護保険法第４４条で定める居宅介護福祉用具購入費を支

給する。

要介護認定を受けた被保険者が入浴やトイレで使う福祉用

具を購入した場合購入金額の９割、8割又は7割を支給す

る。

福祉用具を購入した場合購入金額の９

割、8割又は7割を支給する。（上限１０

万円）

福祉用具を購入した場合購入金額の９

割、8割又は7割を支給する。（上限１０

万円） 4,950 4,950 Ａ Ａ Ａ 継続実施



番

号
部名 課名 事業名称

種

類

裁

量

継

続

区

分

事業目的 事業概要 令和6年度 令和7年度 令和6年度 令和7年度

必

要
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有

効

性

効

率
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304 健康福祉部 高齢福祉課 居宅介護住宅改修費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

介護保険法第４５条で定める居宅介護住宅改修費を支給す

る。

要介護認定を受けた被保険者の、家庭内での安全を確保す

るため、または介護者の

負担を軽減するために住宅を改修した費用の９割、8割又は

7割を支給する。

介護者の負担を軽減するために住宅を改

修した費用の9割、8割又は7割を支給す

る。

介護者の負担を軽減するために住宅を改

修した費用の9割、8割又は7割を支給す

る。 8,500 8,500 Ａ Ａ Ａ 継続実施

305 健康福祉部 高齢福祉課
居宅介護サービス計画給

付費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

介護保険法第４６条で定める居宅介護サービス計画費を支

給する。

要介護認定を受けた被保険者が、居宅において日常生活を

営むために必要なｻｰﾋﾞｽを利用することができるよう、その

被保険者から依頼された居宅介護支援事業者がケアプラン

を作成した場合に、居宅介護サービス計画費を支給する。

居宅介護支援事業者がケアプランを作成

した場合に、居宅介護サービス計画費を

支給する。

居宅介護支援事業者がケアプランを作成

した場合に、居宅介護サービス計画費を

支給する。 222,306 226,753 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

306 健康福祉部 高齢福祉課
地域密着型介護サービス

給付費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

介護保険法第５４条で定める地域密着型介護サービス費を

支給する。

要介護認定を受けた被保険者が地域密着型介護サービス費

を利用した費用から

被保険者負担分（1割、2割又は3割）を差し引いた額を事

業者へ支払う。

地域密着型介護サービス費を利用した費

用から被保険者負担分（１割・２割・3

割）を差し引いた額を事業者へ支払う。

地域密着型介護サービス費を利用した費

用から被保険者負担分（１割・２割・3

割）を差し引いた額を事業者へ支払う。 656,105 656,105 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

307 健康福祉部 高齢福祉課 介護予防サービス給付費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

介護保険法第５３条で定める介護予防ｻｰﾋﾞｽ費を支給する。 要支援と判定された被保険者が要介護状態にならないため

に、居宅予防ｻｰﾋﾞｽ費を利用した費用から被保険者負担分

（1割、2割又は3割）を引いた額を事業者へ支払う。

要介護状態にならないために、居宅予防

ｻｰﾋﾞｽ費を利用した費用から被保険者負担

分(1割・2割・3割)を引いた額を事業者へ

支払う。

要介護状態にならないために、居宅予防

ｻｰﾋﾞｽ費を利用した費用から被保険者負担

分(1割・2割・3割)を引いた額を事業者へ

支払う。

97,710 107,481 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

308 健康福祉部 高齢福祉課 介護予防福祉用具購入費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

介護保険法第５６条で定める介護予防福祉用具購入費を支

給する。

要支援認定を受けた被保険者が入浴やトイレで使う福祉用

具を購入した場合介護保険法第５６条で定める介護予防福

祉用具購入費を支給する。購入金額の9割・8割又は7割を

支給する。

介護予防福祉用具購入費を支給する。購

入金額の9割・8割又は7割を支給する。

介護予防福祉用具購入費を支給する。購

入金額の9割・8割又は7割を支給する。

1,737 1,737 Ａ Ａ Ａ 継続実施

309 健康福祉部 高齢福祉課 介護予防住宅改修費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

介護保険法第５７条で定める介護予防住宅改修費を支給す

る。

要支援認定を受けた被保険者の家庭内での安全を確保する

ため、または介護者の負担を軽減するために住宅を改修し

た費用の９割、8割又は7割を支給する。

家庭内での安全を確保するため、または

介護者の負担を軽減するために住宅を改

修した費用の９割・８割、又は７割を支

給する。

家庭内での安全を確保するため、または

介護者の負担を軽減するために住宅を改

修した費用の９割・８割、又は７割を支

給する。

4,400 4,400 Ａ Ａ Ａ 継続実施

310 健康福祉部 高齢福祉課
介護予防サービス計画給

付費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

介護保険法第５８条で定める介護予防ｻｰﾋﾞｽ計画給付費を支

給する。

要支援認定を受けた被保険者が、居宅において日常生活を

営むために必要なｻｰﾋﾞｽを利用することができるよう、その

被保険者から依頼された居宅介護予防支援事業者がケアプ

ランを作成した場合に、介護予防サービス計画費を支給す

る。

居宅介護予防支援事業者がケアプランを

作成した場合に、介護予防サービス計画

費を支給する。

居宅介護予防支援事業者がケアプランを

作成した場合に、介護予防サービス計画

費を支給する。 20,139 22,153 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

311 健康福祉部 高齢福祉課
地域密着型介護予防サー

ビス給付費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

介護保険法第５４条の２で定める地域密着型介護予防ｻｰﾋﾞｽ

給付費を支給する。

要支援と判定された被保険者が要介護状態にならないため

に地域密着型予防ｻｰﾋﾞｽを利用した費用から被保険者負担分

（1割、2割又は3割）を差し引いた額を事業者へ支払う。

地域密着型予防ｻｰﾋﾞｽを利用した費用から

被保険者負担分（１割・２割・3割）を差

し引いた額を事業者へ支払う。

地域密着型予防ｻｰﾋﾞｽを利用した費用から

被保険者負担分（１割・２割・3割）を差

し引いた額を事業者へ支払う。 3,000 3,000 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

312 健康福祉部 高齢福祉課 審査支払手数料

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

介護保険法第１７６条の規定に基づき介護ｻｰﾋﾞｽ費の審査支

払業務を国民健康保険団体連合会へ委託する費用を支払

う。

介護サービス事業者が提供したサービス費用の請求内容を

審査し、その結果に基づき

事業所へ介護報酬を支払う業務を国民健康保険団体連合会

へ委託している。

単価は国の示す基準額に基づき、栃木県国保連では１件当

たり６３円（令和5年度時点）となっている。

介護サービス事業者が提供したサービス

費用の請求内容を審査する。

介護サービス事業者が提供したサービス

費用の請求内容を審査する。

4,400 4,400 Ａ Ａ Ａ 継続実施

313 健康福祉部 高齢福祉課 高額介護サービス費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

介護保険法第５１条で定める高額介護ｻｰﾋﾞｽ費を支給する。 要介護認定を受けた被保険者が居宅サービスまたは施設

サービスを利用し、同じ月に支払った利用者負担額の合計

が上限額を越えた場合は、被保険者からの申請により越え

た分を高額介護サービス費として支給する。

被保険者からの申請により越えた分を高

額介護サービス費として支給する。

被保険者からの申請により越えた分を高

額介護サービス費として支給する。

93,500 93,500 Ａ Ａ Ａ 継続実施
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継
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314 健康福祉部 高齢福祉課 高額介護予防サービス費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

介護保険法第６１条で定める高額介護予防ｻｰﾋﾞｽ費を支給す

る。

要支援認定を受けた被保険者が居宅ｻｰﾋﾞｽを利用し、同じ月

に支払った利用者負担額の合計額が上限額を越えた場合

は、被保険者からの申請により越えた分を高額介護予防

サービス費として支給する。

被保険者からの申請により越えた分を高

額介護予防サービス費として支給する。

被保険者からの申請により越えた分を高

額介護予防サービス費として支給する。

200 200 Ａ Ａ Ａ 継続実施

315 健康福祉部 高齢福祉課
高額医療合算介護サービ

ス費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

介護保険の自己負担額と医療保険の自己負担額が高額に

なったとき、年額で限度額がもうけられ、申請により認め

られると支給されます。

介護保険の自己負担額と医療保険の自己負担額が高額に

なったとき、年額で限度額がもうけられ、申請により認め

られると支給されます。

介護保険の自己負担額と医療保険の自己

負担額が高額になったとき、申請により

認められると支給する。

介護保険の自己負担額と医療保険の自己

負担額が高額になったとき、申請により

認められると支給する。 13,200 13,200 Ａ Ａ Ａ 継続実施

316 健康福祉部 高齢福祉課
高額医療合算介護予防

サービス費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

介護保険の自己負担額と医療保険の自己負担額が高額に

なったとき、年額で限度額がもうけられ、申請により認め

られると支給されます。

介護保険の自己負担額と医療保険の自己負担額が高額に

なったとき、年額で限度額がもうけられ、申請により認め

られると支給されます。

介護保険の自己負担額と医療保険の自己

負担額が高額になったとき、申請により

認められると支給する。

介護保険の自己負担額と医療保険の自己

負担額が高額になったとき、申請により

認められると支給する。 250 250 Ａ Ａ Ａ 継続実施

317 健康福祉部 高齢福祉課
特定入所者介護サービス

費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

介護保険法第５１条の２で定められる特定入所者介護サー

ビス費を支給する。

要介護被保険者のうち低所得者が施設サービスまたは短期

入所サービスを利用したときに食事の提供に要した費用及

び居住費用又は滞在に要した費用の一部を支給する。

低所得者が施設サービスまたは短期入所

サービスを利用したときに食事の提供に

要した費用及び居住費用又は滞在に要し

た費用の一部を支給する。

低所得者が施設サービスまたは短期入所

サービスを利用したときに食事の提供に

要した費用及び居住費用又は滞在に要し

た費用の一部を支給する。

128,299 128,299 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

318 健康福祉部 高齢福祉課
特定入所者介護予防サー

ビス費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

介護保険法第６１条の２で定める特定入所者介護予防サー

ビス費を支給する。

要支援認定者のうち低所得の者が短期入所サービスを利用

した場合に、食事の提供に要した費用及び滞在に要した費

用の一部を支給する。

要支援認定者のうち低所得の者が短期入

所を利用した場合に、食事の提供に要し

た費用及び滞在に要した費用の一部を支

給する。

要支援認定者のうち低所得の者が短期入

所を利用した場合に、食事の提供に要し

た費用及び滞在に要した費用の一部を支

給する。

400 400 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

319 健康福祉部 高齢福祉課
介護給付費準備基金積立

金

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

下野市介護給付費準備基金条例第４条の規定に基づき基金

の運用益を処理する。

介護給付費準備基金の運用から生じる利益を介護保険特別

会計予算に計上して、基金に編入する。

基金の運用益を処理する。 基金の運用益を処理する。

33 33 Ａ Ａ Ａ 継続実施

320 健康福祉部 高齢福祉課
第１号被保険者保険料還

付金

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

過誤納付となった保険料の還付 過年度の介護保険料が、所得段階変更や被保険者の重複納

付により過誤納付となった場合に被保険者へ還付する。

また特別徴収している被保険者が死亡した場合は、日本年

金機構からの返納金内訳書の通知により、日本年金機構ま

たは被保険者の相続人への還付を判断するため、日本年金

機構からの通知時期によっては、翌年度以降に通知される

場合もあるので過年度還付が発生しやすい。

4,000 4,000 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

321 健康福祉部 高齢福祉課 償還金

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

前年度における介護給付費負担金、地域支援事業交付金の

精算により返還することになる。

前年度における介護給付費負担金、地域支援事業交付金の

精算により返還することになる。

10,000 10,000 Ａ Ａ Ａ 継続実施

322 健康福祉部 高齢福祉課
第１号被保険者還付加算

金

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

過誤納付となった介護保険料の還付加算金 過誤納付となった介護保険料の還付金に加算金が発生する

場合は併せて返還する。

50 50 Ａ Ａ Ｂ 継続実施
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継

続
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323 健康福祉部 高齢福祉課 一般会計繰出金

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

一般会計からの繰入金（給付費、職員給与費、事務費、地

域支援事業）を精算により一般会計へ返還する。

一般会計からの繰入金（給付費、職員給与費、事務費、地

域支援事業）を精算により一般会計へ返還する。

1 1 Ａ Ａ Ａ 継続実施

324 健康福祉部 高齢福祉課 訪問型介護予防事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

H27年度の介護保険法改正によりH28年度から総合事業を

開始。

市が実施する総合事業に移行し、要支援認定者及び事業対

象者に対し、自身の能力を最大限活かしつつ、要介護状態

等になることを予防又は要介護状態等の軽減、もしくは悪

化の防止及び地域における自立した日常生活の支援を行え

るよう、下野市としての事業形態を構築していく。

①従来型訪問介護（改正前相当のサービス）

②基準緩和型訪問介護（緩和した基準によるサービス）

③シルバーお助けサービス（住民主体によるサービス）

介護保険制度の中の地域支援事業であり

地域包括ケアシステムの一部を担う。

介護保険制度の中の地域支援事業であり

地域包括ケアシステムの一部を担う。

17,406 19,136 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

325 健康福祉部 高齢福祉課 通所型介護予防事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

H27年度の介護保険法改正によりH28年度から総合事業を

開始。

市が実施する総合事業に移行し、要支援認定者及び事業対

象者に対し、自身の能力を最大限活かしつつ、要介護状態

等になることを予防又は要介護状態等の軽減、もしくは悪

化の防止及び地域における自立した日常生活の支援を行え

るよう、下野市としての事業形態を構築していく。

①従来型通所介護（改正前相当のサービス）

②基準緩和型通所介護（緩和した基準によるサービス）

③短期集中予防通所介護（生活機能向上のための運動プロ

グラム）

・通所型サービスC「短期集中筋力トレーニング事業」

　リハビリ専門職が所属する事業所に委託する。個人に合

わせたトレーニング指導、事

　前・事後アセスメント、効果測定、評価、分析、送迎を

行い、要支援者の心身機能・

　生活機能の向上を図り、自立につなげる。

介護保険制度の中の地域支援事業であり

地域ケアシステムの一部を担う。

介護保険制度の中の地域支援事業であり

地域ケアシステムの一部を担う。

80,679 88,665 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

326 健康福祉部 高齢福祉課
介護予防ケアマネジメン

ト支援事業費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

介護保険法改正により平成28年度に、介護予防・日常生活

支援総合事業に移行した。

これまで介護予防支援費で要支援認定者のケアプランを作

成していたが、介護予防・日常生活支援総合事業対象者に

おいても、国の示すガイドラインに基づき、要介護状態の

予防と日常生活の自立支援を目的として、ケアマネジメン

ト作成及びサービスの調整や関係機関との連絡調整を行い

支援をする。

要支援認定者及び介護予防・日常生活支援総合事業対象者

に対して、要介護状態になることの予防と日常生活の自立

支援を目的として、地域包括支援センター・居宅介護支援

事業所が、介護予防ケアプランの作成及び支援を行う。

要支援者の増加に伴い、マネジメントを

必要とする対象者は増の見込み。

要支援者の増加に伴い、マネジメントを

必要とする対象者は増の見込み。

13,044 13,826 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

327 健康福祉部 高齢福祉課
成年後見制度利用支援事

業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

認知症高齢者等で、親族による成年後見開始の審判申立て

ができない者について成年後見制度の利用支援を行う。

成年後見開始の審判申立てを行う親族がいない身寄りのな

い認知症高齢者等について市長による申立てを行う。市長

による審判申立て費用について市が負担。被後見人の財産

から費用負担可能な場合、後見開始後に被後見人に対して

審判申立て費用の請求を行う。

被後見人の財産から後見人の報酬支払いが困難な場合、市

が報酬を負担する。

成年後見に関する相談は、高齢福祉課、地域包括支援セン

ターで通年実施。

成年後見相談継続実施

市長申立見込10件

成年後見人報酬助成10件

成年後見相談継続実施

市長申立見込10件

成年後見人報酬助成10件

3,223 3,223 Ａ Ａ Ａ 継続実施

328 健康福祉部 高齢福祉課
包括的・継続的ケアマネ

ジメント支援事業費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

高齢者が住み慣れた地域で安心した生活が継続していくこ

とができるように、包括的

及び継続的な支援を行う地域包括ケアを推進するための地

域包括支援センターを設置す

る。なお、地域包括支援支援センターには、必須事業とし

て、地域支援事業の地域包括

支援センターの運営と指定介護予防支援事業がある。

地域包括ケアを支える中核機関として、市内に3か所の地域

包括支援センターを設置し、3センター全てを社会福祉法人

等に委託し、地域に密着した活動を推進する。

【地域包括支援センター業務内容】

①総合相談②権利擁護③包括的・継続的ケアマネジメント

支援④介護予防ケアマネジメント⑤家族介護支援を行う。

また、指定介護予防支援事業として要支援者が適切な介護

サービスを利用できるよう介護予防プラン及び総合事業に

おける介護予防マネジメント計画を作成する。（計画作成

についてはプランナーが実施）

3か所の地域包括支援センター設置（3か

所すべて委託）

3か所の地域包括支援センター設置（3か

所すべて委託）

87,242 87,242 Ａ Ａ Ａ 継続実施



番
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裁
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継
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329 健康福祉部 高齢福祉課
介護給付等費用適正化事

業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

専門職による福祉用具、住宅改修申請の点検や、給付内容

をシステムで確認することにより給付の適正化を図り、給

付費の削減につなげる。

専門職による福祉用具、住宅改修申請の点検や、給付内容

をシステムで確認することにより給付の適正化を図る。

専門職の点検や、システムを導入し、介

護保険サービス給付費の適正化を総合的

に行い介護保険会計の健全な運営を図

る。

専門職の点検や、システムを導入し、介

護保険サービス給付費の適正化を総合的

に行い介護保険会計の健全な運営を図

る。

8,373 8,373 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

330 健康福祉部 高齢福祉課
福祉用具・住宅改修支援

事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

介護保険認定者が、住宅改修により、在宅で自立した生活

が継続して送れるよう支援する

。

ケアマネージャーがつかない介護保険認定者が住宅改修を

希望した際に、理由書を作成する包括支援センターに支払

う作成手数料（1件2,000円）。

見込数

@2,000円×10件

見込数

@2,000円×10件

20 20 Ａ Ａ Ａ 継続実施

331 健康福祉部 高齢福祉課
在宅医療・介護連携推進

事業費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

75歳以上高齢者は、慢性疾患による受療が多い、複数の疾

病にかかりやすい、要介護の発生率が高い、認知症の発生

率が高い等の特徴を有しており、医療と介護の両方を必要

とすることが多い。そのため、いわゆる団塊の世代が75歳

以上となる2025年を目処に、医療と介護の両方を必要とす

る状態の高齢者が、住み慣れた地域で、高齢者の権利擁護

についての支援を受けながら、自分らしい暮らしを人生の

最期まで続けることができるよう、在宅医療と介護を一体

的に提供する支援を行う。

市が地域の関係機関、関係団体等と協力して8項目の事業を

実施するため、下野市在宅医療・介護連携推進協議会を設

置し、さらにワーキンググループ等により事業を進めて行

く。

①下野市在宅医療・介護連携推進協議会は年間2回実施

②①を行うため、在宅医療推進委員の医師と事前打合せ会

議（コア会議）を実施

③8項目の事業実施のため、3つのワーキンググループを設

置し、具体的な取組みを協議する。

①在宅医療・介護連携推進協議会の開催

②事前打合せ会議（コア会議）を実施

③ワーキンググループでの取り組み

①在宅医療・介護連携推進協議会の開催

②事前打合せ会議（コア会議）を実施

③ワーキンググループでの取り組み

10,500 10,500 Ａ Ａ Ａ 継続実施

332 健康福祉部 高齢福祉課 生活支援体制整備事業費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を目途に、重度

な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしく暮ら

し続けることができるよう医療・介護・予防・住まい・生

活支援が包括的に確保される体制（地域包括ケアシステ

ム）の構築を目指している。高齢者の抱える生活課題や必

要な支援を把握するとともに、地域の自助・互助を最大限

に活用しながら、ボランティア、ＮＰＯ、民間企業等の多

様な主体による生活支援・介護予防サービスの提供体制を

構築する。

第１層生活支援コーディネーターの配置と第１層協議体の

設置、第２層コーディネーターの配置と第２層協議体を設

置。生活実態把握調査を継続的に実施し、地域課題の把握

に努めている。令和元年度より、市社会福祉協議会へ業務

委託により実施している。

①第1,2層生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ情報交換②

第1,2層協議体会議③生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

支援④講演会⑤地域ｹｱ会議

①第1,2層生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ情報交換②

第1,2層協議体会議③生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

支援④講演会⑤地域ｹｱ会議

16,389 16,389 Ａ Ａ Ａ 継続実施

333 健康福祉部 高齢福祉課 審査支払手数料

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

介護保険法の規定に基づき、新しい総合事業の審査支払業

務を国民健康保険団体連合会へ委託する費用を支払う。

介護サービス事業者等が提供したサービス費用の請求内容

を審査し、その結果に基づき事業所への介護報酬支払い業

務を国保連へ委託している。

単価は国の示す基準額に基づき、栃木県国保連では１件当

たり63円（令和5年度時点）となっている。

新しい総合事業開始に伴い、審査支払業

務を国民健康保険団体連合会へ委託する

費用を支払う。

新しい総合事業開始に伴い、審査支払業

務を国民健康保険団体連合会へ委託する

費用を支払う。 462 462 Ａ Ａ Ａ 継続実施

334 健康福祉部 高齢福祉課
高額介護予防サービス費

相当事業費等

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

介護保険法改正により、Ｈ28年度から総合事業を開始。

要支援者や事業対象者は総合事業に移行し、利用者自身の

能力を最大限活かしつつ、多様なサービスを総合的に提供

可能な仕組みに見直され、市としての事業形態を構築して

いく。

要支援認定者や事業対象者がサービスを利用し、同じ月に

支払った利用者負担額の合計額が上限額を超えた場合は、

利用者からの申請により超えた分を高額介護予防サービス

費相当事業費として支給する。

介護保険制度の中の地域支援事業であ

り、申請により超えた分を高額介護予防

サービス費相当費として支給する。

介護保険制度の中の地域支援事業であ

り、申請により超えた分を高額介護予防

サービス費相当費として支給する。 300 300 Ａ Ａ Ａ 継続実施

335 健康福祉部 健康増進課 保健衛生総務事務費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

会計年度任用職員（保健師2名、事務補助2名）、普通旅

費、事務用消耗品、補助金、助成交付金、各種団体負担金

等の保健事業を実施するための共通経費と健康づくり推進

協議会及び保健センター運営に要する費用で、健康事業全

般に亘り事業を円滑に実施するための事務費である。

会計年度任用職員（保健師２名、事務補助２名）計４名の

賃金が主なもので保健師は、母子保健・母子支援事業を実

施している。事務補助は、健診の予約、問診票等の発送事

務、個別がん検診結果や予防接種等のデータ入力や乳幼児

健診の通知発送などの事務を実施している。また、健康づ

くり推進協議会の運営、骨髄移植ドナー助成事業補助金、

がん患者医療用ウイッグ等購入費助成金交付事業。

適正な人員の配置、健康づくり推進協議

会運営、保健センターの適正管理、骨髄

移植ドナー支援事業奨励金交付、がん患

者ウイッグ等購入費助成交付

適正な人員の配置、健康づくり推進協議

会運営、保健センターの適正管理、骨髄

移植ドナー支援事業奨励金交付、がん患

者ウイッグ等購入費助成交付 12,071 12,094 Ａ Ａ Ｂ 継続実施
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336 健康福祉部 健康増進課
健康しもつけ２１プラン

策定事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

市民の健康づくり推進に関する施策についての基本的な計

画として平成29年度に「健康しもつけ21プラン」（第3次

下野市健康増進計画）を策定し、令和4年度までの5年間を

計画期間として取組を推進してきた。国が医療費適正計画

との整合性をとるために健康日本21を1年延長したこと、

県のとちぎ健康21プランを2年延長したことに伴い本市に

おいても国や県の動向に合わせて本計画を延長し、計画期

間の終期を令和7年度までとした。

令和4年度に実施した市民への健康実態調査の結果をもと

に、令和7年度に第4次下野市健康増進計画を策定する。

令和4年度に実施した健康実態調査の結果を踏まえ、令和7

年度に計画策定委員会を設置し、第4次下野市健康増進計画

を策定する。

幼児の生活習慣に関する調査の実施、児

童の生活習慣に関する情報収集及び分析

第3次計画の評価・推進、幼児や市民向け

の実態調査の分析結果等を踏まえ、策定

員会を設置して第4次計画を策定。

0 3,598 Ａ Ａ Ａ 継続実施

337 健康福祉部 健康増進課 母子保健事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

妊娠初期から小学校入学までの一貫した母子健康管理等の

記載ができる母子健康手帳を母子保健法に基づき交付す

る。母子健康手帳交付と同時に妊産婦健康診査受診券等を

発行し、妊娠期から出産後の母子の健康管理を行うととも

に経済的負担の軽減を図る。また、産後2週間及び産後１か

月健康診査においては、産後うつの予防や新生児への虐待

予防等を図り産後の初期段階における母子に対する支援を

強化している。

妊婦健康診査（1名14回分、多胎妊婦は1名19回分）、産婦

健康診査（１名2回分）新生児聴覚検査（1回分）を、委託

可能な医療機関に委託し実施する。委託外医療機関分につ

いては、扶助費で助成する。産婦健康診査においては、産

後2週間及び産後1か月時に実施し、身体的な項目の他、産

後うつ自己評価票を用い、産後うつ等のリスクのある産婦

に対し支援の検討をする。また、新生児聴覚検査は、疾病

の早期発見・早期治療・早期療育を目的に医療機関に委託

し実施する。

・母子健康手帳交付

・妊産婦健康診査、1か月児健康診査

・多胎妊娠の妊婦健康診査支援事業

・新生児聴覚検査

・低所得妊婦の初回産科受診料支援事業

・母子健康手帳交付

・妊産婦健康診査、1か月児健康診査

・多胎妊娠の妊婦健康診査支援事業

・新生児聴覚検査

・低所得妊婦の初回産科受診料支援事業 48,260 48,260 Ａ Ａ Ａ 継続実施

338 健康福祉部 健康増進課 妊娠サポート事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

不妊治療については、令和3年度まで医療保険が適用されな

かったため、治療費の一部を助成し、治療中の夫婦の経済

的な負担を軽減することで、安心して妊娠、出産できる環

境の整備や積極的な少子化対策の推進を図ってきた。令和4

年4月から不妊治療が保険適用になったが、依然として経済

的負担が残るため、保険適用外の不妊治療費のみならず保

険適用の不妊治療費についても助成を行う。また、不育症

の治療費助成を引き続き行っていく。

不育症治療費助成は、年度上限30万円を1年度1回、通算回

数制限なしで助成。

保険適用の不妊治療費助成は、年度上限10万円を1年度1

回、通算5年度まで助成。

保険適用外の不妊治療費助成は、年度上限15万円を1年度1

回、通算5年度まで助成。

・不育症の治療費助成

・保険適用の不妊検査、治療の助成

・保険適用外の不妊検査、治療の助成

・風しんＭＲ予防接種費助成（R6機構改

革により予防接種事業へ移行）

・不育症の治療費助成

・保険適用の不妊検査、治療の助成

・保険適用外の不妊検査、治療の助成

・風しんＭＲ予防接種費助成（R6機構改

革により予防接種事業へ移行）
10,140 10,140 Ａ Ａ Ａ 継続実施

339 健康福祉部 健康増進課 母子支援事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

妊娠、出産、育児についての知識や技術の習得の場の提

供。妊婦のフォローを行い、産後は育児の相談や継続支援

が必要になった親子や、精神面で経過観察が必要な親子に

対し、安心して関わり方を学ぶ場の提供を行う。発達確認

が必要な子どもの経過観察と、小集団での関わりを通して

事後指導を行う。遊び方や関わり方を学んでもらい、より

良い親子関係を育めるようにする。

両親学級、母乳育児相談、親子教室（『ｶﾝｶﾞﾙｰひろば』は

育児不安や育児手技の未熟さがある等の親子に育児相談と

手遊び等を実施。『のびのび教室』は1歳6か月児健診後か

ら2歳まで、『たけのこ教室』は2歳から3歳児健診の支援

が必要な親子を対象に親子遊び等を実施し経過観察を行

う）、子育て巡回相談、個別心理相談を実施している。

両親学級、親子教室

子育て巡回相談

母乳・育児相談

個別心理相談

両親学級、親子教室

子育て巡回相談

母乳・育児相談

個別心理相談 504 500 Ａ Ａ Ａ 継続実施

340 健康福祉部 健康増進課 乳幼児健康診査事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

①子どもの発育・発達課題を早期発見し保健指導を行い支

援する。②虐待予防の観点から保護者の育児を支援する。

③子どもの子育て環境の確認や保育者の養育力を高める支

援をする。④5歳児健康相談は、集団生活における発達課題

や特性のある児を早期に発見し、就学に向けて円滑な支援

を行う。

乳幼児健康診査では、問診・計測・内科歯科検診、各種指

導、個別相談等を実施。

乳幼児発達二次健診では医師・臨床心理士・言語聴覚士・

作業療法士・保健師による総合的な相談を実施。

５歳児健康相談では、幼稚園・保育園及び保護者のアン

ケートをもとに専門スタッフが巡回観察を行い、必要時個

別相談等へつなげている。

乳幼児健康診査、5歳児健康相談、乳幼児

発達二次健康診査

個別相談

乳幼児健康診査、5歳児健康相談、乳幼児

発達二次健康診査

個別相談

8,476 8,387 Ａ Ａ Ａ 継続実施

341 健康福祉部 健康増進課 思春期保健事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

小学校高学年と中学生及びその保護者に対し、命の大切さ

や性教育指導を実施し、性感染症の予防や若年の無計画な

妊娠等を予防するとともに、健康教育を実施し、子どもた

ちの心身の発達支援と青少年の健全育成を目指す。

　命の大切さ、性教育等を実施し、自己肯定感や自己決定

力を高められるような支援をするため、市内小学校、中学

校、特別支援学校に対して思春期講座（出前授業）の実施

や対象児童等にあわせた情報提供を行う。

　また、思春期講座との関連から、総合的な学習や生活科

等の授業を行う場合に、胎児モデル等の貸出を行い、学習

内容の充実を図る。

市内小中学校、特別支援学校を対象に思

春期講座や思春期保健に関する情報提供

を実施。

市内小中学校、特別支援学校を対象に思

春期講座や思春期保健に関する情報提供

を実施。

125 118 Ａ Ａ Ａ 継続実施
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342 健康福祉部 健康増進課 心理発達相談事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

子育て環境の変化、家族機能の低下、児童虐待ケースや発

達特性のある児の増加などにより、子育てに不安を訴える

保護者や精神面の不安定さから子育てのしにくさを抱える

保護者等の増加が見られる。このようなことから、丁寧な

育児支援と精神的な支援が必要であるため、乳幼児期から

就園、就学と継続的に専門的な支援や個別支援が実施可能

となるよう、臨床心理士を常勤体制で確保し連携した相談

支援体制を整備する。

乳幼児健診（年48回）・親子教室（年36回）・子育て巡回

相談（年18回）においては、集団場面での親子を観察し、

子どもの発達や保護者等の不安に対し個別的な支援を行

う。5歳児健康相談では、集団場面での行動を観察し、保育

士と支援方法の検討を行い、必要時保護者の個別相談に対

応する。乳幼児発達二次健診（6回）は、児の発達評価と保

護者の相談に対応する。個別心理相談は、妊娠期から子育

て世代の包括的な相談に対応する。その他、要支援妊婦や

特定妊婦の支援方針を決定するこんにちは赤ちゃん会議

（年12回）や受理会議、保健師との訪問等も行う。

心理相談事業を実施する。 心理相談事業を実施する。

5,809 5,809 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

343 健康福祉部 健康増進課 ＡＥＤ整備事業

ハ

ー

ド

事

業

裁

量

あ

り

継

続

突然心停止の際には、直ちに心肺蘇生と除細動電気ショッ

クを行うことが極めて重要であるため、市内公共施設、24

時間の緊急時に対応できる市内コンビニエンスストア、市

有バス及びデマンドバスにＡＥＤ(自動体外式除細動器)を

設置し、耐用年数に応じた適切な管理を継続的に実施す

る。

ＡＥＤ設置後において本体の耐用年数5年、バッテリー3

年、パッド2年を経過したものについてＡＥＤの定期交換を

実施する。

また、ＡＥＤ設置後の講習会を受ける機会を増やすため、

設置委託事業者や石橋地区消防本部と連携したＰＲ方法な

どを検討していく。

交換台数19台

消耗品管理

ﾊﾟｯﾄﾞ54台分

交換台数14台

消耗品管理

ﾊﾞｯﾃﾘｰ16台分
8,979 5,805 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

344 健康福祉部 健康増進課 健康増進事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

　市民一人ひとりが「自分の健康は自分でつくる」という

意識を高め、健康づくりを実践できる地域づくりを進めて

いく必要があり、健康づくりに関する正しい情報の普及啓

発や地域の健康づくりのリーダーとなる健康推進員の活動

を推進していく。

　市民の健康づくり習慣の定着を促進するため、健康マイ

レージ事業を推進、各種健康づくり教室を実施する。

　健康しもつけ21プランの推進を行う。また健康増進法第

9条「健康診査の実施に関する指針」に基づく事業である①

健康相談・健康教育②歯周患検診③骨密度検査④肝炎ウイ

ルス検診⑤8020運動表彰の実施をしている。

　※①～④については、健康増進事業補助対象である。

健康しもつけ21プラン推進、がん検診以

外の各種検診、健康づくり事業（健康教

育、健康マイレージ等）の実施、健康推

進員活動の推進

健康しもつけ21プラン推進、がん検診以

外の各種検診、健康づくり事業（健康教

育、健康マイレージ等）の実施、健康推

進員活動の推進 5,115 5,115 Ａ Ａ Ａ 継続実施

345 健康福祉部 健康増進課 がん対策事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

がんの早期発見、早期治療を目的とし、各種がん検診を実

施する。また、がん検診推進

事業(クーポン券、検診手帳配布等)に伴う、子宮頸がん・

乳がん検診を実施する。

補助金名:がん検診推進事業費補助金　　補助率1/2

補助対象事業:子宮頸がん・乳がん検診費用(対象年齢該当

者のみ)、がん検診未受診者勧奨通知の費用

※子宮頸がん検診は、平成24年度よりHPV検査を実施。異

常なしの方は、次回3年後となる。

健康増進法・がん対策基本法に基づき、がんの罹患率や死

亡率の減少を目標に各種がん検診を実施。胃がん(40歳以

上)集団、胃ﾊｲﾘｽｸ検査(40～75歳までの5歳刻み)集団及び

個別、胃内視鏡(胃がん検診を受診できない一部の方)個

別、肺(40歳以上)集団及び個別、大腸(40歳以上)集団及び

個別、前立腺(50歳以上)集団及び個別、子宮頸(20歳以上)

集団及び個別、乳:ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ+超音波(40歳以上)集団(ｸｰﾎﾟﾝ

該当者のみ個別も可)、乳:超音波(35～39歳)集団の検診を

実施。

集団及び個別による各種がん検診の実施

※子宮頸がん検診（HPV検査実施3年目該

当）

集団及び個別による各種がん検診の実施

147,937 147,937 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

346 健康福祉部 健康増進課
青年期生活習慣病予防事

業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

青年期（若年層）から健康づくりへの意識を高め、生活習

慣病を予防する。

青年期（若年層）を対象にヤング健診（青年期生活習慣病

健診）と生活習慣病予防に関する健康づくりの推進をす

る。

乳幼児・児童やその保護者を対象に各関係機関と連携を図

り食育講座を実施し、バランスの取れた食事の指導、嗜好

品の摂取について助言することで食生活改善のきっかけと

し、生活習慣の見直しを図る。

ヤング健診850人受診見込、健診受診者へ

の生活習慣予防に関する情報提供、健診

未受診者への受診勧奨、各機関での食育

教室の実施

ヤング健診850人受診見込、健診受診者へ

の生活習慣予防に関する情報提供、健診

未受診者への受診勧奨、各機関での食育

教室の実施 3,729 3,729 Ａ Ａ Ａ 継続実施

347 健康福祉部 健康増進課 予防接種事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

予防接種法に定められた法定（定期）接種（14種類）や予

防接種法に定めのない任意予防接種（3種類）を実施するこ

とで、感染の恐れがある疾病のまん延を防止し、疾病の発

病や重症化の予防を図る。また、接種率の向上により発病

時に係る医療費の削減を図る。

子育て世代の経済的負担の軽減を図るため乳幼児の任意予

防接種費の一部を助成する。

予防接種による健康被害と認定された方の医療費等を助成

し、認定者の負担軽減を図る。

予防接種法に定めのある法定接種の対象者に対して接種を

勧奨し、医療機関への委託により予防接種を実施する。ま

た、市独自の事業として任意予防接種の費用を助成する。

市の予防接種の基本方針を検討する予防接種委員会の開催

や、予防接種における健康被害の救済を行う。

令和5年度よりHPV9価ワクチンが定期接種に追加された。

定期接種の実施（風しん第５期最終年）

【14種類】、任意予防接種の助成（小児

インフルエンザ助成対象の拡大開始、帯

状疱疹ワクチン助成の開始）【4種類】

定期接種の実施【13種類】、任意予防接

種の助成【4種類】

263,016 229,298 Ａ Ａ Ａ 継続実施
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348 健康福祉部 健康増進課 歯の衛生事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

　幼児の永久歯の虫歯予防対策として、フッ素塗布、歯科

相談を実施し口腔衛生思想の普及と永久歯虫歯予防対策を

図る。

　1歳6か月児健診以降3歳児健診の間に虫歯罹患率が増加

するため、この期間の虫歯予防対策として2歳児歯科検診を

実施。

　歯と口腔の健康づくりの普及啓発を目的とした、3歳児よ

い歯のコンクール（県主催）の一次審査を実施する。

　口腔がん予防に向けた普及、啓発のために口腔がん検診

を実施する。

　フッ素塗布事業は、年2回（6月：小山歯科医師会と共

催、10月：市単独事業）実施。集団のブラッシング指導、

フッ素の歯面塗布を行い、希望者には歯科相談を実施す

る。

　市内の委託歯科医院にて2歳児歯科検診を実施する。

　県主催の親と子、3歳児よい歯のコンクールの一次審査と

して歯科検診を実施する。

　小山歯科医師会へ委託し、口腔がん検診を年に1回実施す

る。

フッ素塗布事業、三歳児・親と子よい歯

のｺﾝｸｰﾙ一次審査、2歳児歯科検診、口腔

がん検診

フッ素塗布事業、三歳児・親と子よい歯

のｺﾝｸｰﾙ一次審査、2歳児歯科検診、口腔

がん検診

2,292 2,327 Ａ Ａ Ａ 継続実施

349 健康福祉部 健康増進課
新型インフルエンザ対策

事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

新型コロナウイルス感染症や新型インフルエンザの発生及

び世界的な大流行(パンデミック)に対応するため、感染拡

大を可能な限り抑制し、健康被害を最小限にとどめるため

の対策を未然に講じる必要がある。

「新型インフルエンザ等対策ガイドライン」に基づき、感

染対策の実施に必要な防護服・医薬品等の物資を計画的に

備蓄する。

また、必要に応じて防護服着脱などの対策訓練を実施す

る。

令和3年10月新型コロナウイルス感染症自宅療養等に関す

る個人情報の覚書を栃木県と締結し、生活必需品の支給を

行った（R5.3月廃止）。

防護服キット550セット、N95マスク

1,000個、サージカルマスク20,000枚、

消毒液150本【新型インフルエンザ等ガイ

ドラインによる備蓄計画】

防護服キット550セット、N95マスク

1,000個、サージカルマスク20,000枚、

消毒液150本【新型インフルエンザ等ガイ

ドラインによる備蓄計画】

1,097 1,097 Ａ Ａ Ａ 継続実施

350 健康福祉部 健康増進課
心の健康づくり自殺対策

事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

下野市では、誰も自殺に追い込まれることのないしもつけ

の実現を目指し、平成30年度に「いのち支える下野市自殺

対策計画」を策定し、こころの健康づくり及び自殺予防対

策に向けた取組みを全庁的に実施している。本計画期間の

終期は、令和5年度までとなっていたが、県の計画期間が1

年延長したことに伴い、本市の計画についても計画期間の

終期を令和6年度までとした。令和5年度に実施した、市民

に対する意識調査の結果をもとに、令和6年度に第二期下野

市自殺対策計画を策定する。また、こころの健康づくり及

び自殺予防対策に向けた取り組みを全庁的に実施する。

地域自殺対策強化交付金対象事業

うつ等の症状及び心の悩みを抱えた方を支援するため、精

神科医による「こころの健康相談」を年6回（1回2人ま

で）実施。中学2年生及び義務教育学校8年生に自殺対策講

演会の開催。広報やホームページにより、自殺予防の啓発

を通年実施。自殺対策を支える人材の育成として、ゲート

キーパー養成講座を毎年実施する。

令和5年度に実施した市民に対する意識調査の結果を踏ま

え、令和6年度に計画策定委員会を設置し、第二期下野市自

殺対策計画を策定する。

・こころの健康相談

・自殺対策講演会

・ゲートキーパー養成講座

・こころつなぐシートの活用

・第二期下野市自殺対策計画の策定

・第二期下野市自殺対策計画の推進

・こころの健康相談

・自殺対策講演会

・ゲートキーパー養成講座

・地域自殺対策ネットワーク協議会

4,002 396 Ａ Ａ Ａ 継続実施

351 健康福祉部 健康増進課
子育て世代包括支援セン

ター事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

妊娠期から子育て期にわたるまでの様々な母子保健に関す

るニーズに対して、総合的相談支援を提供するワンストッ

プ拠点（子育て世代包括支援センター）を整備する。

保健師や助産師等の専門職が妊産婦や乳幼児等に対して、

必要な支援の調整、関係機関との連絡調整を行い、切れ目

のない支援を提供する。

保健師・助産師等の専門職が母子保健コーディネーターと

なり、妊娠・出産・子育てに関する各種の相談に応じ、必

要に応じて支援プランの策定や、関係機関と連携を図りき

め細かい支援を実施する。

・要支援者の把握

・支援プラン作成

・相談体制の構築

・関係機関との連携

・妊娠届時の面接

・２週間電話訪問

・要支援者の把握

・支援プラン作成

・相談体制の構築

・関係機関との連携

・妊娠届時の面接

・２週間電話訪問

5,459 5,459 Ａ Ａ Ａ 継続実施

352 健康福祉部 健康増進課 妊娠・出産包括支援事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

分娩施設退院後から一定の期間、病院、診療所、助産所等

において、助産師等の看護職が中心となり、母子に対し

て、母親の身体回復と心理的な安定を促進するとともに、

母親自身がセルフケア能力を育み母子とその家族が、健や

かな育児ができるよう支援する。また、その他、妊産婦等

に必要な支援体制の強化を図っていく。

産後ケア事業は、助産師等の専門家が、病院、診療所、助

産所等にて、褥婦及び産婦並びにその新生児及び乳児に対

し、乳房ケア、心身のケアや休養、育児に関する指導等、

きめ細かい支援を宿泊型、デイサービス型、訪問型を委託

し実施する。

多胎妊産婦や多胎家庭の支援は、外出補助や、日常の育児

に関する介助を行うために、サポーターを派遣する。

・産後ケア事業

（通所型１日・半日、宿泊型、訪問型）

・多胎妊産婦等サポーター等派遣

・産後ケア事業

（通所型１日・半日、宿泊型、訪問型）

・多胎妊産婦等サポーター等派遣

2,500 2,500 Ａ Ａ Ａ 継続実施
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裁

量

継

続
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353 健康福祉部 健康増進課

伴走型相談支援及び出

産・子育て応援給付金の

一体的実施事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

すべての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができ

る環境整備が喫緊の課題となっているため、妊娠期から出

産・子育てまで一貫して身近な相談に応じ、様々なニーズ

に即した必要な支援につなぐ伴走型の相談支援を充実し、

経済的支援を一体として実施する。

【伴走型支援】

妊娠届出時、妊娠8か月前後（希望者）、出生届出から乳児

家庭全戸訪問までの間に妊産婦等と面談等を実施し、妊娠

届出時より妊婦や子育て家庭に寄り添い、継続的な情報発

信等を行い、必要な支援につなぐ。

【経済的支援】

妊娠届出時の面談及び出産届から乳児家庭全戸訪問までの

間の面接後、それぞれ5万円

（計10万円）を支給。

妊娠届出時、妊娠8か月頃（希望者）、出

生届出後の面談

子育てに関する情報発信

出産及び子育て応援給付金の支給

妊娠届出時、妊娠8か月頃（希望者）、出

生届出後の面談

子育てに関する情報発信

出産及び子育て応援給付金の支給

50,605 50,605 Ａ Ａ Ａ 継続実施

354 健康福祉部 健康増進課 地域医療体制整備事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

小山地区医療圏(小山市、下野市、野木町、上三川町)の休

日・夜間における一次及び二次救急医療体制を確保し、地

域住民がいつでも安心して適切な救急医療が受けられるよ

うにする。

小山地区医療圏(小山市、下野市、野木町、上三川町)の休

日・夜間における救急医療を確保するため、在宅当番医制

度や二次救急医療機関による輪番制を小山地区医師会内で

実施するための負担金。

在宅当番医制運営事業、病院群輪番制病

院運営事業、小児救急医療支援事業

在宅当番医制運営事業、病院群輪番制病

院運営事業、小児救急医療支援事業、病

院群輪番制病院設備整備事業負担金 8,721 10,271 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

355 健康福祉部 健康増進課
新型コロナウイルス感染

症対策事業

ハ

ー

ド

事

業

裁

量

な

し

継

続

新型コロナウイルス感染症については、感染拡大を防止

し、国民の生命及び健康を守るため総力を挙げてその対策

に取り組み、あわせて社会経済活動との両立を図っていく

必要がある。

国における新型コロナ感染症対策事業について、円滑に実

施するための必要な体制を整備をしていく。

R2.1月、国において「新型コロナウイルス感染症対策本

部」が設置され、新型コロナウイルス感染症対策の事業方

針に従い、市における事業を実施している。R3.2月から

は、新型コロナウイルスワクチン接種の初回接種が開始さ

れ、感染拡大防止を目的として短期間で集中的な接種体制

を構築し、R5.3月まで実施していた。R5.4月からは重症化

防止を目的とし、集団接種と個別接種体制でR6.3月まで実

施予定である。市における独自事業としては、自宅療養者

支援事業（R5.3月末まで）などを実施していた。

新型コロナ感染症が、R5.5月8日に5類感染症に位置づけが

変更されたことに伴い、対応方針も変更されている。

接種体制の確保、個別接種の実施 接種体制の確保、個別接種の実施

122,184 122,184 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

356 産業振興部 農政課 地産地消推進事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

食と農の理解を深めて、健全な食生活の推進や豊かな食生

活を育んでゆくとともに「地産地消」の推進を図る。

下野市地産地消推進計画に基づく事業を推進する。

地産地消応援団の認定数　52事業者

学校給食地元農産物供給促進供給促進事業として、市内小

中学校の児童生徒一人当たり400円を助成し、年間を通し

て学校給食で下野市産かんぴょうを利用してもらう。

学校給食で下野市産かんぴょうを使用し

た際は、児童生徒一人あたり400円を賄い

材料費として補助する

学校給食で下野市産かんぴょうを使用し

た際は、児童生徒一人あたり400円を賄い

材料費として補助する 1,992 2,195 Ｂ Ｂ Ａ 継続実施

357 産業振興部 農政課 地域ブランド支援事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

市を代表する「特産品」となる適地適産農作物の生産を支

援し、産地育成に必要な条件整備を支援する

苺良質苗生産支援事業　補助率1/10

かんぴょう産地支援事業　機械等整備の補助率1/2、苗代の

補助率1/2

かんぴょう消費拡大支援事業　補助率1/2

しもつけかんぴょうまつり実行委員会委託料　定額

苺の無病苗導入やかんぴょう苗の導入費用の一部を補助す

るほか、かんぴょう生産設備等の設置費用の一部を補助す

る。飲食店がかんぴょうを使用したメニューを提供する際

のかんぴょう購入費の一部を補助する。

ＰＲ用の袋詰めかんぴょうを作成し、各種イベント等にお

いて配布しかんぴょう生産量日本一の下野市をＰＲする。

苺の無病苗、かんぴょう苗、種の購入

費、かんぴょう生産設備設置費の一部補

助。かんぴょうＰＲイベント運営補助

苺の無病苗、かんぴょう苗、種の購入

費、かんぴょう生産設備設置費の一部補

助。かんぴょうＰＲイベント運営補助

7,191 7,191 Ａ Ｂ Ｂ 継続実施

358 産業振興部 農政課 畜産振興促進事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

飼料価格の高騰等により畜産経営はきびしい状況にある

が、家畜自衛公害防止対策事業や予防接種を確実に行い、

経営の安定を図る。

家畜自衛公害防止対策事業補助金　牛：1,000円/頭　豚：

300円/頭

家畜自衛防疫促進事業補助金　200円/頭

共進会出品助成補助　1,000円/頭

畜産飼料供給支援事業補助金　定額

乳用牛基礎雌牛導入整備促進事業補助金　2,500円/頭

家畜の疾病を未然に防止及び家畜衛生に

関する技術の普及、生産技術の向上を図

る。

家畜の疾病を未然に防止及び家畜衛生に

関する技術の普及、生産技術の向上を図

る。
4,956 4,956 Ｂ Ａ Ａ 継続実施

359 産業振興部 農政課 農業総務事務費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

農業総務事務の円滑な遂行を目的とする。 農業行政に関する総合的な業務を推進する。

農業振興協議会を開催し、農業経営改善計画の認定（認定

農業者）等を行い地域の振興を図る。

市農業公社に補助金を交付し、公社の円滑な事業運営を支

援する。

農業政策に係る一般事務経費及び市農業

公社への補助金、会議時費用

農業政策に係る一般事務経費及び市農業

公社への補助金、会議時費用

17,151 17,151 Ａ Ｂ Ｂ 見直し実施



番
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裁

量

継

続
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360 産業振興部 農政課 施設管理費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

施設を適正管理、利用促進を図る。 南河内農産物加工センター

市民農園

農村環境改善センター

ふるさと道場

国分寺農産物加工センター

消耗品管理、燃料、光熱水費、修繕、清

掃等管理業務、土地賃借料

消耗品管理、燃料、光熱水費、修繕、清

掃等管理業務、土地賃借料

26,160 26,160 Ａ Ｂ Ｂ 継続実施

361 産業振興部 農政課 施設整備事業

ハ

ー

ド

事

業

裁

量

あ

り

継

続

施設の適正管理のための修繕工事を実施する。 修繕要望等に基づく施設修繕工事

　南河内農産物加工センター

　市民農園

　農村環境改善センター

　ふるさと道場

　国分寺農産物加工センター

　石橋地区都市農村交流施設

要望等に基づいて修繕計画を策定し、施

設修繕工事を実施する。

要望等に基づいて修繕計画を策定し、施

設修繕工事を実施する。

1,000 1,000 Ａ Ｂ Ｂ 継続実施

362 産業振興部 農政課 農業者団体育成事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

地域農業を担う認定農業者等の団体活動を支援し、本市の

農業の振興を図る。

農業者団体運営費補助　補助率　定額

下記の団体の活動費の一部を補助し、活動の継続を支援す

る。

・認定農業者連絡協議会

・農村生活研究グループ協議会

・青少年クラブ協議会

・下野市栃木県農業士会

農業団体等への活動支援 農業団体等への活動支援

785 785 Ｂ Ｂ Ａ 継続実施

363 産業振興部 農政課
経営所得安定対策直接支

払推進事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

水田農業構造改革の加速化の観点に立ち、地域の特色ある

水田農業の展開を図り、米の需給調整の的確な実施と良好

な水田環境の保全を図ることを目的とする。

経営所得安定対策直接支払推進事業補助金　補助率10/10

米の需給調整の的確な実施と良好な水田環境の保全を図

り、経営所得安定を行う農業再生協議会への経費助成を行

う。

経営所得安定対策の実施に必要な経費の

助成

経営所得安定対策の実施に必要な経費の

助成

6,200 6,200 Ａ Ａ Ａ 継続実施

364 産業振興部 農政課 担い手支援事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

農業経営の改善に取り組んでいる担い手の確保と育成を図

るため、経営規模の拡大、機械の導入等を支援する。

担い手の確保、育成、支援をするため、各種事業を実施す

る。

・認定農業者規模拡大支援事業・養蚕支

援事業・園芸作物生産施設、資材整備事

業・園芸農業機械導入支援事業・広域防

除推進事業・農業生産工程管理認証取得

・認定農業者規模拡大支援事業・養蚕支

援事業・園芸作物生産施設、資材整備事

業・園芸農業機械導入支援事業・広域防

除推進事業・農業生産工程管理認証取得

21,570 21,570 Ａ Ｂ Ａ 継続実施

365 産業振興部 農政課 新規就農総合支援事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

（

一

部

あ

り

）

継

続

農業従事者の高齢化が急速に進展するなか、持続可能な力

強い農業を実現するために青年の新規就農者の大幅な増大

を図る。

・新規就農者育成総合対策事業（国庫補助）

（①経営開始資金）

一定の要件を満たす新規就農者に対して、経営が安定する

までの最長3年、就農直後の経営確立を支援する資金（年間

150万円、夫婦は225万円）

（②就農準備資金）

県の認定機関等で研修中に交付される就農準備資金（年間

150万円、2年間）

（③経営発展支援事業）

新規就農後の施設や機械等の導入補助事業（事業費上限

1,000万円、3/4を国県が補助。）

・農業次世代人材投資資金（国）

　一定の要件を満たす新規就農者に対して、経営が安定す

るまでの最長3年、就農直後の　経営確立を支援する資金

（年間150万円、夫婦は225万円）

　新規募集は令和3年度で終了。令和3年度以前に採択され

た農業者のみ対象。

　令和4年度からは上記新規就農者育成総合対策事業に引継

ぎ。

・新規就農者向け園芸作物生産施設・機械導入事業（市）

　認定新規就農者に対し、施設及び機械導入費用の1/2（上

限500,000円）を補助する。

新規就農者育成総合対策事業の実施

農業次世代人材投資資金の交付

新規就農者向け園芸作物生産施設・機械

導入事業実施

新規就農者育成総合対策事業の実施

農業次世代人材投資資金の交付

新規就農者向け園芸作物生産施設・機械

導入事業実施

20,500 19,000 Ａ Ｂ Ａ 継続実施



番

号
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裁

量

継

続

区
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366 産業振興部 農政課
農地利用効率化等支援交

付金事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

近年、高齢化・人口減少が本格化する中で、農業者の減少

や耕作放棄地の拡大がさらに加速化し、地域の農地が適切

に利用されなくなることが懸念される。

このため経営発展や生産の効率化に取り組む農業者に対

し、必要となる機械や施設の導入を支援することを目的と

する。

融資主体支援タイプ　補助率3/10以内

農地集積を行い規模拡大する農業者が導入する500,000円

以上の機械等について、事業費の3/10以内を交付し、農業

経営の効率化、規模拡大を支援する。

金融機関からの融資を活用して農業機械

や施設を導入した事業に対する国庫補助

金融機関からの融資を活用して農業機械

や施設を導入した事業に対する国庫補助

25,200 25,200 Ｂ Ａ Ａ 継続実施

367 産業振興部 農政課
人・農地問題解決加速化

支援事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

集落、地域で地域農業のあり方や経営体について話し合

い、地域の担い手に農地を集約し、農業体制の強化を図る

実質化を図った人・農地プランの実践、更新を行う。 地域計画（人・農地プラン）実践のため

の話し合いの実施

計画の更新・周知

目標地図の更新

地域計画（人・農地プラン）実践のため

の話し合いの実施

計画の更新・周知

目標地図の更新

305 305 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

368 産業振興部 農政課
農地中間管理機構集積協

力金交付事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

地域の担い手となる経営体に農地を集積・集約することを

推進し、持続可能な力強い農業構造を実現するため、農地

中間管理機構を通した農地の貸し借りを支援する。当該機

構による集積が、農地や農道をはじめ農業水利施設の保全

や改修のための農村整備補助事業の条件となることから、

土地改良区と連携するとともに、農業委員と連携をとり担

当区域において地域農業者との話し合いや農地の出し手と

受け手のへのｱﾌﾟﾛｰﾁ、遊休農地の発生防止などの現場活動

を行う農地利用最適化推進委員との連携を図る。

地域集積協力金交付事業（地域で一定割合以上のまとまっ

た農地を農地中間管理機構に貸し付けた場合、地域に支払

う交付金）

経営転換協力金交付事業（経営転換やリタイアなどをきっ

かけに農地中間管理機構に農地を１０年以上貸し付けた

個々の出し手に支払う交付金）

・地域集積協力金

・経営転換協力金

・地域集積協力金

・経営転換協力金

4,480 4,480 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

369 産業振興部 農政課 農業制度資金利子補給

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

　農業経営基盤法に基づき認定農業者が近代化資金、農業

経営基盤強化資金等を借り入れて経営改善をする場合にお

いて、利子補給を行い経営改善の達成を支援する。

【農業近代化資金】末端利率の1/2（上限1.0％以内）10年

以内の利子補給

【農業経営基盤強化資金】末端利率の1/10（年額上限10万

円以内）全期間の利子補給

農業近代化資金、農業経営基盤強化資金

の貸付利子の補給

農業近代化資金、農業経営基盤強化資金

の貸付利子の補給

450 0 Ａ Ｂ Ｂ 継続実施

370 産業振興部 農政課
土地利用型園芸産地展開

加速化事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

（

一

部

あ

り

）

継

続

少子高齢化に伴う人口減少や食生活の多様化などにより、

米の需要減少が急激に進む中、水田農業の収益力向上を図

る必要がある。このため、露地野菜産地の拡大を目指す｢産

地づくり基本構想｣を策定し産地拡大取り組む産地に対し、

必要な生産機械や施設の整備などを支援する。

産地づくり基本構想の承認を受けた地区で、基本構想に

沿った取組に対し2年間の支援を行う。

①産地展開加速化推進事業

　農業用資材、種苗、肥料等の経費（補助率１/２以内）

②産地展開加速化整備事業

　栽培管理機械、出荷調整機械・施設、一次加工機械・施

設、乾燥貯蔵施設等

　（補助率：施設４/10以内、機械１/３以内）

産地づくり基本構想の承認を受け、生産

拡大に取り組む産地に対し2年間の支援を

行う。

産地づくり基本構想の承認を受け、生産

拡大に取り組む産地に対し2年間の支援を

行う。

24,000 24,000 Ａ Ｂ Ｂ 継続実施

371 産業振興部 農政課 水田農業振興対策事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

需要に応じた米の生産を実施し、地域で特色ある水田農業

を展開し、安定的な水田農業の推進を図る。

米需給調整推進事業補助　補助率定額

農業再生協議会が行う生産調整等の確認事務の一部を補助

する。

下野市農業再生協議会の現地確認等事務

に要する経費を支援する。

下野市農業再生協議会の現地確認等事務

に要する経費を支援する。

100 100 Ａ Ｂ Ｂ 継続実施

372 産業振興部 農政課
農業振興地域整備促進事

業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

農用地の確保、保全及び有効利用を図るため、農業振興地

域の整備に関する法律に基づいて、農業振興地域整備計画

の策定と変更を行う。

　年間3回、農業振興地域整備促進協議会を開催し、農用地

区域から除外申請や用途区分の変更申請について審査を行

う。

農業振興地域整備促進協議会の開催 農業振興地域整備促進協議会の開催

4,683 4,683 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

373 産業振興部 農政課 農村整備事務費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

土地改良事業、農村整備事業の推進を図るための事務的経

費

土地改良、農村整備に係る研修会等の旅費及び負担金、事

業説明会等会議時費用

・土地改良、農村整備に係る研修会等の

旅費及び各種団体への負担金、事業説明

会等会議時費用

・土地改良、農村整備に係る研修会等の

旅費及び各種団体への負担金、事業説明

会等会議時費用 581 581 Ａ Ｂ Ｂ 継続実施
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374 産業振興部 農政課 県営ほ場整備事業

ハ

ー

ド

事

業

裁

量

な

し

継

続

将来の農業生産を担う経営体(担い手）を育成し、地域農業

の中心的な役割を担えるよう区画整理や水路・道路等の生

産基盤の整備を行う

事業実施主体は県であり、市は県営ほ場整備事業費の一部

を負担金として支出する

創設非農用地として市が取得した用地の適切な管理を行う

県営ほ場整備事業

　　　薬師寺・柴地区　事業期間：H26～R7　市負担割

合：事業費の10％

　　　受益面積　約75.2ha　総事業費　15億5,800万円

　　　事業計画樹立：H26～H29　換地計画等：H30～R1

面整備事業実施：R2～R7

県営薬師寺柴地区ほ場整備事業負担金

15,000千円

除草　1,050千円

県営薬師寺柴地区ほ場整備事業負担金

3,000千円

除草　1,050千円
17,220 5,220 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

375 産業振興部 農政課 農業用施設維持管理事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

農業用施設の軽微な維持管理 農業用施設の維持管理業務を実施する。

農業用ため池（新溜、三昧場）については、計画時の協議

により農業用施設維持管理負担金として維持管理費の1/2を

負担している。

江川用水の施設維持管理費の1/7及び除塵機の電気代の1/2

相当額を「管理に関する覚書」に基づき負担している。

農業用施設の維持管理を行う。新溜・三

昧場ため池、江川用水については維持管

理負担金を支出。

農業用施設の維持管理を行う。新溜・三

昧場ため池、江川用水については維持管

理負担金を支出。

2,861 2,861 Ａ Ｂ Ｂ 継続実施

376 産業振興部 農政課
農業水利施設保全対策事

業

ハ

ー

ド

事

業

裁

量

な

し

継

続

日常管理や定期診断（簡易な診断）では劣化要因や最適な

対処法が不明な施設に

ついて既存施設の有効活用の観点から農業用水利施設の長

寿命化を図るため、既存

施設の機能診断を行い機能保全計画を策定する。

また、機能保全計画の策定後は計画に基づき水利施設整備

事業などの補助事業を

活用し対策工事を実施する。

農村地域防災減災事業（農業用河川工作物応急対策事業）

　（幕田堰、成田堰改修：Ｒ6-8計画調査、Ｒ9-11工事）

農業水利施設整備事業

幕田堰計画調査負担金　3,000千円

3,000 0 Ａ Ａ Ａ 継続実施

377 産業振興部 農政課 農村公園管理事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

農村公園、緑地及びトウサワトラノオ保全地等の維持管理

に関する費用

・農村公園（上古山、東前原、上台、涼風）

・緑地（町田緑地、仁良川緑地）

・トウサワトラノオ保全地

・武名瀬川地区保全地

・農村公園及び緑地の維持管理を行い、心地よい空間を提

供する。

・絶滅危惧種であるトウサワトラノオの保全地の維持管理

を行う。

・武名瀬川地区保全地は、地元の武名瀬川用水維持管理委

員会に管理業務を委託する。

農村公園や緑地の維持管理を行う。 農村公園や緑地の維持管理を行う。

1,246 1,246 Ａ Ｂ Ｂ 継続実施

378 産業振興部 農政課 多面的機能支払事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

農業者の高齢化や非農業者との混在化により、農地や農業

用水など農業用施設の維持保全が困難になっている農村に

おいて、地域が一体となって、これらの資源を守り、地域

をよくするための取り組み（農地維持支払・資源向上支払

（共同））に対し支援を行うことによって、農業環境や自

然環境の保全を図る

農村集落で地域一体となって、農業地域の環境保全や農業

用施設の維持管理活動等を実施する団体等に対して助成を

行う。

農業者だけで取り組みが可能な農地維持支払は、全26組

織。

非農家を入れて、より多面的な活動を行う資源向上支払

（共同）は8組織。

賃金　　　820千円

旅費　　　  0千円

需用費     86千円

負担金（交付金） 78,339千円

賃金　　　820千円

旅費　　　  0千円

需用費     86千円

負担金（交付金） 78,339千円 79,308 79,308 Ａ Ｂ Ｂ 継続実施

379 産業振興部 農政課 県単独農業農村整備事業

ハ

ー

ド

事

業

裁

量

あ

り

継

続

県単独農業農村整備事業は、小規模な農用地等を対象とし

て、当該地域における農業の生産条件や生活環境及び農村

環境などの整備、並びに地域資源の保全管理を目的として

実施する。

補助要件

　・受益面積が１ha以上、事業費30万円以上、受益農家２

戸以上

　・市町がその事業費の20％以上を助成するもの

事業内容及び補助率

　・農業生産基盤整備事業（かんがい排水等）35％

　・農村生活環境整備事業　　　　　　　　　50％

　・農業用施設管理事業（農業防災整備）　　50％

　・農業用施設管理事業（農業防災整備以外）35％

県単独農業農村整備事業補助金

5,500千円

県単独農業農村整備事業補助金

5,500千円

5,500 5,500 Ｂ Ｂ Ｂ 見直し実施

380 産業振興部 農政課
農地中間管理機構関連農

地整備事業

ハ

ー

ド

事

業

裁

量

あ

り

継

続

将来の農業生産を担う経営体(担い手）を育成し、地域農業

の中心的な役割を担えるよう区画整理や水路・農作業道等

の生産基盤の整備を行う。

本事業は、事業対象農地をすべて農地中間管理機構に貸し

付けることを条件に、地元への工事費用負担を求めずに県

が農地整備事業を行うものである。

上古山地区機構関連ほ場整備事業

受益面積：約43ｈa　総事業費：10億円

対象地権者：約60名

事業計画樹立：R2～R6　面整備事業実施：R7～R13

計画申請 事業採択

実施設計

1,716 4,000 Ｂ Ｂ Ｂ 見直し実施
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381 産業振興部 農政課 環境保全型農業推進事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

農業の持つ物質循環機能を活かし、生産性との調和に留意

しつつ、総じて化学肥料や化学農薬の使用を減らすことに

より環境負荷の軽減に配慮した持続的な農業の推進を図

る。

リンクＴ・チャレンジ支援事業（園芸支援事業、水稲支援

事業）、有機ＪＡＳ法取組支援事業、有機ＪＡＳ法取得支

援事業、低農薬栽培支援事業、畑地帯環境整備支援事業、

土壌診断推進事業、環境保全型農業直接支払交付金

環境と調和のとれた農業生産技術の導入

に取り組む農業生産組織等を育成・支援

するため、各種支援事業を行う

環境と調和のとれた農業生産技術の導入

に取り組む農業生産組織等を育成・支援

するため、各種支援事業を行う 8,512 8,512 Ａ Ｂ Ａ 継続実施

382 産業振興部 農政課
農業用廃ビニール等処理

対策事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

環境の保全と地域農業の健全な発展を推進するため、使用

済農業生産資材（農業用廃ビニール等）の適正処理を支援

する。

農業用廃ビニールの処理に対する支援（事業費の1/3以内）

実施主体：南河内地区農業用廃プラスチック適正処理推進

協議会

　　　　　小山農協廃プラスチック適正処理推進協議会

回収処理に係る費用の一部負担 回収処理に係る費用の一部負担

3,850 3,850 Ｂ Ｂ Ａ 継続実施

383 産業振興部 農政課 元気な森づくり推進事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

（

一

部

あ

り

）

継

続

すべての県民が享受している森林の有する公益的機能の重

要性に鑑み、10年間県民税と併せて特別に徴収し実施する

事業で、地域の実情に応じて実施する森を育む人づくりの

取組、里山林の整備や管理を支援することにより、とちぎ

の元気な森を次の世代に引き継いでゆくことを目的とする

木の香る環境づくり支援事業として、公共施設の木造木質

化の推進や、木工キットによる木工作体験や小、中学校に

おいて木の良さの普及啓発を行い、木を利用することが森

林整備の推進につながることへの理解を図る。

地域で育み未来につなぐ里山林整備事業として、地域提案

により里山林整備実施することにより、里山林の価値を掘

起し、継続的な里山林管理の促進を図る。

・木工教室実施

・里山林整備

・木工教室実施

・里山林整備

378 378 Ｂ Ｂ Ａ 継続実施

384 産業振興部 農政課 緑化推進事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

緑の募金運動を推進し、緑化の普及促進を図る

下野市緑化推進委員会運営補助

下野市緑化推進委員会の活動費を補助し、次の事業の実施

を支援する

・緑の募金運動

・緑の少年団（緑化推進小学校）に対しての活動費の補助

・緑化推進ＰＲ活動

・緑化推進事業

市補助金250千円

緑化苗木配布会の実施（年2回：春、秋）

緑の少年団への支援

緑化推進・緑化ＰＲ事業実施

市補助金250千円

緑化苗木配布会の実施（年2回：春、秋）

緑の少年団への支援

緑化推進・緑化ＰＲ事業実施
570 570 Ｂ Ｂ Ａ 継続実施

385 産業振興部 農政課
有害鳥獣被害防止対策事

業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

有害鳥獣から農作物等の被害を防止するため、有害鳥獣の

捕獲等の支援を行う

地域における鳥獣被害の防止にかかる捕獲わなの貸出し

捕獲した鳥獣（アライグマ、ハクビシン等）の適正処理の

実施

狩猟免許試験手数料補助事業

貸出し用イノシシ等捕獲箱購入

猟友会との業務委託契約

・捕獲わなの貸出し

・狩猟免許試験手数料補助

・捕獲した個体の処分

・捕獲わなの貸出し

・狩猟免許試験手数料補助

・捕獲した個体の処分
821 821 Ｂ Ｂ Ａ 継続実施

386 産業振興部 農政課
水田貯留機能向上活動支

援事業

ハ

ー

ド

事

業

裁

量

あ

り

継

続

平成27年及び令和元年における甚大な被害が発生した姿

川、田川流域では流域治水の観点から、農地の雨水を一気

に河川へ流出させない雨水流出抑制を目的とする。

環境保全会区域を単位として、多面的機能支払交付金事業

の保全会の水田貯留機能活動の一環として「田んぼダム」

に取り組む。

・石橋南部環境保全会（軽量落水桝）　R4　100箇所、R5

50箇所　R6　50箇所　計200箇所

・仁良川の里保全会（塩ビ管タイプ）　R4　100箇所

　　　　　　　　　　（軽量落水桝）　R5　120箇所、R6

60箇所　計280箇所

負担金　2,360円

2,360 0 Ｂ Ｂ Ｂ 見直し実施

387 産業振興部 農政課 首都圏自然歩道管理事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

首都圏自然歩道利用者の安全確保のため、施設の維持管理

を行う。

首都圏自然歩道の維持管理業務を下野市シルバー人材セン

ターに委託して実施する。

首都圏自然歩道維持管理（風土記のみ

ち、ゆうがおのみち、アシそよぐ水辺の

みちの巡視、清掃、除草等）

年間7回（5，7，8，9，11，1，3月）

首都圏自然歩道維持管理（風土記のみ

ち、ゆうがおのみち、アシそよぐ水辺の

みちの巡視、清掃、除草等）

年間7回（5，7，8，9，11，1，3月）

153 153 Ａ Ａ Ａ 継続実施
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388 産業振興部 農政課 森林環境整備促進基金費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

毎年国より譲与される、森林環境譲与税を公共施設の木

造・木質化等の際の費用として積み立てする。

令和6年度より国税として国民1人当たり年額1,000円徴収

される「森林環境税」を財源とする、森林環境譲与税を有

効活用するため、積み立てを行う。

森林環境譲与税の積立を行い公共施設の

木造・木質化の財源とする。

森林環境譲与税の積立を行い公共施設の

木造・木質化の財源とする。

5,335 5,335 Ａ Ｂ Ｂ 継続実施

389 産業振興部 農政課
里山林危険木伐採支援事

業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

国より毎年譲与される、森林環境譲与税の有効的な活用方

法として創設。

市内の里山林において、管理が行き届かず、公道や建物等

への倒木の恐れがあるものが多数存在している。

そこで、市で危険木伐採等に係る費用を補助し、市民の安

全な生活の実現を図る。

里山林危険木伐採等支援補助金 補助制度により市民の里山林管理の助成

を行う。

補助制度により市民の里山林管理の助成

を行う。

2,000 2,000 Ａ Ｂ Ｂ 継続実施

390 産業振興部 商工観光課 商工振興事務費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

本場結城紬の関係団体へ補助を行い、保存のための活動や

担い手育成を図る。

高度技術産学連携地域対象事業に補助を行い、事業の推進

を図り、商工業の発展につな

げる。

本場結城紬の関係団体、高度技術産学連携地域対象事業へ

の補助

補助金 補助金

687 687 Ａ Ｂ Ｂ 見直し実施

391 産業振興部 商工観光課 県南地方卸売市場負担金

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

栃木県南地方卸売市場の円滑な運営のため負担金を支出す

る。

栃木県南地方卸売市場の円滑な運営のため負担金を支出す

る。

小山市への負担金 小山市への負担金

253 253 Ａ Ｂ Ａ 継続実施

392 産業振興部 商工観光課 商工業振興事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

　市内商工業振興のため、商工業者の事務効率化や空き店

舗等を活用した創業支援及び既存店舗の事業継続支援を図

る。

　また、市内への企業の新規立地や施設増設を推進すると

ともに、企業間連携を強化し産業全般の活性化を図る。

ＩＣＴ講習、立地企業講演会を開催し、商工業者のスキル

アップを図る。

工場誘致奨励金、まちなか商店リフォーム補助金、空き店

舗等活用事業奨励金を交付し、創業及び企業進出の推進を

図る。

講演会等の開催

補助制度による商工業者支援

産業祭によるＰＲ

創業支援

産業振興計画策定

講演会等の開催

補助制度による商工業者支援

産業祭によるＰＲ

創業支援

165,103 99,461 Ａ Ａ Ａ 継続実施

393 産業振興部 商工観光課 制度融資事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

中小企業の資金調達を円滑にし商工業の振興を図る 市独自の融資制度

制度資金利子補給補助

信用保証料補助

市独自の融資制度

信用保証料補助

制度資金利子補給補助

市独自の融資制度

信用保証料補助

制度資金利子補給補助 523,590 523,590 Ａ Ｂ Ａ 継続実施

394 産業振興部 商工観光課
陸砂利採石監視員設置事

業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

陸砂利採取現場等を巡回し、関係法令違反行為の早期発見

及び防止を図る。

陸砂利採取現場等の巡回 監視員設置 監督員設置

1,078 1,078 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

395 産業振興部 商工観光課 商工会支援事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

　商工業者の経営改善普及事業を行う商工会の円滑な運営

や商工会が主体となって実施する地域総合振興事業の支援

を行い、地域商工業の振興と地域活性化を図る。

商工会への運営費補助、事業費補助

商工会と連携し、市内中小企業への支援

補助金支出

連携、支援

補助金支出

連携、支援

64,816 64,816 Ａ Ｂ Ａ 継続実施

396 産業振興部 商工観光課
しもつけ産業団地整備推

進事業

ハ

ー

ド

事

業

裁

量

あ

り

継

続

市内の既存工業団地（6団地）は全て分譲完了しており、新

たな立地需要に対応できない状況である。企業の誘致、雇

用の促進、産業の活性化など、市の産業の持続的な成長・

発展を図るうえで産業集積拠点となる産業団地の整備が急

務となっている。

このため、産業団地造成に向けた関係法令や地権者合意な

ど条件整備を進め、早期の事業着手を図ることにより新規

企業の立地促進を図る。

西坪山工業団地東地区の約33.3haを事業用地として選定

し、関係地権者の合意形成を図るとともに産業団地開発に

必要な都市計画変更等の関係法令及び開発許可の手続きを

行う。

また、県に対して事業化を要望し、事業主体の決定後、用

地買収、工事に着手し、企業ニーズに即した分譲を行うこ

とにより新規企業の誘致促進を図る。

公社施工

・造成工事

・舗装工事

・公園緑地工事

市施工

・上水道敷設工事

80,900 0 Ａ Ａ Ｂ 継続実施
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397 産業振興部 商工観光課 産業団地施設管理事業

ハ

ー

ド

事

業

裁

量

あ

り

新

規

施設全体の今後の老朽化の進展状況を考慮し、施設の点

検・調査、修繕・改築を実施し、最適化した維持管理方法

を進めることを目的とする。

雨水排水管維持修繕　管理延長　L=12.0㎞

雨水調整池維持修繕　管理箇所　N=4か所

緑地管理　　　　　　管理面積　A=27,000m2

排水施設維持修繕計画策定

しもつけ産業団地施設管理計画策定

管路修繕　L=1.0㎞

19,300 11,300 Ｂ Ｂ Ｂ 見直し実施

398 産業振興部 商工観光課 労働雇用支援対策費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

雇用機会の増大と雇用の安定を図る。 技能検定合格者表彰、雇用奨励金の交付や小山地区雇用協

会への負担金を支出する

技能検定者表彰

小山地区雇用協会負担金

技能検定者表彰

小山地区雇用協会負担金

2,169 2,169 Ｂ Ｂ Ｂ 見直し実施

399 産業振興部 商工観光課 道の駅しもつけ管理事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

下野市の産業振興、シティセールス、地域間交流、都市農

村交流、地産地消の推進を図るため、道の駅にある各施設

を指定管理者が一括管理・運営することにより、相乗効果

を上げ、効率的な管理・運営を図る。

（株）道の駅への指定管理

施設の維持修繕

指定管理委託

修繕等管理費

指定管理委託

修繕等管理費

30,795 30,795 Ａ Ｂ Ａ 継続実施

400 産業振興部 商工観光課 観光プロモーション事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

　市内外へ下野市のＰＲを通し下野市の認知度を高め、観

光誘客や交流人口の増加を図る。また、観光関係団体及び

協議会を通して、県内の観光に関する情報の収集及び自治

体間の連携を深める。

➣インフォメーションセンター「オアシスポッポ館」の維

持管理

➣一般社団法人下野市観光協会への運営支援

➣栃木県アンテナショップ等協議会との連携

➣天平の花まつり駐車場管理運営

ｵｱｼｽﾎﾟｯﾎﾟ館の維持管理、観光協会運営費

補助金交付（人件費、事業費）

ｵｱｼｽﾎﾟｯﾎﾟ館の維持管理、観光協会運営費

補助金交付（人件費、事業費）

67,488 67,683 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

401 産業振興部 商工観光課
天平の丘公園周辺管理事

業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

天平の花まつり、天平の芋煮会等の下野市を代表する観光

イベントの開催会場である天平の丘公園の平地林及び公園

施設等の維持管理を行う。

天平の丘公園の平地林及び公園施設等の維持管理を行う。

また、平地林の保護団体である平美林会の運営補助を行

う。

天平の丘公園の維持管理 天平の丘公園の維持管理

47,079 47,079 Ａ Ｂ Ａ 継続実施

402 産業振興部 商工観光課
天平の丘公園周辺施設整

備事業

ハ

ー

ド

事

業

裁

量

あ

り

継

続

天平の花まつり、天平の芋煮会等の下野市を代表する観光

イベントの開催会場である天平の丘公園の平地林及び公園

施設等について、イベント時期だけでなく１年を通じて人

が賑わう公園への整備を実施する。

本公園は、下野市歴史的風致維持向上計画における重点区

域にあり、都市再生整備計画事業「東の飛鳥国分寺地区」

に位置づけた公園再整備を令和3～7年度の5か年で実施す

る。

都市再生整備計画事業（4年目）

➣実施設計（親水施設・案内板）➣国見山

周辺園路整備➣平地林伐採及び桜樹勢回

復等

都市再生整備計画事業（5年目）

➣整備工事（親水施設・案内板）➣平地林

伐採及び桜樹勢回復等 34,100 44,200 Ｂ Ｂ Ａ 見直し実施

403 産業振興部 商工観光課
道の駅しもつけ修繕・拡

張事業

ハ

ー

ド

事

業

裁

量

あ

り

継

続

開業から１０年経過以降老朽化する施設を計画的に改修し

つつ、将来的な大規模改修に備え、また、新たなニーズに

対応するための大規模工事等を行うことで、継続して都市

農村交流施設としての機能を維持する。

施設の改修及びリニューアル 施設の改修 施設の改修

13,808 86,828 Ａ Ｂ Ｂ 見直し実施

404 産業振興部 商工観光課
石橋にぎわい広場管理事

業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

石橋駅周辺で開催するイベント等の拠点として活用するこ

とにより、街中のにぎわいを創出する。

広場の維持管理（光熱水費・除草清掃等） 広場管理業務 広場管理業務

2,265 2,265 Ａ Ｂ Ｂ 見直し実施

405 産業振興部 商工観光課 下野ブランド推進事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

他自治体との差別化を誘引し、付加価値やイメージアップ

につながる地域資源を下野ブランドとして認定しＰＲする

ことにより、シティセールスをはじめ、地域経済の発展、

人的交流の拡大、地域の活性化を図る。

広報等で下野ブランドの募集を行い、下野ブランド認定協

議会において新たなブランドを認定する。認定品について

は、パンフレットやのぼり旗等を作成し、イベントの機会

にＰＲ活動を行う。下野ブランド力強化事業費補助金を交

付する。

下野ブランドの募集

下野ブランド認定

ＰＲ活動の実施

ブランド強化事業費補助金の交付

下野ブランドの募集

下野ブランド認定

ＰＲ活動の実施

ブランド強化事業費補助金の交付

1,672 1,672 Ｂ Ｂ Ｂ 見直し実施

406 産業振興部 商工観光課 道の駅しもつけ基金費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

道の駅しもつけの施設老朽化に伴う大規模修繕に備え基金

積立を行い、修繕時の負担軽減を図る。

道の駅しもつけの施設使用料から指定管理料に充当した余

剰分を積み立て、施設老朽化に伴う大規模修繕に備える。

基金積立 基金積立

25,727 25,727 Ａ Ｂ Ａ 継続実施



番
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裁
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継
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407 産業振興部 商工観光課 グリーン保存育成基金費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

市の平地林、緑地公園等の清掃、保全、整備及び管理のた

め、グリーン保存育成基金を設置し管理する。

天平の花まつりへの出店者等から毎年寄付があったことか

ら、緑地整備・保全に活用することとし設置された基金で

ある。

寄付金については、一般会計で歳入として受け入れ、基金

に積立金として支出している。

※基金のあり方や活用方法など検討する必要がある。

基金積立 基金積立

1 1 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

408 建設水道部 建設課 市道２－１号線整備事業

ハ

ー

ド

事

業

裁

量

あ

り

継

続

隣接する宇都宮市の土地改良事業が完了し、接続する県道

整備も開始したことに伴い、交通量の増加が見込まれるこ

とから、幅員狭小で入り組んでいる道路の拡幅改良及び歩

道整備を進め、通学する児童の安全確保を図る。

【上古山地内、県道鹿沼下野線北進】

事業期間　H23～R6　社会資本整備総合交付金事業

整備延長　L=700ｍ、整備幅員　W=10.0ｍ

道路拡幅改良工事

工事費82,500千円

82,500 0 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

409 建設水道部 建設課
市道２－１０号線整備事

業

ハ

ー

ド

事

業

裁

量

あ

り

継

続

まちづくり交付金事業下長田地区の延伸で、姿川西地区の

道路網強化を図るとともに、細谷小学校へ通学する児童の

安全を守るため整備を行う。【上台・細谷・橋本地内　細

谷小学校東側道路】

社会資本整備総合交付金事業　防・安　とちぎの安全・安

心を確保する強くしなやかな道路

　下野市通学路交通安全プログラム対策路線

・第1工区(細谷地区 L=680m W=8.5m) 事業期間 H24～

R1

・第2工区(細谷･橋本地区 L=920m　W=8.5m) 事業期間

R1～R8

・第3工区(橋本地区 L=780m W=8.5m) 事業期間 R6～

R9

補償算定（第2工区）

不動産鑑定（第2工区）

用地補償（第2工区）

　土地購入費

　補償費

　時点修正

10,800 26,100 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

410 建設水道部 建設課
市道２－２９号線整備事

業

ハ

ー

ド

事

業

裁

量

あ

り

継

続

　小金井駅東口広場から国分寺東小学校に通じる幹線道路

であり、通学路として指定されている。しかしながら、

(一)小山下野線から東小学校までの道路は、マウントアッ

プ形式の歩道であり、違法な個人宅への乗入設備の設置

や、太く成長した街路樹が歩行者･自転車の通行の阻害と

なっている。

　街路樹については、伐採をおこなったが、根が残ってい

る状態であるため、根が枯れて舗装が沈下する危険性があ

る。歩道をセミフラット形式へ変更することを目的とし

て、一体的な整備を行うことで自転車歩行者の安全性向上

を図る。

事業期間 R3～R6

整備延長　700ｍ　幅員12.0ｍ

道路改良工事

L＝320ｍ

88,000 0 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

411 建設水道部 建設課 河川管理事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

河川環境の適正な維持管理、災害に対する安全性の確保

安定的な水供給の確保、自然環境の保全等

河川公園の管理、サイクリングロード等の除草 ・クリーン作戦の実施・排水樋管管理業

務委託・河川公園管理業務委託・田川、

姿川サイクリングロード除草業務委託・

河川公園施設修繕工事

・クリーン作戦の実施・排水樋管管理業

務委託・河川公園管理業務委託・田川、

姿川サイクリングロード除草業務委託・

河川公園施設修繕工事

12,398 12,398 Ａ Ｂ Ａ 継続実施

412 建設水道部 建設課
市道８３７０号線整備事

業

ハ

ー

ド

事

業

裁

量

あ

り

継

続

産業団地整備区域に隣接する市道について、産業団地整備

事業と連携し一体的に整備することにより、新規企業の立

地促進の支援、地域住民の安全確保及び交通利用者の利便

性の向上を図る。【下坪山・花田・絹板地内】

事業期間　R3～R7　整備延長　L=650.0ｍ　W=10.0ｍ

調整池　A=20,800㎥

R3年度　栃木土木事務所及び土地開発公社との道路計画協

議

R4年度　現況測量、路線測量、道路事業説明会

R5年度　詳細設計、用地測量、道路設計説明会

R6年度　用地買収、道路整備工事、調整池整備工事

R7年度　道路整備工事、調整池整備工事

【社会資本整備総合交付金事業】

調整池詳細設計

補償算定

用地買収

不動産鑑定

道路改良工事

調整池工事

77,800 230,000 Ａ Ａ Ｂ 継続実施
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413 建設水道部 建設課 地籍調査事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

（

一

部

あ

り

）

継

続

地籍調査は土地を一筆ごとに地番、地目、境界等の調査と

境界の測量及び面積の測定を行う調査であり、その成果で

ある地図（地籍図）と台帳（地籍簿）を法務局に送付する

ことにより、法務局備え付けの公図や登記簿が更新され

る。地籍調査を実施することにより、土地に関する実態を

正確に把握し、あらゆる行為の基礎資料として広範囲に利

用することが可能となる。

調査区域を選定し、１調査区域当たり２カ年計画で測量業

者に委託し本調査を行う。１年目では基準点設置、境界立

会い、及び測量の業務を行い、２年目では、面積測定、地

籍図地籍簿作成及び成果の閲覧を行う。本調査終了後、成

果を整理し国の認証を受け、法務局に成果を送付する。最

終的には区画整理実施済区域や土地改良実施済区域を除い

た市内全域を調査する。

・本調査

[新]下坪山Ⅳ(0.41㎢)

[継]下坪山Ⅲ(0.21㎢）

・認証業務(0.51㎢)

・登記業務(0.51㎢)

・本調査

[新]仁良川Ⅱ(0.45㎢)

[継]下坪山Ⅳ(0.41㎢)

・認証業務(0.21㎢)

・登記業務(0.21㎢)
32,414 39,878 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

414 建設水道部 建設課 通学路安全施設整備事業

ハ

ー

ド

事

業

裁

量

あ

り

継

続

教育委員会の通学路安全推進会議と連携し、小中学校にお

ける通学路の安全確保を図るため、路肩のカラー化（グ

リーンベルト）や外側線の設置等により児童や生徒の安全

を確保する。

・区画線設置（グリーンベルト、外側線）

・横断歩道へのボラード（車止め）設置

・区画線設置（グリーンベルト、外側

線）

・ボラード（車止め）設置

・区画線設置（グリーンベルト、外側

線）

・ボラード（車止め）設置 9,009 9,009 Ａ Ｂ Ｂ 継続実施

415 建設水道部 建設課
市道１－３号線他整備事

業

ハ

ー

ド

事

業

裁

量

あ

り

継

続

一般県道下野壬生線から主要地方道栃木二宮線までの本路

線を整備することにより、

本市の基幹的道路網が整備され、新市の一体性の確立を図

る。

【小金井地内　JAライスセンター東側】

事業期間　H26～R11年度　社会資本整備総合交付金　道

路改良事業

整備延長　L=2,100ｍ、整備幅員　ｗ=12.0ｍ

◇第１工区　～R8（栃木二宮線～JAライスセンター）

L=900ｍ

◇第２工区　R7～R11　L=1,200ｍ

道路改良工事（第1工区） 道路改良工事（第1工区）

道路詳細設計（第2工区）

70,000 98,000 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

416 建設水道部 建設課
市道２－７号線他整備事

業

ハ

ー

ド

事

業

裁

量

あ

り

継

続

石橋総合病院の移転にあたり取り交わされた基本合意書に

基づき、病院周辺道路を整備する。メイン道路（都）3・

4・808号北城通りは、平成26年8月に都市計画変更が告示

された。【石橋地内】

事業期間　H25～R8 社会資本整備総合交付金事業

Ⅰ.市道2-7号線 ：整備延長　L=1190ｍ、整備幅員

W=16.0ｍ、

　①都市再生整備計画事業区間（病院西～南300ｍ）、②

北工区（病院西～北550ｍ）

Ⅱ.石橋総合病院周辺　バリアフリー工事（都市再生整備計

画事業）

　①南側（市道2190号線　L=150ｍ）、②北側（市道

2085号線　L=450ｍ）

Ⅲ.東西アクセス道路　整備延長　L=500ｍ

Ⅰ.市道2-7号線

　②用地補償・補償調査

Ⅰ.市道2-7号線

　②用地補償

108,250 156,000 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

417 建設水道部 建設課 一般市道整備事業

ハ

ー

ド

事

業

裁

量

あ

り

継

続

・地元要望による生活道路の整備

・一つの事業箇所として「事業化」しなくても、単年度で

完成してしまう程度の新設改良事業

・小規模な新設改良や維持修繕等に伴う附帯工事及び用地

買収等

・請願や陳情などの要望により、整備が望まれる路線が

多々あり、生活道路整備検討委員会により「整備」と位置

付けられた路線の調査及び設計

・用地買収済みで、維持管理が必要な路線の安全管理に伴

う小規模工事等

生活道路整備検討委員会で整備決定され

た路線の測量業務

小規模工事

生活道路整備検討委員会で整備決定され

た路線の測量業務

小規模工事 5,500 5,500 Ｂ Ａ Ｂ 見直し実施

418 建設水道部 建設課 自治医大駅周辺整備事業

ハ

ー

ド

事

業

裁

量

あ

り

継

続

下野市交通バリアフリー特定事業計画に基づき、自治医大

駅東口広場及び市道7002号線他2路線のバリアフリー工事

を実施する。歩道と車道の段差を解消し、併せて視覚障害

者用誘導ブロックを設置する。歩道については、現況の陶

板ブロックが滑りやすく危険であることと大部分で破損し

ているため、透水性ブロックなどに改良する。

【医大前・祇園　JR自治医大駅東口】

事業期間：平成28年度～令和５年度

①7002号線：L=380ｍ　W=12.0ｍ、②7020号線：

L=140ｍ　W=6.0ｍ

③7036号線：L=85ｍ　W=6.0ｍ、④7024号線：L=36ｍ

W=7.8～9.8ｍ

⑤7050号線：L=58ｍ　W=4.0～6.0ｍ、⑥駅東口広場：

整備面積 A=4,000㎡

平成28～29年度　調査・測量・設計・計画協議、令和元～

５年度　バリアフリー工事

0 0 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

419 建設水道部 建設課
小金井西通り道路整備事

業

ハ

ー

ド

事

業

裁

量

あ

り

継

続

下野市と小山市の中心市街地を結ぶ主要幹線道路である国

道４号の慢性的な渋滞解消と市民の利便性向上を図る。小

山市側の道路改良に合わせ実施することにより、下野市北

部から小山市中心市街地への国道４号と並行するバイパス

路線となる。

（下野・小山間道路整備促進協議会要望路線）

市道1-13号線から小山市境までの道路整備

整備延長　L＝170ｍ、整備幅員　W＝16.0ｍ、全体事業費

73,500千円

協議調整 測量設計業務

土質調査業務

土地評価業務

用地測量業務
0 11,500 Ｂ Ａ Ｂ 見直し実施



番
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継
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420 建設水道部 建設課
市道１－９号線道路整備

事業

ハ

ー

ド

事

業

裁

量

あ

り

継

続

　下野市幹線道路網整備計画では、小山第三工業団地へ通

じる整備すべき新規路線として位置づけられている。県営

圃場整備事業「薬師寺・柴地区」として、下都賀農業振興

事務所がH30年度から事業着手することから、土地改良事

業に合わせ道路整備をする必要がある。

　併せて、遊歩道である「哲学の道」を整備する。

（下野・小山間道路整備促進協議会要望路線）

道路新設整備

　市道1-9号線:整備延長　L＝4.5ｋｍ、整備幅員　W＝

12.0ｍ

　哲学の道:整備延長　L＝1.7ｋｍ、整備幅員　W＝3.0ｍ

(歩行者専用道路)

◇第1期事業 整備延長 L＝2.2ｋｍ、整備幅員 W＝12.0ｍ

(県道自治医大停車場線～市道1-12号線)

◇第2期事業 整備延長 L＝2.3ｋｍ、整備幅員 W＝12.0ｍ

(市道1-2号線～小山市第三工業団地)

用地買収 用地買収

84,000 84,000 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

421 建設水道部 建設課
幹線道路網整備計画策定

事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

下野市内の広域的な交通ネットワークを踏まえた総合的な

道路整備の指針となる「下野市幹線道路網整備計画」につ

いては、整備の進捗状況や社会の情勢の変化に対応できる

よう概ね5年毎に見直しをしていくことになっている。平成

24年度に改訂版を策定し5年以上が経過するため、再度計

画の策定を実施する。

「下野市幹線道路網整備計画」の策定業務

対象区域：下野市全域7,458㏊

対象路線：市道１級・２級・その他の道路(必要に応じて)

対象期間：平成24年～令和13年

計画公表に関する業務

0 0 Ａ Ａ Ａ 継続実施

422 建設水道部 建設課
市道７１２６号線整備事

業

ハ

ー

ド

事

業

裁

量

あ

り

継

続

地元要望を受け、生活道路整備検討委員会により「整備」

に位置づけられた路線であり、道路拡幅改良工事を行う。

【薬師寺１丁目地内　南北道路】

事業期間　令和元年度～令和７年度　整備延長

L=370m、整備幅員　w=3.3m～6.0m

令和 6年度　路線測量

令和 7年度　関係者説明会・詳細設計・用地測量・物件調

査

令和 8年度　用地買収

令和 9年度　道路改良工事

路線測量 詳細設計

用地測量・物件調査

関係者説明会

5,000 16,500 Ｂ Ａ Ｂ 見直し実施

423 建設水道部 建設課
市道２４２０号線他１路

線整備事業

ハ

ー

ド

事

業

裁

量

あ

り

継

続

地元要望による生活道路の整備であり、生活道路整備検討

委員会により採択された路線。境界の問題により中断して

いたが、問題が解消されたため、事業を再開する。

【下石橋地内　下石橋公民館周辺】

整備延長 L＝810ｍ（2418号線:400ｍ、2420号線:410ｍ)

幅員 W＝4.0～6.0ｍ

全体事業費 C＝100,000千円　【社会資本整備総合交付金

（栃木県住環境整備計画（第三期）狭あい道路整備促進事

業）対象事業】

道路拡幅改良工事

55,000 0 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

424 建設水道部 建設課
用地取得・物件補償管理

システム導入事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

道路や施設等の建設事業における用地取得業務について

データベース化し、システム管理で一元化することによ

り、初心者でも様々な様式の文書（契約書・登記関係書

類・税務署協議書等）を画一的に作成することができ、取

得状況、交渉記録等の管理・集計も容易にできるため、用

地取得業務の事務効率の向上につながる。

用地取得・物件補償管理システムの導入 用地取得・物件補償管理システムの比較

検討

用地取得・物件補償管理システムの導入

0 5,000 Ｂ Ｂ Ｂ 見直し実施

425 建設水道部 建設課
下野薬師寺いにしえの道

整備事業

ハ

ー

ド

事

業

裁

量

あ

り

継

続

重点区域の核となる重要文化財である下野薬師寺跡周辺に

所在する下野薬師寺歴史館、薬師寺、薬師寺八幡宮、龍興

寺を結ぶルートである市道4101号線、4100号線、4131号

線、及び7009号線において、安全な通行幅員の確保による

周遊空間の創出、及び歴史的情緒が体感できるように道路

の美装化を行う。【歴史的風致維持向上計画】

事業期間　R2～R8　整備延長　Ｌ=750ｍ　幅員　Ｗ=2.5

～6.0ｍ　道路改良事業

R2年度　事業手法の検討

R3年度　事業手法の検討

R4年度　計画の策定

R5年度　現況測量、路線測量

R6年度　詳細設計、用地測量

R7年度　道路改良工事、舗装工事

R8年度　道路改良工事、舗装工事、電柱地中化工事

詳細設計 道路改良工事、舗装工事

10,000 120,000 Ａ Ａ Ｂ 継続実施



番
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426 建設水道部 建設課
市道２０４３号線他１路

線整備事業

ハ

ー

ド

事

業

裁

量

あ

り

継

続

当該路線は、道路線形が悪く幅員狭小であるため、地域住

民の利用に不便な道路となっており、道路拡幅の要望を受

けている。

本事業は、生活道路整備検討委員会で整備路線と位置付け

られたため、道路改良工事を実施し、地域住民の利便性の

向上を図る。

【下古山地内・グリムの館西側、古山小学校北側】

事業期間　市道2043号線　R1～R8　整備延長 L=310ｍ

　　　　　市道2079号線　R5～R9　整備延長 L=420ｍ

整備幅員 W=5.0～6.0ｍ

R1年度　現況測量（一般市道整備事業）

R2年度　路線測量（一般市道整備事業）

R3年度　説明会

R4年度　用地測量、詳細設計

R5年度　物件補償調査、用地測量、詳細設計

R6年度　物件補償調査、用地買収

R7年度　改良舗装工事

R8年度　改良舗装工事

R9年度　改良舗装工事

市道2043号線

用地買収

市道2079号線

物件補償調査

用地買収

市道2043号線

改良舗装

市道2079号線

改良舗装

33,600 60,000 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

427 建設水道部 建設課
市道４１３１号線整備事

業

ハ

ー

ド

事

業

裁

量

あ

り

継

続

当該路線は幅員狭小であるため、地域住民の利用に不便な

道路となっており、道路拡幅の要望を受けている。

本事業は、生活道路整備検討委員会で整備路線と位置付け

られたため、道路改良工事を実施し、地域住民の利便性の

向上を図る。

【薬師寺地内　下野市水道庁舎南河内第１配水場東側】

事業期間　令和5年度～令和9年度　整備延長　L=300m

整備幅員　W=6.0m

詳細設計

用地測量

物件調査

用地買収

12,500 5,300 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

428 建設水道部 建設課
市道５０４２号線整備事

業

ハ

ー

ド

事

業

裁

量

あ

り

継

続

当該路線は排水状況が悪いため、地域住民の利用に不便な

道路となっており、排水整備の要望を受けている。

本事業は、生活道路整備検討委員会で整備路線と位置付け

られたため、排水施設整備工事を実施し、地域住民の利便

性の向上を図る。

【箕輪地内　愛宕神社西側】

事業期間　令和5年度～令和9年度　整備延長　L=200m 詳細設計

関係者説明会

水路整備工事

5,000 15,000 Ｂ Ａ Ｂ 見直し実施

429 建設水道部 建設課 スマートＩＣ整備事業

ハ

ー

ド

事

業

裁

量

あ

り

継

続

本市の北部を通過する北関東自動車道が持つ広域的なネッ

トワークを活用し地域の活性化や産業・物流における本市

の優位性を高めるため、スマートインターチェンジの整備

を行う。

【ＩＣ形式】本線直結型、フルアクセス形式（上下線）ラ

ンプ延長：1,910m

【対象車両】セミトレーラ連結車

【総事業費】40.6億円（ＮＥＸＣＯ：24.8億円、下野市：

15.8億円）

【下野市負担財源内訳】国庫補助金：6.3億円、起債：4.5

億円、一般財源：5億円

・道路改良工事 ・舗装工事

193,000 680,000 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

430 建設水道部 建設課 土木総務事務費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

（

一

部

あ

り

）

継

続

道路事業及び河川事業の円滑な推進に資するため。 ・土木費の各費目の事務費、経常経費等を一括して計上。

・未登記処理事業

・各種協議会等負担金

・道路・河川愛護会補助金

・道路後退用地寄付補助金

旅費

需用費・委託料

使用料及び賃借料

負担金・補助金

旅費

需用費・委託料

使用料及び賃借料

負担金・補助金

8,025 8,025 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

431 建設水道部 建設課 市道維持管理事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

市道の機能性、利便性、安全性の確保 市道及び駅前広場の維持管理【補修・修繕・清掃】

街路樹の維持管理

①市道維持管理修繕

②街路樹等一括管理

委託料、工事費ほか

①市道維持管理修繕

②街路樹等一括管理

委託料、工事費ほか 329,842 329,842 Ａ Ｂ Ｂ 継続実施

432 建設水道部 建設課 生活道路修繕事業

ハ

ー

ド

事

業

裁

量

あ

り

継

続

道路整備に対する要望について、道路整備評価基準票及び

道路修繕評価基準票に基づき評価を行い、総合評価の高い

路線から順に整備・修繕を実施することで、偏りのない道

路整備と効率的且つ効果的な道路整備を可能とする。

下野市生活道路整備検討委員会で採択された路線を対象と

した次の１）～６）掲げる各種工事の実施。

１）舗装修繕工事　２）側溝整備　３）浸透槽設置　４）

敷砂利　５）道路照明等設置

６）防護柵設置　７）側溝清掃

【舗装修繕ほか】

生活道路整備検討委員会採択路線

【舗装修繕ほか】

生活道路整備検討委員会採択路線

42,790 42,790 Ａ Ｂ Ｂ 継続実施



番

号
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類

裁

量

継

続
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433 建設水道部 建設課 市道大規模修繕事業

ハ

ー

ド

事

業

裁

量

あ

り

継

続

交通状況の変化や経年劣化により損傷が進行した市道の舗

装修繕を計画的に実施することで、道路の長寿命化及び機

能性の確保を合せて図る。

１・２級幹線道路及び重要な一般市道を対象とした、路面

の定期点検業務及び舗装修繕工事。

石橋地区 L=3,000m

南河内地区 L=3,000m

国分寺地区 L=3,000m

石橋地区 L=3,000m

南河内地区 L=3,000m

国分寺地区 L=3,000m 320,000 320,000 Ａ Ａ Ａ 継続実施

434 建設水道部 建設課 道路構造物長寿命化事業

ハ

ー

ド

事

業

裁

量

あ

り

継

続

道路構造物の維持管理を計画的に実施することで、構造物

の不具合を早期に発見し、又、早期に対策を講じること

で、道路交通の安全を確保することはもとより、ライフサ

イクルコストの縮減及び予算の平準化を図る。

橋梁、アンダーパス、横断歩道橋等、小規模附属物長寿命

化修繕計画に基づく点検および修繕の実施

橋梁・アンダーパス定期点検

横断歩道橋修繕設計

橋梁・道路附属物長寿命化修繕計画修正

橋梁・アンダーパス修繕工事

橋梁・アンダーパス定期点検

横断歩道橋修繕設計

横断歩道橋修繕工事 181,500 311,900 Ａ Ａ Ａ 継続実施

435 建設水道部 都市計画課 公園施設維持管理事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

都市公園をはじめとする各種公園は、こどもの遊び場や地

域の交流の場であり、公園施設や樹木等による事故を未然

に防止し、公園利用者が安全に安心して快適に利用できる

よう適切な管理を実施することを目的とする。

○都市公園をはじめとする市内公園等の除草、害虫防除、

剪定などの維持管理業務

○都市計画課が所管する公園施設(遊具等を含む)の補修や

修繕工事

○都市計画課が所管する各種公園の維持管理業務全般

市内公園104箇所の緑地管理業務委託

公園施設の修繕20件

市内公園104箇所の緑地管理業務委託

公園施設の修繕20件

135,229 144,057 Ａ Ａ Ａ 継続実施

436 建設水道部 都市計画課 公園施設整備事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

都市公園をはじめとする各種公園は、こどもの遊び場や地

域の交流の場であり、公園施設や樹木等による事故を未然

に防止し、公園利用者が安全に安心して快適に利用できる

よう適切な管理を実施することを目的とする。

○公園施設の工事

　・公園施設長寿命化対策事業に該当しない公園施設の工

事

　・整備済公園の遊具等設置など

　・インクルーシブ遊具設置

公園施設の工事5件

インクルーシブ遊具設置設計

公園施設の工事5件

インクルーシブ遊具設置工事

3,700 23,000 Ａ Ａ Ａ 継続実施

437 建設水道部 都市計画課
三王山ふれあい公園管理

事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

既存の施設である「道の駅しもつけ」、「下野市ふれあい

館」との連携により、それぞれの施設での特徴を活かした

事業の展開や市民の利便性を向上させるため、本公園の特

色ともいえる、オートキャンプ場やドッグランなどを活用

した事業など、新たな付加価値の創出を推進し、来訪者と

地域住民の方々それぞれが、いきいきと活動する拠点とし

て、地域の生活環境の向上に努めることを目的とする。

○指定管理者：株式会社道の駅しもつけ

○指定期間：令和3年4月1日から令和6年3月31日までの3

年間

○主な公園施設：オートキャンプ場、ドッグラン、管理事

務所、トイレ棟、サニタリー棟

○業務内容：利用許可、維持管理、自主事業の実施、物品

等の管理、安全に関する業務

指定管理者制度導入

令和6年度～8年度

※1年度目

指定管理者制度導入

令和6年度～8年度

※2年度目

34,750 34,750 Ａ Ａ Ａ 継続実施

438 建設水道部 都市計画課
公園施設長寿命化対策事

業

ハ

ー

ド

事

業

裁

量

あ

り

継

続

老朽化した公園施設に対し、安全対策の強化や適切な維持

管理の実施及び改築･更新に係るコストの縮減、平準化を図

る観点から策定した「下野市公園施設長寿命化計画」に基

づいた修繕計画に則り、公園施設を計画的な更新･補修を実

施することにより、遊具等の安全性向上と使用期間の延伸

を図る。

下野市公園施設長寿命化計画に基づき、市内の都市公園56

か所の公園施設について改築･更新、補修を実施する。

※平成31年度(令和元年度)から平成35年度(令和5年度)ま

での計画では22か所の都市公園

　が実施予定である。(補助事業)

市内都市公園

①補助対象0か所

②補助対象外3か所

市内都市公園

①補助対象0か所

②補助対象外7か所
2,336 80,159 Ａ Ａ Ｂ 見直し実施

439 建設水道部 都市計画課 空き家バンク事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

各種補助制度の運用を図りながら、空き家の利活用を通し

て定住促進と地域活性化を図り、安全安心なまちづくりを

推進する。

・リフォーム工事補助　対象事業費20万円以上の工事　補

助率1/2　限度額50万円

・家財処分補助　対象事業費5万円以上の家財処分　補助率

1/2　限度額10万円

・インスペクション補助　補助率1/2　限度額5万円

・空き家バンク登録推進奨励金　バンクに登録した年度の

家屋に対しての固定資産税額の2倍の額　限度額5万円（市

街化区域）、2.5万円（市街化調整区域）

・リフォーム補助

・家財処分補助

・インスペクション補助

・空き家バンク登録推進奨励金交付

・リフォーム補助

・家財処分補助

・インスペクション補助

・空き家バンク登録推進奨励金交付
2,204 2,204 Ａ Ｂ Ａ 継続実施

440 建設水道部 都市計画課 屋外広告物管理事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

屋外広告物の許可等について、地域の実情に応じた的確な

対応を可能とするため、平成２１年度から全市町に権限委

譲となり、市において屋外広告物の管理を行う。

屋外広告物の新規・更新の許可事務、住民参加型違反屋外

広告物除去推進に係る事務、違反広告物への是正指導など

を行う。

・屋外広告物許可証票の発行

・住民参加型違反屋外広告物除去推進

・違反広告物の是正指導

・屋外広告物許可証票の発行

・住民参加型違反屋外広告物除去推進

・違反広告物の是正指導 569 569 Ａ Ａ Ａ 継続実施



番

号
部名 課名 事業名称

種

類

裁

量

継

続

区
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441 建設水道部 都市計画課
定住希望者住宅取得支援

事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

急激な少子高齢化や人口減少が進む中、大都市への人口集

中が加速しており、都市から地方への新しい人の流れを創

るため、東京圏からの市内定住希望者の住宅取得に際し支

援を行い定住促進を図る。

東京圏からの市内定住希望者への住宅取得に際しての支援

として、住宅の新築及び購入または中古住宅及び建替住宅

に対し補助を行う。基本額を新築住宅30万円、中古住宅10

万円とし、居住誘導区域内または郊外型居住区域内に住宅

取得の場合10万円加算、申請者または配偶者が40歳未満の

場合10万円加算、中学生以下の子どもがいる場合は1人に

つき10万円加算、下野市空き家バンクに登録されている物

件を購入の場合10万円を加算。

住宅取得時等支援

15件

住宅取得時等支援

15件

10,518 10,518 Ａ Ａ Ａ 継続実施

442 建設水道部 都市計画課 市営住宅管理事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

住宅困窮者に対し、公営住宅法に基づく低額な使用料で賃

貸することにより、生活の安定と社会福祉の増進を図る。

・現在２棟４室のうち２室入居している。現状維持の管理

に務める。

・市営住宅の維持を続けるため、下野市公営住宅等長寿命

化計画に基づき、修繕を行いながら維持していく。

市営住宅２棟２室の維持管理及び修繕。 市営住宅２棟２室の維持管理及び修繕。

520 520 Ａ Ａ Ａ 継続実施

443 建設水道部 都市計画課 都市計画総務事務費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

（

一

部

あ

り

）

継

続

都市計画法に基づき、都市計画に関する重要事項の調査審

議及び各種計画の推進と施策展開の検討を行うため、都市

計画審議会を開催する。

景観行政を推進するため、景観審議会を開催する。

歴史的風致の維持向上を推進するため、歴史的風致維持向

上協議会を開催する。

各種補助制度による良好な都市環境の実現と市内永住の促

進を目指す。

・都市計画の審議及び各種計画の進捗管理のため都市計画

審議会を開催

・景観に関する重要事項を審議する景観審議会を開催

・歴史的風致維持向上計画を推進するため、歴史的風致維

持向上協議会を開催

・民間住宅の耐震化を促進させる木造住宅の耐震診断及び

改修や建替え補助

・緑豊かな住環境の実現に寄与するための生垣奨励補助

・土地区画整理事業の保留地処分推進と永住促進のための

保留地等購入支援補助

都計審3回、景観審2回、歴風協会1回、生

垣4件、耐震診断5件、耐震改修等7件、ブ

ロック塀撤去5件、保留地購入補助8件、

都市核等事業化検討、都市マス策定、立

適改訂

都計審3回、景観審2回、歴風協議会1回、

生垣4件、耐震診断5件、耐震改修等7件、

ブロック塀撤去5件、保留地購入補助8

件、都市核等事業化検討業務、都市マス

策定業務
50,662 48,792 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

444 建設水道部 都市計画課 開発行為許可事務費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

都市計画法における開発許可制度の適正な運用により都市

のスプロール化を防止し、法の目的である「都市の健全な

発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と

公共の福祉の増進に寄与すること」の実現のため必要な事

務処理を行う。

・開発許可制度に係る相談受付

・開発許可制度に係る許認可事務

・市が行う開発行為及び建築行為に係る相談対応

・開発行為により整備された公共施設の帰属事務

・栃木県開発審査会への議案付議及び許可件数の報告

・栃木県開発許可連絡協議会への参加による県内11の事務

処理市との連携、調整

・相談受付

・許認可事務

・公共施設帰属事務

・開発審査会議案付議

・連絡協議会参加

・開発緩和地区の運用の検討

・相談受付

・許認可事務

・公共施設帰属事務

・開発審査会議案付議

・連絡協議会参加

1,194 194 Ａ Ａ Ａ 継続実施

445 建設水道部 区画整理課 土地区画整理総務事務費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

土地区画整理事業の推進

区画整理事業関係団体に加入し、各種情報の提供、支援を

相互に行う。

区画整理事業を円滑に実施するため、研究会や各種研修会

に参加する。

区画整理事業実務に必要な知識の習得と技術力の向上を図

るため、各種セミナーや研修等に参加する。

区画整理事業に係る協議会等負担金。

負担金

231,000円

負担金

231,000円

231 231 Ｂ Ａ Ａ 見直し実施

446 建設水道部 区画整理課
石橋駅周辺土地区画整理

事業

ハ

ー

ド

事

業

裁

量

あ

り

継

続

石橋駅周辺土地区画整理事業の推進

ＪＲ東口が開設されたことにより、当地区の土地区画整理

事業を実施し、都市計画道路や区画道路の整備を図るとと

もに、公園等の公共施設の整備改善及び宅地の利用増進を

進めることにより、健全で良好な市街地を形成するもので

ある。

移転難航者との合意形成を図るための施策を講じ、事業実

施計画に沿って速やかな事業完了を目指す。

地区面積：5.5ha　　総事業費：9億7,500万円

施行期間：昭和63年度～令和7年度

進捗状況：事業費ベース89.0％（R3年度末）

委託料、工事費等

37,400,000円

委託料、工事費等

17,711,000円

37,400 17,711 Ａ Ａ Ｃ 見直し実施

447 建設水道部 区画整理課
仁良川地区土地区画整理

事業

ハ

ー

ド

事

業

裁

量

あ

り

継

続

仁良川地区土地区画整理事業の推進

土地区画整理事業により総合的な面的整備を行い、公共施

設の整備や改善、良好な宅地の供給を図ることにより、居

住環境の向上を目指す。

社会資本整備総合交付金の補助対象路線を優先整備し、そ

の用地を確保するための物件移転補償を行う。

地区面積：91.4ha

施行期間：平成7年度～令和10年度（補助事業令和8年度ま

で）

進捗状況：事業費ベース83.4％（R4年度末）

350,221,000円

建物調査算定業務、街区確定測量業務、

道路築造舗装工事、

宅地造成工事

上下水道負担金、

物件補償費など

550,000,000円

建物調査算定業務、街区確定測量業務、

道路築造舗装工事、

宅地造成工事

上下水道負担金、

物件補償費など

350,221 550,000 Ａ Ａ Ｂ 継続実施



番

号
部名 課名 事業名称

種

類

裁

量

継

続

区

分

事業目的 事業概要 令和6年度 令和7年度 令和6年度 令和7年度

必

要

性

有

効

性

効

率

性

総合評価

448 建設水道部 水道課 水道施設維持管理事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

　民間企業の活力、技術力を活用し、水道事業の安定運営

を図り、将来に渡り良質な水道水を供給する施設の維持管

理の強化を図る。

　専門業者が定期的に点検することにより、異常・故障等

の早期発見に努める。

総事業費39,000千円

水道設備維持管理、水質検査、配水場・

自家発電・受電設備清掃、施設警備、植

栽管理

総事業費39,000千円

水道設備維持管理、水質検査、配水場・

自家発電・受電設備清掃、施設警備、植

栽管理

39,000 0 Ａ Ｂ Ａ 継続実施

449 建設水道部 水道課 水道料金等徴収業務委託

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

市民サービスの向上と水道事業経営の効率化を図るため、

民間企業へ水道料金等徴収業務を委託し、民間企業のノウ

ハウを活用し収納率の向上を図る。

上下水道料金徴収等業務委託

　窓口業務、検針業務、調定業務、収納業務、滞納整理業

務、開閉栓及び精算業務、

　給水執行停止業務、その他料金徴収関連業務多数

　契約期間：①令和3年6月1日～令和6年5月31日　委託

料：134,640,000円（月額（税抜）3,400千円）

　　　　　　②令和6年6月1日～令和9年5月31日　委託

料：151,140,000円（月額（税抜）3,817千円）

　　　　　  ※②については、プロポーザルにより事業者選

定を実施する。

長期継続契約

①（～R6.5.31）

・事業費7,480千円

②（R6.6.1～R7.3.31）

・事業費41,984千円

長期継続契約

・事業費50,380千円

49,646 0 Ａ Ａ Ａ 継続実施

450 建設水道部 水道課 配水管拡張・改良事業

ハ

ー

ド

事

業

裁

量

あ

り

継

続

　給水区域の拡張により給水人口の増加を図り、管路の

ループ化を行うことによって安定した水道水の供給を行

い、市民生活の維持・向上を図る。

　しもつけ産業団地の整備に併せ、管路の整備を行い水道

水の安定供給を行う。

　状況に合わせた計画的な給水区域の拡張を行い、併せて

管路のループ化を図ることにより適正な水質、水圧の確保

及び断水の防止を図り、水道水の安定供給に資する。

　しもつけ産業団地内の区画道路整備に併せ、配水管の布

設工事を実施する。

事業費：93,000千円

・工事費

　　　　10,000千円

　　　　80,000千円

・設計委託費

　　 　　3,000千円

事業費：23,000千円

・工事費

　　　　20,000千円

・設計委託費

　　 　　3,000千円

93,000 0 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

451 建設水道部 水道課
配水管布設（区画整理）

事業

ハ

ー

ド

事

業

裁

量

あ

り

継

続

　宅地造成整備を行う区画整理地内に配水管を布設するこ

とにより、新たな住宅地への安全安心な水道水を提供し住

民生活の質の向上を図る。

　区画整理事業の進捗により水道未給水地区が発生するた

め、配水管を布設し未給水地区を解消する。

事業費：40,000千円

・工事費

　　　  35,000千円

・設計委託料

　　　　 5,000千円

事業費：40,000千円

・工事費

　　　  35,000千円

・設計委託料

　　　　 5,000千円

40,000 0 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

452 建設水道部 水道課 水道施設整備事業

ハ

ー

ド

事

業

裁

量

あ

り

継

続

　長期間使用してきた設備は機能低下や故障を起こしやす

くなり、水道水の供給停止の恐れがある。このため、計画

的に設備の更新や改修を行い、機能低下や故障を未然に防

止し、安全な水道水を安定的に供給する。

配水施設及び水源施設の更新工事 総工事費230,000千円

　石14号井整備費

　　　 110,000千円

  南2号井設備更新

　　　　60,000千円

　国10号井設備更新

　　　　60,000千円

総工事費120,000千円

  石3号井設備更新

　　　　60,000千円

　石11号井設備更新

　　　　60,000千円

新石橋第１配水場用地買収費100,000千

円

230,000 0 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

453 建設水道部 水道課 配水管耐震化事業

ハ

ー

ド

事

業

裁

量

あ

り

継

続

　石綿セメント管及び塩ビ管は耐震性が低いため、地震等

の災害が発生した場合、管の破損等により断水が起こる可

能性がある。耐震管に布設替することにより、災害に強い

水道施設を構築する。

令和４年度末

石綿セメント管延長　L= 3,695ｍ

塩化ビニール管延長　L=42,799ｍ

工事費

　　　 150,000千円

更新計画延長

　石綿管 L＝1,100ｍ

　塩ビ管 L＝1,000ｍ

工事費

　　　 150,000千円

更新計画延長

　石綿管 L＝300ｍ

　塩ビ管 L＝1,800ｍ

150,000 0 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

454 建設水道部 下水道課 公共下水道事業

ハ

ー

ド

事

業

裁

量

あ

り

継

続

都市の持続的かつ健全な発展、公衆衛生の向上及び公共用

水域の水質の保全に寄与することを目的に、汚水処理施設

の整備を行っております。

また、市街地に降った雨を効率的に河川等へ放流し浸水被

害の防止を図ることを目的に、雨水処理施設の整備を行っ

ております。

さらには大規模な地震時でも、避難所等重要施設の下水道

機能を損なわず、維持し続けられるための耐震事業を進め

ております。

汚水処理施設：南河内地区（仁良川地区土地区画整理事業

地内）及び石橋地区（上古山・下石橋・中大領・下大領地

内）における汚水管渠の整備

雨水処理施設：南河内地区（仁良川地区土地区画整理事業

地内）及び石橋地区（石橋第三工業団地内）における雨水

管渠の整備

総合地震対策：重要な施設に指定されている、既存汚水処

理施設の耐震化事業

事業費 642,433千円

台帳修正等業務

雨水実施設計業務

耐震設計業務

汚水工事L=2,925m

雨水工事L=432.7m

汚水ます設置工事

事業費 872,505千円

台帳修正等業務

雨水実施設計業務

耐震設計業務

汚水工事L=5,142m

雨水工事L=361m

汚水ます設置工事

642,433 0 Ａ Ａ Ｂ 継続実施
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455 建設水道部 下水道課
特定環境保全公共下水道

事業

ハ

ー

ド

事

業

裁

量

あ

り

継

続

都市の持続的かつ健全な発展、公衆衛生の向上及び公共用

水域の水質の保全に寄与することを目的に、汚水処理施設

の整備を行っております。

また、大規模な地震時でも下水道機能が損なわれず機能を

維持し続けられるための耐震事業を行っております。

汚水処理施設：南河内地区（薬師寺・仁良川地内）及び国

分寺地区（小金井・笹原・柴・姿川西部地内）における汚

水管渠の整備

総合地震対策：重要な施設に指定されている、既存汚水処

理施設の耐震化事業

事業費 515,793千円

台帳修正等業務

管渠実施設計業務

汚水工事L=2,824m

汚水ます設置工事

事業費 222,943千円

台帳修正等業務

管渠実施設計業務

汚水工事　L=2,616m

（舗装本復旧）

汚水ます設置工事

515,793 0 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

456 建設水道部 下水道課 農業集落排水事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

農業集落排水施設の維持管理 農業集落排水施設の日常的な保守管理については民間業者

に委託する。

保守点検・調査等によ発見した不具合、又は苦情要望等に

ついては、必要に応じた修繕等を行う。

管路延長91.61㎞、ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ54箇所、ｸ

ﾘｰﾝｾﾝﾀｰ6箇所の維持管理

事業費：104,221千円

管路延長91.61㎞、ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ54箇所、ｸ

ﾘｰﾝｾﾝﾀｰ6箇所の維持管理

事業費：104,221千円 104,221 0 Ａ Ａ Ａ 継続実施

457 会計課 会計課 会計管理事務費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

会計業務の円滑な事務遂行を行う。 各会計の歳入・歳出を適正に管理するため、収納金の適切

な処理、調定決議書及び支出命令書等の迅速かつ的確な審

査、支払処理及び出納記録管理、決算調製等を実施する。

収入・支出処理は日常の業務で実施。

決算書の調製。

収入・支出処理は日常の業務で実施。

決算書の調製。

21,604 21,591 Ａ Ｂ Ｂ 継続実施

458 会計課 会計課 財政調整基金費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

会計年度間の財政調整を行い、将来にわたる市財政の健全

な運営に資するため、財政調整基金を設置し管理する。

基金利子の積立を行う。 利子の積立 利子の積立

4,289 4,289 Ｂ Ｂ Ａ 継続実施

459 会計課 会計課 減債基金費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

市債の償還及び適正な管理に必要な財源を確保し、将来に

わたる財政の健全な運営に資するため、減債基金を設置し

管理する。

基金利子の積立を行う。 利子積立 利子積立

3,471 3,471 Ｂ Ｂ Ａ 継続実施

460 会計課 会計課
地域づくり事業推進基金

費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

地域づくり事業を推進するため、地域づくり事業推進基金

を設置し管理する。

基金利子の積立を行う。 利子積立 利子積立

999 999 Ｂ Ｂ Ａ 継続実施

461 会計課 会計課 庁舎等整備基金費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

庁舎等の整備を図るため、庁舎等整備基金を設置し管理す

る。

基金利子の積立を行う。 利子の積立 利子の積立

1,660 1,660 Ｂ Ｂ Ａ 継続実施

462 会計課 会計課 公共施設整備基金費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

公共施設の整備促進を図るため、公共施設整備基金を設置

し管理する。

基金利子の積立を行う。 利子の積立 利子の積立

5,871 5,871 Ｂ Ｂ Ａ 継続実施

463 会計課 会計課 保健福祉施設整備基金費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

保健福祉施設の整備促進を図るため、保健福祉施設整備基

金を設置し管理する。

基金利子の積立を行う。 利子の積立 利子の積立

449 449 Ｂ Ｂ Ａ 継続実施

464 会計課 会計課 地域振興基金費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

地域振興事業の財源に充てるため、地域振興基金を設置し

管理する。

基金利子の積立を行う。 利子の積立 利子の積立

2,964 2,964 Ｂ Ｂ Ａ 継続実施
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465 会計課 会計課 土地開発基金費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

公用若しくは公共用に供する土地、または公共の利益のた

めに取得する必要のある土地を予め取得することにより、

事業の円滑な執行を図るため、土地開発基金を設置し管理

する。

基金利子の積立を行う。 利子の積立 利子の積立

1,486 1,486 Ｂ Ｂ Ａ 継続実施

466 会計課 会計課 地域福祉基金費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

高齢者の保健福祉の増進等、地域福祉の向上に資する事業

の財源に充てるため、地域福祉基金を設置し管理する。

基金利子の積立を行う。 利子の積立 利子の積立

971 971 Ｂ Ｂ Ａ 継続実施

467 会計課 会計課 森林環境整備促進基金費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓

発等の森林整備及びその促進に関することを目的に基金を

設置し管理する。

基金利子の積立を行う。 利子の積立 利子の積立

45 45 Ｂ Ｂ Ａ 継続実施

468 会計課 会計課 道の駅しもつけ基金費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

地域振興交流施設「道の駅しもつけ」の大規模修繕や改築

の財源に充てるため、道の駅しもつけ基金を設置し管理す

る。

基金利子の積立を行う。 利子の積立 利子の積立

212 212 Ｂ Ｂ Ａ 継続実施

469 会計課 会計課

新型コロナウイルス感染

症対策資金借入金利子補

給基金費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

新型コロナウイルス感染症対策の資金貸付事業の利子補給

金に充てるため、新型コロナウイルス感染症対策資金借入

金利子補給基金を設置し管理する。

基金利子の積立を行う。 利子の積立 利子の積立

44 44 Ｂ Ｂ Ａ 継続実施

470 会計課 会計課 グリーン保存育成基金費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

市の平地林、緑地公園等の清掃、保全、整備及び管理のた

め、グリーン保存育成基金を設置し管理する。

基金利子の積立を行う。 利子の積立 利子の積立

13 13 Ｂ Ｂ Ａ 継続実施

471 議会事務局 議事課 議員報酬等

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

地方自治法で義務付けられている議員報酬等の支払い。 市議会議員の報酬、期末手当、市議会議員共済会負担金等

の支払い。

議員18名 議員18名

126,827 126,827 Ａ Ｂ Ｂ 継続実施

472 議会事務局 議事課 議会委員会調査研究事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

市政発展のため必要な調査、研修及び行政視察を行い、議

員の政策形成及び立案能力の向上を図り、調査研究の成果

を市政に生かすことを目的とする。

議員と執行部による行政視察の実施及び検討結果の報告。

各常任委員会、各委員会、特別委員会の行政調査研究の実

施。

議員研修会、市民と議会との講演会の開催。

委員会及び執行部による行政視察

議員研修会

市民との講演会

委員会及び執行部による行政視察

議員研修会

市民との講演会 4,289 4,289 Ｂ Ｂ Ａ 継続実施

473 議会事務局 議事課 議長交際費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

他団体との交流を図るため、議長交際事業関係予算を計上

する。

他団体との交流を図る。

下野市議会議長交際費支出及び公表基準に基づき執行す

る。

他団体との交流 他団体との交流

300 300 Ａ Ｂ Ｂ 継続実施

474 議会事務局 議事課 議会運営費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

自治体の意思決定機関としての議会運営を円滑に行うこと

を目的とする。

議会運営全般に必要な経費。 本会議会議録の調製

会議録検索システムデータ作成

議会映像配信サービスの運用

全国、関東、県、県南6市議長会負担金

本会議会議録の調製

会議録検索システムデータ作成

議会映像配信サービスの運用

全国、関東、県、県南6市議長会負担金

6,667 6,107 Ａ Ｂ Ａ 継続実施
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475 議会事務局 議事課
議会ペーパーレスシステ

ム事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

タブレット端末導入により、議会内の情報伝達・情報共有

の迅速化を図るとともに、ペーパレス化を推進し、資料印

刷、郵送料等に要する時間と経費節減を図る。また、災害

発生時の対応ツールとして活用する。

タブレット端末の導入・活用によりペーパレス化を図り、

議会ＩＣＴ化を推進する。

タブレット端末の活用 タブレット端末の活用

2,796 2,796 Ａ Ｂ Ａ 継続実施

476 議会事務局 議事課 議会広報事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

下野市議会基本条例の基本理念である市民にわかりやすい

議会を目指して、議会広報紙「議会だより」を発行し、議

会の活動内容等を市民に周知する。

「下野市議会だより」（年４回）発行にかかる印刷製本

費。

議会だより

17,300部×4回

議会だより

17,300部×4回

2,405 2,405 Ａ Ｂ Ａ 見直し実施

477 農業委員会事務局 農業委員会事務局 農業委員会運営費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

農地法等の法令業務を適正に執行し農地の適正管理を推進

するとともに、農地の貸借を促進し優良農地の確保と効率

的利用を図る。また、多様な経営形態の農業者に対応でき

るように効率的な農地情報の収集や提供をする。

・毎月25日を基本に農業委員会総会を開催し、農地法等に

関する許認可を審議する。

・農地の貸し借りや所有者の移動に合わせて農地台帳を整

備する。

・農地情報公開システムの更新を行う。

・毎年１回、市全域を対象とした農地パトロールを実施

し、遊休農地等を把握するとともに、遊休農地の所有者等

に利用意向調査を実施し、遊休農地の解消に努める。

・農業委員会総会の開催、許認可の審議

・タブレット活用による農地管理

・農地パトロール

・新規就農者等への支援

・農業情報公開システム地図データ更新

・農業委員会総会の開催、許認可の審議

・タブレット活用による農地管理

・農地パトロール

・新規就農者等への支援

・農業情報公開システムの更新
7,435 3,981 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

478 農業委員会事務局 農業委員会事務局 農業委員会運営費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

農業委員会等に関する法律に基づく法令業務等の職務を遂

行するための報酬

農地利用の最適化の推進

地域計画策定の協力

・農業委員　16名　報酬（月額）会長：52,000円、職務代

理：43,000円、委員：38,000円

　〈任期〉7期　令和3年9月4日～令和6年9月3日／8期

令和6年9月4日～令和9年9月3日

・農地利用最適化推進委員20名　　報酬（月額）32,000円

　〈任期〉2期　令和3年9月17日～令和6年9月3日（3期が

委嘱を受ける前日まで）

　　　　　3期　令和6年9月委嘱を受けた日～令和9年9月3

日

・農地利用最適化活動にかかる加算額報酬　30,000×36名

＝1,080,000円

・地域計画策定の協力

・基本的に毎月25日に農業委員会総会

・農地利用最適化推進委員は農業委員と

連携して活動

・農業委員、農地利用最適化推進委員の

任命・委嘱

・基本的に毎月25日に農業委員会総会

・農地利用最適化推進委員は農業委員と

連携して活動

17,874 16,344 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

479 農業委員会事務局 農業委員会事務局 農業経営向上支援事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

（

一

部

あ

り

）

継

続

・効率的な農業経営を行うため、経営管理指導及び研修会

を開催し農業経営管理能力の向上を目的とする。

・家族経営協定は、農業従事者にとって農業が魅力的でや

り甲斐のある職業となるよう、また従事者の意欲と能力が

十分に発揮できる環境作りを目指し実施する。

・総会、研修会等を開催し、農業青色申告の推進を図る。

・参画できる魅力的な農業経営を目指し家族経営協定の推

進を図る。

・青色申告会会員等の研修会

・家族経営協定の周知

・青色申告会会員等の研修会

・家族経営協定の周知

346 346 Ｂ Ｂ Ｂ 見直し実施

480 農業委員会事務局 農業委員会事務局 農業者年金業務委託事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

・独立行政法人農業者年金基金より業務委託を受けた農業

者の為の公的年金事業である。

・農業者の老後の安定と福祉の向上、農業経営の近代化及

び農地保有の合理化等(農業後継者等担い手の確保・育成)

農業者の将来生活への支援をする。

農業者年金加入推進活動を含めた制度の普及と、年金受給

者等の相談に応じた管理指導など農業者年金業務の円滑な

運営に努める。

・農業者年金加入受給相談、手続き

・現況届受付報告

・研修会の開催と加入推進活動

・農業者年金加入受給相談、手続き

・現況届受付報告

・研修会の開催と加入推進活動 218 218 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

481 農業委員会事務局 農業委員会事務局 農業者年金業務委託事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

・独立行政法人農業者年金基金より業務委託を受けた農業

者の為の公的年金事業である。

・農業者の老後の安定と福祉の向上、農業経営の近代化及

び農地保有の合理化等(農業後継者等担い手の確保・育成)

農業者の将来生活への支援をする。

農業者年金加入推進活動を含めた制度の普及と、年金受給

者等の相談に応じた管理指導など農業者年金業務の円滑な

運営に努める。

新農業委員、農地利用最適化推進委員の参考図書（研修用

資料）

・農業者年金加入受給相談、手続き

・現況届受付報告

・研修会の開催と加入推進活動 53 0 Ａ Ｂ Ｂ 継続実施
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482 農業委員会事務局 農業委員会事務局 国有農地管理事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

・農地法附則の規定に基づき管理されている国有農地の維

持管理費用。

・農地改革により国が買収した農地等のうち、さまざまな

理由により未売却の農地等を農地法に基づき所在する市町

村が維持管理する業務。未売却の農地等を農地法に基づき

所在する市町村が維持管理をする業務。

・下野市内に点在する農林水産省所管の国有農地を管理す

るため、位置を含めた台帳の整備及び管理を行う。また、

国有農地への不法占有や無断使用、不法投棄等を未然に防

ぐため、定期的にパトロールを行うとともに、国有農地の

利用に関する事務処理を行う。

国有農地の維持管理

計12筆

国有農地の維持管理

計12筆

151 151 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

483 行政委員会事務局 行政委員会事務局
固定資産評価審査委員会

費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

固定資産課税台帳に登録された価格（評価額）に関する不

服審査の申し立てについて、固定資産評価審査委員会を開

催し、審査及び決定の事務を行う。

固定資産評価審査委員会の運営に関すること

３名の委員で構成される固定審査評価審査委員会は、固定

資産課税台帳に登録された価格に関する不服審査の申出を

受けた場合、直ちに必要と認められる調査、その他審査を

行い、その審査結果を審査申出者及び市長に報告する。ま

た、研修会等に参加し知識を高める。

委員会開催、研修会参加 委員会開催、研修会参加

268 268 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

484 行政委員会事務局 行政委員会事務局 公平委員会費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

人事行政の公正を期し、職員が安心して職務に専念できる

環境の確保に努める。また、的確な公平審査の実施をめざ

す。

職員の勤務条件に関する措置の要求及び職員に対する不利

益処分を審査し裁決する。

職員団体の登録、職員の苦情処理、ならびにこれについて

の必要な措置を講ずるために設置された公平委員会の運営

と公平委員会委員（３名）及び事務局職員の各種研修会へ

の参加等を行っている。

市公平委員会実施、全国公平委員会連合

会本部研究会出席、

全国公平員会連合会関東支部総会・研究

会出席、県公平委員会連合会総会・研修

会出席

市公平委員会実施、全国公平委員会連合

会本部研究会出席、全国公平員会連合会

関東支部総会・研究会出席、県公平委員

会連合会総会・研修会出席
612 612 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

485 行政委員会事務局 行政委員会事務局 行政不服審査会費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる

行為に関し、市民が審査請求をした際に、審理員意見書を

基に審査庁が諮問した案件について、第三者として行政不

服審査会を開催し、審査庁の裁決の判断の妥当性をチェッ

クすることにより、一定の公平性を確保する。

行政不服審査会の運営に関すること。

行政不服審査会の委員の委嘱、事務連絡。審査庁の諮問に

応じて、行政不服審査会の開催、審議、答申。

不服申立てに係る事件ごとに審査会を開

催

不服申立てに係る事件ごとに審査会を開

催

241 241 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

486 行政委員会事務局 行政委員会事務局 選挙管理委員会費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

選挙が公明かつ適正に行われることを確保するため、公職

選挙法及び関係法令の定めるところにより、４名の委員で

構成される選挙管理委員会が行う選挙に関する事務や、関

連事務を管理する。

選挙管理委員会の運営に関すること

　選挙人名簿の調製

　年４回の委員会開催（定時登録６月、９月、１２月、３

月）

　随時開催（選挙執行時等）

　各種研修会等への参加

委員会開催、研究会、研修会出席 委員会開催、研究会、研修会出席

740 740 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

487 行政委員会事務局 行政委員会事務局 選挙啓発費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

選挙が公明かつ適正に行われるように、有権者の意識向上

に努めるとともに、投票の棄権防止ときれいな選挙の実現

を目指す。

下野市明るい選挙推進協議会の協力の下、市民に政治参加

を直接呼びかけて選挙の重要性の理解を得て投票率の向上

を目指す。

明るい選挙運動の推進

　明るい選挙啓発ポスターコンクール

　市内小中学校等への選挙用資材の貸し出し(生徒会選挙実

施等)

　明るい選挙推進協議会の活動推進

　若者を対象とした啓蒙啓発活動

　研修会等への参加

明るい選挙啓発ポスターコンクール、学

校への選挙用資材の貸し出し、若者を対

象とした啓蒙啓発活動、研修会等への参

加

明るい選挙啓発ポスターコンクール、学

校への選挙用資材の貸し出し、若者を対

象とした啓蒙啓発活動、研修会等への参

加 233 233 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

488 行政委員会事務局 行政委員会事務局 参議院議員選挙費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

参議院議員通常選挙の適正な執行と管理を行う。 令和７年７月２８日任期満了に伴う参議院議員通常選挙の

執行事務。

選挙事務関係者の委任・選任、ポスター掲示場の設置、選

挙人名簿の登録・作成、期日前投票、不在者投票、当日投

票、開票等の事務を行う。

選挙管理委員会開催、選挙人名簿調製、

投開票所の設営、投開票事務

0 30,443 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

489 行政委員会事務局 行政委員会事務局 知事選挙

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

栃木県知事選挙の適正な執行と管理を行う。 令和６年１２月８日任期満了に伴う栃木県知事選挙の執行

事務。

選挙事務関係者の委任・選任、ポスター掲示場の設置、選

挙人名簿の登録・作成、期日前投票、不在者投票、当日投

票、開票等の事務を行う。

選挙管理委員会開催、選挙人名簿調製、

投開票所の設営、投開票事務

26,581 0 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

490 行政委員会事務局 行政委員会事務局 監査委員費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

行財政の公正で効率的な運営を確保するため、財務や事業

の管理について法令や予算に基づいて適正に行われている

か監査を行う。

例月出納検査、定期監査、決算審査、財政援助団体監査等

を実施する。また、監査委員の職務を補助し、監査委員が

実施する監査等において、事前に関係帳簿・書類・資料等

の提供を行い、効率的な業務の推進を図る。

例月出納検査、定期監査、財政援助団体

監査、決算審査の実施

関東都市監査委員会総会、県都市監査委

員会総会・定例会出席

例月出納検査、定期監査、財政援助団体

監査、決算審査の実施

関東都市監査委員会総会、県都市監査委

員会総会・定例会出席

1,231 1,231 Ａ Ａ Ｂ 継続実施



番

号
部名 課名 事業名称

種

類

裁

量

継

続

区

分

事業目的 事業概要 令和6年度 令和7年度 令和6年度 令和7年度

必

要

性

有

効

性

効

率

性

総合評価

491 行政委員会事務局 行政委員会事務局 衆議院議員選挙費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

参議院議員通常選挙の適正な執行と管理を行う。 令和７年１０月３０日任期満了に伴う衆議院議員総選挙の

執行事務。

選挙事務関係者の委任・選任、ポスター掲示場の設置、選

挙人名簿の登録・作成、期日前投票、不在者投票、当日投

票、開票等の事務を行う。

選挙管理委員会開催、選挙人名簿調製、

投開票所の設営、投開票事務

0 31,592 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

492 教育委員会 教育総務課 教育委員会運営事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

教育委員会の円滑な運営を図るための経費 教育委員会は合議制の執行機関であり、教育長及び教育委

員4名により教育委員会会議を開催する。

・教育委員会会議の開催や総合教育会議の開催

・教育委員の各種研修会、学校訪問、教育福祉常任委員と

の懇談会等の出席

・下都賀地区市町教育委員会連合会負担金などの各種研修

負担金

合計　　2,280千円

報酬　　1,728千円

旅費　　　172千円

需用費　   78千円

負担金　  302千円

合計　　2,280千円

報酬　　1,728千円

旅費　　　172千円

需用費　   78千円

負担金　  302千円

2,280 2,280 Ａ Ａ Ａ 継続実施

493 教育委員会 教育総務課 教育総務運営事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

・児童表彰：児童の優れたところを見出して表彰し、自信

と誇りを持たせ、健全な心身の発達を助長することを目的

とする。

・教育のつどい：表彰及び講演会等により市の教育、文

化、スポーツの振興を図ることを目的とする。

・教育委員会点検評価：地方教育行政の組織及び運営に関

する法律に基づき、権限に属する事務等の管理及び執行の

状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告

書を議会に提出し、公表する。

・児童表彰：「下野市児童表彰条例」に基づき、市内小学

校及び義務教育学校等の６年生を対象に、市長からメダル

と賞状の授与を行う。

・教育の集い：市の教育、文化、スポーツの振興発展に貢

献し、功績等があった個人及び団体を表彰するとともに、

振興に資するための講演会等を行う。

・教育委員会点検評価：教育委員会の事務事業について外

部評価委員会による点検評価を行い評価報告書を作成す

る。

報酬等  1,757千円

旅費　    171千円

交際費　   80千円

需用費等  365千円

負担金 　 112千円

報酬等  1,757千円

旅費　    171千円

交際費　   80千円

需用費等  365千円

負担金 　 112千円 2,485 2,485 Ａ Ｂ Ａ 継続実施

494 教育委員会 教育総務課 教育総務運営事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

な

し

継

続

学校施設等借入金の償還を行う。 関連公共施設整備資金借入償還金

　令和4年度末残高　計　3,185,863円(南河内第二中)

合計　　 1,594千円

第二中 　1,594千円

1,594 0 Ａ Ａ Ａ 継続実施

495 教育委員会 教育総務課 教育環境管理事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

学校や保護者、地域住民が連携し、校内外における子ども

たちの安全を確保し、安心して学習できる環境を整備する

ためスクールガード事業を支援する。また、行政の枠を超

えた「下野市通学路安全推進会議」を開催し、学校からの

要望に基づく整備を推進する。

実験で使用した薬品の廃棄を行い、環境の保全に努める。

スクールガード事業（新1年生のホイッスル購入・ｽｸｰﾙｶﾞｰ

ﾄﾞﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの保険加入）

青色パトロール講習会及び巡回パトロールの実施

学校設置消火器の更新（使用期限が過ぎている消火器）

理科実験使用済みの薬品廃棄

報償費　　200千円

需用費　　181千円

手数料  2,710千円

保険料　　155千円

使用料　　228千円

備品購入　562千円

報償費　　200千円

需用費　　181千円

手数料  2,710千円

保険料　　155千円

使用料　　228千円

備品購入　562千円

4,036 4,036 Ａ Ｂ Ａ 継続実施

496 教育委員会 教育総務課 学校適正配置推進事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

下野市の学校教育をより質の高い教育環境に引き上げてい

くため、また児童生徒に

より良い教育環境を提供するため、学校や地域と連携しな

がら学校の適正配置に向けた事業を進める。

小規模特認校である細谷小学校の令和７年度中間評価に向

けた準備を行う。

その他、学校の適正規模、適正配置について必要な検討を

行う。

細谷小学校の検証に基づく事業の推進等 細谷小学校の検証に基づく事業の推進等

（中間報告）

290 345 Ａ Ｂ Ａ 継続実施

497 教育委員会 教育総務課 奨学金貸付事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

経済的理由により修学困難な学生・生徒に対し、無利子で

奨学金の貸付けを行うことにより有能な人材を育成し、下

野市の教育を進展させることを目的とする。

無利子の奨学金貸付を実施し、高校・大学生等の学資に係

る経済的支援を行う。

R1年度　大学生7名、高校生1名　　R2年度　大学生10

名、高校生1名

R3年度　大学生9名　　R4年度　大学生10名、高校生1名

R5年度　大学生11名

緊急在学奨学生：貸付年度途中の家計急変などによる在学

生の奨学支援を行う。

H28年度から奨学金の増額や選択制の導入、入学一時金の

制度を創設した。

R5年度から定住促進策として償還額の一部免除制度を創設

した。

合計 　 27,600千円

既存　　17,660千円

現年　 　9,940千円

合計 　 31,300千円

既存　　21,360千円

現年　 　9,940千円

27,600 31,300 Ａ Ｂ Ａ 継続実施



番

号
部名 課名 事業名称

種

類

裁

量

継

続

区

分

事業目的 事業概要 令和6年度 令和7年度 令和6年度 令和7年度

必

要

性

有

効

性

効

率

性
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498 教育委員会 教育総務課 小学校給食共通管理事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

市内小学校の学校給食の維持管理を図り、安全で安心な学

校給食を児童に提供する。

調理業務を民間業者に委託する。

（祇園小・緑小・古山小・石橋北小・石小）

調理室細菌検査年1回、調理員検便検査月2回、ノロ検査月

1回（10～3月）を行う。

給食調理室の維持管理を行う。（防虫駆除・排気設備清

掃）

会計年度任用職員（栄養士）を配置し、アレルギー対応等

を行う。

事業費   98,803千円

報酬　：  7,110千円

職員手当等：1,368千円

旅費　：　  410千円

需用費：  4,888千円

役務費：　  456千円

委託料： 84,571千円

事業費   99,612千円

報酬　：  7,196千円

職員手当等：1,385千円

旅費　：　  410千円

需用費：  2,912千円

役務費：　  456千円

委託料： 87,253千円

98,803 99,612 Ａ Ｂ Ａ 継続実施

499 教育委員会 教育総務課 小学校給食備品整備事業

ハ

ー

ド

事

業

裁

量

あ

り

継

続

市内小学校の学校給食の維持管理を図り、安全で安心な学

校給食を児童に提供する。

給食備品の更新計画に基づき、備品更新を行う。 事業費：3,765千円

備品購入費:3,765千円

事業費：4,635千円

備品購入費:4,635千円

3,765 4,635 Ａ Ｂ Ｂ 見直し実施

500 教育委員会 教育総務課 中学校給食共通管理事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

市内中学校の学校給食の維持管理を図り、安全で安心な学

校給食を生徒に提供する。

調理業務を民間業者に委託する。（南河内二中・石中）

調理室細菌検査年1回、調理員検便検査月2回、ノロ検査月

1回（10～3月）を行う。

給食調理室の維持管理を行う。（防虫駆除・排気設備清

掃）

栄養士（会計年度任用職員）を配置する。

事業費：56,281千円

報酬　： 2,425千円

期末手当： 467千円

旅費　：　 167千円

需用費： 1,579千円

役務費：　 167千円

委託料：51,476千円

事業費：58,324千円

報酬　： 2,425千円

期末手当： 467千円

旅費　：　 167千円

需用費： 2,192千円

役務費：　 167千円

委託料：52,906千円

56,281 58,324 Ａ Ｂ Ａ 継続実施

501 教育委員会 教育総務課 中学校給食備品整備事業

ハ

ー

ド

事

業

裁

量

あ

り

継

続

市内中学校の学校給食の維持管理を図り、安全で安心な学

校給食を生徒に提供する。

給食備品の更新計画に基づき、備品更新を行う。 事業費：3,089千円

備品購入費:3,089千円

事業費：1,890千円

備品購入費:1,890千円

3,089 1,890 Ａ Ｂ Ｂ 見直し実施

502 教育委員会 教育総務課
学校給食センター管理事

業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

国分寺小学校、国分寺東小学校、細谷小学校、国分寺中学

校の４校の学校給食を実施する。

・調理・配送・配膳業務委託を実施する。食数 1,500食、

うちｱﾚﾙｷﾞｰ対応食 23食。

・国分寺学校給食センターの運営を適正かつ円滑に行うた

め、運営委員会を開催する。

・安全で安心な学校給食を提供するため、施設の各種保守

点検、維持管理、清掃等の業務委託の実施、計画的な食器

類の更新とともに、随時、設備の修繕を実施する。

実施給食数

小学校3校　1,000食

中学校1校　　500食

　合計　　 1,500食

実施給食数

小学校3校　1,000食

中学校1校　　500食

　合計　　 1,500食 124,128 126,778 Ａ Ａ Ａ 継続実施

503 教育委員会 教育総務課
小学校スクールバス運行

事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

学校再編に伴い、国分寺西小学校区に居住する児童を国分

寺小学校へ送迎するためのスクールバスを運行する。

平成３１年４月から運行管理業務委託によるスクールバス

２台の運行を開始。

令和４年５月から、登下校時の送迎、校外授業時の利用を

含む一般貸切旅客自動車運送事業（貸切バス）として運行

を開始。（令和８年度までの長期継続契約）

バス停留所３か所を設定

委託料　12,858千円 委託料　12,858千円

12,858 12,858 Ａ Ｂ Ａ 継続実施

504 教育委員会 教育総務課
学校給食センター設備改

修事業

ハ

ー

ド

事

業

裁

量

あ

り

継

続

給食センターは、事業開始から18年が経過しており、設備

の老朽化が進んでいる。設備の故障は、修繕により対応し

てきたが、一部の設備で更新及び改修を要するものが出て

いる。計画的に設備の更新及び改修を図り、安心で安全な

学校給食を提供する。

給食センター開設　平成18年9月1日

給食数　　　　　　1,500食

調理機器設備等の更新及び改修

総事業費

　  31,163千円

　工事請負費

 　　5,060千円

　備品購入費

　　26,103千円

総事業費

　　65,395千円

　工事請負費

    15,400千円

　備品購入費

　　49,995千円

31,163 65,395 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

505 教育委員会 教育総務課
教育情報ネットワーク活

用事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

市内小中学校を全校接続することにより、学校間の連携を

深める。

校務にかかる情報を電子化し共有することにより事務の効

率化を図る。

事務効率化により生まれた時間を児童生徒に向けることに

より教育の質の向上を図る。

市内全校と教育委員会を結ぶ教育情報ネットワークの管理

運営を行う。

グループウェアの共同利用により教育委員会・教職員間の

情報共有を図る。

ＨＰの管理運営・学校情報機器管理を行う。

令和6年度に国分寺地区の一部機器入替を予定している。

事業費：48,477千円

需用費： 　814千円

役務費： 6,863千円

委託料：14,609千円

借上料：24,106千円

備品購入費：2,085千円

事業費：49,905千円

需用費： 　287千円

役務費： 6,863千円

委託料：14,576千円

借上料：27,765千円

備品購入費：414千円

48,477 49,905 Ａ Ａ Ａ 継続実施



番

号
部名 課名 事業名称

種

類

裁

量

継

続

区

分

事業目的 事業概要 令和6年度 令和7年度 令和6年度 令和7年度

必

要

性

有

効

性

効

率

性

総合評価

506 教育委員会 教育総務課 小学校施設管理事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

児童の安全・安心な学校生活を確保するため、施設の修繕

や定期的な保守管理が必要となることから、予算の一元管

理による経費の削減と効率化を図りつつ、学校施設の修

繕・維持管理を行う。

市内小学校施設における警備、電気、消防設備の保守、樹

木管理等の実施によって、良好な学習環境と安全・安心な

学校運営を確保する。

総事業費111,449千円

需用費79,761千円

役務費2,751千円

委託料25,810千円

借上料3,127千円

総事業費111,449千円

需用費79,761千円

役務費2,751千円

委託料25,810千円

借上料3,127千円

111,449 111,449 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

507 教育委員会 教育総務課 小学校施設整備事業

ハ

ー

ド

事

業

裁

量

あ

り

継

続

児童の安全・安心な学校生活を確保するため、故障等によ

る危険個所の改修工事を行う。

教育環境維持のため、故障等による危険個所の修繕・改修

に係る設計及び工事。

総事業費31,000千円

委託料 　1,000千円

工事請負費

　　　　30,000千円

総事業費31,000千円

委託料 　1,000千円

工事請負費

　　　　30,000千円

31,000 31,000 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

508 教育委員会 教育総務課
小学校コンピュータ管理

事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

情報機器を活用し、学習の効果が上がる授業の工夫に努め

る。

情報通信機器等を活用し、下野市の将来を担う児童たちの

情報活用能力の向上を図る。

教員用PC、パソコン教室用PCの定期更新を行う。

機器の保守を行う。

小学校コンピュータ導入台数　3,484台

教職員用 212台、ＰＣ教室用 350台、1人1台端末 2,922台

令和6年度に国分寺地区の一部機器入替を予定している。

事業費　65,960千円

修繕料：　 300千円

委託料：17,452千円

借上料：48,208千円

事業費　73,770千円

修繕料： 1,250千円

委託料：17,452千円

借上料：55,068千円
65,960 73,770 Ａ Ａ Ａ 継続実施

509 教育委員会 教育総務課 中学校施設管理事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

生徒の安全・安心な学校生活を確保するため、施設の修繕

や定期的な保守管理が必要となることから、予算の一元管

理による経費の削減と効率化を図りつつ、学校施設の修

繕・維持管理を行う。

市内3中学校施設における警備、電気、消防設備の保守、樹

木管理等の実施によって、良好な学習環境と安全・安心な

学校運営を確保する。

総事業費58,946千円

需用費　44,617千円

役務費　 1,194千円

委託料　11,854千円

借上料　 1,281千円

総事業費58,946千円

需用費　44,617千円

役務費　 1,194千円

委託料　11,854千円

借上料　 1,281千円

58,946 58,946 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

510 教育委員会 教育総務課 中学校施設整備事業

ハ

ー

ド

事

業

裁

量

あ

り

継

続

生徒の安全・安心な学校生活を確保するため、故障等によ

る危険個所の改修工事を行う。

教育環境維持のため、故障等による危険個所の修繕・改修

における設計及び工事。

委託料 1,000千円

工事請負費　22,000千円

委託料 1,000千円

工事請負費　22,000千円

23,000 23,000 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

511 教育委員会 教育総務課
中学校コンピュータ管理

事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

情報機器を活用し、学習効果を高める授業の工夫に努め

る。

情報通信機器等を活用し、下野市の将来を担う生徒の情報

活用能力の向上を図る。

教員用PC、パソコン教室用PC、特別・普通教室用PCの定期

更新を行う。

情報機器の保守を行う。

コンピュータ導入台数　1,721台

教職員用105台、ＰＣ教室123台、1人1台端末1,493台

令和6年度に国分寺地区の一部機器入替を予定している。

事業費：31,886千円

需用費：300千円

委託料：6,742千円

借上料：24,844千円

事業費：36,090千円

需用費：786千円

委託料：6,742千円

借上料：28,562千円

31,886 36,090 Ａ Ａ Ａ 継続実施

512 教育委員会 教育総務課
南河内第二中学校区給食

室改修事業

ハ

ー

ド

事

業

裁

量

あ

り

継

続

南河内地区学校給食検討委員会において、運営方式につい

て検討がなされた結果、南河内第二中学校区については、

祇園小学校を親とする親子方式が望ましいとの方向性が決

定したため、各校の給食施設の改修を行う。

祇園小学校（親）：既存施設の改修及び増築

緑小学校、南河内第二中学校（受配校）：搬入口・配膳室

等の整備

令和元年度：基本設計業務委託

令和２～４年度：建築基準法許可に向けた準備

令和５年度：給食方式及び建設候補地の再検討

令和６年度：実施設計業務委託、補助要望

令和７・８年度：改修工事

手数料　500千円

委託料　36,718千円

委託料　8,400千円

工事請負費200,000千円

37,218 208,400 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

513 教育委員会 教育総務課
南河内第二中学校トイレ

改修事業

ハ

ー

ド

事

業

裁

量

あ

り

継

続

時代の変化に伴う施設のづらさを解消するため、トイレの

洋式化・ドライ化を図り、生徒にとって安全・安心な教育

環境の充実を図る。

既存トイレの改修：便器の洋式化及び床面のドライ化

令和４年度：実施設計業務委託

令和５年度：Ⅰ期改修工事

令和６年度：Ⅱ期改修工事

委託料　 1,297千円

工事請負費

　　　95,786千円 97,083 0 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

514 教育委員会 教育総務課
義務教育学校施設管理事

業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

児童・生徒の安全・安心な学校生活を確保するため、施設

の修繕や定期的な保守管理が必要となることから、予算の

一元管理による経費の削減と効率化を図りつつ、学校施設

の修繕・維持管理を行う。

義務教育学校施設における警備、電気、消防設備の保守、

樹木管理等の実施によって、良好な学習環境と安全・安心

な学校運営を確保する。

総事業費19,356千円

需用費13,800千円

役務費900千円

委託料4,062千円

借上料594千円

19,356 0 Ａ Ａ Ｂ 継続実施



番

号
部名 課名 事業名称

種

類

裁

量

継

続

区
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必

要
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有

効
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515 教育委員会 教育総務課
義務教育学校施設整備事

業

ハ

ー

ド

事

業

裁

量

あ

り

継

続

児童・生徒の安全・安心な学校生活を確保するため、故障

等による危険個所の改修工事を行う。

教育環境維持のため、故障等による危険個所の修繕・改修

における設計及び工事。

総事業費5,500千円

委託料500千円

工事請負費5,000千円

総事業費5,500千円

委託料500千円

工事請負費5,000千円 5,500 5,500 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

516 教育委員会 教育総務課
義務教育学校コンピュー

タ管理事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

情報機器を活用し、学習の効果が上がる授業の工夫に努め

る。

情報通信機器等を活用し、下野市の将来を担う児童生徒た

ちの情報活用能力の向上を図る。

教員用PC、パソコン教室用PCの定期更新を行う。

機器の保守を行う。

義務教育学校コンピュータ導入台数　1,027台

教職員用 60台、ＰＣ教室用 82台、1人1台端末885台

事業費　1,136千円

修繕料：　200千円

委託料：　936千円

事業費　2,224千円

修繕料：　488千円

委託料：　936千円

借上料：　800千円

1,136 2,224 Ａ Ａ Ａ 継続実施

517 教育委員会 教育総務課
義務教育学校給食共通管

理事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

市内義務教育学校の学校給食の維持管理を図り、安全で安

心な学校給食を生徒に提供する。

調理業務を民間業者に委託する。

（南河内小中学校）

調理室細菌検査年1回、調理員検便検査月2回、ノロ検査月

1回（10～3月）を行う。

給食調理室の維持管理を行う。（防虫駆除・排気設備清

掃）

事業費  29,027千円

需用費： 　713千円

役務費：　  84千円

委託料：28,230千円

事業費  34,824千円

需用費： 　713千円

役務費：　  84千円

委託料：34,027千円
29,027 34,824 Ａ Ｂ Ａ 継続実施

518 教育委員会 教育総務課
石橋中学校屋内運動場照

明改修事業

ハ

ー

ド

事

業

裁

量

あ

り

新

規

老朽化による照明不点灯の解消及びLED化を行い、生徒に

とって安全・安心な教育環境の充実を図る。

令和５年度：実施設計業務委託

令和６年度：工事管理業務委託、改修工事

委託料　500千円

工事請負費

　　　52,266千円 52,766 0 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

519 教育委員会 学校教育課
下野子ども力発動プロ

ジェクト事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

子どもたちが主体的に協議・交流し、子どもたち自身の手

で、子どもたちのためになる運動を展開することにより、

主体的に関わり、発信し、行動できる子を育てる。「いじ

めをしない・させない・見逃さない」など、正しい判断の

できる子を育てる。下野市の３中学校及び１義務教育学校

の生徒会を中心として、子どもたち自身により「学校生活

をよりよくするために心がけること」を考えて決定し、市

内すべての児童生徒や地域、保護者へ周知を行い、いじめ

撲滅や環境問題に関する内容も盛り込み、意識付けや実践

化を図る。

年2回の生徒会交流会を実施し、各校独自の活動と共通の活

動を計画・実施する。また各中学校区の児童生徒交流会を

実施し、地域の子どもたちが一体となった活動を計画・実

践する。内容としては、いじめ撲滅運動、校内外でのあい

さつ運動、地域清掃活動や募金活動などのボランティア活

動、学校生活でのエコ活動等を実践する。12月の｢こども未

来プロジェクト発表会」において、一年間の活動の報告を

行う。

生徒会交流会、児童生徒交流会(小中一貫

の活動計画)、クリアファイル配布、エコ

プロジェクト推進、

いじめ防止活動推進

生徒会交流会、児童生徒交流会(小中一貫

の活動計画)、クリアファイル配布、エコ

プロジェクト推進、

いじめ防止活動推進

763 763 Ａ Ａ Ａ 継続実施

520 教育委員会 学校教育課 学校教育運営事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

児童生徒、教職員の検診（健康診断、メンタルヘルス

チェック）の実施、学校医等の配置を実施することにより

健康で安全な学校生活を送れるよう支援するとともに、各

種負担金、補助金等により教育活動を支援する。各種事業

（臨海自然教室、学校音楽祭等）に必要な民間バスを借り

上げる。学級数の増加に対応し、教師用教科書不足分等を

購入する。

南河内小中学校スクールバスを運行する。部活動の地域移

行を実施する。外国籍児童に対する支援を行う。

学校教育運営を円滑に進めるため予算を確保し、各種事業

を展開していく。

各校に、児童生徒、教職員の健康増進等を図るため、学校

医等を配置する。臨海自然教室や音楽発表会での民間バス

を借り上げるとともに、部活動や各種部会、研究会には補

助等を行う。また、学校管理下における災害に対応するた

め共済制度に加入する。可動式階段昇降機の維持管理を実

施する。いじめ問題に対して専門的な対応を実施するため

「いじめ問題対策連絡協議会」「いじめ問題専門委員会」

を設置する。南河内小中学校スクールバスを運行する。部

活動の地域移行を推進する。外国籍児童の日本語指導を行

う。

学校健診、ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ、ｽﾎﾟｰﾂ振興ｾﾝﾀｰ掛

金、ﾊﾞｽ借上げ、補助金等、階段昇降機、

いじめ問題対策連絡協議会等、ｽｸｰﾙﾊﾞｽ運

行、部活動地域移行、日本語指導

学校健診、ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ、ｽﾎﾟｰﾂ振興ｾﾝﾀｰ掛

金、ﾊﾞｽ借上げ、補助金等、階段昇降機、

いじめ問題対策連絡協議会等、ｽｸｰﾙﾊﾞｽ運

行、部活動地域移行、日本語指導

100,212 104,622 Ａ Ｂ Ａ 継続実施



番
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521 教育委員会 学校教育課 児童生徒就学援助費事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

経済的な理由により就学困難と認定した児童生徒の保護者

に対して、就学費の一部を援助し、義務教育の円滑な実施

を図る。

特別支援学級に就学する児童生徒の保護者に対して、特別

支援教育就学奨励費の支給を行う。

学用品費、校外活動費、修学旅行費、給食費、新入学学用

品費、入学準備金、医療費の一部を援助。入学準備金制度

導入（平成29年度より）

特別支援学級に就学する児童生徒の保護者に対して、特別

支援教育就学奨励費の支給を行う。

要保護、準要保護児童生徒就学援助費の認定予定者は265

人（小学校169人、中学校96人）。

特別支援教育就学奨励費の認定予定者は150人（小学校95

人、中学校55人）。

認定した者に就学費の一部を支給する。

特別支援学級に就学する児童生徒の保護

者に奨励費の支給を行う。

認定した者に就学費の一部を支給する。

特別支援学級に就学する児童生徒の保護

者に奨励費の支給を行う。

29,748 29,748 Ａ Ａ Ａ 継続実施

522 教育委員会 学校教育課
スクールアシスタント配

置事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

児童生徒一人一人を大切にしたきめ細やかな指導と効果的

な授業を推進するため、学級支援指導助手、学校生活支援

員（介助、図書）を学校の実情に応じて配置する。また、

情報教育アドバイザーが学校巡回を行うことにより情報教

育を支援する。

市立学校にスクールアシスタントを配置する。学校生活支

援員（介助）は29名任用し、各校の個別支援を必要とする

児童生徒数に応じて、配置する。学校生活支援員（図書）

は13名任用し、各校に配置する。学級支援指導助手（複式

学級対応）は２名任用し、複式学級に配置する。情報教育ｱ

ﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰを2名任用し、ICT教育の補助、情報教育の支援を

行う。

スクールアシスタント（介助29名、図書

13名、情報教育ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ2名、学級支援

助手2名　計46名）

スクールアシスタント（介助29名、図書

13名、情報教育ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ2名、学級支援

助手2名　計46名）

78,663 78,663 Ａ Ｂ Ａ 継続実施

523 教育委員会 学校教育課
幼稚園・保育園・小学校

連携事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

市の子育て事業の一環として、市内の幼稚園・保育園・認

定こども園及び小学校、義務教育学校間の連携を図り、子

育て支援ではない、幼小の繋がりのある教育の支援を行

う。

連携を通して、小１プロブレムや学校不適応を未然に防げ

るよう、教諭と保育士との懇談会、研修会を開催する。

幼稚園・保育園・認定こども園・小学校、義務教育学校の

連携を通して、小学校・義務教育学校１年生へスムーズに

移行できるように、教職員の研修会や園児の小学校・義務

教育学校見学、教育に関するイベントや交流会、子どもの

実態等の情報交換会などの事業を行う。

会議の開催：１回、研修の開催：２回、

園児の小・義務教育学校体験

会議の開催：１回、研修の開催：２回、

園児の小・義務教育学校体験

36 36 Ａ Ａ Ａ 継続実施

524 教育委員会 学校教育課 教育研究振興事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

教育に関する研究調査及び教育関係職員の研修を行い、下

野市の教育行政の推進・振興を図る。

学習指導の工夫、改善等について調査研究したり、教職員

の研修を実施したりすることで、教職員の資質の向上を図

り本市の教育水準向上を目指す。

教職員全体研修会を年３回（4月、8月、1月）開催する。

また、小中一貫教育研究事業や学習指導主任研修会等を開

催する。

小学校・義務教育学校３、４年生が使用する社会科副読本

の情報収集と改訂（3か年毎）を行う。

市教職員全体研修会専門研修、希望研修

の実施、調査研究事業（学力向上・情報

教育・体力向上等）による分析、道徳地

域教材作成、「新聞の日」実施、ふるさ

と学習の実施

市教職員全体研修会専門研修、希望研修

の実施、調査研究事業（学力向上・情報

教育・体力向上等）による分析、道徳地

域教材作成、「新聞の日」実施、ふるさ

と学習の実施

2,671 2,671 Ａ Ａ Ａ 継続実施

525 教育委員会 学校教育課
エス・アンド・ユーコラ

ボ事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

宇都宮大学と連携し、各校の学校課題推進や研修体制の充

実に向けて専門講師を派遣することで、教員の授業力の向

上、児童生徒の学力向上を図る。

実施校　小学校8校 中学校3校　義務教育学校1校　　市内

全学校で実施

宇都宮大学共同教育学部と連携し、各校の要請に応じて、

大学の教授や准教授、または附属学校の教員を招聘し、校

内研修の講師として指導助言を仰ぐ。中心は校内研修であ

るが、授業研究は広く公開し、中学校区や市内全校での研

修の場とする。

宇都宮大学と連携し講師を派遣　小学校8

校、中学校3校　義務教育学校1校、15千

円×36回、合計540千円

宇都宮大学と連携し講師を派遣　小学校8

校、中学校3校　義務教育学校1校、15千

円×36回、合計540千円 540 540 Ａ Ｂ Ａ 継続実施

526 教育委員会 学校教育課
児童生徒英語教育推進事

業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

・国際社会で活躍できる児童生徒の育成を目指し、児童生

徒の英語力向上を図る。

・小中義務教育学校における外国語授業や外国語教材作成

の補助として、外国語指導助手(ALT)を配置し、全校で毎時

間支援できるよう整備する。

・各種イベントや学校における教材の整備を行う。

・教職員向けの英語力向上のための研修を充実させる。

ALTとのﾃｨｰﾑﾃｨｰﾁﾝｸﾞや教職員向けの研修

を充実させ、指導力の向上を図る。

ALT11名（派遣）

ALTとのﾃｨｰﾑﾃｨｰﾁﾝｸﾞや教職員向けの研修

を充実させ、指導力の向上を図る。

ALT11名（派遣） 51,456 50,399 Ａ Ｂ Ａ 継続実施

527 教育委員会 学校教育課
小中学校教科用図書選定

事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

市内小・中・義務教育学校で使用する教科用図書につい

て、市教科用図書選定委員会で協議して選定する。小中学

校各教科用図書（約４年に１回）、小中特別支援学級用図

書（毎年）を選定・答申する。

教科用図書選定委員会を年２回開催（内調査員報告1回）で

は委員７名を招聘する。

特別支援学級用教科用図書調査員会は２回〔調査員：計４

名（中学校２名、小学校２名）〕

小中学校教科用図書採択の年は、小中学校教科用図書調査

員会は３回〔調査員：22名（2名×11教科）〕

中学校教科用図書並びに小中学校特別支

援学級用教科書の選定の実施、教科用図

書選定員会・調査員会開催

小中学校特別支援学級用教科書の選定の

実施、教科用図書選定員会・調査員会開

催
130 130 Ａ Ａ Ａ 継続実施

528 教育委員会 学校教育課 ユースサポート事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

小・中・義務教育学校、教育支援センターに大学生を受け

入れ、補助的な授業支援を行う。効率的な授業運営や、教

師がより指導の必要な児童生徒に向き合う時間の確保に役

立てる。

部活動支援では、経験を生かした指導がなされ技術の向上

が図られる。

学生による学習支援（配慮を必要とする児童生徒への支

援、補習）、生活支援（配慮を必要とする児童生徒の教室

移動・給食指導・清掃指導等）、及び部活動支援（専門種

目の指導の支援）を行う。

地域の人的資源として、大学生による学

校支援を継続して行う。（白鷗大学・宇

都宮大学等）

地域の人的資源として、大学生による学

校支援を継続して行う。（白鷗大学・宇

都宮大学等
500 500 Ａ Ｂ Ａ 継続実施
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529 教育委員会 学校教育課 特別支援教育推進事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

教育支援委員会を開催し、個別支援を必要とする児童生徒

に対して、適切な指導と必要な支援を行い特別支援教育の

充実を図る。

相談員は、各学校を訪問し、児童生徒への支援内容を助言

する。

第二次特別支援教育推進計画を基に、計画に沿った特別支

援教育の推進を図る。

教育支援委員会を年３回開催し、教育支援委員１４名によ

り、教育措置等について協議する。

特別支援ネットワーク連絡協議会を年２回開催し、特別支

援教育の推進を図る。

教育支援委員会

特別支援教育推進のための各種研修会等

の開催

教育支援委員会

特別支援教育推進のための各種研修会等

の開催

90 90 Ａ Ｂ Ａ 継続実施

530 教育委員会 学校教育課 学校教育サポート事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

学校教育上で発生する諸問題（いじめ、不登校、特別な支

援を要する等）の解決に向けて、電話・面接相談や学校巡

回相談などを行い、関係諸機関との連携が密になるように

支援したり、教育支援センターで集団生活への復帰を目指

す。

コーディネーター、ケースワーカー、就学・特別支援教育

相談員、心理士等の専門スタッフを配置する。また不登校

対策の1つとして、夏季休業中の各中学校における学習支援

「いきいき学び塾」を実施する。

コーディネーター、ケースワーカー、就学・特別支援教育

相談員等の専門スタッフを配置し、学校教育で発生する

様々な問題、就学や特別支援教育関係の相談を受けたり、

学校生活への復帰支援や在籍校との連携、個別カウンセリ

ング、教科指導、夏季休業中、各中学校において、学習支

援事業を実施する。

電話・面接・巡回相談

教育支援センター運営

夏季休業中における学習支援

〈施設建設〉

電話・面接・巡回相談

教育支援センター

夏季休業中における学習支援

相談件数増に対応した組織体制の構築

〈新施設移行〉 27,028 34,460 Ａ Ａ Ａ 継続実施

531 教育委員会 学校教育課 小中一貫教育推進事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

下野市小中一貫教育推進協議会の協議内容を活かし、これ

までの小中連携教育の取組を充実発展させ、円滑な小中一

貫教育を推進する。

市全体の小中一貫教育について、保護者や地域代表、幼小

中高大の各代表等を委員とする小中一貫教育推進協議会を

設置し幅広く意見を求めると共に学校運営協議会を運営

し、小中一貫教育を始めとする学校教育に保護者や地域の

方に参画いただく。

下野市小中一貫教育推進協議会開催 下野市小中一貫教育推進協議会開催

233 233 Ａ Ａ Ａ 継続実施

532 教育委員会 学校教育課 祇園小学校給食管理事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

学校給食の維持管理を図り、安全安心な学校給食を児童に

提供する。

施設の管理や消耗品の購入を行い、自校給食の維持管理を

する。

給食室の維持管理、調理用消耗品や調理

用洗剤等の購入

給食室の維持管理、調理用消耗品や調理

用洗剤等の購入

280 280 Ａ Ｂ Ａ 継続実施

533 教育委員会 学校教育課 緑小学校給食管理事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

学校給食の維持管理を図り、安全安心な学校給食を児童に

提供する。

施設の管理や消耗品の購入を行い、自校給食の維持管理を

する。

給食室の維持管理、調理用消耗品や調理

用洗剤等の購入

給食室の維持管理、調理用消耗品や調理

用洗剤等の購入

260 260 Ａ Ｂ Ａ 継続実施

534 教育委員会 学校教育課 石橋小学校給食管理事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

学校給食の維持管理を図り、安全安心な学校給食を児童に

提供する。

施設の管理や消耗品の購入を行い、自校給食の維持管理を

する。

給食室の維持管理、調理用消耗品や調理

用洗剤等の購入

給食室の維持管理、調理用消耗品や調理

用洗剤等の購入

300 300 Ａ Ｂ Ａ 継続実施

535 教育委員会 学校教育課 古山小学校給食管理事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

学校給食の維持管理を図り、安全安心な学校給食を児童に

提供する。

施設の管理や消耗品の購入を行い、自校給食の維持管理を

する。

給食室の維持管理、調理用消耗品や調理

用洗剤等の購入

給食室の維持管理、調理用消耗品や調理

用洗剤等の購入

360 360 Ａ Ｂ Ａ 継続実施

536 教育委員会 学校教育課 細谷小学校給食管理事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

学校給食の維持管理を図り、安全安心な学校給食を児童に

提供する。

消耗品等の購入を行い、学校給食の円滑化を図る。 消耗品の購入 消耗品の購入

15 15 Ａ Ｂ Ａ 継続実施

537 教育委員会 学校教育課
石橋北小学校給食管理事

業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

学校給食の維持管理を図り、安全安心な学校給食を児童に

提供する。

施設の管理や消耗品の購入を行い、自校給食の維持管理を

する。

給食室の維持管理、調理用消耗品や調理

用洗剤等の購入

給食室の維持管理、調理用消耗品や調理

用洗剤等の購入

113 113 Ａ Ｂ Ａ 継続実施
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538 教育委員会 学校教育課
国分寺小学校給食管理事

業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

学校給食の維持管理を図り、安全安心な学校給食を児童に

提供する。

消耗品等の購入を行い、学校給食の円滑化を図る。 消耗品の購入 消耗品の購入

50 50 Ａ Ｂ Ａ 継続実施

539 教育委員会 学校教育課
国分寺東小学校給食管理

事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

学校給食の維持管理を図り、安全安心な学校給食を児童に

提供する。

消耗品等の購入を行い、学校給食の円滑化を図る。 消耗品の購入 消耗品の購入

18 18 Ａ Ｂ Ａ 継続実施

540 教育委員会 学校教育課
南河内第二中学校給食管

理事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

学校給食の維持管理を図り、安全安心な学校給食を生徒に

提供する。

施設の管理や消耗品の購入を行い、自校給食の維持管理を

する。

給食室の維持管理、調理用消耗品や調理

用洗剤等の購入

給食室の維持管理、調理用消耗品や調理

用洗剤等の購入

290 290 Ａ Ｂ Ａ 継続実施

541 教育委員会 学校教育課 石橋中学校給食管理事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

学校給食の維持管理を図り、安全安心な学校給食を生徒に

提供する

施設の管理や消耗品の購入を行い、自校給食の維持管理を

する。

給食室の維持管理、調理用消耗品や調理

用洗剤等の購入

給食室の維持管理、調理用消耗品や調理

用洗剤等の購入

350 350 Ａ Ｂ Ａ 継続実施

542 教育委員会 学校教育課
国分寺中学校給食管理事

業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

学校給食の維持管理を図り、安全安心な学校給食を児童に

提供する。

消耗品等の購入を行い、学校給食の円滑化を図る。 消耗品の購入 消耗品の購入

168 168 Ａ Ｂ Ａ 継続実施

543 教育委員会 学校教育課 学校食育推進事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

義務教育９年間における系統的な食育の授業実践を研究す

る。

家庭、地域と関係機関が連携した食育と地産地消の推進を

図るための方策を研究する。

全ての児童生徒に同様の「食に関する指導」を進める。家

庭への啓発、地域との連携を図り、食育を推進していくこ

とで、健康に留意できる児童生徒を育てる。

市内すべての児童生徒に同様の食育実践を実施する。

家庭、地域と関係機関と連携した食育の推進、地産地消を

図るための方策を研究する。また、「下野市学校給食食物

アレルギー対応委員会」の開催により、アレルギー対応マ

ニュアルの見直しをする。

「朝食の摂取習慣の確立と質の向上の推

進」の実施、外部講師による出前授業、

食育だよりの発行、朝食の簡単料理レシ

ピ募集、朝食アンケート実施、食物アレ

ルギー対応

「朝食の摂取習慣の確立と質の向上の推

進」の実施、外部講師による出前授業、

食育だよりの発行、朝食の簡単料理レシ

ピ募集、朝食アンケート実施、食物アレ

ルギー対応

608 608 Ａ Ｂ Ａ 継続実施

544 教育委員会 学校教育課 小学校共通管理事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

学校の共通的経費、事業を一元化し効率化を図りつつ、学

校運営を支援する。

平成30年度より各校に学校運営協議会制度を導入し、保護

者や地域住民、校長等を委員として任命し、地域とともに

ある学校づくりを推進している。

次年度の新入学児童に対する就学時健康診断を10月から実

施するとともに、2月には入学通知を発送する。

就学児童に対する各種健診を実施する。

学校運営協議会委員の配置、入学通知、

就学時健診、児童健康診断、保健衛生検

査

学校運営協議会委員の配置、入学通知、

就学時健診、児童健康診断、保健衛生検

査
7,694 7,694 Ａ Ａ Ａ 継続実施

545 教育委員会 学校教育課 祇園小学校教育振興事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

学校経営方針に基づいた、教育課程の円滑な実施を図る。 教材教具の整備をする。

教育活動、特別活動を実施する。

教材備品や図書等の整備、学力向上の教

材備品等の購入、学校図書充実の整備費

用、各種学校行事費用

教材備品や図書等の整備、学力向上の教

材備品等の購入、学校図書充実の整備費

用、各種学校行事費用 2,074 2,074 Ａ Ｂ Ａ 継続実施

546 教育委員会 学校教育課 緑小学校教育振興事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

学校経営方針に基づいた、教育課程の円滑な実施を図る。 教材教具の整備をする。

教育活動、特別活動を実施する。

教材備品や図書等の整備、学力向上の教

材備品等の購入、学校図書充実の整備費

用、各種学校行事費用

教材備品や図書等の整備、学力向上の教

材備品等の購入、学校図書充実の整備費

用、各種学校行事費用 1,950 1,950 Ａ Ｂ Ａ 継続実施
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547 教育委員会 学校教育課 石橋小学校教育振興事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

学校経営方針に基づいた、教育課程の円滑な実施を図る。 教材教具の整備をする。

教育活動、特別活動を実施する。

教材備品や図書等の整備、学力向上の教

材備品等の購入、学校図書充実の整備費

用、各種学校行事費用

教材備品や図書等の整備、学力向上の教

材備品等の購入、学校図書充実の整備費

用、各種学校行事費用 2,700 2,700 Ａ Ｂ Ａ 継続実施

548 教育委員会 学校教育課 古山小学校教育振興事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

学校経営方針に基づいた、教育課程の円滑な実施を図る。 教材教具の整備をする。

教育活動、特別活動を実施する。

教材備品や図書等の整備、学力向上の教

材備品等の購入、学校図書充実の整備費

用、各種学校行事費用

教材備品や図書等の整備、学力向上の教

材備品等の購入、学校図書充実の整備費

用、各種学校行事費用 2,467 2,467 Ａ Ｂ Ａ 継続実施

549 教育委員会 学校教育課 細谷小学校教育振興事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

学校経営方針に基づいた、教育課程の円滑な実施を図る。 教材教具の整備をする。

教育活動、特別活動を実施する。

教材備品や図書等の整備、学力向上の教

材備品等の購入、学校図書充実の整備費

用、各種学校行事費用

教材備品や図書等の整備、学力向上の教

材備品等の購入、学校図書充実の整備費

用、各種学校行事費用 880 880 Ａ Ｂ Ａ 継続実施

550 教育委員会 学校教育課
石橋北小学校教育振興事

業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

学校経営方針に基づいた、教育課程の円滑な実施を図る。 教材教具の整備をする。

教育活動、特別活動を実施する。

教材備品や図書等の整備、学力向上の教

材備品等の購入、学校図書充実の整備費

用、各種学校行事費用

教材備品や図書等の整備、学力向上の教

材備品等の購入、学校図書充実の整備費

用、各種学校行事費用 1,696 1,696 Ａ Ｂ Ａ 継続実施

551 教育委員会 学校教育課
国分寺小学校教育振興事

業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

学校経営方針に基づいた、教育課程の円滑な実施を図る。 教材教具の整備をする。

教育活動、特別活動を実施する。

教材備品や図書等の整備、学力向上の教

材備品等の購入、学校図書充実の整備費

用、各種学校行事費用

教材備品や図書等の整備、学力向上の教

材備品等の購入、学校図書充実の整備費

用、各種学校行事費用 3,579 3,579 Ａ Ｂ Ａ 継続実施

552 教育委員会 学校教育課
国分寺東小学校教育振興

事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

学校経営方針に基づいた、教育課程の円滑な実施を図る。 教材教具の整備をする。

教育活動、特別活動を実施する。

教材備品や図書等の整備、学力向上の教

材備品等の購入、学校図書充実の整備費

用、各種学校行事費用

教材備品や図書等の整備、学力向上の教

材備品等の購入、学校図書充実の整備費

用、各種学校行事費用 2,354 2,354 Ａ Ｂ Ａ 継続実施

553 教育委員会 学校教育課
南河内第二中学校管理事

業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

学校施設の適正な維持管理により、良好な学習環境を整備

する。

学校行事を運営する。

教育環境の維持管理をする。

施設維持管理、給食燃料費、光熱水費

等、校内の各種修繕料、保健室医薬材料

費、複写機使用料、備品購入費等

施設維持管理、給食燃料費、光熱水費

等、校内の各種修繕料、保健室医薬材料

費、複写機使用料、備品購入費等 4,502 4,502 Ａ Ｂ Ａ 継続実施

554 教育委員会 学校教育課 石橋中学校管理事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

学校施設の適正な維持管理により、良好な学習環境を整備

する

学校行事を運営する。

教育環境の維持管理をする。

施設維持管理、給食燃料費、光熱水費

等、校内の各種修繕料、保健室医薬材料

費、複写機使用料、備品購入費等

施設維持管理、給食燃料費、光熱水費

等、校内の各種修繕料、保健室医薬材料

費、複写機使用料、備品購入費等 4,987 4,987 Ａ Ｂ Ａ 継続実施

555 教育委員会 学校教育課 国分寺中学校管理事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

学校施設の適正な維持管理により、良好な学習環境を整備

する。

学校行事を運営する。

教育環境の維持管理をする。

教材備品、図書等の整備、学力向上の教

材備品等の購入、学校図書充実の整備費

用、各種学校行事費用

教材備品、図書等の整備、学力向上の教

材備品等の購入、学校図書充実の整備費

用、各種学校行事費用 3,129 3,129 Ａ Ｂ Ａ 継続実施

556 教育委員会 学校教育課
南河内第二中学校教育振

興事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

学校経営方針に基づいた、教育課程の円滑な実施を図る。 教材教具の整備をする。

教育活動、特別活動を実施する。

教材備品、図書等の整備、学力向上の教

材備品等の購入、学校図書充実の整備費

用、各種学校行事費用

教材備品、図書等の整備、学力向上の教

材備品等の購入、学校図書充実の整備費

用、各種学校行事費用 2,960 2,960 Ａ Ｂ Ａ 継続実施
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557 教育委員会 学校教育課 石橋中学校教育振興事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

学校経営方針に基づいた、教育課程の円滑な実施を図る。 教材教具の整備をする。

教育活動、特別活動を実施する。

教材備品、図書等の整備、学力向上の教

材備品等の購入、学校図書充実の整備費

用、各種学校行事費用

教材備品、図書等の整備、学力向上の教

材備品等の購入、学校図書充実の整備費

用、各種学校行事費用 4,846 4,846 Ａ Ｂ Ａ 継続実施

558 教育委員会 学校教育課
国分寺中学校教育振興事

業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

学校経営方針に基づいた、教育課程の円滑な実施を図る。 教材教具の整備をする。

教育活動、特別活動を実施する。

教材備品、図書等の整備、学力向上の教

材備品等の購入、学校図書充実の整備費

用、各種学校行事費用

教材備品、図書等の整備、学力向上の教

材備品等の購入、学校図書充実の整備費

用、各種学校行事費用 3,477 3,477 Ａ Ｂ Ａ 継続実施

559 教育委員会 学校教育課 中学校教科書改訂事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

中学校、義務教育学校後期課程で使用する教科用指導書、

デジタル教科書、指導資料を整備する。

教科書の改訂等に伴う教科書・指導書等の整備を、改訂の

スケジュールに合わせて実施する。

中学校で採択された教科書、指導書、デ

ジタル教科書の購入

学級増分の教師用教科書、指導書の購入

中学校で採択された教科書、指導書、デ

ジタル教科書の購入

学級増分の教師用教科書、指導書の購入 49 18,130 Ａ Ａ Ａ 継続実施

560 教育委員会 学校教育課 小学校教科書改訂事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

小学校、義務教育学校前期課程で使用する令和６年度以降

使用の小学校各教科教師用教科書及び指導書、デジタル教

科書、指導資料を整備する。

教科書の改訂等に伴う教科書・指導書等の整備を、改訂の

スケジュールに合わせて実施する。

採択された教師用教科書、指導書、デジ

タル教科書の購入、学級増分の教師用教

科書、指導書の購入

採択された教師用教科書、指導書、デジ

タル教科書の購入、学級増分の教師用教

科書、指導書の購入 63,866 2,394 Ａ Ａ Ａ 継続実施

561 教育委員会 学校教育課 理科教育設備整備事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

理科教育並びに算数・数学教育に関する備品を計画的に整

備・更新し、新学習指導要領等新しい教育に対応した環境

を提供し、理科教育並びに算数・数学教育の充実を図る。

理科教育設備費等補助金を活用し、各学校のニーズを把握

しながら新規で購入する設備・備品、旧式の備品の更新を

順次実施していく。３年で全１２校に整備できるように計

画し、継続的に整備を行っていく。

小学校２校

中学校２校で整備

小学校３校

中学校１校で整備

2,000 1,800 Ａ Ａ Ａ 継続実施

562 教育委員会 学校教育課 南河内小中学校管理事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

学校施設の適正な維持管理により、良好な学習環境を整備

する。

学校行事を運営する。

教育環境の維持管理をする。

施設維持管理、給食燃料費、光熱水費

等、校内の各種修繕料、保健室医薬材料

費、複写機使用料、備品購入等

施設維持管理、給食燃料費、光熱水費

等、校内の各種修繕料、保健室医薬材料

費、複写機使用料、備品購入等 6,260 6,260 Ａ Ｂ Ａ 継続実施

563 教育委員会 学校教育課
南河内小中学校教育振興

事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

学校経営方針に基づいた、教育課程の円滑な実施を図る。 教材教具の整備をする。

教育活動、特別活動を実施する。

教材備品や図書等の整備、学力向上の教

材備品等の購入、学校図書充実の整備費

用、各種学校行事費用

教材備品や図書等の整備、学力向上の教

材備品等の購入、学校図書充実の整備費

用、各種学校行事費用 5,594 5,594 Ａ Ｂ Ａ 継続実施

564 教育委員会 学校教育課
南河内小中学校給食管理

事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

学校給食の維持管理を図り、安全安心な学校給食を児童に

提供する。

施設の管理や消耗品の購入を行い、自校給食の維持管理を

する。

給食室の維持管理、調理用消耗品や調理

用洗剤等の購入

給食室の維持管理、調理用消耗品や調理

用洗剤等の購入

420 420 Ａ Ｂ Ａ 継続実施

565 教育委員会 学校教育課
学校教育サポートセン

ター整備事業

ハ

ー

ド

事

業

裁

量

あ

り

継

続

学校教育サポートセンターにおいて、建物の老朽化及び利

用者・相談者の増加により施設の狭隘化が深刻なことか

ら、新たな施設を整備する。

鉄筋コンクリート造り　２階建て　300㎡（事務室・相談

室・教室）

建設工事

136,628 0 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

566 教育委員会 学校教育課
確かな学力と芸術推進事

業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

文部科学省が進めるGIGAスクール構想やプログラミング教

育の充実に向けて、整備を行い、確かな学力の定着を図

る。

令和２年度に整備したプログラミング教材や一人一台タブ

レット端末について、国のGIGAスクール構想の推進や「令

和の日本型学校教育」の提言を受けて、適宜見直しを図

り、最適なものを整備していく。

小・義務教育学校（前期課程）のプログ

ラミング教材の整備

タブレット端末へのアプリの導入

タッチペン（小・義務教育学校１年生）

の整備

中・義務教育学校（後期課程）のプログ

ラミング教材の整備

タブレット端末へのアプリの導入

タッチペン（小・義務教育学校１年生）

の整備

9,891 3,610 Ｂ Ｂ Ｂ 見直し実施
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567 教育委員会 学校教育課 祇園小学校管理事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

学校施設の適正な維持管理により、良好な学習環境を整備

する。

学校行事を運営する。

教育環境の維持管理をする。

施設維持管理、給食燃料費、光熱水費

等、校内の各種修繕料、保健室医薬材料

費、複写機使用料、備品購入等

施設維持管理、給食燃料費、光熱水費

等、校内の各種修繕料、保健室医薬材料

費、複写機使用料、備品購入等 4,399 4,399 Ａ Ｂ Ａ 継続実施

568 教育委員会 学校教育課 緑小学校管理事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

学校施設の適正な維持管理により、良好な学習環境を整備

する

学校行事を運営する。

教育環境の維持管理をする。

施設維持管理、給食燃料費、光熱水費

等、校内の各種修繕料、保健室医薬材料

費、複写機使用料、備品購入等

施設維持管理、給食燃料費、光熱水費

等、校内の各種修繕料、保健室医薬材料

費、複写機使用料、備品購入等 3,030 3,030 Ａ Ｂ Ａ 継続実施

569 教育委員会 学校教育課 石橋小学校管理事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

学校施設の適正な維持管理により、良好な学習環境を整備

する。

学校行事を運営する。

教育環境の維持管理をする。

施設維持管理、給食燃料費、光熱水費

等、校内の各種修繕料、保健室医薬材料

費、複写機使用料、備品購入等

施設維持管理、給食燃料費、光熱水費

等、校内の各種修繕料、保健室医薬材料

費、複写機使用料、備品購入等 4,255 4,255 Ａ Ｂ Ａ 継続実施

570 教育委員会 学校教育課 古山小学校管理事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

学校施設の適正な維持管理により、良好な学習環境を整備

する。

学校行事を運営する。

教育環境の維持管理をする。

施設維持管理、給食燃料費、光熱水費

等、校内の各種修繕料、保健室医薬材料

費、複写機使用料、備品購入等

施設維持管理、給食燃料費、光熱水費

等、校内の各種修繕料、保健室医薬材料

費、複写機使用料、備品購入等 4,411 4,411 Ａ Ｂ Ａ 継続実施

571 教育委員会 学校教育課 細谷小学校管理事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

学校施設の適正な維持管理により、良好な学習環境を整備

する。

学校行事を運営する。

教育環境の維持管理をする。

施設維持管理、給食燃料費、光熱水費

等、校内の各種修繕料、保健室医薬材料

費、複写機使用料、備品購入等

施設維持管理、給食燃料費、光熱水費

等、校内の各種修繕料、保健室医薬材料

費、複写機使用料、備品購入等 1,587 1,587 Ａ Ｂ Ａ 継続実施

572 教育委員会 学校教育課 石橋北小学校管理事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

学校施設の適正な維持管理により、良好な学習環境を整備

する。

学校行事を運営する。

教育環境の維持管理をする。

施設維持管理、給食燃料費、光熱水費

等、校内の各種修繕料、保健室医薬材料

費、複写機使用料、備品購入等

施設維持管理、給食燃料費、光熱水費

等、校内の各種修繕料、保健室医薬材料

費、複写機使用料、備品購入等 2,667 2,667 Ａ Ｂ Ａ 継続実施

573 教育委員会 学校教育課 国分寺小学校管理事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

学校施設の適正な維持管理により、良好な学習環境を整備

する。

学校行事を運営する。

教育環境の維持管理をする。

施設維持管理、給食燃料費、光熱水費

等、校内の各種修繕料、保健室医薬材料

費、複写機使用料、備品購入等

施設維持管理、給食燃料費、光熱水費

等、校内の各種修繕料、保健室医薬材料

費、複写機使用料、備品購入等 3,522 3,522 Ａ Ｂ Ａ 継続実施

574 教育委員会 学校教育課 国分寺東小学校管理事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

学校施設の適正な維持管理により、良好な学習環境を整備

する。

学校行事を運営する。

教育環境の維持管理をする。

施設維持管理、給食燃料費、光熱水費

等、校内の各種修繕料、保健室医薬材料

費、複写機使用料、備品購入等

施設維持管理、給食燃料費、光熱水費

等、校内の各種修繕料、保健室医薬材料

費、複写機使用料、備品購入等 2,082 2,082 Ａ Ｂ Ａ 継続実施

575 教育委員会 学校教育課 中学校共通管理事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

学校の共通的経費、事業を一元化し効率化を図りつつ、学

校運営を支援する。

平成30年度より学校運営協議会制度を導入し、校長や保護

者、地域住民を委員として任命し、地域とともにある学校

づくりを推進している。

次年度の新入学生徒に入学通知を発送する。

生徒に対する各種健診を実施する。

学校運営協議会委員の配置、入学通知、

健康診断、保健衛生検査

学校運営協議会委員の配置、入学通知、

健康診断、保健衛生検査

3,216 3,216 Ａ Ａ Ａ 継続実施

576 教育委員会 学校教育課
義務教育学校共通管理事

業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

学校の共通的経費、事業を一元化し効率化を図りつつ、学

校運営を支援する。

学校運営協議会制度を導入し、校長や保護者、地域住民を

委員として任命し、地域とともにある学校づくりを推進し

ている。

次年度の新入学生徒に対する就学時健康診断を10月から実

施するとともに、2月には入学通知を発送する。

就学児童生徒に対する各種健診を実施する。

学校運営協議会委員の配置、入学通知、

就学時健診、児童健康診断、保健衛生検

査

学校運営協議会委員の配置、入学通知、

就学時健診、児童健康診断、保健衛生検

査
1,940 1,940 Ａ Ａ Ａ 継続実施
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577 教育委員会 生涯学習文化課 社会教育総務事務費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

下野市生涯学習推進計画（第三次）の理念である、「多様

な学習を通じた自己成長と自己実現」「学習仲間との交流

による絆づくりと心豊かな生活」「学びを基盤とした地域

づくり」を実現するために、学習機会・情報の提供等の学

習環境の整備を行う。

市の社会教育の振興を図るために、社会教育委員会議を開

催する。また、市民の自発的な学習を支援するために生涯

学習情報誌「エール」を発行する。

・社会教育委員会議の開催（年3回）

・生涯学習情報誌エールの発刊（年1回）

・ファミリエ下野市民運動の支援

・社会教育委員会議の開催（年3回）

・生涯学習情報誌エールの発刊（年1回）

・ファミリエ下野市民運動の支援 6,791 7,010 Ａ Ａ Ａ 継続実施

578 教育委員会 生涯学習文化課 生涯学習推進事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

生涯学習推進計画（第三次）の目的である「生涯学習を通

じたひと・まちづくり」実現のため、「多様な学習を通じ

た自己成長と自己実現」「学習仲間との交流による絆づく

りと心豊かな生活」「学びを基盤とした地域づくり」を推

進する。

生涯学習推進本部会（年1回）

生涯学習推進協議会（年3回）

ふれあい学習推進委員会議（年2回）

・生涯学習推進本部会の開催

・生涯学習推進協議会の開催

・ふれあい学習の推進

・生涯学習推進本部会の開催

・生涯学習推進協議会の開催

・ふれあい学習の推進 126 2,410 Ａ Ａ Ａ 継続実施

579 教育委員会 生涯学習文化課 社会教育事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

社会参画意識や地域連帯意識の醸成を目的として事業を実

施する。

・社会教育関係団体に対する活動支援及び補助金交付

・二十歳のつどいの開催

・年輪のつどいの開催

・社会教育関係団体への支援

・二十歳のつどい挙行

・年輪のつどい実施

・社会教育関係団体への支援

・二十歳のつどい挙行

・年輪のつどい実施 2,919 2,919 Ａ Ａ Ａ 継続実施

580 教育委員会 生涯学習文化課
生涯学習による協働のま

ちづくり支援事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

生涯学習推進計画（第三次）の目的である「生涯学習を通

じたひと・まちづくり」の実現に向けて、市民と行政の協

働によるまちづくりを推進するため、まちづくりに関する

学習機会を提供し、市民のまちづくりへの参加をサポート

する。

持続可能なまちづくりのためには市民の力が欠かせないた

め、市民協働によるまちづくりを実践するプレイヤーの取

組や先進事例などについて専門家を招いて学ぶ機会を提供

するための講演会を開催する。

ひと・まちづくりイベントの開催 ひと・まちづくりイベントの開催

50 50 Ａ Ａ Ａ 継続実施

581 教育委員会 生涯学習文化課 青少年育成事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

様々な体験活動やボランティア活動を通して、自ら学び考

え、主体的に判断・行動できるよう青少年の社会参加を支

援する。また、青少年育成団体との協働事業の実施によ

り、市民総ぐるみで青少年の健全育成に取り組む環境を醸

成する。

青少年団体（下野ジュニアリーダースクラブ（JLC））の活

動支援

青少年育成団体との協働による事業（市立学校音楽祭・子

どもなんでも発表会）の実施

青少年育成環境整備事業（立入調査）の実施

・JLCの育成、支援

・青少年育成団体との協働事業の実施

・立入調査の実施

・JLCの育成、支援

・青少年育成団体との協働事業の実施

・立入調査の実施 713 713 Ａ Ａ Ａ 継続実施

582 教育委員会 生涯学習文化課 家庭教育支援事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

人が基本的な生活習慣や豊かな情操・倫理観・自立心など

を身につけるために、家庭教育は重要な役割を果たす。こ

うしたことから、家庭教育の学習機会を充実し、親子の健

やかな成長を支援する。

小・中・義務教育学校での家庭教育学級の開催

家庭教育支援チームひばりの活動支援

家庭教育学級の開催

家庭教育支援チームの活動支援

家庭教育学級の開催

家庭教育支援チームの活動支援

169 169 Ａ Ａ Ａ 継続実施

583 教育委員会 生涯学習文化課
南河内公民館管理運営事

業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

地域に根ざした生涯学習の中核施設として、地域課題を的

確に把握し、あらゆる世代に親しまれる各種講座の開催を

行うことで市民の自発的な学習を推進する。また、自主

サークル、各種団体への情報提供や支援を行い、市民によ

る相互学習を通じて市民の自立を促すことで自治意識の向

上を図り、市民によるまちづくりの足がかりとする。

講座開催：家庭教育・青少年・成人・高齢者・セカンドス

テージ支援・まちづくり入門講座等

指導事業：公民館自主サークルや各種団体の育成・支援

公民館まつりの開催：自主サークル活動の成果発表及び地

域との交流事業

管理運営業務：公民館施設の維持管理及び運営業務

公民館講座の開催

自主サークルの活動支援

公民館まつりの開催

施設の適正な維持管理

公民館講座の開催

自主サークルの活動支援

公民館まつりの開催

施設の適正な維持管理
18,810 18,909 Ａ Ａ Ａ 継続実施

584 教育委員会 生涯学習文化課
南河内東公民館管理運営

事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

地域に根ざした生涯学習の中核施設として、地域課題を的

確に把握し、あらゆる世代に親しまれる各種講座の開催を

行うことで市民の自発的な学習を推進する。また、自主

サークル各種団体への情報提供や支援を行い、市民による

相互学習を通じて市民の自立を促すことで自治意識の向上

を図り、市民によるまちづくりの足がかりとする。

講座開催：家庭教育・青少年・成人・高齢者・セカンドス

テージ支援・まちづくり入門講座等

指導事業：公民館自主サークルや各種団体の育成・支援

公民館まつりの開催：自主サークル活動の成果発表及び地

域との交流事業

公民館施設管理運営業務：管理運営業務

公民館講座の開催

自主サークルの活動支援

公民館まつりの開催

施設の適正な維持管理

公民館講座の開催

自主サークルの活動支援

公民館まつりの開催

施設の適正な維持管理
8,286 8,278 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

585 教育委員会 生涯学習文化課 石橋公民館管理運営事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

地域に根ざした生涯学習の中核施設として、地域課題を的

確に把握し、あらゆる世代に親しまれる各種講座の開催を

行うことで市民の自発的な学習を推進する。また、自主

サークル、各種団体への情報提供や支援を行い、市民によ

るまちづくりの足がかりとする。

講座開催：家庭教育・青少年・成人・高齢者・セカンドス

テージ支援・まちづくり入門講座等

指導事業：公民館自主サークルや各種団体の育成・支援

公民館まつりの実施：自主サークル活動の成果発表及び地

域との交流事業

公民館施設管理運営業務：管理運営業務

公民館講座の開催

自主サークルの活動支援

公民館まつりの開催

施設の適正な維持管理

公民館講座の開催

自主サークルの活動支援

公民館まつりの開催

施設の適正な維持管理
28,512 27,612 Ａ Ａ Ａ 継続実施



番
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裁

量

継

続

区
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586 教育委員会 生涯学習文化課
国分寺公民館管理運営事

業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

地域に根ざした生涯学習の中核施設として、地域課題を的

確に把握し、あらゆる世代に親しまれる各種講座の開催を

行うことで市民の自発的な学習を推進する。また、自主

サークル、各種団体への情報提供や支援を行い、市民によ

る相互学習を通じて市民の自立を促すことで自治意識の向

上を図り、市民によるまちづくりの足がかりとする。

講座開催：家庭教育・青少年・成人・高齢者・セカンドス

テージ支援・まちづくり入門講座等

指導事業：公民館自主サークルや各種団体の育成・支援

公民館まつりの開催：自主サークル活動の成果発表及び地

域との交流事業

公民館施設管理運営業務：管理運営業務

公民館講座の開催

自主サークルの活動支援

公民館まつりの開催

施設の適正な維持管理

公民館講座の開催

自主サークルの活動支援

公民館まつりの開催

施設の適正な維持管理
31,683 31,683 Ａ Ａ Ａ 継続実施

587 教育委員会 生涯学習文化課 図書館共通管理運営事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

生涯学習の拠点として下野市立図書館（石橋・国分寺・南

河内）

3館の共通管理運営を推進する。

指定管理者による定型的業務の管理運営を行う。

図書館協議会　年5回開催予定。

市立図書館3館(石橋・国分寺・南河内図

書館）の指定管理者による定型的業務の

管理運営を行う。 125,781 125,729 Ａ Ａ Ａ 継続実施

588 教育委員会 生涯学習文化課 図書館施設修繕事業

ハ

ー

ド

事

業

裁

量

あ

り

継

続

経年劣化にともなう図書館施設の改修、修繕を実施する ３館すべてが築後３０年以上を経過し、経年劣化により改

修を必要とする箇所が頻出しているため改修、修繕を実施

する

経年劣化にともなう図書館施設の修繕を

行う

照明施設のＬＥＤ化

経年劣化にともなう図書館施設の修繕を

行う

6,490 6,490 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

589 教育委員会 生涯学習文化課
生涯学習情報センター管

理運営事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

　市民の生涯にわたる学習活動を支援するため、ボラン

ティア講座や指導者養成講座、スキルアップ講座など各種

講座の開催や「まちづくりリクエスト講座」の受付・連携

調整を行う。

　また、市民が培った知識や経験・技能を学びに活かし、

地域ぐるみで子どもを育てる「学校支援」や地域社会に活

かす「生涯学習」を推進するため、２つのボランティアバ

ンクを管理し、学習者と支援者間の連携調整を行う。

○学校支援ボランティア・生涯学習ボランティアバンクの

管理運営及びコーディネート。

○ボランティアバンク登録者の活動支援。

○まちづくりリクエスト講座の受付・コーディネート。

生涯学習情報センター管理運営 生涯学習情報センター管理運営

6,563 6,618 Ａ Ａ Ａ 継続実施

590 教育委員会 生涯学習文化課 旧石橋公民館解体事業

ハ

ー

ド

事

業

裁

量

あ

り

継

続

石橋複合施設の供用開始に伴い、旧石橋公民館の解体及び

跡地の有効活用を図る。

旧石橋公民館跡地の利活用に向け、敷地及び建物に関する

調査を行う。

アスベスト調査

建物図面作成

フェンス撤去工事 4,500 0 Ａ Ａ Ｂ 継続実施

591 教育委員会 生涯学習文化課 文化振興事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

・市民がさまざまな芸術文化に触れることで、豊かに暮ら

すための文化振興活動の活性化を図る。

・文化団体の自主事業運営の推進を図り、市民の芸術文化

活動への参加を促進する。

・子どもの豊かな心や感性、創造力やコミュニケーション

能力を育み、地域文化の担い手を育成する。

・さまざまな芸術文化活動を愛好し、実践している市民の

各種発表及び作品等を展示するため、しもつけ市民芸術文

化祭を開催する。・文化団体相互の連絡協調と会員相互の

親睦融和を図り、下野市の文化活動の振興及び文化的水準

の向上発展を目的とする下野市文化協会の運営を補助し、

活動に対し協力する。・次世代を担う児童･生徒に、優れた

舞台芸術を鑑賞する機会を提供するため、市立学校におい

て芸術鑑賞事業を開催する。

しもつけ市民芸術文化祭の開催、下野市

文化協会の支援、市立学校の芸術文化鑑

賞事業の実施。

しもつけ市民芸術文化祭の開催、下野市

文化協会の支援、市立学校の芸術文化鑑

賞事業の実施。

6,164 6,194 Ａ Ａ Ａ 継続実施

592 教育委員会 生涯学習文化課
グリムの森・グリムの館

管理事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

・財団の能力を活用しつつ、市民等に対する「グリムの森･

グリムの館」の効率及び効果を向上させ、もって地域の福

祉の一層の増進を図る。また、財団による芸術･文化等の振

興及び生涯学習の推進並びに都市の緑化の普及を図る。・

指定管理料及び市補助金による限られた予算の中で最大限

の効果を出すため、来場者の意見を取り入れながら、事業

内容を見直し、改善に努力する。

＜指定管理事業＞・「グリムの森･グリムの館」の利用許可

及び維持管理業務を行う。　・市民等を対象とした文化公

演や展示会等を開催する。

＜補助事業＞・一般財団法人グリムの里いしばしの運営に

関すること。　・収益を伴わない公益事業を開催する。

指定管理者によるグリムの森･館の管理運

営

指定管理者によるグリムの森･館の管理運

営

32,786 32,786 Ａ Ａ Ａ 継続実施

593 教育委員会 生涯学習文化課 グリムの森施設整備事業

ハ

ー

ド

事

業

裁

量

あ

り

継

続

グリムの森・グリムの館は開園後20年以上が経過している

ことから、改修・設備更新を実施する。グリムの森・グリ

ムの館・お菓子の家の簡易な修繕を継続して行う。

グリムの森・グリムの館・お菓子の家の適正な維持管理運

営のため、随時設備更新・修繕工事を実施する。

グリムの館について、建築後27年経過していることから、

グリムの館改善保全計画に基づき更新・改修工事を実施し

長寿命化を図る。

改善保全計画に基づく設備更新・修繕工

事の実施。

改善保全計画に基づく設備更新・修繕工

事の実施。

2,530 56,946 Ａ Ａ Ｂ 継続実施



番

号
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裁

量

継

続

区
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594 教育委員会 生涯学習文化課 人権教育事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

市民の人権意識の向上を図るため、昨今の社会問題となっ

ている様々な人権問題に関する学習機会を提供する。

市民人権講座の開催

人権教育講演会の開催

・市民人権講座の開催

・人権教育講演会の開催

・市民人権講座の開催

・人権教育講演会の開催

522 522 Ａ Ａ Ａ 継続実施

595 教育委員会 文化財課 文化財保護事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

市内の国・県・市指定の文化財（106件）や埋蔵文化財

（包蔵地500カ所）と共に下野市文化財保存活用地域計画

策定過程で確認された今後追加指定の可能性の高い文化財

の保存と活用に向けた「東の飛鳥プロジェクト」を推進す

るため、文化財の追加指定、開発に伴う発掘調査等を実施

する。また、それらの成果について、諮問機関である文化

財保護審議会に諮りながら計画を策定し、事業の進展を図

る。

国・県・市指定文化財及び現状では未指定の文化財の保

存・活用に向けた適正な管理、修理、追加指定を市文化財

審議会に諮りながら実施。

開発行為に伴う包蔵地に関する届出の事務及び現地立会い

等の実施。令和2年度に国の認定を受けた『下野市文化財保

存活用地域計画』に基づき、市内に所在する文化財の保

存・継承を図りながら観光や学校教育・生涯学習向けた活

用を図る。「東の飛鳥プロジェクト」として、文化財を活

かしたまちづくり事業を推進する。

文化財審議会の開催（年2回）。開発に伴

う届出の受理・発掘調査及び発掘整理の

実施。史跡の除草清掃管理。文化財保存

活用地域計画で定めた事業の実施。

文化財審議会の開催（年2回）。開発に伴

う届出の受理・発掘調査及び発掘整理の

実施。史跡の除草清掃管理。文化財保存

活用地域計画で定めた事業の実施。

6,811 6,811 Ａ Ａ Ａ 継続実施

596 教育委員会 文化財課
デジタルミュージアム運

営事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

市内の国・県・市指定の文化財や埋蔵文化財等を保存・活

用し、歴史を活かしたまちづくり事業「東の飛鳥プロジェ

クト」を推進するため、下野市文化財バーチャルミュージ

アムを運営し、市の歴史文化の情報発信・PRを行う。

また、郷土の歴史や文化に対する子どもたちの理解を深め

るため、キッズ向けページによる情報発信の充実を図る。

平成23年度に作成した下野市文化財バーチャルミュージア

ムの運営。コンテンツの追加や作成を随時行う。

下野薬師寺歴史館及びしもつけ風土記の丘資料館の情報の

充実を図る。

データの更新・追加、維持管理・デジタ

ルアーカイブの追加・文化財ＣＧの動画

作成

データの更新・追加、維持管理・デジタ

ルアーカイブの追加・文化財ＣＧの動画

作成
345 345 Ａ Ａ Ａ 継続実施

597 教育委員会 文化財課 下野薬師寺跡保存事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

大正10年に国の史跡に指定された下野薬師寺跡の保存整備

を図るために策定した「下野薬師寺跡保存管理計画書」に

基づき、史跡地の公有化・発掘調査を行い、史跡整備・管

理事業を推進する。また、必要に応じて指定地の追加指定

を実施する。

H13年度に第1期整備工事（寺院地南西部・西回廊周辺）、

H30年度に第2期整備工事（再建塔周辺）が完了したことか

ら、令和2年度に第3期整備基本計画を策定した。今後は基

本計画に基づいて金堂及び東金堂・講堂等の保存整備工事

を実施する。また、供用開始から20年が経過した第1期整

備地区の改修計画、指定範囲の拡大など、今後の保存整備

に関する方針についても決定する。

文化庁・県教育委員会・史跡整備委員会の指導に基づき、

史跡の保存・整備・管理活用に向けた方針等の検討を行

う。

史跡整備のための発掘調査及び報告書の作成を実施する。

史跡地の適切な保存管理の実施。

史跡下野薬師寺跡第3期保存整備の実施設計。

下野薬師寺跡保存整備委員会の開催（年1

回）。発掘調査報告書の作成。

下野薬師寺跡保存整備委員会の開催（年1

回）。発掘調査報告書の作成

292 292 Ａ Ａ Ａ 継続実施

598 教育委員会 文化財課 下野薬師寺跡整備事業

ハ

ー

ド

事

業

裁

量

あ

り

継

続

大正10年に国の史跡に指定された下野薬師寺跡の保存整備

を図るために策定した「下野薬師寺跡保存管理計画書」に

基づき、史跡の整備事業を推進する。

H13年度に第1期整備工事（寺院地南西部・西回廊周辺）、

H30年度に第2期整備工事（再建塔周辺）が完了した。令和

2年度に策定した第3期整備基本計画に基づき、金堂及び東

金堂・講堂等の保存整備工事を実施する。また、供用開始

から20年が経過した第1期整備地区の補修や史跡指定範囲

内での公有化を実施する。

第3期保存整備工事の実施。

指定地の公有化の実施。

第2期整備報告書作成。

第3期保存整備工事の実施。

指定地の公有化の実施。

第2期整備報告書作成。
140,510 36,300 Ａ Ａ Ａ 継続実施

599 教育委員会 文化財課 下野国分寺跡保存事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

大正10年に国の史跡に指定された下野国分寺跡の保存活用

を図るため、平成25年度に平地林をを活かした第1次史跡

整備を実施し、見学者への案内・解説や体験学習等に活用

している。全国の国分寺の中でも主要建物跡が整備された

貴重な国分寺であり、県内外からの見学者も多いことか

ら、下野国分寺跡を適切に保存・活用を行うことを目的と

して事業を実施する。

国有地を含めた国史跡指定地の管理、史跡整備に伴う発掘

調査の報告書の作成を行うとともに、令和3年5月2日にリ

ニューアルしたしもつけ風土記の丘資料館と併せた見学の

対応を行う。

史跡地の管理。団体による史跡地の除

草・清掃。報告書作成に伴う図版作成業

務。

整備報告書作成。

史跡地の管理。団体による史跡地の除

草・清掃。

発掘調査報告書作成。

整備報告書作成。 9,384 9,384 Ａ Ａ Ａ 継続実施
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600 教育委員会 文化財課 下野国分尼寺跡保存事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

昭和40年に国の史跡として指定された下野国分尼寺跡はこ

れまでに２期にわたる整備事業が実施され、史跡公園とし

て活用されている。この尼寺跡を適切に保存活用するため

に管理及び活用を行うとともに、今後の史跡の保存活用の

方針等を示すため、下野国分尼寺跡保存活用計画の策定に

向けた検討を行う。

史跡の適切な保存のために管理を行うほか、しもつけ風土

記の丘資料館と合わせた見学等の活用を行う。また、今後

の史跡の適切な保存活用を行うため、保存活用計画策定に

向けた検討を行う。

保存活用計画策定に向けた検討。

樹木等管理業務の実施。

保存活用計画策定に向けた検討。

樹木等管理業務の実施。

14,971 14,971 Ａ Ａ Ａ 継続実施

601 教育委員会 文化財課 市内遺跡発掘調査事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

市内に所在する国・県・市指定史跡等に隣接する未指定の

遺跡についても発掘調査を行い保護活用を図るための発掘

調査等を実施する。史跡指定の必要に応じて諸手続きを進

め、指定史跡として保護を図る。

発掘調査：R3年～R7年度　史跡下野薬師寺跡の追加指定範

囲確認調査の実施。

　　　　　R3年～R8年度　三王山南塚古墳群の発掘調査。

（国指定に向けた取り組み）

整理作業：落内遺跡等の整理作業及び報告書の作成。

保存修理：H30年～R8年度　重要文化財甲塚古墳出土遺物

（埴輪・土器）の保存修理の実施。

甲塚古墳出土遺物保存修理業務。

下野薬師寺跡周辺及び三王山南塚古墳群

の発掘調査。

試掘調査の実施。

下野薬師寺跡周辺及び三王山南塚古墳群

の発掘調査。

試掘調査の実施。

7,695 7,695 Ａ Ａ Ａ 継続実施

602 教育委員会 文化財課
下野薬師寺歴史館管理運

営事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

史跡下野薬師寺跡の保存活用のため、史跡公園を一般公開

するとともに、下野薬師寺跡のガイダンス施設である歴史

館の管理運営の充実に努め、普及啓発と情報発信を促進す

る。

史跡まつりの開催。

下野薬師寺ボランティアの支援。

南河内小中学校とのふるさと学習の実施。

各種文化財関連関連講座の開催（こども歴史講座等）。

ＡＲ（拡張現実）・ＶＲ（仮想現実）を活用したアプリに

よる史跡地の解説、案内。

団体や学校の歴史学習等の受け入れを積極的にに行う。ま

た、ボランティアとの連携により、施設の活性化を図る。

文化財関連体験講座の開催。義務教育学

校との連携事業の実施

文化財関連体験講座の開催。義務教育学

校との連携事業の実施

22,035 22,035 Ａ Ａ Ａ 継続実施

603 教育委員会 文化財課
しもつけ風土記の丘資料

館管理運営事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

「下野市歴史的風致維持向上計画」及び「下野市文化財保

存活用地域計画」を推進するため、文化財の情報発信施設

としての活用を図る。また、観光部局とも連携を図り、本

市の歴史文化や魅力を市内外へ発信する。

発掘調査等で収蔵した資料の活用を図るため、わかりやす

い展示及び各種イベント・講座等の学習機会の提供、市内

外に向けた情報の発信を行う。また、「東の飛鳥」プロ

ジェクトを推進するためのPRを行っていく。今後は博物館

法に基づく登録博物館への登録を検討する。

歴史講座・体験講座開催。他市町との連

携講座を開催。ミニ企画展の開催

歴史講座・体験講座開催。他市町との連

携講座を開催。ミニ企画展の開催

16,116 16,116 Ａ Ａ Ａ 継続実施

604 教育委員会 文化財課
東の飛鳥プロジェクト推

進事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

本市は、東国における飛鳥時代の変遷を表す遺跡が集中す

るという歴史的特性を有している。このことから本市を

「東の飛鳥」と称し、「東の飛鳥」ブランドを活用した文

化財啓発普及事業を展開する。関連する古代の史跡や遺跡

から出土した資料等のほか、民俗文化財や歴史資料、古文

書などの史料の調査研究を実施する。また、その成果を基

に市民に分かりやすく市の歴史・文化財について啓発普及

活動を行い、市民の郷土愛の醸成とともに、市内外へPRす

ることによって文化財を活用した観光振興に努める。

・「東の飛鳥」ブランドのＰＲ事業（イベント・講演会

等）、関連グッズの作成

・市内に所在する古文書及び民具等の調査収集の推進。か

んぴょう生産道具の登録有形民俗文化財への登録推進、市

内文化財のデジタルアーカイブスの整理

・市内小中学校、公民館等への歴史、文化財に関する学習

機会の提供

・文化財ガイドアプリ（ストリートミュージアム等）の運

営

「東の飛鳥」ＰＲ事業の実施

かんぴょう生産道具報告書作成・登録有

形民俗文化財への登録推進

「東の飛鳥」ＰＲ事業の実施

かんぴょう生産道具報告書作成・登録有

形民俗文化財への登録推進

8,211 8,211 Ａ Ａ Ａ 継続実施

605 教育委員会 文化財課
東の飛鳥プロジェクト整

備事業

ハ

ー

ド

事

業

裁

量

あ

り

継

続

本市は、東国における飛鳥時代の変遷を示す遺跡が集中す

るという歴史的特性を有している。このことから本市では

「東の飛鳥」ブランドを活用した文化財の活用を進めてい

る。この「東の飛鳥」プロジェクトの推進の一環として、

「下野市歴史的風致維持向上計画」に位置付けられている

「下野薬師寺いにしえの道整備事業」の実施と合わせ、各

種事業を進めることにより、文化財の市内外へのPRを行

い、文化財を活用した観光振興に努める。

「下野薬師寺いにしえの道整備事業」として御鷲山古墳

（未指定）の整備、トイレや四阿の設置、下野薬師寺歴史

館の駐車場整備等を実施する。事業の実施に当たっては町

なみ環境整備事業を活用する。

発掘調査（御鷲山古墳）

用地買収（トイレ・四阿）

歴史館駐車場整備工事実施設計

御鷲山古墳整備工事

実施設計

トイレ・四阿等実施設計

歴史館駐車場整備工事
32,408 35,298 Ａ Ａ Ａ 継続実施

606 教育委員会 スポーツ振興課 保健体育総務事務費

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

スポーツ振興行政の運営全般に関する事業であり、その基

盤となるスポーツ推進審議会、スポーツ推進委員会、少年

スポーツ指導員、その他、B&G海洋センターに関する事務

事業を執行する。

市スポーツ推進審議会は、スポーツの推進に関する事項等

について審議をする。

市スポーツ推進委員会は、スポーツ振興事業について審議

をする。

市少年スポーツ指導員は、市スポーツ少年団の育成、又

は、少年スポーツの推進について指導する。

推進審議会･推進委員会･少年団指導員報

酬

会計年度任用職員報酬等

推進審議会･推進委員会･少年団指導員報

酬

会計年度任用職員報酬等
12,821 16,531 Ａ Ｂ Ｂ 見直し実施
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607 教育委員会 スポーツ振興課 スポーツ振興事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

市民のスポーツニーズに的確に対応しながらスポーツ振興

を図る。また、各種スポーツ団体の補助については、より

効果的な事業運営ができるよう支援を行う。

市民が生涯をとおしてスポーツを楽しみ取り組むきっかけ

とするため、スポーツ・レクリエーション活動の機会を提

供しスポーツの振興を図る。また、本市の生涯スポーツ推

進の核となっている各種スポーツ団体を補助育成し生涯ス

ポーツ推進の基盤を強化する。

スポーツに接する機会の提供を図るため、各種スポーツ教

室やスポーツ大会を開催する。

スポーツへの関心を高めるため、ニュースポーツの普及推

進を図る。また、障がい者の社会参加を促進するため、障

がい者スポーツ交流会を開催する。

競技スポーツの向上及び少年スポーツの振興を図るため、

スポーツ協会、スポーツ少年団に補助金を交付して支援す

る。

全国大会等出場者へ激励金及び褒賞金を交付し、スポーツ

活動の支援を行う。

スポーツ教室委託

スポーツ協会、スポーツ少年団補助金

全国大会等出場者激励金等

スポーツ教室委託

スポーツ協会、スポーツ少年団補助金

全国大会等出場者激励金等

12,578 12,284 Ａ Ｂ Ｂ 見直し実施

608 教育委員会 スポーツ振興課 市民体育祭開催事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

市民総スポーツひとり１スポーツの基本理念のもと、地域

の融和と一体化を図り、併せて地域コミュニティーの醸成

を図るため市民体育祭を開催する。

市民体育祭の自治会対抗の種目別大会としてティーボール

大会及びキンボールスポーツ大会を、運動会として石橋地

区及び国分寺地区でそれぞれ開催する。南河内地区につい

ては、運動会に代えてスポーツフェスティバルを開催す

る。

商品代･看護師･協力者･審判員謝金

大会等準備･当日保険料

仮設トイレ･テント等借上等

商品代･看護師･協力者･審判員謝金

大会等準備･当日保険料

仮設トイレ･テント等借上等 2,749 2,760 Ａ Ｂ Ｂ 見直し実施

609 教育委員会 スポーツ振興課
総合型地域スポーツクラ

ブ活動支援事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

国のスポーツ基本計画に基づき生涯をとおしてスポーツに

親しめる環境づくりや活力ある地域コミュティーづくりを

目的に設置され、現在では地域住民が主体となって、地域

に密着した特色ある事業を展開し地域スポーツの推進役と

なっているスポーツクラブの活動を支援する。

３地区に設置された各クラブに対し、活動運営費の補助を

行い自主運営に向けた活動を支援する。

活動費補助金交付

ＮＰＯ法人

グリムの里スポーツクラブ

夢くらぶ国分寺

元気ワイワイ南河内

活動費補助金交付

ＮＰＯ法人

グリムの里スポーツクラブ

夢くらぶ国分寺

元気ワイワイ南河内

750 750 Ａ Ｂ Ｂ 見直し実施

610 教育委員会 スポーツ振興課 体育館管理事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

生涯スポーツの推進を図るため、利用者に安全で快適なス

ポーツの場を提供する。

体育館の維持管理を実施する。（南河内体育センター・南

河内東体育館・石橋体育センター・国分寺B＆G海洋セン

ター・国分寺聖武館・旧国分寺西小学校体育館）

➣体育センター等の窓口業務を総合型スポーツクラブへ委

託する。

➣体育館の清掃作業、保守点検、修繕等を実施する。

➣体育館の消耗品費、光熱水費を支出する。

➣体育館の備品の補充及び更新等を実施する。

体育館維持管理 体育館維持管理

43,435 42,584 Ｂ Ａ Ｂ 見直し実施

611 教育委員会 スポーツ振興課 運動場管理事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

生涯スポーツの推進を図るため、利用者に安全で快適なス

ポーツの場を提供する。

運動場の維持管理を実施する。（別処山公園・大松山運動

公園・国分寺運動公園・五千石球場・諏訪山球場・西坪山

球場・南河内球場・南河内東部運動広場・尼寺グラウン

ド・みのわ古城公園・南河内ゲートボール場・南河内テニ

スコート・祇園原テニスコート）

➣運動場の清掃作業、保守点検、修繕、樹木管理等を実施

する。

➣運動場の消耗品費、光熱水費等を支出する。

➣競技用備品の補充及び更新等を実施する。

運動場維持管理 運動場維持管理

123,406 123,245 Ｂ Ｂ Ｂ 見直し実施

612 教育委員会 スポーツ振興課 武道館管理事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

生涯スポーツの推進を図るため、利用者に安全で快適なス

ポーツの場を提供する。

武道館の維持管理を実施する。（南河内武道館、石橋武道

館、国分寺武道館）

➣武道館の清掃作業、保守点検、修繕等を実施する。

➣武道館の消耗品費、光熱水費等を支出する。

武道館維持管理 武道館維持管理

1,394 1,394 Ｂ Ｂ Ｂ 見直し実施

613 教育委員会 スポーツ振興課 弓道場管理事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

生涯スポーツの推進を図るため、スポーツの場を提供す

る。

弓道場の維持管理を実施する。（石橋弓道場・国分寺静思

館）

➣弓道場の清掃作業、保守点検、修繕等を実施する。

➣弓道場の消耗品費、光熱水費等を支出する。

弓道場維持管理 弓道場維持管理

656 656 Ｂ Ｂ Ｂ 見直し実施
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614 教育委員会 スポーツ振興課 プール管理事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

生涯スポーツの推進を図るため、スポーツの場を提供す

る。

プールの維持管理を実施する。（国分寺B＆G海洋センター

プール）

➣プールの運営業務委託を実施する。

➣プールの保守点検、修繕等を実施する。

➣プールの消耗品費、光熱水費等を支出する。

プール運営管理 プール運営管理

4,985 4,985 Ｂ Ｂ Ｂ 見直し実施

615 教育委員会 スポーツ振興課 スポーツ交流館管理事業

ソ

フ

ト

事

業

裁

量

あ

り

継

続

生涯スポーツの推進を図るため、スポーツの場を提供す

る。

スポーツ交流館の維持管理を実施する。

➣スポーツ交流館の保守点検、修繕等を実施する。

➣スポーツ交流館の消耗品費、光熱水費等を支出する。

➣スポーツ交流館の備品の更新を実施する。

スポーツ交流館維持管理 スポーツ交流館維持管理

1,599 1,599 Ｂ Ｂ Ｂ 見直し実施

616 教育委員会 スポーツ振興課 運動場改修事業

ハ

ー

ド

事

業

裁

量

あ

り

継

続

生涯スポーツの推進を図るため、利用者に安全で快適なス

ポーツの場を提供する。

➣別処山運動公園張芝工事

➣南河内テニスコート駐車場拡張工事

別処山運動公園張芝工事、南河内テニス

コート駐車場拡張工事

国分寺運動公園テニスコートナイター照

明修繕工事、五千石球場パーゴラ修繕工

事、国分寺運動公園内ベンチ修繕工事 30,141 33,200 Ｂ Ｂ Ｂ 見直し実施

617 教育委員会 スポーツ振興課 体育施設改修事業

ハ

ー

ド

事

業

裁

量

あ

り

継

続

生涯スポーツの推進を図るため、利用者に安全で快適なス

ポーツの場を提供する。

➣旧国分寺西小プール解体工事

➣その他体育施設改修工事

旧国分寺西小プール解体工事

その他体育施設改修工事

南河内体育センター改築工事実施設計

その他体育施設改修工事

19,820 15,004 Ｂ Ｂ Ｂ 見直し実施


